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ᶗ　ݐ学ͷਫ਼ਆ

ݐ 学 ͷ ਫ਼ ਆ

にᅜ㝿ࡡの㐨ᚨ理ᛕをᇵい、つ「බ正・⣧┿・ዊ௙・཭ឡ」ࠉ

的ど㔝に立って、ୡ⏺の平࿴と♫఍の⚟♴に㈉⊩できるேᮦを

育成することを使࿨とする。

本学はこの理᝿にྥかって、ಖ育学⛉にあってはඃれたಖ育ࠉ

者の育成を目ᣦし、⌧௦ࢥミュニケーࣥࣙࢩ学⛉にあっては

ே間理ゎに立って⌧௦♫఍のᵝࠎな課㢟にᑐᛂできるேᮦの育

成を目ᣦす。

およそ⚾学のᅉって立つᇶ本は、ᘓ学の理᝿に支えられ、ຬࠉ

気と実㊶ຊ・㏾しい๰㐀ຊによって、その┿意をୡにၥうこと

である。

りの୰でお஫いが生き、生活してࢃてேとேとの㛵࡭どのような♫఍にあっても、すࠉ

います。その୰で୍␒大ษなものは、「ே間的 か࿡のあるே間」であり「⮬分を▱り

相手を理ゎすることのできるே間」であると⪃えます。

学⛉はࣥࣙࢩミュニケーࢥಖ育学⛉はಖ育者としてᗂඣ教育・ಖ育⏺において、⌧௦ࠉ

、ス、⚟♴、教育などの職場において、本学で学び⩦ᚓした▱㆑とᢏ⾡を㥑使しࢿࢪࣅ

それࡒれの職場において᭷ⅭなᏑᅾとなることを期ᚅしていますが、その㝿に、ேの႐

びをࢃが႐びとし、ேの③みをࢃが③みとして分かࡕ合うことができるே間ឡがなくて

は┿のᢏ⾡も学ၥも生かされることにはならないと⪃えます。

、品ᛶの㧗いே間、相手の立場を⪃えられるே間こそᩥ化の๰㐀にཧຍしうるேでありࠉ

かつ、┿の平࿴をもたらすேであると⪃えます。
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［保育学科］

　ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
備ࡡの೺全な心㌟のⓎ㐩を支援するために必せなᑓ㛛▱㆑と実㊶ຊをවࡕಖ育学⛉では、「子どもたࠉ

えたே間ᛶ㇏かなᑓ㛛的職ᴗேの㣴成に㈨する教育研究を行う」ことを、教育及びேᮦ㣴成の目的に

している（学則➨1᮲）。

。この目的を㐩成するため、以下の༞ᴗ認定・学఩ᤵ୚の方㔪を定めるࠉ

１．ࠗ ே間ᛶ �࠘ᘓ学の⢭⚄を༑分に理ゎしている。

２．ࠗ ♫఍的ᇶ♏スキル �࠘⌧௦♫఍にྥき合う生活を㏦るためのᇶ♏となる教㣴やᖜᗈいスキル、೺ᗣ

な㌟体、⮬ᚊᛶ、௚者と༠ാして取り⤌ࡴጼໃ、ᅜ㝿的かつ」║的など㔝をවࡡ備えている。

３．ࠗ ᑓ㛛的㈨㉁⬟ຊ（態ᗘ）࠘�ಖ育者としての使࿨ឤと教育的ឡ情、೔理ほ、責任ឤをもとにしてこ

どもの最ၿの利┈を⪃えて行動し、ಖ育の㉁のྥୖのために、みずからにᑐする┬ᐹと改ၿを行う

ことができる。

４．ࠗ ᑓ㛛的㈨㉁⬟ຊ（実㊶ຊ）࠘�こどものጼや⾲⌧、こどもの最ၿの利┈、こどもやᐙᗞのከᵝᛶを

⪃慮したⓎ㐩や育ࡕへの支援やಶᛶを育てるಖ育実㊶ができる。

５．ࠗ ᑓ㛛的㈨㉁⬟ຊ（▱㆑・ᢏ⬟）࠘�ಖ育や子育て支援に㛵ࢃるᇶ本的でᑓ㛛的な▱㆑とᢏ⬟をවࡡ

備えている。

　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
ー、ಖ育ࢩ࣏ࣜ・マࣟࣉ࢕ࢹ、る教育及びேᮦ㣴成の目的ࡆಖ育学⛉では、ᘓ学の⢭⚄、学則に掲ࠉ

学⛉が育てたいேᮦീ「いくたࢇಖ育者スࢲࣥࢱーࢻ」の㊃᪨を実⌧するため、教育課⛬を「ᇶ♏⛉目」

「ᑓ㛛教育⛉目」の２つの༊分に分け、以下のように、教育課⛬⦅成・実施の方㔪を定める。

１．♫఍ேとしての教㣴、外ᅜㄒをྵめたᖜᗈいࢥミュニケーࣥࣙࢩ⬟ຊ、♫఍的ᇶ♏スキルをᗈく

ᇵいつつ、೺ᗣな体づくりができるように「ᇶ♏⛉目」を設置し、ಖ育者・♫఍ேとしてよりよい

生活を㏦ることができるように教育する。�

２．ಖ育者のᑓ㛛的な㈨㉁⬟ຊのᇶ♏となる♫఍的ᇶ♏スキル、ே間ᛶや態ᗘをᇵうために「ᑓ㛛教

育⛉目」の୰に「ಖ育キࣕࣜアᇶ♏⛉目」を設置し、ಖ育者としてのキࣕࣜアのᇶ♏をᅛめるよう

に教育する。

３．ಖ育者として必せなᑓ㛛分㔝に㛵するᇶ♏▱㆑をಟᚓさせるために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰に「ಖ

育ᑓ㛛ᇶ♏⛉目」を設置し、ಖ育・教育・⚟♴、こどもとᐙᗞへの支援、こどものここࢁの理ゎと

援ຓ、♫఍的㣴ㆤなどにᑐするᇶ♏的理ゎを῝めるように教育する。

４．ಖ育者としての実㊶のᇶ♏となる▱㆑やᢏ⬟をಟᚓさせるために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰に「ಖ育

内ᐜ・方法・ᢏ⬟⛉目」を設置し、ಖ育࢝ࣜキュ࣒ࣛ、ಖ育内ᐜの�㡿ᇦやᣦᑟ法、ಖ育のための㡢

ᴦᢏ⬟、ஙඣのಖ育、≉別支援教育・ಖ育などಖ育⌧場でのಖ育の内ᐜ、方法の全体ീや必せなᢏ

⬟を教育する。

５．ᑵ職してからの⮬らのಖ育者としてのキࣕࣜアをᣅくᇶ♏をつくるために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰

に「ಖ育キࣕࣜアࣥࣙࢪࣅ⛉目」を設置し、学生が⛉目を㑅ᢥして学び、学生の⯆࿡㛵心や≉ᛶに

ᛂじてಶᛶをఙࡤすように教育する。

６．ᤵᴗで㌟につけたᑓ㛛ᛶを⌧場で実㊶する㈨㉁⬟ຊをᇵうために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰に「実⩦

⛉目」「ᑓ㛛₇⩦⛉目」を設置し、ಖ育の௙事への理ゎやಖ育者としての㈨㉁⬟ຊや㐺ᛶを確認し、

ᑵ職後の実㊶に活かせるように教育する。

７．ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチやಖ育ኈ㈨᱁以外のಖ育に㛵㐃する㈨᱁取ᚓなど、ᖜᗈいᑓ㛛ᛶの⋓ᚓを支援す

るために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰に「Ⓨᒎ⛉目」を設置し、学生のಖ育キࣕࣜアのᖜをᗈࡆるように

教育する。

ᶘ　ڭ　ҭ　৘　ใ
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　ディプロマ・ポリシー　（卒業認定・学位授与の方針）
ຊを備え、実♫఍⬟ࣥࣙࢩミュニケーࢥーバルでࣟー࢝ルなど㔝とࣟࢢ」、学⛉はࣥࣙࢩミュニケーࢥ௦⌧ࠉ
のከᵝな分㔝で活㌍できるேᮦの㣴成に㈨する教育研究活動をおこなう」ことを、教育及びேᮦの㣴成の目
的にしている（学則➨１᮲）。
この目的を㐩成するために、以下の༞ᴗ認定、学఩ᤵ୚の方㔪を定める。

ࠗ▱㆑・理ゎ࠘
。௦♫఍に㛵するᇶ♏的な教㣴を⩦ᚓし、ᅜ㝿♫఍とそれをᵓ成するไᗘとᩥ化を理ゎしている⌧．１ࠉ
ࣙࢩミュニケーࢥるᑓ㛛的▱㆑とᢏ⬟を⩦ᚓし、実♫఍のከᵝな分㔝でࢃにかかࣥࣙࢩミュニケーࢥ．２ࠉ

ࣥを実㊶することができる。

ࠗ態ᗘ・ᛮ⪃࠘
。බ正・⣧┿・ዊ௙・཭ឡの㐨ᚨ理ᛕにもとづき、୺体的にᆅᇦ♫఍に㈉⊩する．１ࠉ
。により、ከᵝな分㔝でከᵝな௚者と༠調するࣥࣙࢩミュニケーࢥᴟ的な✚．２ࠉ
。ᅜ㝿的ど㔝に立ってୡ⏺の平࿴や⚟♴にᐤ୚する意ᛮを᭷する．３ࠉ

ࠗỗ用的ᢏ⬟࠘
についてのᇶ♏的な理ㄽにᇶづく▱㆑とᢏ⬟を㌟につけ、⮬らの課㢟を୺体的にࣥࣙࢩミュニケーࢥ．１ࠉ

ゎ決することができる。
。に活用することができるࣥࣙࢩミュニケーࢥのゝㄒおよび情ሗ通ಙ・情ሗฎ理ᢏ⾡を、௚者とのᩘ「．２ࠉ

　カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
ーࢩ࣏ࣜ・マࣟࣉ࢕ࢹ、学⛉は、ᘓ学の⢭⚄と教育研究ୖの目的や㣴成するேᮦࣥࣙࢩミュニケーࢥ௦⌧ࠉ
などの㊃᪨を実⌧するために、教育課⛬を「ᇶ♏⛉目」と「ᑓ㛛教育⛉目」、「⮬⏤⛉目」の⛉目༊分に分け、
以下の教育課⛬⦅成の方㔪（࢝ࣜキュ࣒ࣛ・࣏ࣜࢩー）を定める。また、各ᤵᴗでアࣛࣈ࢕ࢸࢡーニࣥࢢを
✚ᴟ的にᑟ入し、㌟につけた▱㆑・ᢏ⬟を活用したࢥミュニケーࣥࣙࢩຊをྥୖさせる。

１．ᇶ♏的な教㣴のಟᚓと೺ᗣのቑ㐍のために「ᇶ♏⛉目」を設置し、ᅜ㝿♫఍とそれをᵓ成するไᗘとᩥ
化を理ゎし、」ᩘのゝㄒ、情ሗฎ理ᢏ⾡を㌟につけられるよう教育する。

についてのᇶ♏的な理ㄽをಟᚓさせるために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰に「学⛉必ಟ⛉目」ࣥࣙࢩミュニケーࢥ．２
「学⛉㑅ᢥ必ಟ⛉目」を設置し、ᘓ学の⢭⚄を㋃まえ、୺体的にุ᩿して行動できるように教育する。

るᑓ㛛的▱㆑及びᢏ⬟をಟᚓさせるために「ᑓ㛛教育⛉目」の୰に「㑅ᢥ⛉目」ࢃにかかࣥࣙࢩミュニケーࢥ．３
を設置し、実♫఍でのከᵝな分㔝でࢥミュニケーࣥࣙࢩを実㊶し、௚者と༠調することができるように教
育する。

４．学⩦意ḧや༞ᴗ後の㐍㊰にᛂじた▱㆑及びᢏ⬟をಟᚓさせるために「⮬⏤⛉目」を設置し、ࢥミュニケ
ーࣥࣙࢩをᛂ用することができるように教育する。

ʦݱ୅ίϛϡχέʔγϣϯ学Պʧ

ʦ୯Ґͱ͸ʧ
༢఩とは、⛉目をಟᚓするために必せな学ಟ㔞を示すものです。１༢఩のᤵᴗ⛉目につき��時間の学ಟを必せとすると学則にࠉ
定められています。学ಟ時間には、ᤵᴗ時間以外の予⩦・᚟⩦等の教室外の⮬ಟ学ಟもᤵᴗの୍部となります。

ʦतۀӡӦମ੍ʧ
で࢝ࣜキュ࣒ࣛがᵓ成されていま（ーไࢱス࣓ࢭ２）本学は、前期㹙４月㹼㸷月㹛及び後期㹙10月㹼⩣年３月㹛の２学期ไࠉ
す。また、༙年間の学期は1�週ごとにᤵᴗが᏶⤖します。
学生は、༢఩ไにより㛤設されている⛉目をᒚಟし、ヨ㦂等に合᱁することによって༢఩をಟᚓし、その取ᚓした༢఩が༞ᴗࠉ
せ௳として定められたᇶ準をみたした場合に༞ᴗが認められます。

ʦ୯Ґͷํࢉܭ๏ʧ
0�各時㝈のᤵᴗはࠉ分で行ࢃれますが、༢఩ᩘをィ⟬するୖでは、�0分のᤵᴗ時間を２時間相当の学ಟ時間とみなします。

օㅮ⩏͐1�時間のᤵᴗをもって１༢఩とする。
0�ㅮ⩏２༢఩⛉目の場合㸸ࠉ期㛤ㅮ༙�ࠉ時間!
0�）ᤵᴗ30時間㹙1�週�２時間・ࠉ分）㹛㸩⮬ಟ学ಟ等�0時間㹙1�週�４時間（1�0分）㹛㸻�0時間

ֆ₇⩦͐1�時間から30時間までの⠊ᅖのᤵᴗをもって１༢఩とする。
0�２༢఩（30時間）⛉目の場合㸸⩦₇ࠉ期㛤ㅮ༙�ࠉ時間!
0�）ᤵᴗ30時間㹙1�週�２時間・ࠉ分）㹛㸩⮬ಟ学ಟ等�0時間㹙1�週�４時間（1�0分）㹛㸻�0時間

և実㦂、実⩦及び実ᢏ⛉目͐30時間から��時間までの⠊ᅖのᤵᴗをもって１༢఩とする。
0�実㦂・実⩦・実ᢏ２༢఩⛉目の場合㸸ࠉ期㛤ㅮ༙�ࠉ時間!
0�ᤵᴗ・ࠉ時間㹙1�週�３時間（��0分）㹛㸻�0時間
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ಖ⫱学⛉ᩍ⫱ㄢ⛬表ࠑ௧࿴㸶ᖺᗘࠉධ学⪅ࠒ

２　教育課程表及び取得可能資格

ᤵᴗ⛉目
୺せ
ᤵᴗ
⛉目

ᤵᴗᙧ態

㛤設༢఩

ᤵᴗ

期間

ᤵᴗ

ᅇᩘ

配当年ḟ
学఩取ᚓ（༞ᴗ）せ௳

චチ㈨᱁㛵㐃⛉目

1年 �年 ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチ ಖ育ኈ㈨᱁

基　
　
　
　
　

礎　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

社
会
・
歴

史
・
文
化

᠇法と♫఍ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ

��　
　
　

単　
　
　

位　
　
　

以　
　
　

上

10

単

位

以

上

必ಟ

㑅ᢥ必ಟ㹁

（注３）

␗ᩥ化とከᵝᛶの理ゎ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ

ᆅᇦのṔྐとᩥ化 ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ

情
報
・
数
理

$,と♫఍ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ

情ሗと,&7のᇶ♏ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ 必ಟ

生活に活かす⤫ィ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 㑅ᢥ必ಟ㹁

（注３）
こ
こ
ろ
・

か
ら
だ

ここࢁとே間 ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ

ே間の㌟体と運動 ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

೺ᗣのためのス࣏ーツ 実ᢏ１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

英ㄒϨ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ
㑅ᢥ必ಟ㹀（ྠじ

外ᅜㄒのϨ・ϩの

୧方の⛉目の༢఩

をಟᚓ）

㑅ᢥ必ಟ㹂（ྠじ

外ᅜㄒのϨ・ϩの

୧方の⛉目の༢఩

をಟᚓ）

英ㄒϩ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

アㄒϨࣜࢥ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

アㄒϩࣜࢥ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

手ヰのᇶ♏ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 㑅ᢥ必ಟ㹁（注３）

（ᇶ♏⛉目合ィ㛤設༢఩ᩘ） �3

専

門

教

育

科

目

基

礎

演

習

科

目

保
育
キ
ャ
リ
ア
基
礎
科
目

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϨ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）
㑅ᢥ必ಟ㹃

（注�）
キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϩ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϪ ୺ ₇⩦１ 通年 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）

ᅜㄒ⾲⌧法Ϩ ୺ ₇⩦１ 通年 1�� ۑ 必ಟ

ᅜㄒ⾲⌧法ϩ ୺ ₇⩦１ 通年 1�� ۑ 必ಟ

保
育
・
幼
児
教
育
の
本
質
・
目
的
に
関
す
る
科
目

保

育

専

門

基

礎

科

目

ಖ育ཎ理 ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

教育ཎ理（ᗂ） ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ 必ಟ

子どもᐙᗞ⚟♴ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

♫఍⚟♴ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

子どもᐙᗞ支援ㄽ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

♫఍的㣴ㆤϨ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

教職ㄽ（ᗂ） ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

⌧௦の教育 ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ બ୒ඞम&ʢ஫�ʣ
保
育
・
幼
児
教
育
の
対
象
の
理
解
に
関
す
る
科
目

保
育
専
門
基
礎
科
目

ಖ育とⓎ㐩の心理学 ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

Ⓨ㐩心理学 ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 㑅ᢥ

子どもᐙᗞ支援の心理学 ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

ᗂඣの理ゎと援ຓ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

子どものಖ೺ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

子どもの食とᰤ㣴 ୺ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

保
育
内
容
・
幼
児
教
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

保

育

内

容

・

方

法

・

技

能

科

目

教育課⛬ㄽ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

ಖ育内ᐜ⥲ㄽ ୺ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

子どもと೺ᗣ ୺ ㅮ⩏１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

㑅ᢥ必ಟ㹄

（４༢఩以ୖ）

子どもとே間㛵ಀ ୺ ㅮ⩏１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

子どもと⎔ቃ ୺ ㅮ⩏１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

子どもとゝⴥ ୺ ㅮ⩏１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

子どもと㡢ᴦ⾲⌧ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

子どもと㐀ᙧ⾲⌧ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

子どもと㌟体⾲⌧ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

೺ᗣのᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

㑅ᢥ必ಟ㹅

（５༢఩以ୖ）

ே間㛵ಀのᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

⎔ቃのᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

ゝⴥのᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 �� ۑ 必ಟ

㡢ᴦ⾲⌧のᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

㐀ᙧ⾲⌧のᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

㌟体⾲⌧のᣦᑟ法 ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ
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ᤵᴗ⛉目
୺せ
ᤵᴗ
⛉目

ᤵᴗᙧ態

㛤設༢఩

ᤵᴗ

期間

ᤵᴗ

ᅇᩘ

配当年ḟ
学఩取ᚓ（༞ᴗ）せ௳

චチ㈨᱁㛵㐃⛉目

1年 �年 ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチ ಖ育ኈ㈨᱁

専

門

教

育

科

目

保

育

内

容

・

幼

児

教

育

の

内

容

・

方

法

に

関

す

る

科

目

保

育

内

容

・

方

法

・

技

能

科

目

ᗂඣ教育方法 ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ

��　
　
　

単　
　
　

位　
　
　

以　
　
　

上

必ಟ 㑅ᢥ必ಟ㹃（注�）

ஙඣಖ育Ϩ ୺ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

ஙඣಖ育ϩ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

子どもの೺ᗣと安全 ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

≉別支援教育・ಖ育 ୺ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

♫఍的㣴ㆤϩ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

教育相談と子育て支援 ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ 必ಟ

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦Ϩ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）

㑅ᢥ必ಟ㹃

（注�）

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦ϩ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦Ϫ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦ϫ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

保
育
キ
ャ
リ
ア
ビ
ジ
ョ
ン
科
目

㐀ᙧの᥈究 ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

㑅ᢥ必ಟ$

�２༢఩以ୖ�

⥲合⾲⌧ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

子どものᩥ化と㐟び ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 㑅ᢥ

ᗂඣス࣏ーツ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

▱的・Ⓨ㐩障がいඣ教育 ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

⑓Ჷಖ育 ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

ᗂඣと,&7 ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

食育₇⩦ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

発
展

科
目

⤮本学 ₇⩦２ ２期 30� １年後期ࠥ２年前期

ᅾᏯಖ育ㄽ ㅮ⩏２ ༙期 1�� ۑ 㑅ᢥ必ಟ㹃（注�）

実

習

・

演

習

科

目

実　
　
　

習　
　
　

科　
　
　

目

ಖ育実⩦ᣦᑟϨ（ಖ育ᡤ） ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ

ಖ育実⩦Ϩ（ಖ育ᡤ） ୺ 実⩦２ 㞟୰ - ۑ 必ಟ

ಖ育実⩦ᣦᑟϨ（施設） ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ��注�ۑ ��注�ۑ 必ಟ

ಖ育実⩦Ϩ（施設） ୺ 実⩦２ 㞟୰ - ��注�ۑ ��注�ۑ 必ಟ

ಖ育実⩦ᣦᑟϩ（ಖ育ᡤ） ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ
㑅ᢥ必ಟ㹆

（ABいずれか

２⛉目３༢఩

ಟᚓ

ಖ育実⩦ϩ（ಖ育ᡤ） ୺ 実⩦２ 㞟୰ - ۑ

ಖ育実⩦ᣦᑟϪ（施設） ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ

ಖ育実⩦Ϫ（施設） ୺ 実⩦２ 㞟୰ - ۑ

ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ᣦᑟ ୺ 実⩦１ ２期 1�� １年後期ࠥ２年前期 必ಟ

ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ ୺ 実⩦４ 㞟୰ - １年後期ࠥ２年前期 必ಟ

専
門
演
習
科
目

ᑓ㛛ゼミϨ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２） 㑅ᢥ必ಟ㹃

（注�）ᑓ㛛ゼミϩ ୺ ₇⩦１ ༙期 1�� ۑ 必ಟ （ͤ注２）

ಖ育・教職実㊶₇⩦（ᗂ） ୺ ₇⩦２ ༙期 1�� ۑ 必ಟ�注�� 必ಟ�注��

（ᑓ㛛教育⛉目合ィ㛤設༢఩ᩘ） ���

（㛤設༢఩ᩘの⥲ィ） 1�0�

本学が認めた⛉目の༢఩ࡕ注１㸸௚学⛉⫈ㅮ、育英大学⛉目⫈ㅮ、༢఩஫᥮༠定による⛉目⫈ㅮ等によりᒚಟした⛉目のうࠉ

をྵめることができます。

。注２㸸「ͤ」༳がついた「必ಟ」は、学⛉の決定により学⛉から༢఩ಟᚓがච㝖されることがある⛉目ですࠉ

。注３㸸「㑅ᢥ必ಟ&」の⛉目から４༢఩以ୖಟᚓࠉ

。注４㸸「㑅ᢥ必ಟ㹃」の⛉目から６༢఩以ୖಟᚓࠉ

。注５㸸「ᤵᴗ期間」のㄞみ方は以下の通りですࠉ

。㸸前期または後期の1学期間でᤵᴗを行う⛉目です「期༙」ࠉࠉࠉࠉ

。㸸ྠじ年ᗘの前期・後期と㐃続してᤵᴗを行う⛉目です「通年」ࠉࠉࠉࠉ

。㸸年ᗘをまたがって�学期㐃続（1年後期・�年前期）でᤵᴗを行う⛉目です「２期」ࠉࠉࠉࠉ

。㸸まとまった期間に㞟୰してᤵᴗや実⩦を行う⛉目、その௚㛤ㅮ日⛬が不規則な⛉目です「㞟୰」ࠉࠉࠉࠉ

。注６㸸「配当年ḟ・学期」のㄞみ方は以下の通りですࠉ

がある⛉目は、２年ḟでᒚಟ「ۑ」がある⛉目は、１年ḟでᒚಟする⛉目です。「２年」のิに「ۑ」のิに「１年」ࠉࠉࠉࠉ

する⛉目です。

券
犬㸿
鹸
券
犬㹀
鹸
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ࠉࠉࠉࠉࠉ 「ͤ⤮本学」「ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ᣦᑟ」「ᗂ⛶ᅬ教育実⩦」は、１・２年ḟにまたがってᒚಟする⛉目です。

ࠉࠉࠉࠉࠉ 「ͤಖ育実⩦ᣦᑟϨ（施設）」「ಖ育実⩦Ϩ（施設）」は、学生によってᒚಟ年ḟが␗なります。ヲ細は、別㏵学

⛉からᣦ示します。

。注７㸸「ಖ育・教職実㊶₇⩦（ᗂ）」は、以下の᮲௳のいずれか1つ以ୖにあてはまる学生のみ、ᒚಟⓏ㘓できますࠉ

。㸨ᗂ⛶ᅬ教育実⩦（ほᐹ）のᡤ定の日⛬を終えた学生ࠉࠉࠉࠉࠉ

。㸨ಖ育実⩦Ϩ（ಖ育ᡤ）のᡤ定の日⛬を終えた学生ࠉࠉࠉࠉࠉ

。注８㸸⏘ᴗᢏ⾡ᑓ㛛ᰯのጤク職ᴗカ⦎による学生については、この⾲に౫らず、ᒚಟ方法は別㏵お▱らせしますࠉ

ᒚಟࣔࣝࢹについて

（１）ಖ育学⛉のᒚಟࣔࢹルの✀㢮

。ルが設けられていますࢹすචチ・㈨᱁にᛂじて、４つのᒚಟࣔࡊ取ᚓをめࠉ

ル（ᗂ⛶ᅬ教ㅍ�✀චチとಖ育ኈ㈨᱁の୧方を取ᚓしての༞ᴗを目ᣦす）ࢹᗂಖࣔࠉձࠉࠉ

ル（ᗂ⛶ᅬ教ㅍ�✀චチのみを取ᚓしての༞ᴗを目ᣦす）ࢹᗂ⛶ᅬ教ㅍࣔࠉղࠉࠉ

ル（ಖ育ኈ㈨᱁のみを取ᚓしての༞ᴗを目ᣦす）ࢹಖ育ኈࣔࠉճࠉࠉ

ル（ୖ記のචチ・㈨᱁は取ᚓせず本学⛉の༞ᴗを目ᣦす）ࢹ༞ᴗࣔࠉմࠉࠉ

入学時のᒚಟࣔࢹルは、ཎ則的に全員が「ᗂಖࣔࢹル」となっています。

（２）ᒚಟࣔࢹルをኚ᭦したい場合

。さいࡔを提出してく「ルኚ᭦届ࢹᒚಟࣔ」、ルのኚ᭦をするときはࢹ㸨ᒚಟࣔࠉ

（学生とಖドேの୧方の署ྡとᢲ༳が必せです）ࠉࠉ

。ーࣥに㝈りますࢱࣃルのኚ᭦は、以下のࢹ㸨ᒚಟࣔࠉ

ルのいずれかにኚ᭦ࢹから௚の３つのࣔ「ルࢹᗂಖࣔ」・ࠉࠉ

にኚ᭦「ルࢹ༞ᴗࣔ」から「ルࢹᗂ⛶ᅬ教ㅍࣔ」・ࠉࠉ

にኚ᭦「ルࢹ༞ᴗࣔ」から「ルࢹಖ育ኈࣔ」・ࠉࠉ

、ኚ᭦するときは。ࢇルは、もとに戻すことができませࢹኚ᭦したᒚಟࣔࢇ㸨いったࠉ

。担任のඛ生やಖドேの方にも、あらかじめよく相談して下さいࠉࠉ

（３）ᒚಟࣔࢹルごとのᒚಟルール

。前掲の「ಖ育学⛉教育課⛬⾲」に「学఩取ᚓ（༞ᴗ）せ௳」「ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチ」「ಖ育ኈ㈨᱁」の３つのḍがありますࠉ

ᒚಟࣔࢹルごとに、以下のۑ༳の部分のせ௳を‶たすᒚಟをする必せがあります。

学఩取ᚓ（༞ᴗ）せ௳ ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチ ಖ育ኈ㈨᱁

ᗂಖࣔࢹル ۵ ۵ ۵

ᗂ⛶ᅬ教ㅍࣔࢹル ۵ ۵

ಖ育ኈࣔࢹル ۵ ۵

༞ᴗࣔࢹル ۵

ͤ学఩取ᚓ（༞ᴗ）せ௳を‶たして、ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチやಖ育ኈ㈨᱁の取ᚓせ௳を‶たしていない場合は、せ௳を‶たして

いないචチ・㈨᱁は取ᚓできずに༞ᴗとなります。༞ᴗ後にචチ・㈨᱁取ᚓに不足しているᤵᴗ⛉目の༢఩ಟᚓをᕼᮃ

するときは、「⛉目等ᒚಟ生」のไᗘを利用してᒚಟできることがあります。ヲ細は、事ົᒁ教ົ課までၥい合ࢃせる

こと。
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ᗂ⛶ᅬᩍㅍ஧✀චチ≧について

（１）基礎条件について
ձ短期大学ኈの学఩を᭷することࠉ

。教育課⛬⾲の༞ᴗせ௳༢఩を‶たす必せがありますࠉࠉ

ղ教育職員චチ法規則➨��᮲の６に定める⛉目についてࠉ

なりࡤィ㸷༢఩�ಟᚓしなけれ�教育職員චチ法規則➨��᮲の６に定める⛉目༊分（下ᅗ）から、ࠉ

ませࢇ。

චチ法施行規則に定める⛉目༊分
必せ

༢఩ᩘ
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

日本ᅜ᠇法 ２ ᠇法と♫఍ ２

体育 ２
ே間の㌟体と運動 ２

೺ᗣのためのス࣏ーツ １

外ᅜㄒࢥミュニケーࣥࣙࢩ ２

英ㄒϨ ྠじ外

ᅜㄒの

Ϩ・ϩ

を㑅ᢥ

必ಟ

１

英ㄒϩ １

アㄒϨࣜࢥ １

アㄒϩࣜࢥ １

ᩘ理、ࢹーࢱ活用及びேᕤ▱⬟に㛵する⛉目

又は情ሗᶵ器の᧯స
２ 情ሗとICTのᇶ♏ ２

合ࠉィ ８ 本学合ィ ７ ４

（２）教育の基礎的理解に関する科目等

⛉目 各⛉目にྵめる必せ事㡯
必せ

༢఩ᩘ
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

教育のᇶ♏

的理ゎに㛵

する⛉目

教育の理ᛕ୪びに教育に㛵す

るṔྐ及びᛮ᝿

６

教育ཎ理�ᗂ� ２

教職の意⩏及び教員のᙺ๭・

職ົ内ᐜ（ࢳー࣒学ᰯ運営へ

のᑐᛂをྵࡴ。）

教職ㄽ�ᗂ� ２

教育に㛵する♫఍的、ไᗘ的

又は⤒営的事㡯（学ᰯとᆅᇦ

との㐃ᦠ及び学ᰯ安全へのᑐ

ᛂをྵࡴ。）

教育ཎ理�ᗂ� 㸫

ᗂඣ、ඣ❺及び生ᚐの心㌟の

Ⓨ㐩及び学⩦の㐣⛬

ಖ育とⓎ㐩の心理学 ２

Ⓨ㐩心理学 ２

≉別の支援を必せとするᗂඣ、

ඣ❺及び生ᚐにᑐする理ゎ
≉別支援教育・ಖ育 ２

教育課⛬の意⩏及び⦅成の方

法（࢝ࣜキュ࣒ࣛ・マ࣓ࢪࢿ

（。ࡴをྵࢺࣥ

教育課⛬ㄽ ２

ಖ育内ᐜ⥲ㄽ ２

兼
献
牽
献
験
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⛉目 各⛉目にྵめる必せ事㡯
必せ

༢఩ᩘ
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

㐨ᚨ、⥲合
的な学⩦の
時間等のᣦ
ᑟ法及び生
ᚐᣦᑟ、教
育相談等に
㛵する⛉目

教育の方法及びᢏ⾡（情ሗᶵ

器及び教ᮦの活用をྵࡴ。）

４

ᗂඣ教育方法 ２

ᗂඣ理ゎの理ㄽ及び方法 ᗂඣの理ゎと援ຓ １

教育相談（࢝࢘ࣥࢢࣥࣜࢭに

㛵するᇶ♏的な▱㆑をྵࡴ。）

の理ㄽ及び方法

教育相談と子育て支援 １

教育実㊶に

㛵する⛉目

教育実⩦ ５
ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ᣦᑟ １

ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ ４

教職実㊶₇⩦ ２ ಖ育㺃教職実㊶₇⩦（ᗂ） ２

合ィ １７ 本学合ィ ２３ ２

（３）領域及び保育内容の指導法に関する科目
චチ法施行規則に定める

Պ໨۠෼
必せ

༢఩ᩘ
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

㡿ᇦ及びಖ

育内ᐜのᣦ

ᑟ法に㛵す

る⛉目

㡿ᇦに㛵

するᑓ㛛

的事㡯

೺ࠉࠉᗣ

1�

子どもと೺ᗣ １

ே間㛵ಀ 子どもとே間㛵ಀ １

ቃࠉࠉ⎔ 子どもと⎔ቃ １

ゝࠉࠉⴥ 子どもとゝⴥ １

⌧ࠉࠉ⾲

子どもと㡢ᴦ⾲⌧ １

子どもと㐀ᙧ⾲⌧ １

子どもと㌟体⾲⌧ １

子どものᩥ化と㐟び １

ಖ育内ᐜのᣦᑟ法（情ሗᶵ器

及び教ᮦの活用をྵࡴ。）

೺ᗣのᣦᑟ法 １

ே間㛵ಀのᣦᑟ法 １

⎔ቃのᣦᑟ法 １

ゝⴥのᣦᑟ法 １

㡢ᴦ⾲⌧のᣦᑟ法 １

㐀ᙧ⾲⌧のᣦᑟ法 １

㌟体⾲⌧のᣦᑟ法 １

合ࠉࠉィ 1� 本学合ィ 1� 1

（４）大学が独自に設定する科目
චチ法施行規則に定める

⛉目༊分

必せ
༢఩ᩘ

ᤵᴗ⛉目
༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

大学が⊂⮬に設定する⛉目 ２

「教育のᇶ♏的理ゎに㛵する⛉

目」「教⛉及び教⛉のᣦᑟ法に㛵

する⛉目」の各必せ༢఩ᩘを㉸

えたవ๫༢఩分

合ィ ２ 本学合ィ

。ことができますࡴ２�までのవ๫༢఩は大学が⊂⮬に設定する⛉目の必せ༢఩ᩘにྵ�から�１�ࠉ
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ಖ⫱ኈ㈨᱁について

ᣦ定ಖ育ኈ㣴成施設の運営ᇶ準にᇶづき、ᣦ定ಖ育ኈ㣴成施設は、（１）必ಟ⛉目、（２）㑅ᢥ必ಟࠉ

⛉目1�༢఩以ୖ、（３）教㣴⛉目10༢఩以ୖの３㡯目を㛤設し、それࡒれから必せな༢఩ᩘをಟᚓす

る必せがあります。

（１）必修科目
（༳の⛉目から４༢఩ۻ、༳の⛉目から５༢఩ۼ）以下⾲から必ಟ⛉目を４３༢఩と㑅ᢥ⛉目㸷༢఩ࠉ

合ィ５２༢఩をಟᚓする必せがあります。

⣔ิ 教⛉目
࿌示

୯Ґ਺
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

ಖ育の本㉁・

目的に㛵する

⛉目

ಖ育ཎ理 ２ ಖ育ཎ理 ２

教育ཎ理 ２ 教育ཎ理（ᗂ） ２

子どもᐙᗞ⚟♴ ２ 子どもᐙᗞ⚟♴ ２

♫఍⚟♴ ２ ♫఍⚟♴ ２

子どもᐙᗞ支援ㄽ ２ 子どもᐙᗞ支援ㄽ ２

♫఍的㣴ㆤϨ ２ ♫఍的㣴ㆤϨ ２

ಖ育者ㄽ ２ 教職ㄽ�ᗂ� ２

ಖ育のᑐ㇟の

理ゎに㛵する

⛉目

ಖ育の心理学 ２ ಖ育とⓎ㐩の心理学 ２

子どもᐙᗞ支援の心理学 ２ 子どもᐙᗞ支援の心理学 ２

子どもの理ゎと援ຓ １ ᗂඣの理ゎと援ຓ １

子どものಖ೺ ２ 子どものಖ೺ ２

子どもの食とᰤ㣴 ２ 子どもの食とᰤ㣴 ２

ಖ育の内ᐜ・

方法に㛵する

⛉目

ಖ育のィ⏬とホ౯ ２ 教育課⛬ㄽ ２

ಖ育内ᐜ⥲ㄽ １ ಖ育内ᐜ⥲ㄽ ２

ಖ育内ᐜ₇⩦ ５

೺ᗣのᣦᑟ法 １ۼ

ே間㛵ಀのᣦᑟ法 １ۼ

⎔ቃのᣦᑟ法 １ۼ

ゝⴥのᣦᑟ法 １ۼ

㡢ᴦ⾲⌧のᣦᑟ法 １ۼ

㐀ᙧ⾲⌧のᣦᑟ法 １ۼ

㌟体⾲⌧のᣦᑟ法 １ۼ

ಖ育内ᐜの理ゎと方法 ４

子どもと೺ᗣ １ۻ

子どもとே間㛵ಀ １ۻ

子どもと⎔ቃ １ۻ

子どもとゝⴥ １ۻ

子どもと㡢ᴦ⾲⌧ １ۻ

子どもと㐀ᙧ⾲⌧ １ۻ

子どもと㌟体⾲⌧ １ۻ

ஙඣಖ育Ϩ ２ ஙඣಖ育Ϩ ２

ஙඣಖ育ϩ １ ஙඣಖ育ϩ １

子どもの೺ᗣと安全 １ 子どもの೺ᗣと安全 １

障ᐖඣಖ育 ２ ≉別支援教育・ಖ育 ２

♫఍的㣴ㆤϩ １ ♫఍的㣴ㆤϩ １

子育て支援 １ 教育相談と子育て支援 １
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ಖ育実⩦

ಖ育実⩦Ϩ ４
ಖ育実⩦Ϩ（ಖ育ᡤ） ２

ಖ育実⩦Ϩ（施設） ２

ಖ育実⩦ᣦᑟϨ ２
ಖ育実⩦ᣦᑟϨ（ಖ育ᡤ） １

ಖ育実⩦ᣦᑟϨ（施設） １

ಖ育実㊶₇⩦ ２ ಖ育㺃教職実㊶₇⩦�ᗂ� ２

合ィ ５１ ຊֶ߹ܭ ４３ １４

（２）選択必修科目
༳のۻ༳の⛉目又はۼ）以下⾲から㸷༢఩以ୖをಟᚓする必せがあります。なお、ಖ育実⩦の㡯目ࠉ

⛉目どࡕらか３༢఩）は必ಟになります。

⣔ิ 教⛉目
࿌示

༢఩ᩘ
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

ಖ育の本㉁・目的に㛵する⛉目

１５

⌧௦の教育 ２

ಖ育のᑐ㇟の理ゎに㛵する⛉目 ࠉࠉࠉࠉࠉ

ಖ育の内ᐜ・方法に㛵する⛉目

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϨ １

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϩ １

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϪ １

ᑓ㛛ゼミϨ １

ᑓ㛛ゼミϩ １

ᗂඣ教育方法 ２

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦Ϩ １

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦ϩ １

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦Ϫ １

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦ϫ １

ᅾᏯಖ育ㄽ ２

ಖ育

実⩦

ಖ育実⩦ϩ・ಖ育実⩦Ϫ
２ ಖ育実⩦ϩ�ಖ育ᡤ� �ۼ

２ ಖ育実⩦Ϫ�施設� �ۻ

ಖ育実⩦ᣦᑟϩ・ಖ育実⩦ᣦᑟϪ
１ ಖ育実⩦ᣦᑟϩ�ಖ育ᡤ� 1ۼ

１ ಖ育実⩦ᣦᑟϪ�施設� 1ۻ

合ィ １８ 本学合ィ ２１
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（３）教養科目
༳のいずれかを㑅ᢥ必ಟ�、ே間の㌟体と運動２ۻ又はۼ�外ᅜㄒで２༢఩ࡕ以下⾲から11༢఩（うࠉ

༢఩・೺ᗣのためのス࣏ーツ１༢఩）以ୖをಟᚓする必せがあります。

⣔ิ 教⛉目
࿌示

༢఩ᩘ
ᤵᴗ⛉目

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

教㣴⛉目

外ᅜㄒ、体育以外の⛉目 ６

᠇法と♫఍ ２

ここࢁとே間 ２

␗ᩥ化とከᵝᛶの理ゎ ２

ᆅᇦのṔྐとᩥ化 ２

$,と♫఍ ２

生活に活かす⤫ィ ２

情ሗと,&7のᇶ♏ ２

手ヰのᇶ♏ ２

外ᅜㄒ ２

英ㄒϨ １ۼ

英ㄒϩ １ۼ

アㄒϨࣜࢥ １ۻ

アㄒϩࣜࢥ １ۻ

体育
ㅮ⩏ １ ே間の㌟体と運動 ２

実ᢏ １ ೺ᗣのためのス࣏ーツ １

合ィ １㸮 本学ィ ５ １８
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༊分 ᤵᴗ⛉目
୺せ
ᤵᴗ
⛉目

ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

㛤ㅮ
年ḟ

備⪃

基　
　
　
　

礎　
　
　
　

科　
　
　
　

目

社
会
・
歴
史
・
文
化

᠇法と♫఍ ㅮ⩏ � 1��

␗ᩥ化とከᵝᛶの理ゎ ㅮ⩏ � 1��

ᆅᇦのṔྐとᩥ化 ㅮ⩏ � 1��

情
報
・
数
理

$,と♫఍ ㅮ⩏ � 1��

情ሗと,&7のᇶ♏ ୺ ₇⩦ � 1�� ミ必ࢥ⌧

生活に活かす⤫ィ ₇⩦ � 1��

こ
こ
ろ
・
か
ら
だ

ここࢁとே間 ㅮ⩏ � 1��

ே間の㌟体と運動 ㅮ⩏ � 1��

೺ᗣのためのス࣏ーツ 実ᢏ 1 1��

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

英ㄒϨ ₇⩦ 1 1��

英ㄒϩ ₇⩦ 1 1��

アㄒϨࣜࢥ ₇⩦ 1 1��

アㄒϩࣜࢥ ₇⩦ 1 1��

手ヰのᇶ♏ ₇⩦ � 1��

（ᇶ♏⛉目合ィ） �3

専　
　
　

門　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

専　
　

門　
　

基　
　

幹

ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ㅮ⩏ � 1�� ミ必ࢥ⌧

入㛛ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ㅮ⩏ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

ㅮ≉ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ㅮ⩏ � 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

Ϩ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

ϩ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

Ϫ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

ϫ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

Ϭ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϨ ୺ ₇⩦ 1 1 ミ必ࢥ⌧

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϩ ୺ ₇⩦ 1 1 ミ必ࢥ⌧

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϪ ୺ ₇⩦ 1 � ミ必ࢥ⌧

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϫ ୺ ₇⩦ 1 � ミ必ࢥ⌧

ア࢝ࢹミࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࢡࢵ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

ーࢩࣛࢸアࣜ࢕ࢹ࣓ ୺ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

ᇶ♏研究Ϩ ୺ ₇⩦ 1 1 ミ必ࢥ⌧

ᇶ♏研究ϩ ୺ ₇⩦ 1 1 ミ必ࢥ⌧

༞ᴗ研究Ϩ ୺ ₇⩦ � � ミ必ࢥ⌧

༞ᴗ研究ϩ ୺ ₇⩦ � � ミ必ࢥ⌧

Ϩࣉࢵࢩーࣥࢱࣥ࢖ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

ϩࣉࢵࢩーࣥࢱࣥ࢖ ₇⩦ 1 1�� ミ㑅必ࢥ⌧

༊分 ᤵᴗ⛉目
୺せ
ᤵᴗ
⛉目

ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

㛤ㅮ
年ḟ

備⪃

専　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　

教　
　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

目

心
理
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

心理学ᇶ♏ ୺ ㅮ⩏ � 1��

ே間㛵ಀの理ゎ ㅮ⩏ � 1��

⮫床心理学 ㅮ⩏ � 1��

ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ ୺ ㅮ⩏ � 1��

Ⓨ㐩心理学 ㅮ⩏ � 1��

ⱝ者のᜊឡと心理 ㅮ⩏ � �

消㈝者心理学 ㅮ⩏ � 1��

⩦₇ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ ₇⩦ 1 1��

心理⒪法（⟽ᗞ⒪法） ₇⩦ 1 1��

国

際

㺃

多

文

化

理

解

ୡ⏺のẸ᪘とᩥ化 ୺ ㅮ⩏ � 1��

ẚ㍑Ẹ಑学 ㅮ⩏ � 1��

⌧௦のアࢪア ㅮ⩏ � 1��

㡑ᅜのᩥ化Ϩ ㅮ⩏ � 1��

㡑ᅜのᩥ化ϩ ₇⩦ 1 1��

⌧௦ᾏ外事情 ㅮ⩏ � 1��

,QWHJUDWHG�(QJOLVK�6NLOOVϨ ₇⩦ � 1��

,QWHJUDWHG�(QJOLVK�6NLOOVϩ ₇⩦ � 1��

(QJOLVK�&RPPXQLFDWLRQ ₇⩦ 1 1��

3UDFWLFDO�(QJOLVK ₇⩦ 1 1��

␗ᩥ化・␗ゝㄒ研ಟ ₇⩦ 1 1��

ビ
ュ
ー
テ
ィ
ー㺃

ブ
ラ
イ
ダ
ル

スࢿࢪࣅルࢲ࢖ࣛࣈ ୺ ㅮ⩏ � 1��

ࢺ࣓ࣥࢪࢿルマࢲ࢖ࣛࣈ ₇⩦ 1 1��

࢕ࢸューࣅࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ � 1��

化⢝とࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ � 1��

Ϩࣉࢵアࢡ࢖࣓ ₇⩦ 1 1��

ϩࣉࢵアࢡ࢖࣓ ₇⩦ 1 1��

࢝ࣛーࢥーࢿ࢕ࢹーࢺϨ ₇⩦ 1 1��

࢝ࣛーࢥーࢿ࢕ࢹーࢺϩ ₇⩦ 1 1��

ࢺルアー࢖ࢿ ₇⩦ 1 1��

Ϩࢺ࣓ࣥࢪーアࣞࣥ࣡ࣛࣇ ₇⩦ 1 1��

ϩࢺ࣓ࣥࢪーアࣞࣥ࣡ࣛࣇ ₇⩦ 1 1��

೺ᗣ࢚ࢬ࢖ࢧࢧࢡ ₇⩦ 1 1��

ᮾὒ⨾ᐜ་学 ₇⩦ 1 1��
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⌧௦コ࣑ࣗࣙࢩ࣮ࢣࢽン学⛉�ᩍ⫱ㄢ⛬表㸺௧࿴㸶ᖺᗘ�ධ学⪅㸼



༊分 ᤵᴗ⛉目
୺せ
ᤵᴗ
⛉目

ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

㛤ㅮ
年ḟ

備⪃

専　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　

教　
　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

目

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス

とᩥ化ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ୺ ㅮ⩏ � 1��

スࢿࢪࣅࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ � 1��

スࢿࢪࣅルࢸ࣍ ㅮ⩏ � 1��

ㄽࢡーࣃーマࢸ ㅮ⩏ � 1��

ୡ⏺の食とᩥ化 ㅮ⩏ � 1��

ス実ົࣅーࢧ ₇⩦ 1 1��

ーࢼスマࢿࢪࣅ ₇⩦ 1 1��

࣍ス࢕ࢸࣜࢱࣆㄽ ㅮ⩏ � 1��

⡙記 ㅮ⩏ � 1��

医
療
・
事
務

་学୍⯡ ୺ ㅮ⩏ � 1��

་⒪事ົϨ ₇⩦ 1 1��

་⒪事ົϩ ₇⩦ 1 1��

་ᖌ事ົ⿵ຓ ₇⩦ 1 �

་⸆品とそのస用 ㅮ⩏ � 1��

情ሗฎ理₇⩦Ϩ ₇⩦ 1 1��

情ሗฎ理₇⩦ϩ ₇⩦ 1 1��

ｅ
ス
ポ
ー
ツ㺃

情
報
ビ
ジ
ネ
ス

Hス࣏ーツと♫఍ ୺ ㅮ⩏ � 1��

Hス࣏ーツと౫Ꮡ⑕ ㅮ⩏ � 1��

Hス࣏ーツ実ᢏ ₇⩦ 1 1��

Hス࣏ーツ࢖ベࣥࢺ運営 ₇⩦ 1 1��

Hス࣏ーツ配ಙ ₇⩦ 1 1��

♏ᇶࢢミࣥࣛࢢࣟࣉ ୺ ₇⩦ 1 1��

Ϩࢢミࣥࣛࢢࣟࣉー࣒ࢤ ₇⩦ 1 1��

ϩࢢミࣥࣛࢢࣟࣉー࣒ࢤ ₇⩦ 1 1��

,7と♫఍ ㅮ⩏ � 1��

⩦ス₇ࢿࢪࣅ7, ₇⩦ � 1��

⩦₇ࣥࣙࢩーࢸゼࣥࣞࣉ ₇⩦ 1 1��

༊分 ᤵᴗ⛉目
୺せ
ᤵᴗ
⛉目

ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

㛤ㅮ
年ḟ

備⪃

専　
　
　

門　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

ト
ー
タ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

௚ࢥースに設置された⛉目の୰から、

学生⮬らの⯆࿡㛵心、課㢟に合ࢃせて

㑅ᢥする

セ
ル
フ
デ
ザ
イ
ン

௚ࢥースに設置された⛉目の୰から、

学生⮬らの⯆࿡㛵心、課㢟に合ࢃせて

㑅ᢥする

留　
　
　

学

,QWHQVLYH�:ULWLQJ ₇⩦ � 1��

&RPWHPSRUDU\�,VVXHV�LQ�D�*OREDO�&RQWH[W ₇⩦ � 1��

)RUHLJQ�/DQJXDJH�3UHVHQWDWLRQ ₇⩦ � 1��

,QWHQVLYH�5HDGLQJ ₇⩦ � 1��

6WXG\�RI�/RFDO�&XOWXUH ₇⩦ � 1��

,GLRP�DQG�9RFDEXODU\ ₇⩦ 1 1��

�ᑓ㛛教育⛉目合ィ� 1��

自
由

科
目

ᑠㄽᩥ≉ㅮ ₇⩦ 1 1��

（⮬⏤⛉目合ィ） 1

༞ᴗせ௳としては、ᇶ♏⛉目、ᑓ㛛教育⛉目からィ��༢఩以ୖಟᚓすること。

たࡔし、ᇶ♏⛉目から８༢఩以ୖ、⌧ࢥミ㑅必から６༢఩以ୖಟᚓすること。

ʵ��ʵ
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本学における資格の取得について
（ಖ育学⛉で取ᚓ出᮶るᗂ⛶ᅬ教ㅍ２✀චチ状、ಖ育ኈ㈨᱁以外の㈨᱁）

学⛉で取ᚓ出᮶る㈨᱁ࣥࣙࢩミュニケーࢥಖ育学⛉・⌧௦ۑ

࠙♫఍⚟♴୺事任用㈨᱁ （┬ཌ生ປാ）ࠚ

。以下の⛉目から３⛉目以ୖの༢఩をಟᚓし༞ᴗすることにより取ᚓできるࠉ

㸨ಖ育学⛉⛉目㸸「教育ཎ理（ᗂ）」「♫఍⚟♴」「子どもᐙᗞ⚟♴」ࠉ

「ಖ育ཎ理」「子どもᐙᗞ支援ㄽ」ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

ミ学⛉⛉目㸸「་学୍⯡」ࢥ⌧㸨ࠉ

ー㈨᱁ヨ㦂のཷ㦂㈨᱁ࣃア࣊ルࣆ࠙ （ー༠఍ࣛࢭ定NPO法ே日本教育࢝࢘ࣥ≉）ࠚ

ア࣊ࣆー༠఍が実施するࣛࢭてಟᚓすることにより、日本教育࢝࢘ࣥ࡭以下３⛉目の༢఩をすࠉࠉ

ルࣃー㈨᱁ヨ㦂のཷ㦂㈨᱁をᚓることができる。

。をཧ↷のことࢪヲ細は、ྠ༠఍࣍ー࣒ペーࠉࠉ

ࠉ「ⱝ者のᜊឡと心理」「床心理学⮫」「ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝」ミ学⛉⛉目㸸ࢥ⌧ࠉ

ಖ育学⛉のみで取ᚓ出᮶る㈨᱁ۑ

࠙認定⤮本ኈ㈨᱁ （ᅜ立㟷ᑡ年教育᣺⯆ᶵᵓ（法⊃））ࠚ

。ᑓ㛛教育⛉目「⤮本学」の༢఩をಟᚓすることࠉࠉ

࠙認定ベࣅーࢱࢵࢩー㈨᱁ （ス༠఍ࣅーࢧ全ᅜಖ育（බ㈈））ࠚ

なࡤス༠఍に㈨᱁取ᚓの申請をしなけれࣅーࢧ以下の᮲௳を２つとも‶たしたୖで、全ᅜಖ育ࠉࠉ

らない。ヲしくはྠ༠఍࣍ー࣒ペーࢪをཧ↷のこと。

。ಖ育ኈ㈨᱁を取ᚓするせ௳を全て‶たすこと．１ࠉ

。ᑓ㛛教育⛉目「ᅾᏯಖ育ㄽ」の༢఩をಟᚓすること．２ࠉ

࠙෸学ᰯ心理ኈ㈨᱁ （学ᰯ心理ኈ認定運営ᶵᵓ（♫୍））ࠚ

てಟᚓしたୖで、学ᰯ心࡭ᗂ⛶ᅬ教ㅍචチまたはಖ育ኈ㈨᱁を取ᚓし、以下４⛉目の༢఩をすࠉࠉ

理ኈ認定運営ᶵᵓに㈨᱁取ᚓの申請をしなけれࡤならない。ヲしくはྠᶵᵓ࣍ー࣒ペーࢪをཧ

↷のこと。

ᑓ㛛教育⛉目㸸「ಖ育とⓎ㐩の心理学」「子どもᐙᗞ支援の心理学」「教育相談と子育て支援」ࠉ

「≉別支援教育・ಖ育」
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３　履修の手続き

年ᗘጞめに、その年ᗘでᒚಟをしようとする全てのᤵᴗ⛉目をⓏ㘓する手続（ᒚಟⓏ㘓）をし

なけれࡤなりませࢇ。�ᒚಟⓏ㘓していない⛉目は、ཷㅮも༢఩ಟᚓもできませࢇ。

（１）ᒚಟⓏ㘓の手㡰

。さいࡔ以下の手㡰で、学生が各⮬でᒚಟⓏ㘓をしてくࠉ

ᒚಟⓏ㘓は、本学が運用する「学ົࢩス࣒ࢸ」を通じて:HEから各⮬で行います。

ヲしい利用方法は「Ϯࠉ学ົ:HEࢩス࣒ࢸマニュアル」（S�1�0ࠥ）で確認してくࡔさい。

学ົࢩス࣒ࢸは、࣓ࣥࣥࢼࢸスのため、ẖ日午前２ࠥ５時は利用できませࢇ。

ձࠉ㛤ㅮ⛉目やᒚಟルー

ルの確認

ᅾ⡠する学年で㛤ㅮされる⛉目やᒚಟルールを「教育課⛬⾲」（ಖ育

学⛉S��、⌧ࢥミ学⛉S�13）で確認してくࡔさい。

その௚、ᒚಟに㛵㐃する配ᕸ㈨ᩱを確認してくࡔさい。

ղࠉ時間๭を確認する それࡒれの⛉目の時間๭を、年ᗘጞめの࢚࢜ࣜࣥࢸーࣥࣙࢩで配௜さ

れる「時間๭⾲」で確認してくࡔさい（「時間๭⾲」のぢ方は、࢜ࣜ

。（でㄝ᫂がありますࣥࣙࢩーࢸ࢚ࣥ

ճࠉᤵᴗの内ᐜやホ౯方

法などの確認

それࡒれの⛉目のᤵᴗ内ᐜなどを、あらかじめ学ົࢩス࣒ࢸから「ࢩ

ࣛバス」で確認しておいてくࡔさい。

մࠉ年間のᒚಟィ⏬を立

てる

ձࠥճで確認したことをもとに、1年間のᒚಟィ⏬を立ててくࡔさい。

յࠉᒚಟⓏ㘓を行う 「学事日⛬」（࢚࢜ࣜࣥࢸーࣥࣙࢩで配௜）に示された「ᒚಟⓏ㘓期間」

の最終日までに、学ົࢩス࣒ࢸを利用して１年間（前期後期）でᒚಟ

をᕼᮃする⛉目のᒚಟⓏ㘓をしてくࡔさい。各⮬の責任で、ᒚಟⓏ㘓が

正しくⓏ㘓されているかどうかを確認してから、ᒚಟⓏ㘓の᧯సを最

後まで確実に᏶஢してくࡔさい。なお、期間内はఱᗘでもಟ正するこ

とができます。

նࠉ（必せがあれࡤ）ᒚಟ

Ⓩ㘓ኚ᭦

各ᤵᴗの１ᅇ目をཷㅮしたẁ㝵で、Ⓩ㘓したᒚಟ⛉目をኚ᭦する必せ

が生じた場合は、学事日⛬に示されたᒚಟⓏ㘓ኚ᭦期間の間に、学ົ

。さいࡔから各⮬でኚ᭦手続を行ってく࣒ࢸスࢩ

ͤ後期に㛤ㅮされる⛉目は、後期㛤ጞの時期に「ᒚಟⓏ㘓ኚ᭦期間」を設けています。

。さいࡔ学事日⛬で確認してくࠉ

事ົᒁ教ົ課。ࢇからᒚಟⓏ㘓することができませ࣒ࢸスࢩ以下の⛉目は、学ົͤࠉ

。さいࡔで、ᒚಟⓏ㘓期間内に┤᥋Ⓩ㘓手続を行ってくཱྀ❆ࠉࠉ

෌ᒚಟする⛉目（前の年ᗘで༢఩ಟᚓができず改めてᒚಟし┤す⛉目）・ࠉࠉࠉ

௚学⛉⫈ㅮ⛉目・ࠉࠉࠉ

（２）ᒚಟのไ㝈

ձࠉᒚಟをすることができないᤵᴗ⛉目は下記の通りです。

ᒚಟⓏ㘓がされていないᤵᴗ⛉日・ࠉࠉ

（ࡴ㧗大㐃ᦠで༢఩ಟᚓした⛉目をྵ）すでに༢఩をಟᚓしたᤵᴗ⛉目・ࠉࠉ

ᤵᴗの時間๭が㔜なっているᤵᴗ⛉目・ࠉࠉ

ղࠉᒚಟᕼᮃ者がᤵᴗの定員を㉸㐣した場合は、その⛉目をᒚಟⓏ㘓できるேᩘにไ㝈をかけること

があります。その場合、その⛉目をᒚಟⓏ㘓した学生に、別㏵教ົ課からᣦ示を行います。

ճࠉᒚಟⓏ㘓が５ྡに‶たないᤵᴗ⛉目は、ཎ則として㛤ㅮしませࢇ。
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（３）ᒚಟ༢఩のୖ㝈（㹁㸿㹎ไ）

きᤵᴗ⛉目を⢭㑅し、㐺ษな学ಟ時間を確ಖすることにより、㉁の㧗い学࡭㹁㸿㹎ไとは、学ಟすࠉ

ಟを行うことを目的として、学生がᒚಟ⛉目としてⓏ㘓することができる༢఩のୖ㝈を定め、学生が

㐺ษにᤵᴗ⛉目をᒚಟしてもらうためのものです。༢఩をಟᚓするためには1༢఩あたり��時間の学

⩦時間が必せとされることを⪃慮して、本学では各年ᗘにᒚಟⓏ㘓できる⛉目の༢఩ᩘをḟのように

定めています。

ಖ育学⛉㸸各年ᗘ��༢఩まで・ࠉࠉ

学⛉㸸各年ᗘ�0༢఩までࣥࣙࢩミュニケーࢥ௦⌧・ࠉࠉ

。ࢇ㞟୰㛤ㅮのᤵᴗ⛉目、⮬⏤⛉目の༢఩はྵみませͤࠉࠉࠉ

また、成⦼がඃ⚽な学生に㛵しては、ୖ記の༢఩ᩘを㉸えても㉁の㧗い学⩦をすることが期ᚅできࠉ

るため、ḟのようにไ㝈を⦆࿴しています。

GPAに応じた履修登録単位数上限の緩和
　成績優秀者が１年間に登録できる授業科目の単位数は次のとおりです。

学　　科 履修単位数の上限

保育学科 ௚લ学期の(1"が3.2以上の学ੜは6�୯Ґまで、(1"が3.�以上3.2ະຬの学
ੜは5�୯Ґまで、また、લ年౓ޙ期ٴͼ当֘年౓લ期の(1"が3.�以上3.2
ະຬの学ੜは、6�୯Ґまで上限஋を؇和する。

現代コミュニケーション学科 ௚લ学期の(1"が3.�以上の学ੜは55୯Ґまで、(1"が2.5以上3.�ະຬの学
ੜは、53୯Ґまで上限஋を؇和する。

（４）ᒚಟⓏ㘓した時間๭通りにཷㅮすること（᣺᭰ཷㅮは不ྍ）

じྡ⛠の⛉目が␗なる時㝈で」ᩘ㛤ㅮされていることがあります。あくまで、⮬分がᒚಟⓏ㘓しྠࠉ

た᭙日・時㝈通りの時間๭でཷㅮしてくࡔさい。௚の時㝈で㛤ㅮされているᤵᴗに᣺り᭰えてཷㅮす

ることは認められませࢇ。

（５）ᒚಟ取消ไᗘ

ᒚಟⓏ㘓ኚ᭦期間終஢後に、ᤵᴗをཷㅮしていて「ᤵᴗ内ᐜが学びたい内ᐜと㐪っていた」、「ᤵᴗࠉ

に༑分についていくことができない」等の理⏤があるときは、各学期に定められた「ᒚಟ取消期間」

に㝈り、ᒚಟを取り消すことができます。期間が㏆づいた時に、事ົᒁ教ົ課からヲ細を㟁子࣓ー

ル・掲示で᱌内しますので、確認してくࡔさい。
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４　授 業 関 係

�ᤵᴗ᫬㛫ۑ

。を㸷㸮分ᤵᴗとしています（マࢥ１）本学では、１時㝈ࠉ

時ࠉ㝈 １ ２ ３ ４ ５ ６

時้ࠉ
㸷㸸㸮㸮ࠉ

㹼

１㸮㸸３㸮

１㸮㸸４㸮

㹼

１２㸸１㸮

１３㸸㸮㸮

㹼

１４㸸３㸮

１４㸸４㸮

㹼

１６㸸１㸮

１６㸸２㸮

㹼

１７㸸５㸮

１８㸸㸮㸮

㹼

１㸷㸸３㸮

�ఇᴗ᪥ۑ

⛬学則➨㸷᮲に定められたఇᴗ日に、ᤵᴗを実施することがあります。ヲ細については、学事日ࠉ

を確認してくࡔさい。

ㅮࠉ�ఇۑ

��（1）教員がやࡴをᚓない理⏤でᤵᴗをఇㅮする場合は、Ꮫົ䝅䝇䝔䝮ࠝhttps://inside.ikuei-g.ac.jp 、ࠞ

࣓ール及び掲示（事ົᒁ༡ഃ掲示ᯈ）により࿘▱します。なお、担当教員の入室が�0分以ୖ㐜れ

ている場合は、教ົ課に㐃⤡してくࡔさい。

��（�）気㇟㆙ሗⓎ௧時におけるᤵᴗ・定期ヨ㦂の取扱いは、ḟのとおりです。

ㅮࠉ⿵�ۑ

ఇㅮ等があった場合は、その⿵ㅮを時間๭ୖの✵き時㝈及び６時㝈ⱝしくは期ᮎ⿵ㅮ日に実施しࠉ

ます。⿵ㅮは、㐲㝸ᤵᴗᙧᘧで⿵ㅮを実施することもあります。

。なお、⿵ㅮ日等で᏶⤖しないᤵᴗ⛉目については、㛗期ఇᴗ期間୰に実施しますࠉࠉ

�ᤵᴗのᐇ᪋᪉ἲについてۑ

てのᅇで㐲㝸でのᤵᴗを࡭本学ではᑐ面でのᤵᴗの実施をᇶ本としていますが、୍部もしくはすࠉ

実施する⛉目もあります。ヲしくは、⛉目担当の教員からᣦ示があります。

�Google Classroomのά用についてۑ

。として�*RRJOH�&ODVVURRPをᑟ入しています（࣒ࢸスࢩ学ಟ管理）本学では、/06ࠉ

気象警報発令時における授業・定期試験の取扱い

本学のᡤᅾᆅᇦ（㧗ᓮᕷ）に気㇟㆙ሗ（≉別㆙ሗ・大㞷㆙ሗ・ᭀ㢼㞷㆙ሗ）がⓎ௧された場合には、Ⓨ௧期間

୰のᤵᴗを全てఇṆとし、定期ヨ㦂はᘏ期とします。

なお、ྠ㆙ሗがゎ㝖された場合のᤵᴗ・定期ヨ㦂の取扱いはḟのとおりです。

㆙ሗゎ㝖時้ 取扱い

午前６時までにゎ㝖された場合 ➨１時㝈から実施

午前10時までにゎ㝖された場合 ➨３時㝈から実施

ͤᤵᴗ又は定期ヨ㦂を実施୰に「大㞷㆙ሗ」、「ᭀ㢼㆙ሗ」、「大㞵㆙ሗ」がⓎ௧された場合は、ཎ則としてその

時㝈は実施し、ḟの時㝈以㝆をఇṆまたはᘏ期とします。状ἣによっては、ᤵᴗ୰であってもᤵᴗఇṆとす

る場合やᆅ㟈その௚の⅏ᐖによってもఇṆとする場合がありますので、掲示㐃⤡等には注意してくࡔさい。

࠙注意ࠚ

。さいࡔ必ず⮬㌟でヲ細を確認してく。ࢇに㆙ሗがⓎ௧されていても、「㧗ᓮᕷ」とは㝈りませ「┴㤿⩌」ࠐ

ࣛ・ࣅࣞࢸ、各㆙ሗゎ㝖の確認はۑ ࢪ 。等のሗ㐨によります（ࢪ気㇟ᗇの࣍ー࣒ペー）༦ࢵࢿーࢱࣥ࢖࢜・

��（3）大規ᶍᆅ㟈ᑐ⟇≉別ᥐ置法にᇶづく㆙ᡄᐉゝがⓎ௧された場合はఇㅮとします。また、通学㏵

୰で㆙ᡄᐉゝがⓎ௧された場合は、㌟の安全を確ಖしᖐᏯしてくࡔさい。
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５　欠席・遅刻・早退について

るḞᖍࡼの⌮⏤➼にู≉�ۑ

ḟの理⏤にヱ当し、本ேから申し出があり、ᢎ認された場合は≉別Ḟᖍとして取り扱います。

さい。（Ḟᖍ届のᵝᘧは、教ົ課でཷけ取るࡔこの場合は、ᡤ定のḞᖍ届を教ົ課に提出してくࠉࠉ

か本学࣍ー࣒ペーࢪからࣟࣥ࢘ࢲーࢻしてくࡔさい。）

成⦼ホ౯・༢఩認定㈨᱁のุ᩿の㝿には出ᖍ扱いとしまࡴ別Ḟᖍについては、定期ヨ㦂をྵ≉ࠉࠉ

す。

学ᰯឤᰁ⑕（1）ࠉ ῧ௜᭩㢮㸸ឤᰁ⑕἞⒵ド᫂᭩等

ᚷ引（∗ẕ７日、♽∗ẕ３日、᭯♽∗ẕ・఑ུ∗ẕ１日、その௚）（�）ࠉ

ῧ௜᭩㢮㸸఍ⴿ♩状等

⅏ᐖ・බඹ஺通ᶵ㛵の㐜ᘏ等（㟁㌴の㐜ᘏなど）（3）ࠉ ῧ௜᭩㢮㸸㐜ᘏド᫂᭩

（。ࡴ当ヱ実⩦ඛで行う実⩦の事前ᣦᑟ等をྵ）教育実⩦・ಖ育実⩦等（�）ࠉ

ῧ௜᭩㢮㸸実⩦の出໅⡙の෗し

（。正課のものに㝈る）ࣉࢵࢩーࣥࢱࣥ࢖（�）ࠉ ῧ௜᭩㢮㸸ཎ則として不せ

によるᾏ外␃学࣒ࣛࢢࣟࣉ学内のᾏ外␃学（�）ࠉ ῧ௜᭩㢮㸸実施せ㡯等

ᑵ職ヨ㦂のとき（�）ࠉ ῧ௜᭩㢮㸸ᑵ職ヨ㦂ཷ㦂ド᫂᭩等

その௚（≉に学㛗が必せと認めたもの）（�）ࠉ

注）Ḟᖍ届はḞᖍ理⏤がなくなったときから３日以内に、理⏤及び必せ᭩㢮をῧ௜して教ົ課にࠉࠉ

提出すること。

るḞᖍࡼᕫ㒔ྜ➼に⮬�ۑ

さࡔ記以外の理⏤によりᤵᴗをḞᖍした場合は、学生が┤᥋そのᤵᴗの担当教員に申し出てくୖࠉ

い。

᪩㏥ࠊ�㐜้ۑ

てみずからを㧗めることにあります。正当な理ࡆことを通じて学ಟ成ᯝをୖࡪ学生の本分は、学ࠉ

⏤なく㐜้や᪩㏥をしないことは、当↛のことと本学では⪃えます。㐜้や᪩㏥の取り扱いは、ᤵ

ᴗ⛉目によってಶ別にุ᩿されます。㐜้や᪩㏥をḞᖍとして扱うᤵᴗもありますので、注意して

くࡔさい。

・ᤵᴗやヨ㦂の時間୰は㟁※をษってくࡔさい。また、࣓ールの確認も⚗Ṇです。

・㡢ኌにより通ヰする時は場ᡤをࢃきまえ、≉にᗯ下などでのኌ㧗の通ヰはᤵᴗの㑧㨱になるの

で᥍えてくࡔさい。

・教室やᗯ下のࢺࣥࢭࣥࢥを使用してのᦠᖏ㟁ヰの඘㟁は、㟁気の⚾的利用となるため⚗Ṇしま

す。また、㥐等のබඹの場ᡤにあるࢺࣥࢭࣥࢥをチྍなく使用することは「≢⨥行Ⅽ」となり

ますが、それとྠᵝです。

ᦠᖏ㟁ヰの利用࣐ࢆ࣮ࢼᏲ࠺ࢁ
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６　定期試験の受験資格及び単位認定方法

成⦼ホ౯及び༢఩認定にあたっては、学⛉の教育目的や各ᤵᴗ⛉目の教育目ᶆにᇶづいて、ḟの認ࠉ

定㈨᱁、認定方法により฿㐩ᗘをཝ正にホ౯します。

（１）定期ヨ㦂のཷ㦂㈨᱁

。定期ヨ㦂のཷ㦂㈨᱁をᚓるための᮲௳は、ḟのとおりですࠉࠉ

。ձ当ヱ学期に、೵学又はఇ学をしていないࠉࠉ

、し、ᘏ納㢪がཷ理されている場合はࡔղ当ヱ学期のᤵᴗᩱなどの学納㔠が納入されている。（たࠉࠉ

当ヱ㔠㢠に㛵してはᮍ納でもྍ）

。ճ当ヱ⛉目のᒚಟⓏ㘓をしてあるࠉࠉ

。մ当ヱ⛉目で実施されたᤵᴗᅇᩘの３分の２以ୖのᅇᩘ、出ᖍしているࠉࠉ

バスで確認しࣛࢩ目によっては᭦にཝしい᮲௳になっている場合があるので、⛉目ごとに⛉ͤࠉࠉࠉ

てくࡔさい。

。յその௚、ཷ㦂㈨᱁႙ኻのุ定をཷけていないࠉࠉ

（２）༢఩認定方法

。平⣲の成⦼、その௚の方法により行います、ࢺ༢఩ಟᚓの認定は、定期ヨ㦂または㏣ヨ㦂、࣏ࣞーࠉࠉ

定期ヨ㦂・㏣ヨ㦂（1）ࠉ

定期ヨ㦂は定期ヨ㦂期間に実施されます。㏣ヨ㦂は（�）の1）にヱ当する場合にᡤ定の期日に行ࠉࠉࠉ

。さいࡔれる場合は、以下のⅬに注意してくࢃれます。これらが➹記ヨ㦂のᙧ態で行ࢃ

Ϩ� ヨ㦂㛤ጞから�0分を⤒㐣した後は入室を認められない。

ϩ� 学期ᮎヨ㦂のཷ㦂୰に、ཷ㦂者がḟのいずれかの行Ⅽをしたとき、その行Ⅽを不正行Ⅽとみなす。

�１ࠉ ཧ↷がチされていない࣓ࣔ・ࣀーࢺ・ཧ⪃᭩等をཧ↷し、又は௚者にぢせること。

�２ࠉ 当ヱヨ㦂で使用がチྍされていない用具を使用すること。

�３ࠉ ௚者の⟅᱌をぢること。又は、⟅᱌を故意に௚者にぢせること。

�４ࠉ ௚者にゎ⟅を⪺くこと。又は、௚者にゎ⟅を教えること。

�５ࠉ ㌟௦りをさせ、又は㌟௦りをしてཷ㦂すること。

�６ࠉ ヨ㦂┘╩者がヨ㦂をබ正・෇⁥に行うために出したᣦ示にᚑࢃないこと。

�７ࠉ その௚、ヨ㦂のබ正・෇⁥な実施を㜼ᐖする行Ⅽをすること。

。不正行Ⅽのあった者はཝ㔜にฎ分するとඹに、その事実及びฎ分を掲示等でබ⾲するࠉࠉ

Ϫ� 学期ᮎヨ㦂をཷ㦂するにあたっては、බ正なヨ㦂が෇⁥に行ࢃれるように、以下のⅬに␃意すると

ඹに、ヨ㦂┘╩者のᣦ示にᚑうこと。

�１ࠉ ヨ㦂┘╩者のᣦ示にᚑって╔ᖍし、注意事㡯等のㄝ᫂をཷける。

�２ࠉ スマー࢛ࣥࣇࢺは㟁※をษり⏬面を下にして机ୖྑୖに置き、その௚の㟁子ᶵ器㢮�スマーࢺ

。等�は、必ず㟁※をษり、㠜等の୰に入れるࢳࢵ࢛࢘

�３ࠉ 学生ドを机ୖྑୖのスマー࢛ࣥࣇࢺのୖに置き提示する。学生ドをᛀれた者は、当ヱヨ㦂をཷ㦂

することはできないため、学生支援課で㺀学生ド不ᦠᖏド᫂᭩㺁の஺௜をཷけヨ㦂┘╩者に提示しཷ

㦂のチྍをᚓる㹿

�４ࠉ 机ୖには、ヨ㦂┘╩者から≉にᣦ示がない㝈り、ୖ記２．３に掲ࡆるもの及び➹記用具以外は置く

ことはできない。➹⟽等も置いてはならない。

�５ࠉ ᖗ子やマࣛࣇーを╔用したり、ࡊࡦかけを⩚⧊ったり、ス࢝ーࢺのようにᕳいたりしてはならな

定期ヨ㦂、㏣ヨ㦂及び෌ヨ㦂の注意事㡯
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ࢺー࣏ࣞ（�）ࠉ

ࠉࠉ 担当教員のᣦ示にᚑって、ᡤ定の期日までに必ず提出してくࡔさい。提出期㝈が⤒㐣した後

はཷ理されませࢇ。

（３）成⦼ホ౯ᇶ準
、バスに記㍕されています。本学としての成⦼ホ౯ᇶ準の⪃え方はࣛࢩ、目ごとのホ౯ᇶ準は⛉ࠉ

「７成⦼ホ౯ᇶ準及び㹅㹎㸿ไᗘ等について」をཧ↷してくࡔさい。

（４）成⦼ホ౯に㛵する㉁ၥไᗘ
学生は、成⦼ホ౯について␲⩏がある場合は、学㛗にᑐし成⦼ホ౯に㛵して、㉁ၥすることがでࠉ

きます。手続等の手㡰はḟのとおりです。

ձⓎ⾲された成⦼に␲⩏があったࠉࠉ

。ղ成⦼Ⓨ⾲後10日以内に、学生かᡤ定のᵝᘧによる㉁ၥ᭩を教ົ課に提出するࠉࠉ

。ճ学㛗は、⛉目担当教員に確認を行い、当ヱの成⦼ฎ理方法のጇ当ᛶをุ᩿するࠉࠉ

。մ学㛗は、⤖ᯝを㉁ၥ者にᩥ᭩でᅇ⟅するࠉࠉ

（５）㏣ヨ㦂・෌ヨ㦂

��1）㏣ヨ㦂

をᚓない理⏤により、ヨ㦂をཷ㦂できなかった者は、その理⏤をド᫂する᭩ࡴ下記のようなやࠉ

㢮を本ேが提示し、㢪い出ることによって㏣ヨ㦂がཷ㦂できます。ཷ㦂をᕼᮃする場合、定期ヨ

㦂期間୰に教ົ課へ㐃⤡し、その理⏤が消⁛ḟ➨㏿やかに必せ᭩㢮をῧえて教ົ課へ提出してく

。さい。ヨ㦂方法については㏣෌ヨ手続日に通▱しますࡔ

ձ⑓気（「་ᖌのデ᩿᭩等」）、ղᚷ引（఍ⴿ♩状等）、ճ⅏ᐖ（「බ的なド᫂᭩」及び஺通ᶵ㛵ࠉࠉ

の㐜ᘏ等（「㐜ᘏド᫂᭩」）、մ教育実⩦・ಖ育実⩦・ࢱࣥ࢖ーࣥࣉࢵࢩ及びᾏ外␃学、յᑵ職

ヨ㦂、յその௚≉別に認められた場合

���）෌ヨ㦂

ヨ㦂または㏣ヨ㦂で不合᱁となった⛉目について、⛉目担当教員が当ヱ学生にᑐして෌ヨ㦂をࠉ

実施してもよいと認めた場合、本ேがᡤ定の手続き（��ペーࢪཧ↷）を行うことによって෌ヨ㦂

をཷ㦂できます。෌ヨ㦂が➹記ヨ㦂のᙧ態で行ࢃれる場合の注意事㡯は、定期ヨ㦂・㏣ヨ㦂とྠ

ᵝです。

��3）その௚

㏣ヨ㦂・෌ヨ㦂の実施日時は、㟁子࣓ールにて㐃⤡します。なお、෌ヨ㦂で不合᱁になった場ࠉ

合は、その⛉目の༢఩をಟᚓするために、෌ᒚಟをすることが必せとなります。

い。その௚、ཷ㦂にࡩさࢃしくないものを㌟につけてはならない。

�６ࠉ ヨ㦂時間୰は物品の㈚೉をしてはならない。

�７ࠉ ᡤᣢ品や㠜は椅子の下等に置き、ヨ㦂┘╩のጉࡆにならないようにする。

。ない者は、㏥場を࿨じられるࢃ記１㹼７に㛵するヨ㦂┘╩者のᣦ示にᚑୖࠉࠉ

た不正行Ⅽにヱ当する場合があるので、注ࡆまた、ୖ記１㹼７のいずれかに཯する行Ⅽは、ϩに掲ࠉ

意すること。
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７　成績評価基準及びＧＰＡ制度等について

（１）成⦼ホ౯ᇶ準と㹅㹎（ࣞࢢーࢺࣥ࢖࣏ࢻ）

本学では、各⛉目の成⦼ホ౯と༢఩ᤵ୚認定のᇶ準を下⾲のように設定しています。各学期ᮎ㡭ࠉ

に、成⦼Ⓨ⾲日⛬などのヲ細について、事ົᒁ教ົ課から࣓ールで㐃⤡があります。ᤵᴗ⛉目ごと

のಶ別のホ౯ᇶ準は、学ົࢩス࣒ࢸから各⮬でࣛࢩバスを確認してくࡔさい。ホ౯の⾲記は、下⾲

の「ホ౯」ิ のようにアル࢓ࣇベࢺࢵで記㍕されます。なお、༢఩が認定されなかった⛉目（「ホ౯」

㹄の⛉目）は、学生からの申請によりⓎ行する「成⦼ド᫂᭩」には記㍕されませࢇ。

。ホⅬは100Ⅼ‶Ⅼとするͤࠉ成⦼ホ౯と༢఩ᤵ୚認定のᇶ準ࠉ１⾲ࠉ

༢఩ᤵ୚認定 ホ౯ ホⅬ ホ౯ᇶ準 㹅㹎

合ࠉ᱁ 㹑 �0ࠥ100 ฿㐩目ᶆに↷らして、ᴟめてඃ⚽な学ಟ成ᯝをおさめていると

認められる。

４

㸿 �0ࠥ�� ฿㐩目ᶆに↷らして、ඃれた学ಟ成ᯝをおさめていると認められ

る。

３

㹀 �0ࠥ�� ฿㐩目ᶆに↷らして、学ಟ成ᯝをおさめていると認められる。 ２

㹁 �0ࠥ�� ฿㐩目ᶆに↷らして、最ప㝈の学ಟ成ᯝをおさめていると認め

られる。

１

不合᱁ 㹂 0ࠥ�� ฿㐩目ᶆに↷らして、最ప㝈の学ಟ成ᯝに฿㐩できていない。 㸮

なお、ホ౯㹂の場合で、ᤵᴗ担当者が෌ヨ㦂を認めた⛉目は、ᡤ定の手続のୖ、これをཷ㦂するͤࠉ

ことができる。෌ヨ㦂をཷ㦂して༢఩が認定がされた場合のホ౯は「㹁」（ホⅬは�0Ⅼ）とする

本学以外での学ಟ等にᑐして༢఩を認定するものࠉ２⾲ࠉ

༢఩ᤵ୚認定 ホ౯ ホⅬ ホ౯ᇶ準 㹅㹎

認ࠉ定 㹎 なし 本学以外での学ಟ等にᑐして༢఩を認定する。

（ヲしくは「８ 本学以外での学ಟ等にᑐする༢఩認定につい

て」（S���）をཧ↷のこと）

ᑐ㇟外

ないものࢃ成⦼ホ౯・༢఩ᤵ୚認定を行ࠉ３⾲ࠉ

༢఩ᤵ୚認定 ホ౯ ホⅬ ホ౯ᇶ準 㹅㹎

実施しない 㹄 なし 成⦼ホ౯及び༢఩ᤵ୚の認定を行ࢃない。

౛㸸Ḟᖍ㐣ከ、ヨ㦂ᨺᲠ、不正行Ⅽなどࠉ

㸮

（２）㹅㹎㸿（*UDGH�3RLQW�$YHUDJH）ไᗘ

࠙㹅㹎㸿とはࠚ

ルにᩘ್化したもので、㧗等学ᰯでの成⦼ホ౯でいうࢱーࢺ㹅㹎㸿は、୍ே୍ேの学生の学ಟ成ᯝをࠉ

「ホ定平ᆒ」にఝています。なお、本学では、育英短期大学㹅㹎㸿に㛵する規則にᇶづき、学期ごとに

その学期でのᒚಟ⛉目の成⦼で⟬出する「学期㹅㹎㸿」と、入学時からのᒚಟ⛉目の成⦼で⟬出する「⣼

✚㹅㹎㸿」の２✀㢮を使用しています。

࠙㹅㹎㸿のィ⟬方法ࠚ

、以下の方法で、㹅㹎㸿は⟬出されます。なお、ホ౯「㹎」の⛉目、༞ᴗせ௳༢఩にྵまれない⛉目ࠉ
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学期㹅㹎㸿㸻
（当ヱ学期にᒚಟした⛉目の㹅㹎�༢఩ᩘ）の合ィ

当ヱ学期にᒚಟした⛉目の༢఩ᩘの合ィ

通⟬㹅㹎㸿㸻
（入学時からᒚಟした⛉目の㹅㹎�༢఩ᩘ）の合ィ

入学時からᒚಟした⛉目の༢఩ᩘの合ィ

࠙本学での㹅㹎㸿の使ࢃれ方ࠚ

けあがっているかを、ᐈほ的に確かめることࡔ㹅㹎㸿を使うことで、学生୍ே୍ேの学ಟ成ᯝがどれࠉ

ができます。また、௚の学生とのẚ㍑もྍ⬟です。本学での使ࢃれ方の୺な౛を以下の⾲に示しまし

た。

㹅㹎㸿の✀㢮 使ࢃれ方の୺な౛

学期㹅㹎㸿 ⪄成⦼ඃ⚽者ዡ学㔠のᑐ㇟者の㑅ۑ

学ಟᣦᑟのᑐ㇟者の決定ۑ

㹅㹎㸿が1��に‶たない学生については、学ಟᣦᑟを行い、学ಟ成ᯝのͤࠉ

改ၿ・ྥୖにྥけた支援・ᣦᑟを行います。

通⟬㹅㹎㸿 ⪄༞ᴗ時の学ᅬ㛗㈹や成⦼ඃⰋ㈹などのᑐ㇟者の㑅ۑ

。れの学⛉でಶ別に㹅㹎㸿を活用することがありますࡒこれらの௚にも、それͤࠉࠉ

。成⦼ඃ⚽者ዡ学㔠のᑐ㇟者の㑅⪃では、ᡤ定の༢఩ᩘ以ୖのಟᚓ༢఩が必せですͤࠉࠉ

その௚教ᤵ఍で定められた⛉目は、このィ⟬にはྵまれませࢇ。

。目ごとに、ホ౯にᑐして（１）の⾲のྑ➃のิのように４ࠥ㸮のⅬᩘ（㹅㹎）をつけます⛉ࠉձࠉ

ձをもとに、以下のᘧで⟬出します。（ᑠᩘⅬ以下➨２఩まで）ࠉղࠉ
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８　本学以外での学修等に対する単位認定について

下記（１）のձࠥշの学ಟをᑐ㇟として、本学でのಟᚓ༢఩として認定できることがあります。ᕼࠉ

ᮃする学生は、記㍕された申請方法にᚑって申請をしてくࡔさい。なお、正ᘧな認定には、時間がか

かることがあるため、認定されないྍ⬟ᛶも⪃慮してᒚಟⓏ㘓をすること。

（１）ᑐ㇟となる学ಟと申請方法

࠙本学入学前の学ಟࠚ

本学の⛉目等ᒚಟ生としてಟᚓしたᤵᴗ⛉目の༢఩ࠉձࠉࠉ

（。ࡴ㧗大㐃ᦠにより本学の⛉目等ᒚಟを行ってಟᚓしたものをྵ）ࠉࠉࠉࠉ

申請時期 入学して最ึの学期のᒚಟⓏ㘓期間の最終日まで

必せなもの D．༢఩認定申請᭩（ᵝᘧは事ົᒁ教ົ課でཷけ取ること）

認定されること 本学のヱ当ᤵᴗ⛉目の༢఩をಟᚓしたものとして認定する

௚の大学または短期大学等でಟᚓしたᤵᴗ⛉目の༢఩ࠉղࠉࠉ

大学・短期大学・㧗等ᑓ㛛学ᰯのᑓᨷ⛉でಟᚓしたᤵᴗ⛉目、および㧗等学ᰯ等ᑓᨷ⛉課）ࠉࠉࠉࠉ

⛬、㧗等ᑓ㛛学ᰯの課⛬、ᑓ㛛学ᰯ（ಟᴗ年㝈２年以ୖ）の課⛬の学ಟのうࡕ、本学が短

期大学教育に相当する水準を᭷すると認めたものをྵࡴ。）

申請時期 入学して最ึの学期のᒚಟⓏ㘓期間の最終日まで

必せなもの 㹟．༢఩認定申請᭩（ᵝᘧは事ົᒁ教ົ課でཷけ取ること）

㹠．認定申請するᤵᴗ⛉目がྵまれる成⦼ド᫂᭩

㹡．認定申請するᤵᴗ⛉目のࣛࢩバス等

認定されること 㸨認定申請したᤵᴗ⛉目の内ᐜと本学の㛤ㅮ⛉目の内ᐜがྠᵝのもの

であると本学が認めたものは、当ヱの本学の㛤ㅮ⛉目の༢఩をಟᚓし

たものとして認定する

㸨ୖ記にヱ当しない場合は、認定申請したᤵᴗ⛉目の内ᐜにᛂじて、

ᇶ♏⛉目、学⛉ᑓ㛛教育⛉目のいずれかの༊分で༢఩を認定する（༞

ᴗせ௳༢఩にも⟬入する）

࠙本学入学後の学ಟࠚ

育英大学の⛉目等ᒚಟ生としてಟᚓしたᤵᴗ⛉目の༢఩ࠉճࠉࠉ

本学が༢఩஫᥮༠定を⥾⤖している大学等でಟᚓしたᤵᴗ⛉目の༢఩ࠉմࠉࠉ
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申請時期 ༢఩をಟᚓした時Ⅼのḟの学期のᤵᴗ㛤ጞから７日以内

必せなもの 㹟．༢఩認定申請᭩（ᵝᘧは事ົᒁ教ົ課でཷけ取ること）

㹠．認定申請するᤵᴗ⛉目がྵまれる成⦼ド᫂᭩

㹡．認定申請するᤵᴗ⛉目のࣛࢩバス等

。ճの申請には、㹠と㹡は不せですͤࠉࠉࠉ

認定されること 䀝認定申請したᤵᴗ⛉目の内ᐜと本学の㛤ㅮ⛉目の内ᐜがྠᵝのもの

であると本学が認めた場合㸸当ヱの本学の㛤ㅮ⛉目の༢఩をಟᚓした

ものとして認定する

䀝ୖ記にヱ当しない場合㸸認定申請したᤵᴗ⛉目の内ᐜにᛂじて、ᇶ

♏⛉目、学⛉ᑓ㛛教育⛉目のいずれかの༊分で༢఩を認定する（༞ᴗ

せ௳༢఩にも⟬入する）

࣒ࣛࢢࣟࣉ学⛉が୺ദするᡤ定のᾏ外␃学ࣥࣙࢩミュニケーࢥ௦⌧ࠉյࠉࠉ

。学⛉から別㏵お▱らせしますࣥࣙࢩミュニケーࢥヲ細は、⌧௦ࠉࠉࠉࠉ

յ以外の外ᅜへの␃学等ࠉնࠉࠉ

。さいࡔ事前に事ົᒁ教ົ課までご相談くࠉࠉࠉࠉࠉ

࠙学ಟ時期をၥࢃないものࠚ

㈨᱁の取ᚓࠉշࠉࠉ

申請時期 㸺入学前に取ᚓした㈨᱁㸼

入学して最ึの学期のᒚಟⓏ㘓期間の最終日までࠉ

㸺入学後に取ᚓした㈨᱁㸼

当ヱの㈨᱁を取ᚓした時Ⅼのḟの学期のᤵᴗ㛤ጞから７日以内ࠉ

必せなもの 㹟．༢఩認定申請᭩（ᵝᘧは事ົᒁ教ົ課でཷけ取ること）

㹠．当ヱ㈨᱁の取ᚓド᫂᭩

認定されること ヲ細は別㏵お▱らせします

（２）本学以外での学ಟ等にᑐする༢఩認定のホ౯と㝈ᗘ

（をཧ↷のこと「成⦼ホ౯ᇶ準及び㹅㹎㸿ไᗘ等についてࠉ７」ヲ細は）。ホ౯は「㹎」とするࠉ㸨ࠉ

。ࢇ認定をཷけた⛉目をᒚಟすることはできませࠉ㸨ࠉ

。本学以外での学ಟ等にᑐして認定できる༢఩にはୖ㝈がありますࠉ㸨ࠉ

。さいࡔせくࢃヲ細は事ົᒁ教ົ課までおၥい合ࠉࠉࠉ
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９　合理的配慮の提供について

本学では、ఱらかの障ᐖがあり、学⩦や生活を෇⁥に行えるようにするために≉別なࠉ

配慮を必せとする場合、本ேやᐙ᪘からの申し出があれࡤ、その必せᛶを᳨ウし必せな

配慮を提౪しています。

障ᐖかどうかは分からないけれども、学⩦や生活に不安があったら、まずは相談してࠉ

みましࡻう。

ࣝࢱࢪࢹᩍᮦ➼の☜ಖ㸦ࡓࡌ一ே一ேの≧ែにᛂࠐ

ᩍᮦ7&,ࠊ ᶵჾ➼の利用㸧

ࢺࢵࣞࣈࢱ、をとることがᅔ㞴なときࢺーࣀ手᭩きでࠉ

などを使ってࣀーࢺをとる。

0(ࠐ ᘧ⿵⫈ჾ࡝࡞の⿵⫈⎔ቃのᩚഛ

、ຊに障ᐖがあり、ㅮ⩏が⪺き取りづらいとき⫈ࠉ

教ᖌがマࢡ࢖を⿦╔し、その㟁Ἴを⿵⫈器でཷಙし

て⪺き取れるようにする。

け⫈ຊ障ᐖがある場合などは、ᗙるࡔ⪥また、片ࠉ

఩置を配慮し、⪺き取れるようにする。

る᝟ሗᥖࡼに➼࣓ࣔࠊᯈ᭩ࠊࡃ࡞でࡅࡔるᣦᑟࡼ㢌にཱྀࠐ

♧

けでは理ゎできなくても、どぬ情ሗをే用することでࡔ㡢ኌࠉ

ㅮ⩏内ᐜが理ゎできるという場合には、㯮ᯈにㅮ⩏のせⅬを᭩

いたり、ㅮ⩏࣓ࣔを用意したりすることで分かりやすくする。

㸺ྜ⌮ⓗ㓄៖のᥦ౪のලయ౛㸼

㸺┦ㄯඛ㸼

ಖ೺ᐊࠉࠉ

௦コ࣑⌧ࠉࠉ ࢩ࣮ࣙࢣࢽࣗ ン学⛉㸸ᢸᙜᩍဨ

ಖ⫱学⛉㸸ᢸᙜᩍဨࠉࠉ
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業຿ޱ຿૊৫ͱओͳ૭ࣄ　̍

ᶙ　学ੜੜ׆

�㸿Ჷ（管理Ჷ）ࠐ

教 ົ 課 ・࢝ࣜキュ࣒ࣛに㛵すること

� � ・ᤵᴗ及び成⦼に㛵すること

� � ・学生の入学、༞ᴗその௚学生の㌟分に㛵すること

� � ・各✀教員චチ状、ಖ育ኈ㈨᱁等の申請に㛵すること

� � ・各✀ド᫂᭩のⓎ行に㛵すること

� � ・教職の支援に㛵すること

� � ・各✀実⩦に㛵すること

学 生 支 援 課 ・学生の課外活動に㛵すること

� � ・学生のಖ㝤に㛵すること

� � ・㧗等教育のಟ学支援及び各✀ዡ学㔠に㛵すること

� � ・学生の೺ᗣ管理に㛵すること

� � ・アルバࢺ࢖に㛵すること

� � ・㥔㌴場やࣟ࢝ࢵーに㛵すること

� � ・各✀ド᫂᭩のⓎ行に㛵すること

� � ・その௚、ᅔりごと等相談に㛵すること

管 理 課 ・ᤵᴗᩱ等の学生納௜㔠及びච㝖に㛵すること

� � ・施設、設備等の管理に㛵すること

� � ・学内で使用するࣥࢥࢯࣃの㹇㹂・ࣃス࣡ーࢻに㛵すること

入 ヨ ᗈ ሗ 課 ・学生ເ㞟に㛵すること

� � ・入学者㑅ᢤに㛵すること

�㹅Ჷ（研究Ჷ・学生支援）ࠐ

ಖ ೺ 室 ・学生の೺ᗣ管理及び೺ᗣ相談に㛵すること

キࣕࣜア࣏ࢧーࢺ室 ・学生のᑵ職・㐍学に㛵すること

�㹃Ჷ（学生఍室２㝵）ࠐ

学 生 相 談 室 ・学生の相談に㛵すること

窓口での注意

ド᫂᭩のཷ௜時間は、㸷時00分㹼1�時30分です。たࡔし、㛗期ఇᴗ期間୰及び≉別の行事があ

るときは、ኚ᭦やไ㝈をすることがあります。
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２　学ੜূ

学生ドはあなたが「育英短期大学の学生」であることをド᫂する㌟分ド᫂᭩で、定期ヨ㦂をཷ㦂すࠉ

るとき、各✀ド᫂᭩のⓎ行をཷけるとき、通学定期ๆを㉎入するとき等に提示が必せです。ᚑって、

いつでも提示できるようᖖにᦠᖏし、⣮ኻ・汚損等しないよう大ษに取り扱ってくࡔさい。学生ドを

⣮ኻすると、௚ேにᝏ用され、ᛮࡠࢃ⿕ᐖをཷけることがあります。୓୍、⣮ኻ・汚損等した場合は、

㏿やかに「学生ド෌஺௜㢪」を学生支援課へ提出し、学生ドの෌஺௜をཷけてくࡔさい。また、学生

ドの記㍕事㡯にኚ᭦が生じた場合も、㏿やかに届け出て෌஺௜をཷけてくࡔさい。なお、学生ドの෌

஺௜には�00෇の㈝用をいたࡔきます。

学生ドの᭷ຠ期㝈は２年間です。᭷ຠ期㝈を㉸えてᅾ学する場合は、᪂たに学生ドの᭦᪂手続きをࠉ

行ってくࡔさい。この場合の᭷ຠ期㝈は１年間となります。なお、༞ᴗ・㏥学等により学⡠を離れる

ときは、学生ドを学生支援課に返納してくࡔさい。

学生ドに記㍕されている学⡠␒ྕは本学学生としてのあなたのⓏ㘓␒ྕであり、༞ᴗ後に各✀ド᫂ࠉ

᭩のⓎ行を申請する場合も、この学⡠␒ྕを申し出てくࡔさい。

。なお、学⡠␒ྕは、ḟのようにᵓ成されていますࠉ

学生ド㹙౛㹛

学⡠␒ྕ
㹁２㸮２６㸮㸮１

㹁 ２㸮２６ 通し␒ྕ

内ࠉᐜ
-XQLRU &ROOHJH

（短大）
入学年ᗘ

001㹼（ಖ育学⛉）

�01㹼（ಖ育学⛉へ㌿学⛉）

�01㹼（⌧௦ࢥミュニケーࣥࣙࢩ学⛉）

�01㹼（⌧௦ࢥミュニケーࣥࣙࢩ学⛉へ㌿学⛉）

�01㹼（⛉目等ᒚಟ生）
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３　学ੜの਎෼ҟಈ等

（１）ఇ学・㌿学⛉・㏥学

ఱらかの理⏤で学ᴗの⥅続がᅔ㞴な状ἣとなったときに、ఇ学や㌿学⛉による㌟分␗動を行うのもࠉ

୍つの方法です。なお、これらの㌟分␗動を᳨ウするときには、ዡ学㔠の⤥௜や㈚୚をཷけている場

合はその取り扱いにも大きく㛵ࢃることがありますので、ዡ学㔠のルールを確認のୖ、඘分に᳨ウし

てくࡔさい。なお、㏥学は、本学をᚿ㢪して入学された学生のみなさࢇに学ᰯとして取りᚓる最後の

手ẁです。ᑾくせる手がないか、ಖドேの方や担任のඛ生などともよく相談してくࡔさい。

�ɹ学（学則➨3ٳࠐ᮲、�0᮲ཧ↷）

�ձ�ఇ学手続きࠉ

をᚓない理⏤により３か月以ୖಟ学することができない者は、ಖドே㐃署のうࡴ⑌⑓その௚やࠉࠉࠉ

え、学㛗に㢪い出てఇ学をすることができます。ఇ学をᕼᮃする者は、ゼミ担任に相談した後、

ఇ学㢪を教ົ課に提出してくࡔさい。なお、⑌⑓による場合はデ᩿᭩をῧ௜してくࡔさい。

ఇ学時は、ᅾ⡠ᩱが各学期ẖに必せとなります。（各学期30�000෇）ࠉͤࠉࠉ

。ᅾ⡠ᩱ納入をもって、ఇ学㢪のཷ理となりますࠉࠉࠉࠉ

�ղ�ఇ学期間ࠉ

し、≉別な事⏤があるときは学㛗のࡔた。ࢇఇ学の期間は、当ヱ年ᗘを㉸えることができませࠉࠉࠉ

チྍをᚓて、引き続きఇ学することができます。また、通⟬して２年を㉸えてఇ学することはで

きませࢇ。なお、ఇ学の期間は༞ᴗに必せな２年のᅾ学期間には⟬入しませࢇ。

�ճ�ఇ学୰のᤵᴗᩱࠉ

が、学期の㏵୰からఇ学するࢇ学期の全てをఇ学する場合はᤵᴗᩱを納入する必せはありませࠉࠉࠉ

場合は、その期のᤵᴗᩱを納入する必せがあります。

�մ�ఇ学୰のᒚಟⓏ㘓と成⦼ホ౯ࠉ

て取り消され、成⦼ホ౯もつきま࡭学期の㏵୰からఇ学した場合は、当ヱ学期のᒚಟⓏ㘓はすࠉࠉࠉ

せࢇ。

�յ�ఇ学期間が‶஢する時ࠉ

、ఇ学を⥅続する場合は、ղの通り改めて学㛗のチྍをᚓる必せがあります。᚟学する場合はࠉࠉࠉ

（２）記㍕の「᚟学」の㡯をཧ↷して下さい。

స学科（学則➨3�᮲ཧ↷）ࠐ

。さいࡔ㌿学⛉をᕼᮃするときは、ゼミ担任及び教ົ課に相談してくࠉࠉ

௳�ձ�㌿学⛉のཷ入᮲ࠉ

。ཎ則としてᕼᮃ㌿学⛉ඛの学生⌧員にḞ員があったときに認められますࠉࠉࠉ

�ղ�㌿学⛉の手続きࠉ

、れます。予備ᑂᰝは、ཎ則として前期は２月ᮎࢃ申請にඛ立って予備ᑂᰝが行「㌿学⛉㢪」ࠉࠉࠉ

後期は７月ᮎに行ࢃれます。

�ճ�㌿学⛉の時期ࠉ

。時期は、各学期ጞめとしますࠉࠉࠉ

。㌿学⛉した場合は、༞ᴗが༙年以ୖᘏびることがあります（注）�ࠉ
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ୀɹ学（学則➨3�᮲ཧ↷）ࠐ

なࡤ㐍㊰のኚ᭦等で㏥学しようとする者は、ಖドே㐃署のうえ、学㛗に㢪い出てチྍをᚓなけれࠉ

りませࢇ。事前にゼミ担任に相談のうえ、㏥学㢪に学生ドをῧえて教ົ課に提出してくࡔさい。

て取り消され、成⦼ホ౯もつき࡭なお、学期の㏵୰で㏥学する場合は、当ヱ学期のᒚಟⓏ㘓はすࠉ

ませࢇ。また、当ヱ学期までᤵᴗᩱを᏶納する必せがあります。ᤵᴗᩱᮍ納の場合は、（２）記㍕

の「㝖⡠」となります。

（２）その௚の㌟分␗動

෮ɹ学（学則➨�1᮲ཧ↷）ࠐ

。さいࡔఇ学期間が‶஢する時は、᚟学届を教ົ課へ提出してくࠉࠉ

また、ఇ学期間୰であってもその事⏤が消⁛したときは、学㛗のチྍをᚓて᚟学することができࠉ

ますので、事前にゼミ担任に相談のうえ、᚟学㢪を教ົ課に提出してくࡔさい。なお、⑌⑓でఇ学

した場合は、᚟学してᕪし支えないという་ᖌのデ᩿᭩が必せです。

আɹ੶（学則➨��᮲ཧ↷）ࠐ

。ḟの場合には、㝖⡠になりますࠉࠉ

。�ձ�学則➨５᮲➨２㡯に規定するᅾ学年ᩘ（４年）を㉸えたときࠉ

。�ղ�Ṛஸ又は㛗期行方不᫂のときࠉ

。�ճ�学則➨�0᮲➨２㡯に規定するఇ学期間を㉸えてなおಟ学することができないときࠉ

。�մ�成ᴗのぢ㎸みがないと認められたときࠉ

。�յ�ᤵᴗᩱの納入をᛰり、ദ࿌してもなお納入しないときࠉ

育英短期大学転学科に伴う単位認定要項

１��㊃᪨・目的

㌿学⛉する学生の㈇担㍍ῶとともに、学生⮬㌟のᖜᗈい学⩦ྍ⬟ᛶ及びᑵ学意ḧのྥୖをᅗるこࠉ

とを目的として、ḟの通り᪤ಟᚓ⛉目の༢఩を認定する。

。なお、᪤ಟᚓ⛉目のᇶ♏⛉目については、༢఩認定手続きを必せとしないࠉࠉ

２��申請期間及び申請方法

༢఩認定の申請期間は、㌿学⛉を認められた後の最ึのᒚಟⓏ㘓期間୰とし、別に定める「༢఩ࠉ

認定㢪」を教ົ課へ申請するものとする。

３��ᑐ㇟者

。༢఩認定を申請できる者は、㌿学⛉が認められた学生とするࠉ

４��認定する⛉目および༢఩୪びにホ౯

認定する⛉目及び༢఩は、㌿学⛉前のᡤᒓ学⛉で᪤ಟᚓの⛉目とし、㌿学⛉ඛの学⛉のᑓ㛛教育ࠉ

⛉目として認定する。また、教育ୖ᭷┈と認めるときは、その୍部を㌿学⛉ඛの学⛉におけるᤵᴗ

⛉目のᒚಟによりಟᚓしたものとみなす場合がある。

れる予備ᑂᰝの㝿にేせてᑂᰝするࢃ認定する⛉目については、「㌿学⛉㢪」申請にඛ立って行ࠉ

ものとし、その後、ୖ記２の申請にᇶづいて認定する。

。なお、認定する༢఩ᩘは合ィ30༢఩をୖ㝈とし、成⦼ホ౯は「㹎」とするࠉࠉ

５��その௚

༢఩が認定された⛉目とྠ୍ྡ⛠の⛉目及びㄞみ᭰え、ࡕ㌿学⛉ඛの学⛉で㛤設された⛉目のうࠉ

認定された⛉目については、෌ᗘᒚಟしても改めて༢఩をಟᚓすることはできない。
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４　学ੜೲ෇ۚ

５　঑学ۚ

ͼೲೖํ๏ٴظྉ౳ͷೲೖ࣌ۀतۑ
。さいࡔᤵᴗᩱ等は、ḟの༊分により納入してくࠉࠉ

༊ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ分 納入時期

前期（４月から㸷月までの分） ４月

後期（10月から⩣年３月までの分） 㸷月

納入方法は、本学ᡤ定の᣺㎸౫㢗᭩をご利用のୖ、記㍕されている㔠㢠を期㝈までにお᣺㎸みくࠉ

。さいࡔ

とࢻーࢥ㝿は、᣺㎸౫㢗ேྡに必ず౫㢗ேࡴを利用して᣺り㎸ࢢバࣥキࣥࢺࢵࢿ１�ATM又はͤࠉࠉ

学生のẶྡを入ຊしてくࡔさい。₃れがあると大学ഃで確認できず、ᮍ納扱いとなる場合が

あります。

。さいࡔ２�納入の㝿の᣺㎸㔠ཷ取᭩は大ษにಖ管してくͤࠉࠉ

。３�᣺㎸㔠㢠に㐣不足が生じないようお㢪いしますͤࠉࠉ

。４�᣺㎸みにかかる手ᩘᩱは⮬ᕫ㈇担でお㢪いしますͤࠉࠉ

ͼ଺ೲٴྉ౳ͷԆೲɾ෼ೲۀतۑ
的事⏤等によりᤵᴗᩱ等の納入がᅔ㞴な場合は、管理課へ申し出て、ᘏ納又は分納申請手続῭⤒ࠉ

きをしてくࡔさい。

。なお、ᤵᴗᩱ等の納入をᛰり、ദಁしても納入しない場合は、㝖⡠となりますࠉࠉ

େ学঑学ۚظ育ӳ୹ۑ
、本学では、≉に学ᴗ成⦼ඃ⚽で、ே物にඃれ、௚の学生のᶍ⠊となると認められる者を⾲ᙲしࠉ

ዡ学㔠を支⤥します。ヲ細は「育英大学及び育英短期大学のዡ学㔠支⤥規則」（3�103）をཧ↷して

くࡔさい。

ߏػԉࢧ೔ຊ学ੜۑ
立行ᨻ法ே日本学生支援ᶵᵓは、「教育のᶵ఍ᆒ等等」の理ᛕのもと⤒῭的理⏤でಟ学がᅔ㞴⊃ࠉ

なඃれた学生に学㈨の㈚୚及び⤥௜を行っています。

��➨௄ɹռ（学則ࠐ᮲ཧ↷）

学則その௚の規ᚊに㐪཯し、又は本学の学生の本分に཯する行Ⅽがあった場合は「育英短期大学ࠉ

学生のᠬᡄ等に㛵する規則」にᇶづきᠬᡄฎ分を行います。

（３）ఫᡤ㌟ୖኚ᭦届

ಧߋॴ਎্มॅࠐ
さい。また、本学にࡔにఫᡤ㌟ୖኚ᭦届を教ົ課に提出してくࡕ┤入学後、ఫᒃを定めたときはࠉ

届けているఫᡤ㌟ୖ等にኚ᭦が生じた時は、その㒔ᗘ┤ࡕに教ົ課に届け出てくࡔさい。
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・㈚୚期間

。㈚୚期間はዡ学生に᥇用された月から、その学生の最短ಟᴗ年㝈までとしますࠉ

・出㢪手続（ዡ学㔠ㄝ᫂఍）

れます。ᛂເのあった者について、学内で᭩㢮ᑂࢃዡ学生のເ㞟に㝿しては、ཎ則４月と㸷月に行ࠉ

ᰝ、面᥋を行い、学生支援ጤ員఍の㑅⪃を⤒て、日本学生支援ᶵᵓに᥎⸀されます。この௚、⥭ᛴに

ዡ学㔠を必せとする事⏤が生じた場合のために、⥭ᛴ᥇用・ᛂᛴ᥇用というไᗘもあります。

・ᛂເᇶ準

༊分 年ḟ ➨ ୍ ✀ ・ ే 用 ✀ࠉ஧ࠉ➨

学ຊ

１
㧗等学ᰯの（全学年）平ᆒ

成⦼が3��以ୖの者

・学ຊ認定ドを᭷する者

・≉定の分㔝でඃれた⬟ຊのある者

・学ᴗを確実にಟ஢できると認められる者

２ 大学の成⦼がୖ఩1�3以ୖの者

・大学の成⦼が平ᆒ水準以ୖの者

・≉定の分㔝でඃれた⬟ຊのある者

・学ᴗを確実にಟ஢できると認められる者

ᐙィ ᡤᚓの✀㢮、ୡᖏのᵓ成、通学ᙧ態等を⪃慮

・予⣙ዡ学生

㧗ᰯ生のときに、日本学生支援ᶵᵓの➨୍✀又は➨஧✀予⣙ዡ学生᥇用ೃ⿵の決定通▱をཷけていࠉ

る者は、入学後（４月ึ᪪）、ࢱࣥ࢖ーࢺࢵࢿによる大学予⣙ዡ学㔠の㐍学届を提出する必せがあり

ます。

・支⤥方法

ዡ学㔠は、日本学生支援ᶵᵓに届け出たዡ学生本ேྡ⩏の㖟行ཱྀᗙに、ẖ月当月分か┤᥋᣺り㎸まࠉ

れます。

日本学生支援ᶵᵓዡ学㔠の✀㢮と㈚୚㢠・ࠉ

別ࠉࠉࠉ✀ ㈚ࠉ୚ࠉ月ࠉ㢠 備ࠉࠉࠉ⪃

➨ ୍ ✀ ዡ 学 㔠

⮬Ꮿ通学ࠉ��୓෇・3୓෇・�୓෇・��3୓෇

（㑅ᢥ）

⮬Ꮿ外通学��୓෇・3୓෇・�୓෇・�୓෇・�୓෇

（㑅ᢥ）

↓利子

➨ ஧ ✀ ዡ 学 㔠 ２୓෇から1�୓෇（１୓෇༢఩で㑅ᢥ）
ᅜの㈈ᢞ利率とྠ率の利子が

つきます。�（ୖ㝈３㸣）

㸨➨୍✀ዡ学㔠と➨஧✀ዡ学㔠の୧方を೉りるే用㈚୚もあります。

㸨１年生のᕼᮃ者にᑐしᇶ本㈚୚月㢠にቑ㢠して㈚୚する「入学時≉別ቑ㢠㈚୚ዡ学㔠」ไᗘも

あります。㈚୚㢠は10୓෇・�0୓෇・30୓෇・�0୓෇・�0୓෇の୰から㑅ᢥできます。

㸨➨୍✀ዡ学㔠とేࢃせて⤥௜ዡ学㔠をཷける場合、⤥௜ዡ学㔠の支援༊分等にᛂじて➨୍✀ዡ

学㔠の㈚୚月㢠が調整されます。（ే⤥調整）
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・㐺᱁認定

より提出しなけࢺࢵࢿーࢱࣥ࢖ዡ学生は、㐍⣭前（最終学年ḟ以外1�月㡭）に「ዡ学㔠⥅続㢪」をࠉ

れࡤなりませࢇ。提出をᛰると、ዡ学生としての㈨᱁をኻい、᣺㎸がᡴࡕษられますので注意してく

。さいࡔ

動ࠉ␗・

ዡ学生に、ఇ学、㛗期Ḟᖍ、㏥学、㎡㏥、␃学、改Ặྡ、㐃ᖏಖドேのኚ᭦、㌿ᒃ等の␗動があっࠉ

たときは、㏿やかに届けなけれࡤなりませࢇ。

・成⦼のሗ࿌

ዡ学生の成⦼がⴭしく不Ⰻであったり、ಟᚓ༢఩が不足したりしている場合は、大学から日本学生ࠉ

支援ᶵᵓにሗ࿌することになっています。その⤖ᯝ、支⤥೵Ṇになることがありますので注意してく

。さいࡔ

・返ࠉ㑏（返㑏ㄝ᫂఍・２年ḟ⛅Ꮨ）

返㑏㔠は、その年のዡ学㔠に඘当さ。ࢇなりませࡤዡ学㔠は㈚୚されるものなので、返㑏しなけれࠉ

れる௙⤌みになっていますので、定められた期間内に必ず返㑏してくࡔさい。返㑏に㛵することは、

最終学年ḟの⛅Ꮨに᱌内します。

・ᅾ学届

┤らず、入学後ࢃ㧗ᰯでዡ学生であった者は、本学入学後、改めてዡ学生に出㢪するとྰとにかかࠉ

ᅾ学届を提出することにより、本学ᅾ学୰はዡ学㔠の。ࢇなりませࡤに「ᅾ学届」を提出しなけれࡕ

返㑏が⊰予されます。たࡔし、➨୍✀又は➨஧✀ዡ学生᥇用ೃ⿵者は、提出する必せはありませࢇ。

ʹ෇঑学ۚͳΒͼڅ　ߏػԉࢧ೔ຊ学ੜۑ
　จ෦Պ学লͷߴ౳ڭҭम学ࢧԉ৽੍౓ʢतۀྉ໔আʗֹݮʣʹ͍ͭͯ

ᩥ、２㸮２㸮年４月より「日本学生支援ᶵᵓの᪂しい⤥௜ዡ学㔠ไᗘ」のᣑ඘ならびにࠉ 部⛉学┬の「㧗

等教育ಟ学支援᪂ไᗘ」が๰設されました。

㸺⤥௜ዡ学㔠のせ௳ᇶ‽１ࠥ３ࠉのᇶ準を‶たしている学生がᑐ㇟になります㸼

１．学ᴗ等にಀるᇶ準

㸺኱学࣭▷ᮇ኱学にᅾ学୰で㸰㸮㸰㸴ᖺ㸲᭶に㐍⣭ࡓࡋ学生㸼 下記のいずれかにヱ当

�（１）㹅㹎㸿（平ᆒ成⦼）等がᅾ学する学部等におけるୖ఩１�２の⠊ᅖにᒓすること

�（２）⩦ᚓした༢఩ᩘがᶆ準༢఩ᩘ以ୖであり、かつ、ᑗ᮶、♫఍で⮬立し、活㌍する目ᶆをもっ

て学⩦する意ḧを᭷していることが学ಟィ⏬᭩により確認できること

㸺㸰㸮㸰㸴ᖺ㸱᭶に㧗➼学ᰯࢆ༞ᴗࡓࡋ学生㸼 下記のいずれかにヱ当

�（１）㧗等学ᰯ等におけるホ定平ᆒ್が3��以ୖであること

�（２）㧗等学ᰯ༞ᴗ⛬ᗘ認定ヨ㦂の合᱁者であること

�（３）ᑗ᮶、♫఍で⮬立し、活㌍する目ᶆをᣢって学ಟする意ḧを᭷していることが学ಟィ⏬᭩等

により確認できること

２．ᐙィにಀるᇶ準（収入ᇶ準・㈨⏘ᇶ準）

཰ධᇶ‽ͤࠉ༊分により支⤥㢠が␗なります。下記のୡᖏ年収のᇶ準はᐙ᪘ᵓ成により␗なります。

また、収入ᇶ準のᑂᰝには学生本ேと生ィ⥔ᣢ者のマࣥࢼ࢖バーを日本学生支援ᶵᵓへࢱࣥ࢖ー

。から提出することが必せになりますࢺࢵࢿ
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࠙➨Ϩ༊分ࠚあなたと生ィ⥔ᣢ者のᕷ⏫ᮧẸ⛯ᡤᚓ๭が㠀課⛯であること

Ѝ年収の目安㸸⣙２７㸮୓෇（㠀課⛯）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

࠙➨ϩ༊分ࠚあなたと生ィ⥔ᣢ者の支⤥㢠⟬定ᇶ準㢠の合ィが１㸮㸮෇以 ２ୖ５㸪６㸮㸮෇ᮍ‶であること

Ѝ年収の目安㸸⣙３㸮㸮୓෇ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

࠙➨Ϫ༊分ࠚあなたと生ィ⥔ᣢ者の支⤥㢠⟬定ᇶ準㢠の合ィが２５㸪６㸮㸮෇以 ５ୖ１㸪３㸮㸮෇ᮍ‶であること

Ѝ年収の目安㸸⣙３８㸮୓෇ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

࠙➨ϫ༊分ࠚあなたと生ィ⥔ᣢ者の支⤥㢠⟬定ᇶ準㢠の合ィが５１㸪３㸮㸮෇以ୖ１５４㸪５㸮㸮෇ᮍ‶かつከ子ୡ

ᖏ（ᢇ㣴する子のᩘが３ே以ୖいる間）であること

Ѝ年収の目安㸸⣙６㸮㸮୓෇ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ

㈨⏘ᇶ‽

。ᅜのᇶ準によりますࠉ

３．大学等への入学時期にಀるᇶ準

㧗等学ᰯ等をጞめて༞ᴗ（ಟ஢）した日のᒓする年ᗘの⩣年ᗘのᮎ日から大学等へ入学した日まࠉ

での期間が２年を⤒㐣していないே

ͤヲ細は日本学生支援ᶵᵓの࣍ー࣒ペーࢪで確認をして下さい。

⤥௜ዡ学㔠⤥௜月㢠

༊ࠉ分 ⮬Ꮿ通学 ⮬Ꮿ外通学

➨Ϩ༊分（ከ子ୡᖏ） ３８�３㸮㸮෇（４２�５㸮㸮෇） ７５�８㸮㸮෇

➨ϩ༊分（ከ子ୡᖏ） ２５�６㸮㸮෇（２８�４㸮㸮෇） ５㸮�６㸮㸮෇

➨Ϫ༊分（ከ子ୡᖏ） １２�８㸮㸮෇（１４�２㸮㸮෇） ２５�３㸮㸮෇

➨ϫ༊分（ከ子ୡᖏ） 㸷�６㸮㸮෇（１㸮�７㸮㸮෇）ࠉ １㸷�㸮㸮㸮෇

㐺᱁認定（ᐙィ）ͤࠉ

。ẖ年日本学生支援ᶵᵓがᐙィᇶ準による支援༊分のぢ┤しを行いますࠉ

。その⤖ᯝ、10月から༊分ኚ᭦や支⤥೵Ṇとなる場合がありますࠉ

㐺᱁認定（学ᴗ）ͤࠉ

。れますࢃ期ごとに学ᴗ成⦼などのᇶ準に㛵するุ定が行༙ࠉ

。定⤖ᯝにより、ᗫṆや೵Ṇになることがありますุࠉ

をࢪ学ᴗ成⦼ᇶ準についてのヲ細は「⤥௜ዡ学㔠のしおり」または日本学生支援ᶵᵓ࣍ー࣒ペーࠉ

確認してくࡔさい。

ࠉ ⤥内の㔠㢠は生活ಖㆤୡᖏで⮬Ꮿから通学するேおよびඣ❺㣴ㆤ施設から通学するேの支（�ࠉͤ）

㢠です。

ከ子ୡᖏとは、ᢇ㣴される子౪が３ே以ୖのୡᖏͤࠉ

⮬せのୖ、各ࢃあなたの収入（ᐙィ支ᣢ者）のᇶ準がヱ当するかどうかの確認を、下記にၥい合ࠉ

確認をして下さい。おおよその目安となります。

�KWWSVࠉ「ーࢱミュࣞーࢩ㐍学㈨㔠」ۼ��VKRJDNXNLQ�VLPXODWRU�MDVVR�JR�MS�

国による高等教育修学支援新制度

⤥日本学生支援ᶵᵓの、ࡤ２㸮２㸮年４月よりጞまったಟ学支援ไᗘで、収入が୍定㔠㢠以下であれࠉ

௜ᆺዡ学㔠とేせてᤵᴗᩱ・入学㔠ῶචがཷけられるไᗘです。ไᗘᴫせについては、ᩥ部⛉学┬

の࣍ー࣒ペーࢪをご確認くࡔさい。

２㸮２５年ᗘ（௧࿴７年ᗘ）からのไᗘᣑ඘（ᡤᚓไ㝈᧔ᗫ）について

２㸮２５年ᗘ（௧࿴７年ᗘ）からは、ከ子ୡᖏ（ᢇ㣴する子が３ே以ୖいる間）はᡤᚓไ㝈が᧔ᗫさ

れᤵᴗᩱ全㢠ච㝖（↓償）となりました。

ヲ細はᩥ部⛉学┬࣍ー࣒ペーࢪ「௧࿴７年ᗘからのከ子ୡᖏの学生等にᑐする大学等のᤵᴗᩱ・入
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６　学ੜ΁の࿈བྷ

ࢩ本学が学生にᑐして行う㐃⤡は、㟁子࣓ール、学ົࠉ

ス࣒ࢸ、掲示によって行います。場合によってはಶேの

ᦠᖏ㟁ヰに㐃⤡をすることがありますので、本学の㟁ヰ

␒ྕ（㟁ヰ␒ྕ別⾲）をⓏ㘓しておいてくࡔさい。また

ͭʹ߲ࣄͰ࿈བྷͨࣔ͠ܝϝʔϧɺ学຿γεςϜɺࢠి
͍ͯ͸ɺ͢΂ͯͷ学ੜʹप஌ͨ͠΋ͷͱͯ͠औΓѻ͍·
͢ɻ
、掲示ᯈには㝶時᪂しい掲示物が㈞り出されますのでࠉ

㢖⦾に掲示ᯈを確認する⩦័をつけてくࡔさい。

。なお、掲示内ᐜとその掲示ᯈは、ḟの通りですࠉ

掲示内ᐜ 場ᡤ等（学ᅬ配置ᅗ3�133、3�13�ձࠥշཧ↷）

全学生にᑐする㐃⤡、行事㛵ಀ、学生の࿧び出し、

ఇㅮ・⿵ㅮ等の㐃⤡ࠉ等
㸿Ჷ༡ഃࠉ事ົᒁ༡ഃ ձ

アルバ࢕ࢸࣥࣛ࣎・ࢺ࢖アເ㞟・ദし物᱌内ࠉ等

アࣃーࢺ情ሗ
㹀Ჷ１㝵ࢪࣥ࢘ࣛࠉ内 ղ、ճ

学生఍・課外活動㛵ಀ
㹀Ჷ１㝵ࢪࣥ࢘ࣛࠉ掲示ᯈ ճ

㹁Ჷ１㝵ࠉ学生఍室・Ⲕ室前 մ

ᅗ᭩㤋からの㐃⤡ 㹀Ჷ２㝵ࠉᅗ᭩㤋前 յ

実⩦に㛵する㐃⤡ 㹁Ჷ２㝵ࠉᗯ下掲示ᯈ ն

චチ・㈨᱁等の᱌内掲示 㸿Ჷ１㝵ࠉ掲示ᯈࠉ㹂Ჷ１㝵ࠉ掲示ᯈ ձ、շ

ͷଞͦ�ۑ
せには、⥭ᛴの場合を㝖いてᛂじられまࢃ学外からの学生ಶேにᑐする㟁ヰでの࿧び出しやၥい合ࠉ

せࢇので、ᐙ᪘・཭ே等によくㄝ᫂しておいてくࡔさい。

ͤୖ記㟁ヰ␒ྕについて必せとᛮࢃれるものは、ᦠᖏ㟁ヰにⓏ㘓しておいてくࡔさい。

電話番号

本学 ௦⾲㟁ヰ␒ྕ 0���3���1��1

ྛ
ㄢ
䥹
ダ
イ
ࣖ
ル
イ
ン
䥺

学生支援課（ዡ学㔠や課外活動、学生生活にಀる㐃⤡） ձ0���3��ࠉ��1�0 ղ0���3����1�1（ዡ学㔠）

ಖ೺室（೺ᗣデ᩿、予防᥋✀等に㛵すること） ձ0���3����1��

学生相談室（学生生活に㛵する心理相談❆ཱྀ） ձ0���3����1�3

キࣕࣜア࣏ࢧーࢺ室（ᑵ職・㐍学に㛵すること） ձ0���3����1��

教ົ課（ᤵᴗ㛵ಀ、ᒚಟや成⦼に㛵すること） ձ0���3����130 ղ0���3����131

教ົ課�実⩦担当（教育実⩦、ಖ育・ᗂ⛶ᅬ・施設実⩦、௓

ㆤ等体㦂に㛵すること）
ձ0���3����13� ղ0���3����133

管理課（学㈝に㛵すること） ձ0���3����1�1（短大） ղ0���3����1��（大学）

ᅗ᭩㤋（ᅗ᭩の㈚出ᘏ㛗・予⣙等） ձ0���3����1��

入ヨᗈሗ課（ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ、࢜ ーࣥࣉキࣕࣥࣃス㛵ಀ等）ձ0���3����1�1 ղ0���3����1��

学㔠の↓償化等について」をご確認くࡔさい。

ไᗘをᕼᮃする方は、学生支援課へおၥい合ࢃせくࡔさい。

ͷଞͷ঑学ۚͦࠉۑ
。さいࡔせてくࢃ各⮬἞体や団体でもዡ学㔠ไᗘを実施しています。ヲ細は、学生支援課までၥい合ࠉ
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にぶඖを離れて生活してい≉。ࢇ඘実した学ᅬ生活を㏦るためには、心㌟の೺ᗣ管理がḞかせませࠉ

る学生は、⮬ᕫの೺ᗣに␃意してくࡔさい。

本学では、学生の೺ᗣを守るために、ಖ೺室の活用、定期೺ᗣデ᩿の実施、学内の⎔ቃ衛生にດめࠉ

ています。

ۑ 保݈ࣨ
（1）�┳ㆤᖌは通ᖖ㸷時㸮㸮分から１７時㸮㸮分まで໅ົしています。不ᅾのときは学生支援課まで申し出て

くࡔさい。

（�）�学内でⓎ生した㈇傷、⑌⑓及び⥭ᛴの場合には、་⒪ᶵ㛵、ಖドே（ಖㆤ者）に㐃⤡を行う場合

があります。

（3）�心㌟の状ἣにᛂじて、必せな場合にはఇ㣴することができます。

ۑ 学ੜ૬ஊࣨ
ーは、通ᖖᤵᴗ月は火᭙日・ᮌ᭙日に月３ᅇ1�時から1�時まで໅ົしています。㛗期ࣛࢭࣥ࢘࢝�（1）

ఇᴗ୰は火᭙日・ᮌ᭙日に月２ᅇ１２時から１７時まで໅ົしています。不ᅾのときは、学生支援課ま

たはಖ೺室まで申し出てくࡔさい。学生相談室の利用方法については、㹔㸫���「学生相談室につ

いて」をごぴ下さい。

（�）�学生୍ேࡦとりがᴦしい学ᅬ生活を㐣ごせるように、ㄡもが気㍍に立ࡕᐤれるとこࢁです。

ேとの௜き合い方」「でいるࢇ཭ேのことでᝎ」「でいるࢇ分の生き方やᑗ᮶にᝎ⮬」、ࡤ౛えࠉ

がࢃからない」「ຮᙉがᛮうように㐍まない」「ᐙ᪘のことでᝎࢇでいる」等、ఱでも気㍍に相談

してくࡔさい。

ۑ ఆ߁݈ظ਍அ
。定期೺ᗣデ᩿を年ᗘጞめに実施しますࠉ

ۑ 学಺ڥ؀Ӵੜ
内の᥮気、᥇ග、↷᫂及びಖ を㐺ษに行い、ᖖに清潔な⎔ቃをಖつことができるようにດめ⯋ᰯࠉ

ています。

ࠉࠉ 献　 血 ࠉࠉ

。さいࡔーが行う⊩⾑にご༠ຊくࢱࣥࢭ㤿┴㉥༑Ꮠ⾑ᾮ⩌ࠉ

、この⊩⾑の目的は、本学のᘓ学の⢭⚄である「බ正・⣧┿・ዊ௙・཭ឡ」のዊ௙の実㊶とඹにࠉ

⾑ᾮࢱࣥࢭーより㏦られてくる⾑ᾮの生化学的᳨ᰝ⤖ᯝをⓙさࢇの೺ᗣ管理のᇶ♏㈨ᩱとしていた

。くためのものですࡔ
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本学では、学内及び学外࿘㎶での学生のႚ↮を⚗Ṇしています。学生の೺ᗣ⥔ᣢを➨୍に、火⅏防ࠉ

Ṇ・ᰯ内⨾化等を⪃慮したୖでのルールです。୓୍ႚ↮をⓎぢした場合は、ẁ㝵的にḟのとおりᣦᑟ

を行います。

ᣦᑟᥐ置

（1）学生支援課に࿧び出しのୖ、注意

（�）学生支援ጤ員఍及び担当教員へ཯┬ᩥ及びㄋ⣙᭩の提出

（3）ಖㆤ者をᣍႏしたୖでの、大学からのᣦᑟ

（�）୍㐃行Ⅽ・学⡠␒ྕ・Ặྡの掲示

಺ඒԽߍ　９

Ⰻく施設が使用できるよう、≉に下記ࡕ大学は、教育と研究を目的とした施設です。いつでも気ᣢࠉ

の事㡯にご༠ຊくࡔさい。

ʢ�ʣ⮬分で使った場ᡤは⮬分できれいにしてくࡔさい。

ʢ�ʣࢦミは分別してࢦミ⟽にᤞててくࡔさい。

ʢ�ʣ࢝ࣉࢵ㯝の食࡭残し等を洗面ྎに流さないでくࡔさい。

。うࡻとりがᰯ内の⨾化にດめましࡦᛌ㐺な学ᅬ生活を㏦るためにも、୍ேࠉ

��　๨Ε෺・མͱ͠෺

。からず、返却できないᛀれ物やⴠし物がẖ年ከく出ていますࢃᡤ᭷者がࠉ

をᣠᚓしたときは、㏿やかに学生（ࡴ㔠をྵ⌧）学内で物を⣮ኻしたときまたは、ᛀれ物・ⴠし物ࠉ

支援課へ届け出てくࡔさい。

㑇ኻ物は事ົᒁ༡ഃ（㹂Ჷ１㝵事ົᒁഃ入ཱྀ）にᒎ示してありますので、ヱ当するものがᒎ示されࠉ

ている場合は学生支援課に申し出てくࡔさい。なお、㈗㔜品については学生支援課でಖ管しています。

㑇ኻ物のಖ管期間は、学生支援課に届いた日から１ࣨ月間ᒎ示・ಖ管しますが、その後はᗫᲠ物とࠉ

してฎ分します。
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場合ࡴ㎸ࡕをᚓずᣢࡴさい。やࡔ㎸まないでくࡕᤵᴗに不必せなከ㢠の⌧㔠や㈗㔜品㢮は学内にᣢࠉ

は、ᖖに目の届く場ᡤで管理してくࡔさい。㈗㔜品が入ったバࢢࢵ㢮は短時間でも教室やᗯ下等にᨺ

置しないでくࡔさい。

れるᜍࢃ≻や⾰㢮等が外からぢえると、㌴ୖⲨらしにࢢࢵバ。ࢇᐙ用㌴の୰も安全とはゝえませ⮬ࠉ

れがあります。┐㞴に合ࢃないよう、୍ேࡦとりが༑分に注意してくࡔさい。

ます。୓୍事故をཷけた場合は学生支援ࡡ物の⣮ኻ・┐㞴等の事故にᑐして大学は責任を㈇いか⚾ࠉ

課に申し出てくࡔさい。

。さいࡔに教員又は事ົ職員に㐃⤡をしてくࡕ┤、また、学内や㥔㌴場等で不ᑂ者をぢかけたらࠉ

��　学ੜ༻ϩοΧʔ

ーの使用ᕼᮃ者は、以下の࢝ࢵࣟ。ーを㈚୚しています࢝ࢵࣟ、学生が⚾物をಖ管する場ᡤとしてࠉ

注意事㡯をㄞみ、申㎸期間୰に申請してくࡔさい。（申㎸期間は掲示、㟁子࣓ールにてお▱らせしま

す。申㎸期間を㐣ࡂた場合はཷ௜できませࢇ。）

ーのᩘには㝈りがありますので、ᕼᮃ者がከᩘの場合は、ᢳ㑅になります。ᢳ㑅の場࢝ࢵࣟ、なおࠉ

合は、ᢳ㑅⤖ᯝを学生支援課にて確認してくࡔさい。

ۑ 学ੜ༻ϩοΧʔͷ࢖༻্ͷ஫ҙ߲ࣄ
ʢ�ʣ使用ᩱは１�㸮㸮㸮෇（年ᗘẖ）になります。鍵の㈚出しも行っています。

ʢ�ʣ⮬分が๭り当てられたࣟ࢝ࢵー以外は使用しないでくࡔさい。

ʢ��ʣࣟ࢝ࢵー室における┐㞴・⣮ኻ等のࣈࣛࢺルは大学ഃで責任を㈇いかࡡますので、必ず鍵をかけ

て⮬ᕫ管理をしてくࡔさい。

ʢ�ʣࣟ࢝ࢵーのୖに置きཤりにした物品は、ᗫᲠ物としてฎ分する場合があります。

ʢ��ʣ後期ᤵᴗ終஢時及びఇ学・㏥学等の場合は、⚾物をす࡭てᣢࡕᖐり、鍵を学生支援課まで返却し

てくࡔさい。（置きᛀれた⚾物は、３ࣧ月⤒㐣後、ᗫᲠ物としてฎ分します。）

ʢ��ʣ後期ᤵᴗ終஢時に鍵の返却がされない場合は、ḟ年ᗘの㈚出準備のため、チྍ↓く鍵を㛤㘄し、

୰㌟をᗫᲠ物としてฎ分します。
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㌿㌴の通学を認めています。ᕼᮃする場合には学生支援課⮬・ࢡ࢖本学では、⮬動㌴・バࠉ

より࣓ールで㏦௜される「通学ᙧ態調ᰝ�ව�⮬動㌴・バࢡ࢖・⮬㌿㌴・スࢡールバス申㎸

ー࣒」より必ずⓏ㘓をお㢪いします。⮬動㌴通学の方はⓏ㘓後学生支援課❆ཱྀにて㥔࢛ࣇ

㌴ドをཷ㡿し、㥔㌴ドを外から確認できる場ᡤに置いてくࡔさい。バࢡ࢖・⮬㌿㌴の方は

Ⓩ㘓のみで㥔㌴ドはありませࢇ。

றंྉۚ͸ແྉͰすがɺறं৔؅理͓Αび෦֎ऀのҧ法றंΛ๷ࢭするͨΊɺ·֤ͨछ
ௐࠪ等に΋自ಈं等࢖༻ऀ਺の೺Ѳが必ཁͱͳΓ·すɺ必ͣறं৔ొ࿥Λ͠てͩ͘͞いɻ
。年ᗘ㏵୰に通学方法をኚ᭦する場合にも、必ずୖ記の方法でⓏ㘓をお㢪いしますࠉ

㌿㌴通学をᕼᮃする場合、⩌㤿┴では⮬㌿㌴ಖ㝤ຍ入が⩏ົ化されていますので必ず⮬ࠉ

ຍ入してくࡔさい、また࣊ル࣓ࢺࢵ╔用についてもດຊ⩏ົではありますが⮬㌿㌴通学時

の安全確ಖのために╔用をお㢪いします。

ແྉεΫʔϧόε࢖༻（࡚ߴӺ·ͨ͸৽લڮӺʙ大学）についても、ୖ記の「通学ᙧ態

調ᰝ�ව�⮬動㌴・バࢡ࢖・⮬㌿㌴・スࢡールバス申㎸࢛ࣇー࣒」よりⓏ㘓が必せです、バ

スの配㌴管理を行うୖで必せとなりますので必ずⓏ㘓をお㢪いします。

学ࠉ生ࠉ㥔ࠉ㌴ࠉド
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ࠉࠉ ⿟ 学生㥔㌴場は、᱌内ᅗの㸿㹼㹈です。学生㥔㌴場以外には㥔㌴しないでくࡔさい。

ࠉࠉࠉ ⿟ ᵓ内は、ᚎ行にて通行の安全をᅗること（時㏿�0.P以内）。᭤がりゅは最ᚎ行。

ࠉࠉࠉ ⿟ ᵓ内において生じた事故等による損ᐖについて、大学はその責任を㈇いませࢇ。通行には、

༑分注意くࡔさい。

ࠉࠉࠉ ⿟ 大学行事（࢜ーࣥࣉキࣕࣥࣃス、入ヨ、学ᅬ⚍等）がある場合は、㥔㌴できない場合があり

ます。

・
　・

・
・
・
・
・
・
・
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。通学に㌴୧等を利用する者は、以下事㡯について༑分␃意のୖ、通行することࠉ

（1）�㌴୧等でᵓ内を通行する場合は、ḟの事㡯を㑂守しなけれࡤならない。

。ձ�Ṍ行者をඃඛし、その安全をᅗることࠉ

。ղ�஺通ᶆ㆑及び㐨㊰ᶆ示にᚑうことࠉ

。ճ�㉮行㏿ᗘは時㏿�0NP以下とし、᭤りゅ・஺ᕪⅬ௜㏆では最ᚎ行（時㏿５NP以下）することࠉ

。մ�⥭ᛴ事態その௚大学が必せと認める⮫時の規ไを実施する場合、これにᚑうことࠉ

。յ�୓୍஺通事故を㉳こした場合は、必ず学生支援課まで届け出ることࠉ

（�）�㌴୧等を㥔㌴する場合は、ḟの事㡯を㑂守しなけれࡤならない。

。ձ�学生用にᣦ定された㥔㌴場・㥔㍯場に㥔㌴することࠉ

。ղ�⮬動㌴を㥔㌴する場合は、㥔㌴場のᯟ内に㥔㌴することࠉ

。など外からぢえる場ᡤに提示することࢻュ࣎ーࢩࢵࢲճ�஺௜された㥔㌴ドは、⮬動㌴のࠉ

（3）�学生㥔㌴⚊の஺௜手続き及び᭷ຠ期㝈は以下のとおりとする。

より申㎸後、学生「ー࣒࢛ࣇールバス申㎸ࢡ㌿㌴・ス⮬・ࢡ࢖通学ᙧ態調ᰝ�ව�⮬動㌴・バ」�ձࠉ

支援課より㥔㌴ドの஺௜をཷけること。（以下の᮲௳をす࡭て඘たすこと）

。運㌿චチドをಖ᭷していること・ࠉࠉࠉ

。動㌴損ᐖ㈺償責任ಖ㝤及び任意ಖ㝤にຍ入していること⮬・ࠉࠉࠉ

通学に使用する㌴୧の使用者ྡ⩏が本ே又はᐙ᪘であり、当ヱ㌴୧により通学することにつ・ࠉࠉࠉ

いてಖㆤ者のᢎㅙがあること。

、ղ�学生㥔㌴ドの஺௜をཷけた者で、ఫᡤ又は㌴୧ኚ᭦等により申請内ᐜにኚ᭦が生じた場合はࠉ

学生支援課に届け出を行うこと。

。ճ�学生㥔㌴ドの᭷ຠ期㝈は、当ヱ年ᗘのみとするࠉ

（�）�ᵓ内において生じたኳ⅏・┐㞴・事故・その௚による損ᐖについて、大学は୍ษその責任を㈇ࢃ

ない。

（�）�その௚、ɔ 内における㌴୧の運行方法及び事故ฎ理等については、㐨㊰஺通法の規定を準用する。
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ールࢡ本学では、「㹈㹐㧗ᓮ㥐ᮾཱྀ㹼育英短期大学」及び「㹈㹐᪂前ᶫ㥐ᮾཱྀ㹼育英短期大学」間のスࠉ

バスを運行しています。利用する場合は、出Ⓨ時้までにᡤ定の஌り場でᚅᶵしてくࡔさい。学ᰯ行

事等の㝿運行スケࢪュールがኚ᭦になる場合があります。なお、スࢡールバスは↓ᩱで利用できます。

学ੜཱྀ٬ӡ௞ׂҾূۑ
学生᪑ᐈ運㈤๭引ド（学๭ド）は、ḟの（１）から（７）の目的で、㹈㹐を利用して片㐨䠍䠌䠌NPを㉸えるࠉ

༊間を஌㌴（⯪）する場合に利用できます。

（１）�ఇᬤ、ᡤ用によるᖐ┬

（�）�実㦂・実⩦などの正課の教育活動

（3）�大学が認めた≉別教育活動又は体育・ᩥ化に㛵する正課外の教育活動

（4）�ᑵ職又は㐍学のためのཷ㦂等

（5）�大学がಟ学ୖ㐺当と認めたぢ学又は行事へのཧຍ

（�）�傷⑓の἞⒪その௚ಟ学ୖ支障となるၥ㢟のฎ理

（7）�ಖㆤ者の᪑行への㝶行

学๭ドの申請は、学生支援課❆ཱྀ備௜けの「学๭ドⓎ行㢪」にᡤせ事㡯を記入して申㎸み、ཷけࠉ

取るときには、必ず学生ドを提示してくࡔさい。

不正使用がⓎ。ࢇ学๭ドの᭷ຠ期㝈は、Ⓨ行日から３ケ月です。また、本ே以外は使用できませࠉ

ぬした場合には、஺௜をཷけたேにᑐして運㈤の３ಸの㏣ᚩ㔠が課せられます。また、大学全体が

Ⓨ行೵Ṇのฎ分をཷけ、௚の学生にከ大な㏞ᝨをかけることになります。⤯ᑐに不正使用しないで

くࡔさい。

݊ظ௨学ఆۑ
ならない場合は、最ᐤりの㥐又はバࡤᒃఫᆅが㐲㊥離のため、㕲㐨又はバスによって通学しなけれࠉ

スの営ᴗᡤに、学生ドを提示することにより、通学定期ๆを㉎入することができます。

なお、ྠ୍年ᗘ内にྠ༊間の通学定期ๆを෌ᗘ㉎入する場合には、学生ド及びᪧ通学定期ๆの提示ࠉ

により㉎入できます。

実⩦用通学定期ๆの㉎入について

申請᮲௳

⿟ヱ当する実⩦は、ᒚಟ༢఩の認定を行うもの（༢఩の認定は行ࢃないが必ಟ又は༞ᴗせ௳とする

ものをྵࡴ）であること。

⿟実⩦⟠ᡤからሗ㓘・その௚の஺通㈝に相当する手当の支⤥をཷけないものであること。

⿟手続きには時間がかかるため、１ࣨ月以ୖ前には申請を行うこと。

��　εΫʔϧόε

��　学ੜཱྀ٬ӡ௞ׂҾ ʢূ学ੜূʣଞ
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���ç�ΞύʔτɾϚϯγϣϯͷ௞ି৘ใ

の㈤㈚をᕼᮃする学生にᑐして、通学に౽利な༊ᇦに物௳をᣢつ不動⏘ᴗ者ࣥࣙࢩマࣥ・ࢺーࣃアࠉ

を⤂௓しています。

ルは、⮬ᕫ責任となりますので、各⮬༑分に注意しࣈࣛࢺについてのࣥࣙࢩマࣥ・ࢺーࣃなお、アࠉ

てくࡔさい。

߲ࣄͷ஫ҙࡍΞύʔτɾϚϯγϣϯΛબͿۑ
⿟⮬分で物௳をぢて、間取り、㈤ᩱ（部ᒇ௦）、⎔ቃ、通学㊥離等、ㅖ᮲௳をよく᳨ウして㑅ࡪこと。

⿟㈤ᩱ以外のㅖ⤒㈝についても、㔠㢠と内ᐜを確認すること。

⿟㈤㈚ዎ⣙を஺ࢃす㝿には、ಖㆤ者と༑分に内ᐜの確認をすること。

ʵඃ֐๷ࡦࢭʵ
ձ୍ேでᝎまない。

けでゎ決しようとせず、ゼࡔしていきます。⮬分ࢺにその行Ⅽが࢚ス࢝ࣞーࠎー࢝ーはᚎࢺスࠉ

ミ担任教員や学生支援課、㆙ᐹに᪩めに相談しましࡻう。

ղ㟁ヰ␒ྕは⡆༢に教えない。

。うࡻかる場合もあるので、㟁ヰ␒ྕを気㍍に教えるのはやめましࢃ㟁ヰ␒ྕからఫᡤがࠉ

ճಶே情ሗは⮬分で管理する。

㟁ヰᩱ㔠、㟁気、࢞スᩱ㔠の᫂細᭩などは、細かく⿢᩿しᤞてましࡻう。ࢦミ⿄はᣢཤりを防

。うࡻため、᫂るくなってから出すようにしましࡄ

ʵඃݾࣗ֐๷Ӵରࡦʵ
ձつきまとい。

大学や㆙ᐹに相談ۼࠉーをᦠᖏࢨࣈ≢防ۼࠉーを利用ࢩࢡࢱ、不安なときはۼࠉ

ղఫᒃ౵入

アを㛤ける時は࿘ᅖの不ᑂ者に注意ࢻۼࠉを設置ࣉーࢥアスࢻ・ࢠアや❆は஧㔜࢝ࢻۼࠉ

ࡪ不ᑂ者がいるときはຓけを࿧ۼࠉ

ճ↓ゝ㟁ヰ

と短くゝう「㆙ᐹにッえます」ۼࠉ㟁ヰを設置࢖ࣞࣉス࢕ࢹバーࣥࢼۼࠉ㟁ヰ఍♫に相談ۼࠉ

մ⬣㏕㟁ヰ

᪩めに㆙ᐹや弁ㆤኈなどに相談ۼࠉ時間と内ᐜを正確に࣓ࣔۼࠉ

յ┘ど・のࡒき

はཌ手のものを利用ࣥࢸー࢝ۼࠉを設置ࣥࢸすり࢞ࣛスでも࢝ーۼࠉ

を㛢めるࣥࢸᅾᏯ୰でも࢝ーۼࠉ

ετʔΧʔඃ֐๷ࢭʹ͍ͭͯ

ˎˎˎにి࿩する͜ͱ（１１̌൪）࡯ܯに͸す͙に࣌ٸۓˎˎˎ

܎ըاશ՝ɹ҆׆ॺɹੜ࡯ܯ࡚ߴݝഅ܈
㸫㆙ᐹ担当部署㸫

㧗ᓮᕷྎ⏫４㸫３ࠉ�3�0�0�0ࠛ

TEL 0���3���0110
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成�られました。成ேࡆẸ法改正により�0��年４月１日から、成年年㱋が�0ṓから1�ṓに引き下ࠉ

年者�になると、ᮍ成年の時とは㐪い、ዎ⣙にあたってぶのྠ意は必せなく、⮬分の意ᛮで⮬⏤に

ዎ⣙することができます。その཯面、ዎ⣙でࣈࣛࢺルになった場合の責任は⮬分⮬㌟で㈇うことに

なります。

�このため、♫఍⤒㦂のᑡないまま成年者となる1�ṓ・1ࠉṓのⱝ年者は、ุ᩿ຊや▱㆑不足につけ

こࡔࢇᝏᚨၟ法の᱁ዲのࢱーࢺࢵࢤになるのではないかとᠱᛕされています。≉に、ࢺࢵࢿ通㈍で

ルにⓎᒎすࣈࣛࢺ取引やඈけヰの່ㄏをされてࢳルになったり、616で▱り合ったேにマルࣈࣛࢺ

ることが心配されます。

などと່ㄏし、ඈける方法についての「けでも⪺いてくれないかࡔඈけヰがあるが、ヰ」ࡤ౛えࠉ

。ュ࣓ࣔࣜーなどを኎る౛がありますࢩࢵࣛࣇが入っているとされる、㧗㢠な86%（ࣜࣉア）ࢺࣇࢯ

学生による、このような່ㄏ行Ⅽなどが確認された場合、本学学則にᇶづき、ᠬᡄฎ分を行うྍࠉ

⬟ᛶがあります。

は気㍍に່ㄏにᛂじないことです。このような່ㄏを行ࢺࣥ࢖ルを㑊けるための㔜せな࣏ࣈࣛࢺࠉ

。さいࡔㄏいに஌らないように注意してく、ࢇࢁࡕないことはもࢃ

なお、່ㄏ行Ⅽのၥ㢟Ⅼについては、消㈝者ᗇの࣍ー࣒ペーࢪをཧ↷してくࡔさい。

KWWSV���ZZZ�QR�WURXEOH�FDD�JR�MS�SGI��0�003��DF01�SGI

ѱಙ঎๏ɾՍۭ੥ٻʹ͍ͭͯ

ѱಙ঎๏ࠐ
もないのに、୍時的に相手をその気にさせた▐間にዎ⣙まで取り஺ࡕᝏᚨၟ法とは、ዎ⣙する気ᣢࠉ

ၟ、しࢃ 品などを኎りつけようとするものです。本ேにዎ⣙する意ᛮは↓いのに、ゝ ⴥᕦみに່ㄏし、

᩿りにくい状ἣの୰でዎ⣙を㏕るなどᝏ㉁な່ㄏ手ཱྀです。ዎ⣙ゎ㝖など事後⟇も大事ですが、ㄏい

に஌らないようにすることが大ษです。

ࣥ࢖法・⮬ᕫၨⓎၟ法・㈨᱁ၟ法・ア࣏ၟࢺールス・࢝ルࢭࢳࢵ法・キࣕၟࢳ㢮としては、マル✀ࠉ

れています。このようなᝏᚨၟ法にᕳき㎸ࢃールス等�0✀㢮を㉸えるᝏᚨၟ法があるとゝࢭࢺ࣓ࣥࢺ

まれないためには、⡆༢にヰに஌らないこと、୍ேで決めずにಖㆤ者や▱ேに相談すること、安᫆に

署ྡしたりᢲ༳しないこと、すࡄにはお㔠を払ࢃないこと、▱らないேにẶྡ・ఫᡤ・㟁ヰ␒ྕを教

えないことです。

ーࢡ」୓୍このようなၟ法にᕳき㎸まれ、୍᪦ዎ⣙をしてしまった場合でも、↓᮲௳でゎ⣙できるࠉ

ゼၥ㈍኎・㟁ヰ່ㄏ㈍኎の場合、᭩面をཷけ取った日から８日以内�」というไᗘがあ�ࣇ࢜・ࢢࣥࣜ

るので、消㈝生活ࢱࣥࢭー等に相談してくࡔさい

ٻՍۭ੥ࠐ
ールや616等によるᯫ✵請ồや不当請ồが㢖Ⓨしています。これらの請ồの୰には「心当たりの࣓ࠉ

ない場合は⮳ᛴ㐃⤡して下さい」と㐃⤡をせồするものがありますが、これはಶே情ሗを収㞟するた

めのものですので、心当たりのない請ồは決して相手に㐃⤡せず、支払いもせずに↓どして下さい。

ᑐฎにᅔった場合は、消㈝生活ࢱࣥࢭーに相談してくࡔさい。

ーࢱࣥࢭ消㈝生活ࠉ

・⩌㤿┴消㈝生活ࢱࣥࢭーࠉ㸺ཷ௜時間㸼㸷㸸00㹼1�㸸30�平日・ᅵ᭙�

/)7ࠉ 0�����3�3001

・㧗ᓮᕷ消㈝生活ࢱࣥࢭーࠉ㸺ཷ௜時間㸼㸷㸸00㹼1�㸸30�平日�

/)7ࠉ 0���3����1��
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。学生は学ᴗにᑓᛕすることがᮃまれますࠉ

を認ࢺ࢖にならない⠊ᅖでのアルバࡆしかし、学㈨等が不足してಟ学がᅔ㞴な場合には、学ᴗのጉࠉ

め、掲示により⤂௓をしております。

にᚑ事する学生は、ᑵປに㝿して೺ᗣ・安全に心᥃けるとともに、㐜้や↓᩿Ḟ໅をすࢺ࢖アルバࠉ

ることのないよう、「♫఍ே」として責任をもった行動を心᥃けてくࡔさい。

ෆద౰ͳΞϧόΠτۑ
⿟㢼಑営ᴗや໅ົ時間が῝ኪ（��時以㝆）に及ࡪ職✀

⿟೺ᗣへのᝏᙳ㡪や༴㝤ᛶをకう職✀

⿟ᤵᴗや実⩦をఇࡴ必せがあるもの

⿟本学学生としての品఩を損なうᜍれのあるもの

学ੜ৯ಊɾചళ

がより౽利に学生生活を㏦れるよう設けられた⚟利ཌ生施設ですのࢇ学生食ᇽ・኎ᗑは、ⓙさࠉ

で、お気㍍にご利用くࡔさい。

ۼۼ学生食ᇽۼۼ

11㸸30㹼1�㸸00ࠉࠉ㸫営ᴗ時間㸫ࠉ

ۼۼᗑࠉࠉ኎ۼۼ

�ࠉࠉ㸫営ᴗ時間㸫ࠉ㸸30㹼1�㸸30

などࠉおⳫ子、ᩥᡣ具、生活用品、ࢺーࢨࢹ、㣧物、ࣥࣃ、弁当ࠉࠉ㸫㈍኎品目㸫ࠉ

⮬動㈍኎ᶵは、学生食ᇽ内、ࣛ࢘ࣥࢪᶓ及び体育㤋に設置されています。
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ݥ෇ଳഛঈ੹೚保ࡂݚ学ۑ
せࢃこのಖ㝤は、ᅜ内外において学生が正課・学ᰯ行事またはその ᚟において、௚ேにケ࢞を㈇ࠉ

た場合、௚ேの㈈物を損ቯした場合等により、法ᚊୖの損ᐖ㈺償責任を㈇担することによって⿕る損

ᐖについてಖ㝤㔠をお支払いします。本学では全学生がຍ入しています。

。さいࡔヲ細は「学研⅏௜ᖏ㈺償責任ಖ㝤ຍ入者のしおり」をཧ↷してくࠉ

ݥ૯߹保׆෇ଳ学ੜੜࡂݚ学ۑ
このಖ㝤は、学研⅏及び௜ᖏ㈺責では⿵償が不足する場合に、㏣ຍしてຍ入できるಖ㝤で、⑌⑓やࠉ

��時間の⿵償等学生生活をᖜᗈく⿵償します。本学では、任意ຍ入としています。

。さいࡔ୓୍、事故がⓎ生したときには、取扱௦理ᗑに㐃⤡してそのᣦ示にᚑってくࠉ

/)7ࠉ♫取扱௦理ᗑ㸸⩌㤿᣺⯆ᰴᘧ఍）ࠉ 0��㸫��3㸫�1�1）

���ç�学ੜڭ育֐ࡂڀݚই֐保ݥʢ学ࡂݚʣ

学研⅏は、学生が教育研究活動୰、課外活動୰及び通学୰に⿕った不慮の事故にᑐする⿕ᐖᩆ῭のࠉ

ᥐ置として設けられた全ᅜ的な規ᶍの⅏ᐖ⿵償ไᗘです。本学では、全学生がຍ入しています。なお、

ಖ㝤㔠が支払ࢃれるのは以下の᮲௳に㝈られます。

ᑐ ㇟ ⠊ ᅖ 内ࠉࠉࠉࠉᐜ

正 課 ୰

ㅮ⩏、実⩦、₇⩦、実ᢏによるᤵᴗをうけている間の࡯か、ᣦᑟ教員

のᣦ示にᇶづき、ᤵᴗの準備・後ጞᮎを行っている間、ᤵᴗを行う場

ᡤ・大学のᅗ᭩㤋・㈨ᩱ室・ㄒ学学⩦施設で研究活動を行っている間

学 ᰯ 行 事 ୰
大学の୺ദする入学ᘧ、࢚࢜ࣜࣥࢸーࣥࣙࢩ、༞ᴗᘧなど教育活動の

୍⎔としての各✀の学ᰯ行事にཧຍしている間

大学施設内にいる間 ᤵᴗ間のఇ᠁୰・᫨ఇみなど、ୖ記以外で大学の施設内にいる間

課 外 活 動 ୰

キࣕࣥࣃスの内外をၥࢃず課外活動を行っている間

大学の規則にのっとったᡤ定の手続きにより、大学の認めた学内学生

団体の管理下で行うᩥ化活動または体育活動を行っている間

通 学 ୰

大学のᤵᴗ等、学ᰯ行事又は課外活動へのཧຍのために、合理的⤒㊰

及び方法でఫᒃと学ᰯ施設等との間を ᚟している間又は学ᰯ施設等

相஫の間を⛣動している間

（注）このಖ㝤において、課外活動とは、大学の認めた学内学生団体の管理下で行うᩥ化・体

育活動をいいます。キࣕࣥࣃス外の課外活動は、大学に届け出た活動に㝈られますので

注意してくࡔさい。また、通学୰では、⤒㊰を㐓⬺又は୰᩿した場合、㐓⬺又は୰᩿し

た間とその後についてはᑐ㇟になりませࢇので注意してくࡔさい。

ಖ㝤㔠には、Ṛஸಖ㝤㔠、後㑇障ᐖಖ㝤㔠、་⒪ಖ㝤㔠がありますが、་⒪ಖ㝤㔠の場合は「正ࠉ

課・学ᰯ行事୰」で἞⒪日ᩘ１日目から、「課外活動を行っている間以外で学ᰯ施設内にいる間・通

学୰・学ᰯ施設等相஫間⛣動୰」で἞⒪日ᩘ４日以ୖ、「学ᰯ施設内外をၥࢃず、課外活動を行って

いる間」で἞⒪日ᩘ1�日以ୖがᑐ㇟になります。また、入㝔の場合は、１日以ୖがᑐ㇟になります。

。さいࡔに学生支援課に㐃⤡してそのᣦ示にᚑってくࡕ┤、୓୍、事故にあったときはࠉ

。さいࡔヲ細は、「学生教育研究⅏ᐖ傷ᐖಖ㝤ຍ入者のしおり」をཧ↷してくࠉ
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ʤಧ͚ग़Δ΋ͷʥ

㡯ࠉࠉࠉࠉ目 手ࠉ続ࠉ課 届出時期

᚟学届（ఇ学期間‶஢の᚟学） 教ࠉົࠉ課 １か月前

ᒚ ಟ ࣔ ࢹ ル ኚ ᭦ 届 教職・実⩦࣏ࢧーࢺ室 ͤゼミ担当に相談後届出用⣬のཷ取

Ḟ ᖍ 届

教ࠉົࠉ課 その㒔ᗘ

ఫ ᡤ ㌟ ୖ ኚ ᭦ 届

学 外 活 動 届
�㸨申㎸࢛ࣇー࣒あり）

学生支援課 １週間前

ʤ͍ئग़Δ΋ͷʥ

㡯ࠉࠉࠉࠉ目 手ࠉ続ࠉ課 㢪出時期 手ᩘᩱ

㌿ 学 ⛉ 㢪

教ࠉົࠉ課

ᣦ定期日 㸫

ఇ 学 㢪

１か月前

㸫

㏥ 学 㢪 㸫

᚟ࠉ学ࠉ㢪（ఇ学㏵୰の᚟学） 㸫

㏣ ヨ 㦂 㢪 定期ヨ㦂期間୰に㐃⤡し、その後୍週間以内 㸫

෌ ヨ 㦂 㢪 ᣦ示日まで ��000෇

෌ 入 学 㢪 入ヨᗈሗ課 ෌入学をᕼᮃする時 入学᳨定ᩱが必せ

ᤵ ᴗ ᩱ（ ᘏ 納・ 分 納 ） 㢪

管ࠉ理ࠉ課

納入期㝈内 㸫

物 品 ೉ 用 申 請 ᭩
１週間前まで

㸫

バーベキュースペース使用チྍ㢪 㸫

学 生 ド ෌ ஺ ௜ 㢪

学生支援課

⣮ኻ、ኚ᭦時 �00෇

団 体 設 立 㢪 㝶ࠉࠉ時 㸫

学内合ᐟ・施設（備品）チྍ㢪
�㸨申㎸࢛ࣇー࣒あり）

１週間前まで 㸫

⮬動㌴通学チྍ�㸨申㎸࢛ࣇー࣒Ⓩ㘓） 期日ᣦ定・㝶時 㸫

バࢡ࢖通学チྍ�㸨申㎸࢛ࣇー࣒Ⓩ㘓） 期日ᣦ定・㝶時 㸫

⮬㌿㌴通学チྍ�㸨申㎸࢛ࣇー࣒Ⓩ㘓） 期日ᣦ定・㝶時 㸫

スࢡールバスチྍ�㸨申㎸࢛ࣇー࣒Ⓩ㘓） 期日ᣦ定・㝶時 㸫

学生用ࣟ࢝ࢵー申請（申㎸࢛ࣇー࣒Ⓩ㘓） 期日ᣦ定・㝶時 1000෇

㸨「通学ᙧ態調ᰝ�ව�⮬動㌴・バࢡ࢖・⮬㌿㌴・スࢡールバス申㎸࢛ࣇー࣒」
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ʤަ෇͞ΕΔ΋ͷʥ

㡯ࠉࠉࠉࠉ目 手ࠉ続ࠉ課 ஺௜日 手ᩘᩱ

ᅾ学ド᫂᭩ 㸨

教ࠉົࠉ課 ཷ௜日より２日後

300෇

成⦼ド᫂᭩ 㸨

༢఩取ᚓ（ぢ㎸）ド᫂᭩

༞ᴗ（ぢ㎸）ド᫂᭩ 㸨

各✀චチ・㈨᱁取ᚓぢ㎸ド᫂᭩

᥎⸀᭩（ዡ学㔠）

学生支援課

ཷ௜日より１週間⛬ᗘ

೺ᗣデ᩿᭩ ཷ௜日より２日後

学生᪑ᐈ運㈤๭引ド᫂᭩

学生支援課

ཷ௜日より２日後

㸫

通学ド᫂᭩ 㸫

実⩦用通学定期ๆ ཷ௜日より１ࣨ月後 㸫

᥎⸀᭩（ᑵ職・㐍学） キࣕࣜア࣏ࢧーࢺ室 ཷ௜日より１週間⛬ᗘ 300෇

ͤ�ཷ௜時間は�㸸00㹼1�㸸30です。（ᅵ、日、ఇ日を㝖く）

ͤ�஺௜日の日ᩘには、ᅵ、日、ఇ日はྵまれませࢇ。

ͤ�㸨༳の英ᩥド᫂᭩については、஺௜に１週間⛬ᗘかかります。
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2��ç�ब৬ɾਐ学ࢧԉ

室では、ᑵ職や㐍学（⦅入学、␃学等）に㛵するᝎみや不安などの相談をጞめとࢺー࣏ࢧキࣕࣜアࠉ

したᑵ職活動に㛵する支援を行っています。

ΩϟϦΞαϙʔτࣨۑ
ᾇ��場ᡤは㹅Ჷ１㝵㹅１㸮２です。

ᾈç�利用時間は月᭙日から㔠᭙日（ᅵ、日、⚃日等を㝖く）の㸷時から1�時までです。

ᾉ�çç支援内ᐜは、ᑵ職、㐍学に㛵する相談、ồே情ሗの提౪、⮬ᕫ分ᯒ、ᒚṔ᭩・࢚ࣥࣜࢺーࢩーࢺ、

ㄽసᩥのῧ๐や面᥋⦎⩦等となります。

ֈ��ୖ記支援のཷ௜・予⣙はḟのとおりです。

し、面᥋ࡔ室職員による相談等は、利用時間内において㝶時ཷけ௜けます。たࢺー࣏ࢧキࣕࣜア・ࠉ

⦎⩦は事前の予⣙が必せです。

。は、事前の予⣙が必せです（ࢢࣥࣜࢭキࣕࣜア࢝࢘ࣥ）による相談等ࢺࣥࢱルࢧࣥࢥキࣕࣜア・ࠉ

。さいࡔ室職員におၥい合せくࢺー࣏ࢧヲ細については、キࣕࣜアࠉࠉ

ඞཁॻྨ܎ब৬ؔۑ
ᑵ職をᕼᮃする௻ᴗから提出をồめられる୺なド᫂᭩は以下のとおりです。ド᫂᭩の஺௜は申請日ࠉ

からᩘ日かかりますので、᪩めの準備を心᥃けてくࡔさい。

提出をồめられる୺なド᫂᭩㢮 申㎸・஺௜❆ཱྀ
༞ᴗぢ㎸ド᫂᭩、成⦼ド᫂᭩、㈨᱁取ᚓぢ㎸
ド᫂᭩など

教ົ課

೺ᗣデ᩿᭩、᥎⸀᭩ 学生支援課

ॻࠂใݧࢼͼब৬ٴॻࠂ಺ఆใۑ
ミュニࢥさい。⌧௦ࡔᑵ職ヨ㦂をཷ㦂し、᥇用内定の㐃⤡をཷけた場合は必ず内定のሗ࿌をしてくࠉ

ケーࣥࣙࢩ学⛉の学生は、キࣕࣜア࣏ࢧーࢺ室に内定ሗ࿌᭩とᑵ職ヨ㦂ሗ࿌᭩を提出してくࡔさい。

ಖ育学⛉の学生は、学生支援課に内定ሗ࿌᭩を提出してくࡔさい。

内定ሗ࿌᭩とᑵ職ヨ㦂ሗ࿌᭩は、学生のᑵ職内定状ἣをᢕᥱするとともに、後㍮がᑵ職活動を行うࠉ

㝿、ヨ㦂ᑐ⟇㈨ᩱとして活用させていたࡔきます。

22�ç�ަ ࣄߦ׻

ମ育େձۑ
ス࣏ーツを通じた೺ᗣで᫂るい大学生活の実⌧、学生間஺流を目ᣦして、体育大఍を実施していまࠉ

す。この大఍は体育ጤ員఍が௻⏬・運営します。

େ学εϙʔπେձཱࢲݝഅ܈ۑ
㤿┴内の⚾立大学・短期大学の学生がス࣏ーツを通じて、᫂るく೺ᗣ的な大学生活を㏦るととも⩌ࠉ

に、ᢏ⾡のྥୖと相஫のぶ╬をᅗることを日的にẖ年⛅に行ࢃれます。

ࡇ٥伷ۑ
でおり、学生・教職員ࢇルである᱖᱾のⰼのྡをෙして「᱖᱾⚍」と࿧࣎ࣥࢩを本学の「⚍大学」ࠉ

の全員ཧຍで㛤ദされます。᱖᱾⚍実行ጤ員఍を୰心に、課外活動やゼミの成ᯝⓎ⾲・各ࣛࢡスの௻
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⏬等、学生・教職員が୍体となって学外からのおᐈᵝをお㏄えし、終日にࢃࡂいます。

。うࡻなで༠ຊしましࢇ学生相஫の⤖᮰を㧗め、学生生活を඘実させるためにも、みࠉ

ͤ᱖᱾⚍の㛤ദ日については、学事日⛬で確認してくࡔさい。

23�ç�ҙݟശ

１� 目的

育英大学・育英短期大学（以下、「大学」という。）の学生が学生生活を㏦るうえで生じた大学へࠉ

の意ぢ・せᮃをくみ取り、また、大学が学生にᑐしてᅇ⟅を行うための཮方ྥᛶをᣢつツールとし

て、「意ぢ⟽」を設置しています。

２� 学生による意ぢ・せᮃ

。学生による意ぢ・せᮃは、以下に定める方法により行うものとするࠉ

ձ学内に設置された意ぢ⟽࢛ࣇー࣒により㏦ಙ（ᢞ✏）することとする。

ղ࢛ࣇー࣒内の、「意ぢの㛤示ྍྰ」を必ず㑅ᢥすることとする。

ճ࢛ࣇー࣒内の、「面談のᕼᮃྍྰ」を必ず㑅ᢥすることとする。

մẶྡ、学⡠␒ྕの入ຊは必㡲とする。

ͤ守⛎⩏ົの㑂守⛎ᐦ情ሗはཝ᱁に管理します。

３� ⚗Ṇ行Ⅽ

学生は、ᢞ✏を行うにあたり、以下に定める事㡯にヱ当する内ᐜをᢞ✏してはならない。以下のࠉ

事㡯にヱ当し、またはそのおそれのあるᢞ✏にᑐしては、大学はᅇ⟅を行ࢃない。

ձ法ᚊ、法௧等に㐪཯し、または㐪཯するおそれがあるもの。

ղ≉定のಶே・団体等をㄦㅫ、୰傷し、またはྡ㄃もしくはಙ用を傷つけるもの。

ճᨻ἞活動、㑅ᣲ運動、᐀教活動に㛵㐃するもの。

մ営利目的またはこれらに㢮ఝする内ᐜを目的とするもの。

յ大学または➨୕者のⴭసᶒ、⫝̸ീᶒ、その௚▱的㈈⏘ᶒを౵ᐖするもの。

նே✀・ᛮ᝿・ಙ᮲等のᕪ別またはᕪ別をຓ㛗させるもの。

շබᗎⰋ಑に཯するもの

ո⹫ഇや事実と␗なる内ᐜ及び༢なる㢼ホや㢼ホをຓ㛗させるもの。

չ➨୕者になりすましてᢞ✏したもの

պࢃいせつな⾲⌧などをྵࡴ不㐺ษなもの

ջその௚大学が不㐺ษとุ᩿した内ᐜをྵࡴもの

４� ᢞ✏へのᅇ⟅

ᢞ✏された意ぢは学生支援ጤ員఍が確認し、ᅇ⟅が必せであるとุ᩿されたものについては学ົࠉ

。にて掲示することとするࢪ内「意ぢ⟽（ᅇ⟅）」ペー࣒ࢸスࢩ

５．意ぢ⟽の記入࢛ࣇー࣒

。さいࡔらよりご意ぢを記入してくࡕこࠉ
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2��ç ͜Μͳͱ͖͸ç㱺çͪ͜Β΁

ఆݧࢼظͷ౰೔ɺපؾ౳ಛผͷࣄ৘ͰडݧͰ͖ͳ͔ͬͨͱ͖͸
㱺教ົ課

定期ヨ㦂期間୰に教ົ課に㐃⤡するとともに、୍週間以内にᡤ定の㏣ヨ㦂㢪に、その理⏤をド

᫂する᭩㢮をῧえて、担当❆ཱྀに㢪い出てくࡔさい。

（ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

ܽ੮͢Δͱ͖͸
㱺教ົ課

学ᰯឤᰁ⑕や⅏ᐖ又はᚷ引き等の、≉別な理⏤によりḞᖍしなけれࡤならないときは、担当❆

ཱྀに届け出てくࡔさい。 （ヲ細は�0ペーࢪཧ↷）

ͷग़ܽ౳ʹ͍ͭͯ͸ۀ൑һʹબ೚͞Εͨ৔߹ͷतࡋ
㱺教ົ課

教ົ課に相談してくࡔさい。ᇶ本的には≉別の理⏤によるḞᖍの「（�）その௚（≉に学㛗が必

せと認めたもの）にヱ当し、Ḟᖍ届の手続きが必せです。 （ヲ細は�0ペーࢪཧ↷）

௕ܽظ੮ʢٳ学ʣ͢Δͱ͖͸
㱺ゼミ担任及び教ົ課

⑌⑓その௚≉別の理⏤により３か月以ୖᑵ学することができないときは、ఇ学することができ

ます。その場合、「ఇ学㢪」が必せです。 （ヲ細は30ペーࢪཧ↷）

෮学͢Δͱ͖͸
㱺ゼミ担任及び教ົ課

ఇ学期間が‶஢したときは、「᚟学届」を担当❆ཱྀに提出してくࡔさい。

ఇ学㏵୰でఇ学事⏤が消⁛したときは、「᚟学㢪」を提出してチྍをồめてくࡔさい。

（ヲ細は31ペーࢪཧ↷）

ୀ学͢Δͱ͖͸
㱺ゼミ担任及び教ົ課

やࡴをᚓない事⏤により㏥学しなけれࡤならないときは、「㏥学㢪」を担当❆ཱྀに提出してチ

ྍをồめてくࡔさい。 （ヲ細は31ペーࢪཧ↷）

तۀྉͷԆೲɾ෼ೲΛر๬͢Δͱ͖͸
㱺管理課

担当❆ཱྀにၥい合ࢃせてくࡔさい。 （ヲ細は3�ペーࢪཧ↷）
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֤छ঑学ۚΛड͚͍ͨͱ͖͸
㱺学生支援課

担当❆ཱྀにၥい合ࢃせてくࡔさい。 （ヲ細は3�㹼3�ペーࢪཧ↷）

ɺॅॴ౳͕มΘͬͨͱ͖͸໊ࢯ
㱺教ົ課

入学後、Ặྡ、ఫᡤ等にኚ᭦があったときは、その㒔ᗘ┤ࡕに、担当❆ཱྀに届け出てくࡔさい。

（ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

ਖ਼՝ɾ՝֎׆ಈதٴͼ௨学தʹέΨΛͯ͠௨ɾೖӃͨ͠ͱ͖͸
㱺学生支援課

୍定の᮲௳を‶たしていれࡤಖ㝤㔠が支払ࢃれますので、㏿やかに担当❆ཱྀに届け出てくࡔさ

い。 （ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

ਖ਼՝ɾ学ٴࣄߦߍͼͦͷԟ෮్தͰɺଞਓʹέΨΛͤͨ͞Γɺଞਓͷࡒ෺Λଛյͯ͠͠·ͬͨͱ͖͸
㱺学生支援課

୍定の᮲௳を‶たしていれࡤಖ㝤㔠が支払ࢃれますので、㏿やかに担当❆ཱྀに届け出てくࡔさ

い。 （ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

֤छূ໌ॻʢ੒੷ূ໌ॻɾࡏ学ূ໌ॻ౳ʣͷަ෇Λड͚͍ͨͱ͖͸
㱺教ົ課・学生支援課

教ົ課又は学生支援課❆ཱྀ備௜けの「ド᫂᭩申㎸用⣬」にᡤせ事㡯を記入して、担当❆ཱྀに㢪

い出てくࡔさい。 （ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

学ׂূʢ学ੜཱྀ٬ӡ௞ׂҾূʣͷަ෇Λड͚͍ͨͱ͖͸
㱺学生支援課

学生支援課❆ཱྀ備௜けの「学๭ドⓎ行㢪」にᡤせ事㡯を記入して、担当❆ཱྀに㢪い出てくࡔさ

い。 （ヲ細は�3・��ペーࢪཧ↷）

学ੜূΛฆࣦͨ͠ͱ͖͸
㱺学生支援課

。さいࡔに、ᡤ定の෌஺௜㢪に手ᩘᩱをῧえて、担当❆ཱྀに㢪い出て෌஺௜をཷけてくࡕ┤

（ヲ細は��・��ペーࢪཧ↷）

՝֎׆ಈͰେ学ͷࢪઃΛ࢖༻͍ͨ͠ͱ͖͸
㱺学生支援課

担当❆ཱྀに使用チྍ㢪を提出しチྍをཷけてくࡔさい。 （ヲ細は��・��㹼��ペーࢪཧ↷）
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՝֎׆ಈஂମʹೖ෦͍ͨ͠ͱ͖͸
㱺学生支援課

学生支援課❆ཱྀ備௜けの「入部届」にᡤ用事㡯を記入してྠ❆ཱྀ又は┤᥋入部したい課外活動

団体に申し㎸ࢇでくࡔさい。 （ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

՝֎׆ಈஂମΛ࡞Γ͍ͨͱ͖͸
㱺学生支援課

学生支援課❆ཱྀ備௜けの「団体設立㢪」にᡤ用事㡯を記入してྠ❆ཱྀに届け出てくࡔさい。

なお、団体には５ྡ以ୖが必せです。 （ヲ細は��、��ペーࢪཧ↷）

๨Ε෺ɾམͱ͠෺Λͨ͠ͱ͖ɺଞਓͷ෺Λरͬͨ࣌͸
㱺学生支援課

。さいࡔに担当❆ཱྀに届け出てくࡕ┤ （ヲ細は3�ペーࢪཧ↷）

౪೉ʹ͋ͬͨͱ͖͸
㱺学生支援課

。さいࡔに担当❆ཱྀに届け出てくࡕ┤ （ヲ細は3�ペーࢪཧ↷）

ΞϧόΠτʹؔ͢Δ͜ͱ͸
㱺学生支援課

。内掲示ᯈに掲示されますࢪࣥ࢘ࣛ （ヲ細は��ペーࢪཧ↷）

ΞύʔτɾϚϯγϣϯΛ୳͍ͨ͠ͱ͖͸
㱺学生支援課

担当❆ཱྀにၥい合ࢃせてくࡔさい。 （ヲ細は��ペーࢪཧ↷）



ʵ��ʵ

2��ç�学ੜձ׆ಈ

。学生఍は学生の全学的な⤌⧊であり、学生全員が入఍することになっていますࠉ

学生఍は、学生の⮬立ᛶの確立、♫఍ᛶの㣴成をはじめ、学生相஫のၨⓎや、学生生活の඘実をィࠉ

るための⤌⧊です。その୰心となるᙺ員఍は、ⓙさࢇが᭷意⩏でᴦしい学生生活を㏦れるよう、学生

の意ぢを཯ᫎした௻⏬・提᱌などを行い、各ጤ員఍活動を᥎㐍していきます。

また学生఍では、下部⤌⧊として課外活動を఩置௜けています。課外活動を支援・ಁ㐍することもࠉ

ᙺ員఍の大きなᙺ๭です。

さらに大学としても学生支援ጤ員఍及び事ົᒁ学生支援課による支援体ไを整えており、学生఍のࠉ

活動を全面的に支援しています。

ۑ ೖ෦ͷਃࠐΈ
。さいࡔ年ᗘጞめのເ㞟期間に「入部届」を学生支援課まで提出してくࠉ

ۑ ஂମͷઃཱ
学生が研究、ዊ௙活動、㊃࿡、ྠዲ等の目的で団体を⤖成しようとする場合は、ᡤ定の団体設立㢪ࠉ

に部㛗（本学ᑓ任教員に㝈る。）、責任者（学生）等必せ事㡯を記入して学生఍に㢪い出てくࡔさい。

団体設立㢪の申請᭩㢮については、学生支援課でཷけ取ってくࡔさい。

ۑ 学಺׆ಈ
課外活動の⦎⩦等定期的な活動については、学生఍が学期ጞめに⦎⩦場ᡤ・時間の調整を行いまࠉ

す。それ以外で活動を行いたい場合は部㛗のᢎ認をᚓて、「学内合ᐟ・施設（備品）使用チྍ㢪」

会　長
副会長
書　記
会　計
会計監査

桔梗祭実行委員長
体育大会実行委員長

学生会

課外活動団体 桔梗祭実行委員会 体育大会実行委員会



ۑ スポーツ安全保険（公益財団法人スポーツ安全協会）への加入について
全学生がຍ入している学生教育研究⅏ᐖ傷ᐖಖ㝤（学研⅏）は正課୰の事故に㔜Ⅼを置いたไᗘでࠉ

あり、学研⅏では⿵償しきれない課外活動୰の㔜大事故、㍍ᗘの傷ᐖ、㈺償責任事故等をᖜᗈく⿵償

するため、課外活動団体に入部した場合にはス࣏ーツ安全ಖ㝤へのຍ入を᥎ዡしております。（任意）

なお、ຍ入᥃け㔠については୍部大学㈇担となっております。

ͤアスࣜーࢺは、ス࣏ーツ➇ᢏで課外活動団体の設立がᅔ㞴な場合に活動する団体です。

。さいࡔேᩘがᑡなく、課外活動団体の設立がᅔ㞴な場合は相談してくࠉ

θ 課外活動団体 θ 課外活動団体

ᣦ定ᙉ化団体ࠉ �1 ール・㌾ᘧ㔝⌫部࣎ࢺࣇࢯ

１ 㝣ୖ➇ᢏ部 �� ルࢡーࢧニスࢸ

２ ࣞスࣜࣥࢢ部 �3 手ヰࢧーࢡル

３ ዪ子バࣞー࣎ール部 �� 部ࢢキࣥࢵࢡ

４ ⏨子࢝ࢵࢧー部 �� ルࢡーࢧルࢧࢺࢵࣇ

５ ᘪ㐨部 �� 心理学研究఍

６ ࿴ኴ㰘部 �� バࣞー࣎ールࢧーࢡル

７ バࢻミࣥࣥࢺ �� බົ員ࢧーࢡル

බ認団体ࠉ බ認ྠዲ఍ࠉ

８ ዪ子࢝ࢵࢧー部 �� ㍍㡢ᴦ部

㸷 アスࣜーࢺ 30 ᰂ㐨ྠዲ఍

10 ス部ࣥࢲ 31 ᗈሗࢧーࢡル

11 アࣥ部࢖࣡ࣁ 3� 手ⱁࢧーࢡル

1� ࢬࢵニーキࣁ 33 ᫎ⏬研究ࢧーࢡル

13 ྿ዌᴦ部 3� ス࣏ーツࣥࣕࢳバࣛྠዲ఍

1� 㹈㹁㹁ࣈࣛࢡ 3� ࣊ルマࣥࣁーࣉ

1� 㔝外活動研究఍ 3� ルࢡーࢧスࣥࢲ・アࢳ

1� Ⲕ⳹㐨部 3� の఍ࢇ࡯

1� 部ࣇルࢦ

1� 教職ࢧーࢡル

1� バスケ࣎ࢺࢵールࢧーࢡル

�0 バࢻミࣥࢧࣥࢺーࢡル

育英大学・育英短期大学　Ϋϥϒ・ಉ޷ձҰཡ表
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に必せ事㡯を記入し、ཧຍ者ྡ⡙をῧ௜のୖ、実施の１週間前までに学生支援課に提出して使用チྍ

をཷけてくࡔさい。

施設（備品）の使用にあたって使用規則・内規等を㑂守し、部㛗のᣦ示にᚑって事故のないよう༑ࠉ

分注意してくࡔさい。

学外活動 ۑ
学外でのබ₇や大఍へのཧຍ又は合ᐟ等を行う場合は㢳ၥのᢎ認をᚓて、「学外活動届」に必せ事ࠉ

㡯を記入し、ཧຍ者ྡ⡙をῧ௜のୖ、実施の１週間前までに、学生支援課に提出しチྍをཷけてくࡔ

さい。この届出をᛰると、୓୍事故等がⓎ生した場合に学生教育研究⅏ᐖ傷ᐖಖ㝤やス࣏ーツ安全ಖ

㝤の㐺用がཷけられなくなりますので注意してくࡔさい。

掲示 ۑ
学生が学生఍の活動や課外活動等について掲示を行う場合は、あらかじめ掲示物を学生支援課に提ࠉ

示し、ᢎ認༳をཷけてᡤ定の場ᡤに掲示してくࡔさい。

。さいࡔた掲示物は、掲示を行った学生が責任をもって㏿やかに᧔ཤしてくࡂなお、掲示期間を㐣ࠉ



2�ɹ育ӳ୹ظେ学学ੜձձଇ

（⛠ྡ）ࠉ

➨１᮲ࠉ本఍は育英短期大学学生఍と⛠し、本部を学生఍室に置く。

（目的）ࠉ

➨２᮲ࠉ本఍は、本学における学生生活の඘実をᅗることを目的とする。

（఍員）ࠉ

➨３᮲ࠉ本఍は、育英短期大学にᅾ⡠する学生を఍員とする。

（ጤ員఍）ࠉ

➨４᮲ࠉ本఍にḟのጤ員఍を置く。

���（1）᱖᱾⚍実行ጤ員఍ࠉࠉࠉ᱖᱾⚍実行ጤ員で⤌⧊

���（�）体育大఍実行ጤ員఍ࠉࠉ体育大఍実行ጤ員で⤌⧊

前㡯の各ጤ員఍にጤ員㛗１ྡ、๪ጤ員㛗２ྡ、᭩記２ྡ、఍ィ２ྡを置き、ጤ員のࠉ２ࠉ

஫㑅により㑅出する。

（学生఍ᙺ員及びᙺ員఍）ࠉ

➨５᮲ࠉ本఍にはḟのᙺ員を置き、学生఍ᙺ員఍（以下ᙺ員఍という。）をᵓ成する。

���（1）఍ࠉࠉࠉ㛗ࠉࠉࠉࠉࠉ（学生఍を௦⾲する）

���（�）๪ࠉ఍ࠉ㛗２ྡࠉࠉࠉࠉࠉ（఍㛗を⿵బする）

���（3）᭩ࠉࠉࠉ記２ྡࠉࠉࠉࠉࠉ（学生఍の㆟事の記㘓にあたる）

���（�）఍ࠉࠉࠉィ２ྡࠉࠉࠉࠉࠉ（学生఍の఍ィをฎ理する）

���（�）఍ ィ ┘ ᰝ２ྡࠉࠉࠉࠉࠉ（決⟬に㛵する┘ᰝ）

���（�）᱖᱾⚍実行ጤ員㛗����（᱖᱾⚍実行ጤ員఍の運営にあたる）

���（�）体育大఍実行ጤ員㛗ࠉ（体育大఍実行ጤ員఍の運営にあたる）

。から㑅出するࡕᙺ員は、立ೃ⿵した者及び᥎⸀された者のうࠉ２ࠉ

。఍㛗、᱖᱾⚍実行ጤ員㛗、体育大఍実行ጤ員㛗は、２年生より１ྡを㑅出するࠉ３ࠉ

。れ１ྡを㑅出するࡒその௚のᙺ員は学年からそれࠉ４ࠉ

（ᙺ員の任期）ࠉ

➨６᮲ࠉᙺ員の任期は１年とし、４月１日にጞまり３月３１日に終ࢃる。

（ᴗົ）ࠉ

➨７᮲ࠉ各ጤ員఍の୺なᴗົはḟによる。

���（1）᱖᱾⚍実行ጤ員఍ࠉࠉࠉ᱖᱾⚍

���（�）体育大఍実行ጤ員఍ࠉࠉ体育大఍

（఍㆟）ࠉ

➨８᮲ࠉ఍㆟は必せにより㛤くものとする。

���（1）ᙺ員఍は、఍㛗がᣍ㞟し、㆟㛗となる。

���（�）᱖᱾⚍実行ጤ員఍及び体育大఍実行ጤ員఍は、各ጤ員㛗がᣍ㞟し、その㆟㛗となる。

（学生⥲఍）ࠉ

➨㸷᮲ࠉ学生⥲఍は前期、後期の２ᅇとする。

���（1）前期⥲఍４ࠉ月下᪪ࠥ５月ୖ᪪㡭

���（�）後期⥲఍１ࠉ月୰᪪㡭
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。఍は、ᙺ員఍の㆟を⤒て、఍㛗がᣍ㞟する⥲ࠉ２ࠉ

。఍の㆟㛗は఍㛗とし、๪㆟㛗は๪఍㛗とする⥲ࠉ３ࠉ

。఍は㐣༙ᩘの఍員の出ᖍを必せとし、ጤ任状は出ᖍとみなす⥲ࠉ４ࠉ

。によるࢁ㆟事は出ᖍ者の㐣༙ᩘで決め、ྍྰྠᩘのときは㆟㛗の決するとこࠉ５ࠉ

、ᙺ員఍が必せと認めたとき、または、఍員の３分の２以ୖのせồがあったときはࠉ６ࠉ

⮫時⥲఍を㛤くことができる。たࡔし、ᙺ員఍のᢎ認と学㛗のྠ意がないときは㛤く

ことはできない。

（㢳ၥ）ࠉ

➨10᮲ࠉ本఍に㢳ၥをおき、学生支援部㛗及び学生支援ጤ員఍ᡤᒓの教員をもって඘てる。

。㢳ၥは本఍の目的のために、必せにᛂじて各✀の఍㆟に出ᖍし、ᣦᑟとຓゝを行うࠉ２ࠉ

（㈝఍）ࠉ

➨11᮲ࠉ本఍の運営のために఍㈝をᚩ収する。

。఍㈝は年㢠��000෇とし、学年のጞめに学㈝とྠ時に納めるࠉ２ࠉ

。予⟬及び決⟬はᙺ員఍が担当し、఍㈝の出納及び管理は఍ィ担当ᙺ員が行うࠉ３ࠉ

。఍ィ年ᗘは４月１日にጞまり３月31日に終஢するࠉ４ࠉ

（課外活動団体）ࠉ

➨1�᮲ࠉ本఍には課外活動団体を置く。

課外活動団体の運営及び設立は「育英大学及び育英短期大学の課外活動団体規則」ࠉ２ࠉ

にᇶづき、行う。

➨13᮲ࠉこの఍則に定める事㡯の࡯か必せがあるときは、ᣦᑟ㢳ၥఱேかとᙺ員఍の༠㆟

を⤒て学㛗のᢎ認をᚓて決める。

則ࠉࠉ附ࠉࠉࠉ

。この఍則は、᫛࿴��年４月１日から実施するࠉ

則ࠉࠉ附ࠉࠉࠉ

。この఍則の୍部改正は、平成13年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉࠉ附ࠉࠉࠉ

。この఍則の୍部改正は、平成1�年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉࠉ附ࠉࠉࠉ

。この఍則の୍部改正は、平成30年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉࠉ附ࠉࠉࠉ

。この఍則の୍部改正は、௧࿴３年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この఍則の改正は、௧࿴８年１月ࠉ日から㐺用する。
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ϫ ᅗ᭩㤋の利用

ᅗ᭩㤋は、大学の目的である教育・研究を㐩成するために、教育・研究に不ྍḞな㈨ᩱを収㞟・管

理して、学生・教職員の利用に౪しています。�

学生は、ᅗ᭩㤋を༑分に利用して、大学生活を意⩏あるものとしてくࡔさい。�

ᴫࠐ せ

ⶶ᭩ᩘ ᅗ᭩� 62,372෉㸪㞧ㄅ・⣖せ �0�ㄅ㸪㸿㹔㈨ᩱ� 3,273Ⅼ（2025年3月31日⌧ᅾ）

㜀ぴᖍ� [２㹄] 32ᖍ [３㹄] 6�ᖍ㸪キࣕࣞル9ᖍ（うࡕ㸿㹔ࣈース6ᖍ） ィ110ᖍ

利用᱌内ࠐ

・㛤㤋時間

月㹼㔠 9㸸00㹼1�㸸30 （㛗期ఇᴗ୰と⮫時㛤㤋日は、��00㹼1��00）�

・ఇ㤋日

㛤ㅮ日以外のᅵ᭙日・日᭙日・⚃日・入ヨ日�

⮫時のఇ㤋日は、その㒔ᗘ、掲示ᯈと࣍ー࣒ペーࢪでお▱らせします。�

・ᅗ᭩㤋利用࢝ーࢻ

㈨ᩱの㈚出と㸿㹔㈨ᩱの㤋内ど⫈には、ᅗ᭩㤋利用࢝ーࢻが必せです。�

ᅗ᭩㤋を利用される㝿は、ᛀれずにおᣢࡕくࡔさい。�

㈚ฟ࣭㏉༷ࠐ

・㈚ 出

೉りたい㈨ᩱとᅗ᭩㤋利用࢝ーࢻを、࢝࢘ࣥࢱーに提示して手続きしてくࡔさい。�

㈚出෉ᩘと期間は下⾲の通りです。�

㈚ 出 ༊ 分 ᅗ᭩・㞧ㄅ 㹁㹂 ㈚ 出 期 間

通 ᖖ ㈚ 出 ５෉ ２Ⅼ� １４日間�

≉別�

㈚出�

実⩦㈚出・༞ᴗ研究㈚出 １㸮෉ ２Ⅼ� ≉別㈚出の実施期間・返却期日等は、

掲示ᯈと࣓ールでお▱らせします。㛗期ఇᴗ㈚出 ෉ᩘ↓ไ㝈 ２Ⅼ�

ͤ�⚗ᖏ出㈨ᩱは、１６時㹼⩣日㸷時までの୍ኪ㈚出利用ができます。

たࡔし、出㢟୰の࣏ࣞーࢺや課㢟に㛵㐃する㈨ᩱは、㈚出できない場合があります。

・返 却�

ᅗ᭩㤋࢝࢘ࣥࢱーに㈨ᩱを返却してくࡔさい。࢝ーࢻの提示は不せです。�

㛢㤋時は、ᅗ᭩㤋入ཱྀにある㉥い返却࣏スࢺにお返しくࡔさい。�

・㈚出ᘏ㛗

返却期㝈内にᅗ᭩㤋࢝࢘ࣥࢱーまでお申し出いたࡔけれ１４、ࡤ日間の㈚出ᘏ㛗ができます。�

ᘏ㛗手続きは、࣓ールまたは㟁ヰからもཷ௜けています。㹁㹂はᘏ㛗できませࢇ。�

また、返却期㝈を㐣ࡂている㈨ᩱと、予⣙が入っている㈨ᩱは、ᘏ㛗できませࢇ。�

ᶚ　図ॻؗͷར༻

㻥 䠖 㻜㻜䡚㻝㻤 䠖 㻜㻜
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・延 滞

返却期日を過ぎた資料がある場合は、新たな貸出ができません。 

返却期日に１週間以上遅れると、督促状が掲示板に貼り出され、督促メールが送信されます。 

また、１ヵ月以上の長期延滞をした場合は、一定期間貸出が停止されます。さらに、３ヵ月以上

の長期延滞をした場合は、紛失とみなし、弁償請求されます。 

・紛 失

資料を紛失、又は汚損させた場合は、速やかにご連絡ください。原則として同一資料を弁償して

いただきます。 

・又貸しの禁止

借りた資料を他の人に貸すことは、トラブルの元になりますので、やめてください。 

㤋内㜀覧ࠐ

・図書、雑誌、新聞

開架資料は自由に閲覧できます。書庫配置資料の利用は、カウンターへ申し出てください。 

また、２Ｆにある雑誌や新聞を３Ｆで利用したい場合は、カウンターへ申し出てください。 

・ＡＶ資料

ＣＤ　　： 図書館２ＦにあるＣＤプレーヤーで視聴できます。 

ＤＶＤ　： ご覧になりたい作品を２ＦのＤＶＤコーナーから選び、カウンターで手続き後、

３ＦのＡＶブース１～６で視聴してください。 

ࢫࣅ࣮ࢧ✀ྛۑ

・レファレンス

図書館の利用の仕方や、資料の調べ方でわからないときに、質問に応じ手助けすることがレファ

レンスサービスです。 

質問に直接回答はできないこともありますが、解決を導き出すと思われる資料を案内します。受

付はカウンターで行っていますので、どんな事でも気軽に相談してください。 

・リクエスト

図書館で購入してほしい資料がありましたら、カウンターで「リクエスト・予約申込書」に記入

して申し込んでください。用意ができ次第、メールまたは掲示板でお知らせします。 

・予 約

利用したい資料が貸出中の場合、予約することができます。カウンターで、「リクエスト・予約

申込書」に記入して申し込んでください。予約した資料の用意ができたら、メールまたは掲示板 

・コピー機の利用

図書館内のコピー機は、当館所蔵資料に限り、著作権法の定める範囲内でコピーできます。 

申請書に記入してカウンターで申し込んでください。モノクロ・カラーともに１枚10円です。 

※ 雑誌の最新号と当日の新聞は、著作権法の定めにより、コピーできません。 

でお知らせします。
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・

㟁Ꮚ書⡠㸦H%RRN㸧

་中誌:HE㸦ㄽᩥ᳨⣴サービス㸧

・.LQR'HQ㸦⣖ఀᅜᒇ書ᗑᏛ⾡㟁Ꮚ図書館㸧

ࢱ࣮ ࢫ࣮

ᮅ日新聞クロスサーࢳ㸦ᮅ日新聞記事ࢹータ࣋ース㸧

JSTOR／࢖࢙ࢪスト࢔㸦ᾏእᩥ⊩ࢹータ࣋ース㸧

(/1(7 ඲ᅜ新聞・雑誌記事⣬㠃サービス

ᅗ᭩㤋

に ➼、

。࠺ࡻㄒや኱ኌでの談➗はៅみ、㟼⢔にດめまし⚾ۑ

。㈗㔜品の⟶⌮はᚭᗏしてくださいۑ

館内は、原則㣧㣗禁止です。㸦⇕中⑕予㜵のためのỈศ⿵⤥はྍ。㸧ۑ

。出さないでくださいࡕ図書館資料は↓᩿で館እにᣢۑ

。࠺ࡻまし࠼にタ定し、㏻ヰは᥍ࢻス࣐ートフ࢛ンは࣐ナーモーۑ

➼

又

、

ᅗ᭩㤋 ࣮ ࣮

https://www.ikuei-g.ac.jp/college/library/

������������㸦┤㏻㸧
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ࠝ㤋内᱌内ᅗࠞ

２㝵に配置されている資料ۑ

書架１～３：ྛ✀㎡事඾

書架㸲 ：኱ᆺᮏ㸦⏬㞟・ᆅ図など� 

新聞・雑誌・⣖せ 

ＤＶＤ  

ձ

ղ ᩍ⛉書コーナー

ճ ᑵά・ᩍ⫋コーナー

Ꮫ⏕の᫬にㄞみたい100෉のᮏ 

３㝵に配置されている資料ۑ

書架㸳～㸵：雑誌、ࢵࣂクナンࣂー

書架㸶～㸷：新書∧・ᩥ庫

書架10～��：ྛศ㢮資料

書架��・��・㹎：ඣ❺書・⤮ᮏ

⣬Ⱚᒃ

書架㹉 ：⩌㤿┴㒓ᅵ資料

書架ＣＤ

※᳨⣴コーナー㸦L3DG㸧

：ＣＤ

㸰㹄�࢝࢘ン࣮ࢱ 㸱㹄�㜀 覧�ᐊ

㸿㹔ࢫ࣮ࣈ

ᅗ᭩㤋᱌内ᅗࠊࡣ�

᭩㠃にࡾࡼಟṇ�

ᅗ᭩㤋᱌内ᅗࠊࡣ�

᭩㠃にࡾࡼಟṇ�

˞
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ࠝ᪥ᮏ༑㐍ศ㢮ἲࠞ

当館の資料は、このศ㢮法にᇶ࡙いてศ㢮されています。 

日ᮏの図書館は、ほとんどこのศ㢮法によってศ㢮されていますので、ぬ࠼ておくと౽利です。

㸦「日ᮏ༑㐍ศ㢮法(NDC) 新ゞ10∧」より㸧

⥘ ┠ 表 㸦➨㸰ḟ༊ศ表㸧

000 ⥲ 記
010 図書館.図書館Ꮫ

020 図書.書誌Ꮫ

030 ⓒ⛉事඾

040 一⯡ㄽᩥ㞟.一⯡ㅮ₇㞟�雑著

050 ㏲次ห行≀�一⯡ᖺ㚷

060 ᅋయ�༤≀館

070 新聞.࣒ࢬーナリࣕࢪ

080 ྀ書.඲㞟.選㞟

090 ㈗㔜書.㒓ᅵ資料.ࡑの他の≉

ูコレクࣙࢩン

100 ဴ Ꮫ
110 ဴᏛྛㄽ

120 ᮾὒ思᝿

130 すὒဴᏛ

140 ᚰ⌮Ꮫ

150 ೔⌮Ꮫ.㐨ᚨ

160 ᐀ᩍ

170 ⚄㐨

180 ௖ᩍ

190 ࢟リストᩍ�ࣘࢲヤᩍ

200
210 日ᮏྐ

220 ᮾὒྐ.ྐ࢔ࢪ࢔

230 ࣚーロྐࣃࢵ.すὒྐ

240 フリカྐ࢔

250 ໭࢔メリカྐ

260 ༡࢔メリカྐ

270 ୧ᴟᆅ方ྐ.ྐ࢔ࢽ࢔ࢭ࢜

280 ఏ記

290 ᆅ⌮.ᆅ誌.⣖行

300 ♫఍⛉Ꮫ
310 ᨻ἞

320 法ᚊ

330 ⤒῭

340 ㈈ᨻ

350 ⤫ィ

360 ♫఍

370 ᩍ⫱

380 㢼಑⩦័.Ẹ಑Ꮫ.Ẹ᪘Ꮫ

390 ᅜ㜵.㌷事

400 自↛⛉Ꮫ
410 ᩘᏛ

420 ≀⌮Ꮫ

430 ໬Ꮫ

440 ኳᩥᏛ.Ᏹᐂ⛉Ꮫ

450 ᆅ⌫⛉Ꮫ.ᆅᏛ

460 ⏕≀⛉Ꮫ.一⯡⏕≀Ꮫ

470 ᳜≀Ꮫ

480 ື≀Ꮫ

490 ་Ꮫ.⸆Ꮫ

500 ᢏ⾡.ᕤᏛ
510 ᘓタᕤᏛ.ᅵᮌᕤᏛ

520 ᘓ⠏Ꮫ

530 機ᲔᕤᏛ.原ᏊຊᕤᏛ

540 㟁気ᕤᏛ

550 ᾏὒᕤᏛ.⯪⯧ᕤᏛ.රჾ.㌷事ᕤᏛ

560 㔠ᒓᕤᏛ.㖔ᒣᕤᏛ

570 ໬Ꮫᕤᴗ

580 〇㐀ᕤᴗ

590 ᐙᨻᏛ.⏕ά⛉Ꮫ

600 ⏘ ᴗ
610 ㎰ᴗ

620 ᅬⱁ�㐀ᅬ

630 ⺋⣒ᴗ

640 ␆⏘ᴗ.⋇་Ꮫ

650 ᯘᴗ�⊁⊟

660 Ỉ⏘ᴗ

670 ၟᴗ

680 㐠㍺.஺㏻�ほග事ᴗ

690 ㏻信事ᴗ

700 ⱁ⾡. ⨾⾡
710 ᙮้�࢜ブ࢙ࢪ

720 ⤮⏬.書㐨

730 ∧⏬�༳❶�⠌้�༳㆕

740 ෗┿.༳ๅ

750 ᕤⱁ

760 㡢ᴦ.⯙㋀ࣂ�レエ

770 ₇๻.ᫎ⏬�኱⾗ⱁ⬟

780 ス࣏ーࢶ.య⫱

790 ㅖⱁ.ፗᴦ

800 ゝ ㄒ
810 日ᮏㄒ

820 中ᅜㄒ.ࡑの他のᮾὒのㅖゝㄒ

830 ⱥㄒ

840 ル࣐ンㅖㄒࢤの他のࡑ�ㄒࢶ࢖ࢻ

850 フランスㄒ�プロࣂンスㄒ

860 ス࣌࢖ンㄒ�࣏ルト࢞ルㄒ

870 の他のロ࣐ンスㅖㄒࡑ�ㄒ࢔タリ࢖

880 ロ࢔ࢩㄒࡑ�の他のスラブㅖㄒ

890 の他のㅖゝㄒࡑ

900 ᩥ Ꮫ
910 日ᮏᩥᏛ

920 中ᅜᩥᏛ.ࡑの他のᮾὒᩥᏛ

930 ⱥ⡿ᩥᏛ

940 ル࣐ンᩥᏛࢤの他のࡑ�Ꮫᩥࢶ࢖ࢻ

950 フランスᩥᏛ�プロࣂンスᩥᏛ

960 ス࣌࢖ンᩥᏛ�࣏ルト࢞ルᩥᏛ

970 の他のロ࣐ンスᩥᏛࡑ�Ꮫᩥ࢔タリ࢖

980 ロ࢕ࣦࢯ.࢔ࢩエトᩥᏛ.ࡑの他のスクランブルᩥᏛ

990 の他のㅖゝㄒᩥᏛࡑ

㸨当館の以ୗの所蔵資料のศ㢮記号には、ࡑれࡒれ࢔ルファ࣋ࢵト㸦ู置記号㸧を付記してあります。

ཧ⪃図書㸦R㸧㸪ඣ❺書㸦J㸧㸪⤮ᮏ㸦P㸧㸪㒓ᅵ資料㸦K㸧㸪新書㸦S㸧㸪ᩥ庫㸦B㸧

ྺ࢙�ੈք࢙�จԽ࢙
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ᶛ　ॾ　ن　ଇ
̍　育英短期大学学則

則ࠉ⥲ࠉ❶１➨ࠉࠉࠉࠉ

（的ࠉ目）ࠉ

➨�１᮲ࠉ育英短期大学（以下㺀本学㺁という。）は、教育ᇶ本法、学ᰯ教育法及びඣ❺⚟♴法に則り、

㧗等学ᰯ教育のᇶ♏のୖに、㧗い教㣴とᑓ㛛的な▱㆑ᢏ⬟をಟᚓさせ、೺全᭷Ⅽなᑓ㛛的職ᴗ

ேを育成することを目的とする。

本学の設置する各学⛉におけるேᮦの㣴成に㛵する目的その௚の教育研究ୖの目的は、ḟのࠉ�２

とおりとする。

㹙ಖ育学⛉㹛ࠉ

の೺全な心㌟のⓎ㐩を支援するために必せなᑓ㛛▱㆑と実㊶ຊをࡕಖ育学⛉は、子どもたࠉ�ࠉࠉ

වࡡ備えたே間ᛶ㇏かなᑓ㛛的職ᴗேの㣴成に㈨する教育研究を行う。

学⛉㹛ࣥࣙࢩミュニケーࢥ㹙⌧௦ࠉ

ຊ⬟ࣥࣙࢩミュニケーࢥーバルでࣟー࢝ルなど㔝とࣟࢢ、学⛉はࣥࣙࢩミュニケーࢥ௦⌧ࠉ�ࠉࠉ

を備え、実♫఍のከᵝな分㔝で活㌍できるேᮦの㣴成に㈨する教育研究を行う。

。本学を⩌㤿┴㧗ᓮᕷி目⏫1���␒ᆅ１に置くࠉ３

（ᕫⅬ᳨ホ౯⮬）ࠉ

➨�２᮲ࠉ本学は、教育研究水準のྥୖをᅗり、目的及び♫఍的使࿨を㐩成するため、教育研究活

動等の状ἣについて⮬らⅬ᳨及びホ౯を行い、その⤖ᯝをබ⾲する。

。前㡯のⅬ᳨及びホ౯を行うにあたっての㡯目の設定、実施体ไについては、別に定めるࠉ２

（教育内ᐜ等の改ၿ）ࠉ

➨３᮲ࠉ本学は、ᤵᴗ内ᐜ及び方法の改ၿをᅗるため、研ಟ及び研究を実施する。

学⛉、学生定員及びಟᴗ年㝈ࠉ❶２➨ࠉࠉࠉ

（学⛉及び学生定員）ࠉ

➨４᮲ࠉ本学において設置する学⛉及び学生定員は、ḟのとおりとする。

定 員

学 ⛉
入学定員 収ᐜ定員 備ࠉࠉࠉࠉ⪃

ಖࠉ 育ࠉ 学ࠉ ⛉ 1�0ྡ 3�0ྡ ಖ育学⛉にあっては、ඣ❺⚟♴法施

行規則等により、学⣭ᩘの定めが必

せとされる₇⩦・実⩦・実ᢏ⛉目に

ついては、これを５とする。たࡔし、

学年ẖの実員状ἣにᛂじ、これによ

らない場合がある。

⌧௦㺘㺮㺤㺋㺗㺎㺚㺌㺻学⛉ �0ྡ 1�0ྡ

ィ ��0ྡ ��0ྡ
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（ಟᴗ年㝈及びᅾ学期間）ࠉ

➨５᮲ࠉ本学のಟᴗ年㝈は、２年とする。

し、➨3�᮲及び➨33᮲により入学した者のࡔᅾ学期間は、４年を㉸えることができない。たࠉ�２

ᅾ学期間は、入学後のᅾ学す࡭き年ᩘの２ಸの年ᩘを㉸えることができない。

（⟭入学前に୍定の༢఩をಟᚓした者のಟᴗ年㝈の通）ࠉ

➨�６᮲ 本学の学生以外の者が、➨��᮲に規定する⛉目等ᒚಟ生として本学において୍定の༢఩

（学ᰯ教育法（᫛࿴��年法ᚊ➨��ྕ。以下「法」という。）➨�0᮲の規定により入学㈨᱁を᭷

した後、ಟᚓしたものに㝈る。）をಟᚓした後に入学する場合において、当ヱ༢఩のಟᚓによ

り本学の教育課⛬の୍部をᒚಟしたと認められるときは、➨1�᮲の規定により入学後にಟᚓし

たとみなすことのできる当ヱ༢఩ᩘその௚の事㡯を຺᱌して、学㛗が認める期間をಟᴗ年㝈に

通⟬することができる。たࡔし、その期間は、前᮲に規定するಟᴗ年㝈の２分の１を㉸えては

ならない。

学年、学期及びఇᴗ日ࠉ❶３➨ࠉࠉࠉ

（年ࠉ学）ࠉ

➨７᮲ࠉ学年は、ẖ年４月１日にጞまり、⩣年３月31日に終ࢃる。

（期ࠉ学）ࠉ

➨８᮲ࠉ学年を分けて、ḟの２学期とする。

４月１日から㸷月30日までࠉ前期ࠉࠉࠉ

10月１日から⩣年３月31日までࠉ後期ࠉࠉࠉ

らず、学㛗が必せと認めたときは、前期及び後期の期間をኚ᭦することࢃ前㡯の規定にかかࠉ�２

ができる。

（ఇᴗ日）ࠉ

➨㸷᮲ࠉఇᴗ日は、ḟの各ྕに掲ࡆるとおりとする。

(１) 日᭙日及びᅵ᭙日

(２) ᅜẸの⚃日に㛵する法ᚊ（᫛࿴�3年法ᚊ➨1��ྕ）に規定するఇ日

(３) ⩌㤿┴Ẹの日

(４) ᫓Ꮨఇᴗ

(５) ኟᏘఇᴗ

(６) ෤Ꮨఇᴗ

。前㡯➨４ྕから➨６ྕまでのఇᴗ日の期間は、学㛗が定めるࠉ２

らず、学㛗が必せと認めたときは、ఇᴗ日をኚ᭦し、又は⮫時にఇᴗࢃ１㡯の規定にかか➨ࠉ�３

日を定めることができる。

（ᤵᴗ期間）ࠉ

➨10᮲１ࠉ年間のᤵᴗ期間は、ヨ㦂行事等の期間をྵめ、3�週にࢃたることをཎ則とする。

教育課⛬及び༢఩ࠉ❶４➨ࠉࠉࠉ

（ᤵᴗ方法、㛤設ᤵᴗ⛉目及び༢఩ᩘ等）ࠉ

➨�11᮲ࠉᤵᴗの方法は、ㅮ⩏、₇⩦、実㦂、実⩦ⱝしくは実ᢏのいずれかにより又はこれらをే
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用して行うものとする。

㛤設するᤵᴗ⛉目は、ᇶ♏⛉目、ᑓ㛛教育⛉目、⮬⏤⛉目、教職⛉目に༊分し、別⾲➨１及ࠉ�２

び➨２の定めるとこࢁによる。

、アを㧗ᗘに利用して࢕ࢹにより、➨１㡯のᤵᴗを、ከᵝな࣓ࢁ部⛉学大⮧が定めるとこᩥࠉ�３

当ヱᤵᴗを行う教室等以外の場ᡤでᒚಟさせることができる。

࢕ࢹ１㡯のᤵᴗを、外ᅜにおいてᒚಟさせることができる。前㡯の規定により、ከᵝな࣓➨ࠉ�４

アを㧗ᗘに利用して、当ヱᤵᴗを行う教室等以外の場ᡤでᒚಟさせる場合についても、ྠᵝと

する。

により、➨１㡯のᤵᴗの୍部を、本学の施設以外の場ᡤで行うࢁ部⛉学大⮧が定めるとこᩥࠉ�５

ことができる。ࠉ

��ᒚಟの方法、学⩦のホ౯、課⛬ಟ஢の認定及び༞ᴗ❶５➨ࠉࠉࠉ

（ᒚಟの方法）ࠉ

➨�1�᮲ࠉ本学において㛤設するᤵᴗ⛉目は、これを必ಟ及び㑅ᢥ⛉目とし、ᒚಟの方法について

は、本学則に定めるものの࡯か育英短期大学ᒚಟ規則�以下「ᒚಟ規則」という。�の定めると

こࢁによる。

（目のⓏ㘓⛉）ࠉ

➨�13᮲ࠉ学生は、ẖ学期の当ึに当ヱ学期においてᒚಟす࡭きᤵᴗ⛉目をⓏ㘓しなけれࡤならな

い。

。学生は、前㡯によりⓏ㘓したᤵᴗ⛉目以外のᤵᴗ⛉目をᒚಟすることはできないࠉ２

たって㐺ษにᤵᴗ⛉目をᒚಟできるࢃ１㡯においてⓏ㘓できる༢఩ᩘは、学生が各年ḟに➨ࠉ�３

⠊ᅖとする。

（༢఩ಟᚓの認定）ࠉ

➨1�᮲ࠉᤵᴗ⛉目をᒚಟした者には、認定のୖ、ᡤ定の༢఩を୚える。

その௚の方法により行うものとし、その、ࢺᤵᴗ⛉目の༢఩のಟᚓの認定は、ヨ㦂、࣏ࣞーࠉ�２

方法については、各ᤵᴗ⛉目の担当者が定める。

（௚の学⛉におけるᤵᴗ⛉目のᒚಟ等）ࠉ

➨�1�᮲ࠉ教育ୖ᭷┈と認めるときは、学生が௚の学⛉において㛤設するᤵᴗ⛉目をᒚಟし、又は

⫈ㅮすることができる。

前㡯に規定するᤵᴗ⛉目のᒚಟ及び༢఩のಟᚓ等に㛵し必せな事㡯は、ᒚಟ規則の定めるとࠉ�２

こࢁによる。

（௚の短期大学等におけるಟᚓ༢఩の認定）ࠉ

➨�1�᮲ࠉ教育ୖ᭷┈と認めるときは、学生が௚の短期大学又は大学�以下「௚の短期大学等」と

いう。�においてᒚಟしたᤵᴗ⛉目についてಟᚓした༢఩を、本学におけるᤵᴗ⛉目のᒚಟに

よりಟᚓしたものとみなすことができる。

。前㡯の規定は、学生が外ᅜの短期大学又は大学に␃学する場合に準用するࠉ２

教育ୖ᭷┈と認めるときは、学生が行う短期大学又は㧗等ᑓ㛛学ᰯのᑓᨷ⛉における学ಟそࠉ�３

の௚ᩥ部⛉学大⮧が別に定める学ಟ�以下「大学以外の教育施設の学ಟ」という。�を、本学に

おけるᤵᴗ⛉目のᒚಟとみなし、༢఩を୚えることができる。

。せて30༢఩を㉸えないものとするࢃ前３㡯の規定による༢఩ᩘは、合ࠉ４
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（入学前の᪤ಟᚓ༢఩等の認定）ࠉ

➨�1�᮲ࠉ教育ୖ᭷┈と認めるときは、学生が本学に入学する前に本学、௚の短期大学等及び大学

以外の教育施設の学ಟにおいてᒚಟしたᤵᴗ⛉目についてಟᚓした༢఩�短期大学設置ᇶ準に

定める⛉目等ᒚಟ生としてಟᚓした༢఩をྵࡴ。�を、本学に入学した後の本学におけるᤵᴗ

⛉目のᒚಟによりಟᚓしたものとみなすことができる。

前㡯の規定によりಟᚓしたものとみなすことのできる༢఩ᩘは、㌿入学等の場合を㝖き、本ࠉ�２

学においてಟᚓした༢఩以外のものについては、前᮲の༢఩ᩘと合ࢃせて30༢఩を㉸えないも

のとする。たࡔし、前᮲➨２㡯の規定により本学においてಟᚓしたとみなす༢఩ᩘと合ࢃせる

ときは、��༢఩を㉸えないものとする。

（たるᒚಟࢃ㛗期に）ࠉ

➨�1�᮲ࠉ学生が職ᴗを᭷している等の事情により、ಟᴗ年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたりィ⏬的

に教育課⛬をᒚಟし、༞ᴗすることをᕼᮃする᪨を申し出たときは、そのィ⏬的なᒚಟを認め

ることができる。

。によるࢁ前㡯によるಟᴗ年㝈及びᒚಟ方法については、ᒚಟ規則の定めるとこࠉ２

（ヨ㦂の時期）ࠉ

➨�1�᮲ࠉヨ㦂の時期は、ཎ則として各学期ᮎとする。たࡔし、各ᤵᴗ⛉目の担当者が必せと認め

たときは、⮫時に行うことができる。

（ヨ㦂のཷ㦂㈨᱁）ࠉ

➨��0᮲ࠉ当ヱᤵᴗ⛉目のᒚಟについて、当ヱ学期にⓏ㘓をしていない者又は出ᖍ状ἣがⰋዲでな

い者は、ヨ㦂をཷけることはできない。

（㏣ヨ㦂及び෌ヨ㦂）ࠉ

➨��1᮲ࠉ⑓気等やࡴをᚓない事情によりヨ㦂をཷ㦂できなかったと教ᤵ఍が認めた者は、㏣ヨ㦂

をཷけることができる。

定期ヨ㦂に不合᱁の⛉目について、当ヱ⛉目の担当教員が෌ヨ㦂を実施する場合に㝈り、当ࠉ�２

ヱ学生は෌ヨ㦂をཷけることができる。

（定ࠉ認）ࠉ

➨���᮲1➨ࠉ�᮲➨２㡯に規定するヨ㦂等の成⦼のホ౯は、㹑（�0Ⅼ㹼100Ⅼ）、㸿（�0Ⅼ㹼��Ⅼ）、

㹀（�0Ⅼ㹼��Ⅼ）、㹁（�0Ⅼ㹼��Ⅼ）、㹂（��Ⅼ以下）の５ẁ㝵とし、㹑、㸿、㹀及び㹁を合᱁とし、

㹂を不合᱁とする。

（༢఩のィ⟬方法）ࠉ

➨��3᮲ࠉ各ᤵᴗ⛉目の༢఩ᩘは、１༢఩のᤵᴗ⛉目を��時間の学ಟを必せとする内ᐜをもってᵓ

成することをᶆ準とし、ᤵᴗの方法にᛂじ、当ヱᤵᴗによる教育ຠᯝ、ᤵᴗ時間外に必せな学

ಟ等を⪃慮して、ḟのᇶ準により༢఩ᩘをィ⟬する。

(１) ㅮ⩏については、1�時間のᤵᴗをもって１༢఩とする。

(２) ₇⩦については、1�時間から30時間までの⠊ᅖのᤵᴗをもって１༢఩とする。

(３�) 実㦂、実⩦及び実ᢏについては、30時間から��時間までの⠊ᅖのᤵᴗをもって１༢఩とす

る。

（４�) ୍つのᤵᴗ⛉目について、ㅮ⩏、₇⩦、実㦂、実⩦又は実ᢏを２以ୖ⤌み合ࢃせ行う場合

は、その⤌み合ࢃせにᛂじ、1�時間から��時間までの⠊ᅖのᤵᴗをもって１༢఩とする。

らず、༞ᴗ研究、༞ᴗไస等のᤵᴗ⛉目については、これらの学ಟの成ࢃ前㡯の規定にかかࠉ�２

ᯝをホ౯して༢఩をᤵ୚することが㐺当と認められる場合には、これらに必せな学ಟ等を⪃慮
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して、༢఩ᩘを定めることができる。

（௳༞ᴗのせ）ࠉ

➨���᮲ࠉ本学を༞ᴗするためには、本学に２年以ୖᅾ学し、��༢఩以ୖをಟᚓしなけれࡤならな

い。

11᮲➨３㡯に規定するᤵᴗの方法によりಟ➨、ࡕ前㡯の規定による༞ᴗに必せな༢఩ᩘのうࠉ�２

ᚓする༢఩ᩘは、30༢఩を㉸えないものとする。

（㈨᱁の取ᚓ）ࠉ

➨���᮲ࠉ本学において取ᚓすることができるචチ状及び㈨᱁の✀㢮୪びに取ᚓ方法は、ᒚಟ規則

の定めるとこࢁによる。

（༞ᴗの認定）ࠉ

➨���᮲ࠉ本学に２年以ୖᅾ学し、➨��᮲に定める༢఩をಟᚓした者にᑐして、教ᤵ఍の㆟を⤒て

学㛗が༞ᴗを認定する。

。し、必せにᛂじて前期ᮎに行うことができるࡔ前㡯の認定は、学年ᮎに行う。たࠉ２

（学఩ᤵ୚）ࠉ

➨��᮲ࠉ学㛗は、前᮲の規定にᇶづき༞ᴗした者に、ḟの学ኈの学఩をᤵ୚する。

短期大学ኈ（ಖ育学）ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⛉ࠉ学ࠉ育ࠉಖࠉࠉࠉࠉ

（学ࣥࣙࢩミュニケーࢥ）短期大学ኈࠉࠉ⛉学ࣥࣙࢩミュニケーࢥ௦⌧ࠉࠉࠉࠉ

。学఩のᤵ୚に㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２

��入学、෌入学、㌿入学、㏥学、㌿学及びఇ学等❶６➨ࠉࠉࠉ

（入学時期）ࠉ

➨���᮲ࠉ入学の時期は、学年のጞめとする。たࡔし、学年の㏵୰においても、学期の༊分にᚑい

入学させることがある。

（入学㈨᱁）ࠉ

➨��᮲ࠉ本学に入学できる者は、ḟの各ྕのいずれかにヱ当するものでなけれࡤならない。

(１) 㧗等学ᰯⱝしくは୰等教育学ᰯを༞ᴗした者

(２�) 通ᖖの課⛬による1�年の学ᰯ教育をಟ஢した者（通ᖖの課⛬以外の課⛬によりこれに相当

する学ᰯ教育をಟ஢した者をྵࡴ。）

(３�) 外ᅜにおいて学ᰯ教育における1�年の課⛬をಟ஢した者又はこれに準ずる者でᩥ部⛉学大

⮧のᣦ定したもの

(４�) ᩥ部⛉学大⮧が㧗等学ᰯの課⛬とྠ等の課⛬を᭷するものとして認定したᅾ外教育施設の

当ヱ課⛬をಟ஢した者��

(５�) ᑓಟ学ᰯの㧗等課⛬（ಟᴗ年㝈が３年以ୖであることその௚のᩥ部⛉学大⮧が定めるᇶ準

を‶たすものに㝈る。）でᩥ部⛉学大⮧が別にᣦ定するものをᩥ部⛉学大⮧が定める日以後

にಟ஢した者��

(６) ᩥ部⛉学大⮧のᣦ定した者

(７�) 㧗等学ᰯ༞ᴗ⛬ᗘ認定ヨ㦂規則（平成1�年ᩥ部⛉学┬௧➨１ྕ）による㧗等学ᰯ༞ᴗ⛬ᗘ

認定ヨ㦂に合᱁した者（ᪧ規⛬による大学入学㈨᱁᳨定に合᱁した者をྵࡴ。）

(８�) 本学において、ಶ別の入学㈨᱁ᑂᰝにより、㧗等学ᰯを༞ᴗした者とྠ等以ୖの学ຊがあ

ると認めた者で、1�ṓに㐩したもの
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（入学の出㢪）ࠉ

➨�30᮲ࠉ本学に入学をᚿ㢪する者は、ᡤ定の出㢪᭩㢮に入学᳨定ᩱをῧえて提出しなけれࡤなら

ない。

（入学者の㑅⪃及び入学手続き）ࠉ

➨�31᮲ࠉ入学ᚿ㢪者については、別に定めるとこࢁにより、㑅⪃を行う。

㑅⪃の⤖ᯝ、合᱁通▱をうけた者は、ᣦ定の期間内に入学㔠を納入するとともに、本学のᣦࠉ�２

定する᭩㢮を提出しなけれࡤならない。

（෌入学）ࠉ

➨�3�᮲3➨ࠉ�᮲又は➨��᮲の規定にᇶづき、本学を㏥学し、又は㝖⡠となった者が、㏥学又は㝖

⡠後２年以内にྠ୍学⛉に෌入学をᕼᮃするときは、㑅⪃のୖ、入学をチྍすることができる。

（㌿入学）ࠉ

➨�33᮲ࠉ本学に㌿入学をᕼᮃする者があるときは、Ḟ員がある場合に㝈り、㑅⪃のୖ、相当する

学年に入学をチྍすることができる。

㌿入学をᕼᮃする者は、㢪᭩に⌧にᅾ⡠する大学の学㛗の㌿学ᢎ認᭩及び༢఩取ᚓド᫂᭩をࠉ�２

ῧえて出㢪しなけれࡤならない。

（入学チྍ）ࠉ

➨3�᮲ࠉ学㛗は、入学手続きを᏶஢した者に入学をチྍする。

（ಖドே）ࠉ

➨�3�᮲ࠉ入学をチྍされた者は、学㈝を㈇担する者をಖドேとし、本学のᣦ定する期間内に届け

出なけれࡤならない。

。ಖドேは、学生のᅾ学୰の୍ษの事㡯について、責任を㈇うものとするࠉ２

。ならないࡤに届け出なけれࡕ┤、学生は、ಖドேがኚ᭦になったとき、又は㌿ᒃしたときはࠉ３

（学ࠉ㏥）ࠉ

➨�3�᮲ࠉ㏥学をᕼᮃする者は、その事⏤をヲ細に記し、学㛗に㢪い出てチྍをᚓなけれࡤならな

い。

（学ࠉ㌿）ࠉ

➨3�᮲ࠉ௚の大学等への㌿学をᕼᮃする者は、学㛗に㢪い出てチྍをᚓなけれࡤならない。

（⛉㌿学）ࠉ

➨3�᮲ࠉ㌿学⛉をᕼᮃする者は、学㛗に㢪い出てチྍをᚓなけれࡤならない。

（学ࠉఇ）ࠉ

➨�3�᮲ࠉ⑌⑓その௚やࡴをᚓない理⏤により引き続き３か月以ୖಟ学することがᅔ㞴な者は、学

㛗のチྍをᚓてఇ学することができる。

⑌⑓のためಟ学することが㐺当でないと認められる者にᑐしては、学㛗は、ఇ学を࿨ずるこࠉ�２

とができる。

。ならないࡤ⑌⑓による場合は、་ᖌのデ᩿᭩をῧ௜しなけれ、ࡕ１㡯のఇ学のう➨ࠉ３

（ఇ学期間）ࠉ

➨��0᮲ࠉఇ学の期間は、当ヱ年ᗘを㉸えることができない。たࡔし、≉別な事⏤があるときは学

㛗のチྍをᚓて、引続きఇ学することができる。

。ఇ学の期間は、通⟬してಟᴗ年㝈を㉸えることができないࠉ２

。ఇ学の期間は、ᅾ学期間に⟬入しないࠉ３

（学ࠉ᚟）ࠉ
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➨�1᮲ࠉఇ学期間の‶஢により᚟学するときは、学㛗に᚟学の届出をしなけれࡤならない。

ఇ学期間の‶஢前であっても、その事⏤が消⁛したときは、学㛗のチྍをᚓて᚟学することࠉ�２

ができる。

（⡠ࠉ㝖）ࠉ

➨��᮲ࠉ学生がḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、教ᤵ఍の㆟を⤒て、学㛗が㝖⡠する。

(１) ➨５᮲➨２㡯に規定するᅾ学期間を㉸えたとき。

(２) Ṛஸ又は㛗期にࢃたり行方不᫂のとき。

(３) ➨�0᮲➨２㡯に規定するఇ学期間を㉸えてなおಟ学することができないとき。

(４) 成ᴗのぢ㎸みがないと認められたとき。

(５) ᤵᴗᩱの納入をᛰり、╩ಁしてもなお納入しないとき。

ࠉ❶７➨ࠉࠉࠉ 入学᳨定ᩱ、入学㔠、ᤵᴗᩱ及びその௚の㈝用

（入学᳨定ᩱ、入学㔠及びᤵᴗᩱ）ࠉ

➨�3᮲ࠉ入学᳨定ᩱ、入学㔠及びᤵᴗᩱの㢠及びᚩ収方法は、別に定める。

（その௚の㈝用）ࠉ

➨���᮲ࠉᤵᴗᩱの࡯か、教育実⩦、ಖ育実⩦及びその௚教育に必せな㈝用は、別㏵、ᚩ収するこ

とができる。

（ᤵᴗᩱ等の納入㔠の不㑏௜）ࠉ

➨��᮲ࠉ᪤納のᤵᴗᩱ等の納入㔠は、≉別の事情を㝖いては、㑏௜しない。

⧊⤌職員ࠉ❶８➨ࠉࠉࠉ

（員ࠉ職）ࠉ

➨��᮲ࠉ本学に学㛗、教ᤵ、෸教ᤵ、ㅮᖌ、ຓ教、事ົ職員及びその௚必せな職員を置く。

（職員の職ົ）ࠉ

➨��᮲ࠉ職員の職ົは、ḟのとおりとする。

(１) 学㛗は、ᰯົをᤸり、ᡤᒓ職員を⤫╩する。

(２�) 教ᤵは、ᑓᨷ分㔝について、教育ୖ、研究ୖ又は実ົୖの≉にඃれた▱㆑、⬟ຊ及び実⦼

を᭷する者で、学生を教ᤵし、その研究をᣦᑟし、又は研究にᚑ事する。

(３�) ෸教ᤵは、ᑓᨷ分㔝について、教育ୖ、研究ୖ又は実ົୖのඃれた▱㆑、⬟ຊ及び実⦼を

᭷する者で、学生を教ᤵし、その研究をᣦᑟし、又は研究にᚑ事する。

(４) ㅮᖌは、教ᤵ又は෸教ᤵに準ずる職ົにᚑ事する。

(５�) ຓ教は、ᑓᨷ分㔝について、教育ୖ、研究ୖ又は実ົୖの▱㆑及び⬟ຊを᭷する者で、学

生を教ᤵし、その研究をᣦᑟし、又は研究にᚑ事する。

(６) 事ົ職員は、学㛗の࿨により大学の事ົをฎ理する。

఍ࠉᤵࠉ教ࠉ❶㸷➨ࠉࠉࠉ

（教ᤵ఍）ࠉ

➨��᮲ࠉ本学に、教ᤵ఍を置く。
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。教ᤵ఍に㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２

目等ᒚಟ生、≉別⫈ㅮ学生及び外ᅜே␃学生等⛉��❶10➨ࠉࠉ

（目等ᒚಟ生⛉）ࠉ

➨���᮲ࠉ本学の学生以外の者で、本学において୍つ又は」ᩘのᤵᴗ⛉目のᒚಟをᕼᮃする者があ

るときは、ᤵᴗに支障がない場合に㝈り、㑅⪃のୖ、⛉目等ᒚಟ生として入学をチྍし、༢఩

を୚えることができる。

。目等ᒚಟ生に㛵する必せな事㡯は、別に定める⛉ࠉ２

��（≉別⫈ㅮ学生）

➨��0᮲��௚の短期大学等（外ᅜの大学をྵࡴ。）の学生で、本学においてᤵᴗ⛉目のᒚಟをᕼᮃ

する者があるときは、当ヱ௚の短期大学等との༠㆟にᇶづき、≉別⫈ㅮ学生として入学をチྍ

し、༢఩を୚えることができる。

。別⫈ㅮ学生に㛵する必せな事㡯は、別に定める≉ࠉ２

（外ᅜே␃学生）ࠉ

➨��1᮲ࠉ外ᅜேで、大学の教育をཷける目的をもって入ᅜし、本学に入学をᕼᮃする者があると

きは、㑅⪃のୖ、外ᅜே␃学生として入学をチྍすることがある。

。外ᅜே␃学生に㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２

（研ಟ生）ࠉ

➨���᮲ࠉබඹᶵ㛵又はこれに準ずる団体から、ᡤ定の入学㈨᱁を᭷しない外ᅜேにᑐしてᤵᴗ⛉

目のᒚಟをጤクされたときは、ᤵᴗに支障がない場合に㝈り、研ಟ生として入学をチྍするこ

とがある。

。研ಟ生に㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２

別の課⛬及びබ㛤ㅮᗙ≉��❶11➨ࠉࠉࠉ

（⛬別の課≉）ࠉ

➨��3᮲ࠉ本学は、本学の学生以外の者をᑐ㇟とした≉別の課⛬を⦅成し、これをಟ஢した者にᑐ

してド᫂᭩を஺௜することができる。

。別の課⛬に㛵する必せな事㡯は、別に定める≉ࠉ２

（බ㛤ㅮᗙ）ࠉ

➨���᮲ࠉ本学における教育・研究の成ᯝをᗈく♫఍に㛤ᨺし、ᆅᇦ♫఍の教育ᩥ化のྥୖに㈨す

るため、本学にබ㛤ㅮᗙを㛤設することができる。

。බ㛤ㅮᗙに㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２

��ᅗ��᭩��㤋❶�1➨ࠉࠉࠉ

（ᅗ᭩㤋）ࠉ

➨��᮲ࠉ本学に、ᅗ᭩㤋を置く。

。ᅗ᭩㤋に㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２
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��教育研究ᡤࠉ❶13➨ࠉࠉࠉ

（教育研究ᡤ）ࠉ

➨��᮲ࠉ本学に教育研究ᡤを置く。

、教育研究ᡤは、学ᰯ教育及びಖ育に㛵する学㝿的・⥲合的研究を行い、その成ᯝをᬑ及しࠉ�２

ᆅᇦ♫఍に㈉⊩することを目的とする。

。教育研究ᡤに㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ３

��ཌ生施設❶�1➨ࠉࠉࠉ

（ཌ生施設）ࠉ

➨��᮲ࠉ本学に、ཌ生施設を置く。

。ཌ生施設に㛵する必せな事㡯は、別に定めるࠉ２

⨩ࠉ��㈹❶�1➨ࠉࠉࠉ

（ᙲࠉ⾲）ࠉ

➨���᮲ࠉ学生が学ᴗ、ᩥ化・ス࣏ーツ及びその௚の活動においてඃれた成⦼をあࡆ、௚のᶍ⠊と

なる場合には、教ᤵ఍の㆟を⤒て、学㛗がこれを⾲ᙲすることがある。

。ᙲに㛵する必せな事㡯は、別に定める⾲ࠉ２

（ᡄࠉᠬ）ࠉ

➨���᮲ࠉ学㛗は、学則その௚の規ᚊに㐪཯し、又は本学の学生としての本分に཯する行Ⅽをした

者には、教ᤵ఍の㆟を⤒て、ᠬᡄする。

。前㡯のᠬᡄは、カᡄ、೵学又は㏥学のฎ分とするࠉ２

。前㡯の㏥学は、ḟの各ྕのいずれかにヱ当する学生にᑐして行うࠉ３

(１) ᛶ行不Ⰻで改ၿのぢ㎸みがないと認められる者

(２) 正当な理⏤がなく、出ᖍがᖖでない者

(３) その௚、学内の⛛ᗎを஘し、本学の体面を傷つけ、学生としての本分にⴭしく཯した者

則ࠉ��㞧❶�1➨ࠉࠉࠉ

（学則の改ᗫ）ࠉ

➨�0᮲ࠉこの学則の改ᗫは、教ᤵ఍の㆟を⤒て理事఍が行う。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、᫛࿴��年４月１日から施行するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、᫛࿴��年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、᫛࿴��年４月１日から㐺用するࠉ
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則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、᫛࿴�1年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、᫛࿴��年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

し、ᤵᴗᩱ及び施設⥔ᣢࡔこの学則の୍部改正は、平成ඖ年２月10日に改正し、施行する。たࠉ

㈝については、平成ඖ年４月１日から施行し、入学㔠については、平成ඖ年ᗘ（平成ඖ年４月）

入学者から㐺用する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成ඖ年10月��日に改正し、平成２年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

し、➨８᮲に規定する別ࡔこの学則の୍部改正は、平成２年１月��日に改正し、施行する。たࠉ

⾲➨２の୍部改正は、平成２年４月１日から㐺用する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

し、入学ᩱ、ᤵᴗᩱ及びࡔこの学則の୍部改正は、平成２年11月��日に改正し、施行する。たࠉ

教育᣺⯆㈝については、平成３年４月１日から施行し、入学ᩱについては、平成３年ᗘ（平成３

年４月）入学者から㐺用する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成３年10月1�日に改正し、平成４年４月１日から施行するࠉ１

。２᮲に規定する学生定員は、平成1�年ᗘまでの間はḟのとおりとする➨ࠉ２

年ᗘ定員

学⛉

平成４年ᗘ 平成�年ᗘ㹼平成11年ᗘ 平成1�年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員

ಖ 育 学 ⛉ 100ྡ �00ྡࠉ 100ྡࠉ �00ྡࠉ 100ྡࠉ �00ྡࠉ

英 ㄒ ⛉ �00ྡ 300ྡࠉ �00ྡࠉ �00ྡࠉ 100ྡࠉ 300ྡࠉ

ィ 300ྡ �00ྡࠉ 300ྡࠉ �00ྡࠉ �00ྡࠉ �00ྡࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

�この学則の୍部改正は、平成３年11月1ࠉ日に改正し、施行する。たࡔし、別⾲➨１୰後期納入

期日については、平成３年㸷月１日から㐺用し、ᤵᴗᩱについては、平成４年４月１日から施行

する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成６年２月２日に改正し、平成６年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成７年２月��日に改正し、平成７年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成㸷年３月11日に改正し、平成㸷年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成11年３月��日に改正し、平成11年４月１日から㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年４月１日から施行するࠉ１

。３᮲に規定する学生定員は、平成1�年ᗘから平成1�年ᗘまでの間は、ḟのとおりとする➨ࠉ２
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年ᗘ定員

学⛉

平成1�年ᗘ㹼平成1�年ᗘ 平成1�年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員

ಖ 育 学 ⛉ 100ྡ �00ྡࠉ 100ྡࠉ �00ྡࠉ

英 ㄒ ⛉ �00ྡ �00ྡ 100ྡ 300ྡ

ィ 300ྡ �00ྡ �00ྡ �00ྡ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成13年４月１日から施行するࠉ１

。３᮲に規定する学生定員は平成13年ᗘから平成1�年ᗘまでの間はḟのとおりとする➨ࠉ２

年ᗘ定員

学⛉

平成13年ᗘ 平成1�年ᗘ㹼平成1�年ᗘ 平成1�年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員

ಖ育学⛉ �0ྡ ��0ྡ 1�0ྡ 300ྡ 1�0ྡ 300ྡ

ᗂඣ教育ᑓᨷ ࠉ�� ࠉ��ࠉ ��ࠉ ࠉ1�0ࠉ ࠉ��ࠉ ࠉ1�0ࠉ

ಖ育ᑓᨷ ࠉ��ࠉ ࠉ��ࠉ ࠉ��ࠉ ࠉ1�0ࠉ ࠉ��ࠉ ࠉ1�0ࠉ

英ㄒ⛉ 1�0ྡ 3�0ྡࠉ 1�0ྡࠉ 300ྡࠉ 100ྡࠉ ��0ྡࠉ

ィ 300ྡ �00ྡࠉ 300ྡࠉ �00ྡࠉ ��0ྡࠉ ��0ྡࠉ

ࠉࠉࠉ 附ࠉ則

���。この学則の୍部改正は、平成1�年４月１日から施行するࠉ１

。３᮲に規定する学生定員は平成1�年ᗘから平成1�年ᗘまでの間はḟのとおりとする➨ࠉ２

年ᗘ定員

学⛉

平成1�年ᗘ㹼平成1�年ᗘ 平成1�年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員

ಖ育学⛉ 1�0ྡ 300ྡࠉ 1�0ྡࠉ 300ྡࠉ

ᗂඣ教育ᑓᨷ ࠉ�� ࠉ1�0 ࠉ�� ࠉ1�0

ಖ育ᑓᨷ ࠉ�� ࠉ1�0 ࠉ�� ࠉ1�0

⌧௦㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻学⛉ 1�0ྡ 300ྡ 100ྡ ��0ྡ

ィ 300ྡ �00ྡ ��0ྡ ��0ྡ

、３᮲に規定する本学において設置する学⛉に㛵㐃し、ྠ᮲に記㍕のない英ㄒ⛉については➨ࠉ�３

ᅾ学生が༞ᴗするまでの間Ꮡ続するものとする。

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成13年㸷月1�日に改正し、平成1�年４月１日から施行するࠉ

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年４月１日から施行するࠉ

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年３月５日に改正し、平成1�年４月１日から施行するࠉ

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年７月��日に改正し、平成1�年㸷月１日から施行するࠉ

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年４月１日から施行するࠉ１

。３᮲に規定する学生定員は平成1�年ᗘはḟのとおりとする➨ࠉ２
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年ᗘ定員

学⛉

平成1�年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員

ಖ育学⛉ �00ྡࠉ 3�0ྡࠉ

ᗂඣ教育ᑓᨷ ࠉ�� ࠉ1�0

ಖ育ᑓᨷ ࠉ��1 ࠉ�00

⌧௦㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻学⛉ 100ྡ ��0ྡ

ィ 300ྡ �00ྡ

⤒き⛉目がᗫṆされたときは、教ᤵ఍の㆟を࡭学⛉のᗫṆ等により、෌ᒚಟする者がᒚಟすࠉ�３

て、௚の学⛉または学年において㛤ㅮされている⛉目をᒚಟすることをもって、༢఩を認定す

ることができる。

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年３月��日に改正し、平成1�年４月１日から施行するࠉ

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年３月1�日に改正し、平成1�年４月１日から施行するࠉ

���������������������������則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則の୍部改正は、平成1�年３月８日に改正し、平成1�年４月１日から施行するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この学則は、平成1�年㸷月��日に改正し、平成1�年４月１日から施行する。たࡔし、改正後の

学則㸷᮲及び➨�0᮲の規定は、平成1�年３月31日にᅾ学する学生については、なお、ᚑ前の౛に

よる。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

�この学則は、平成1�年１月1ࠉ�１日に改正し、平成1�年４月１日から施行する。たࡔし、➨��᮲

の２の改正規定は、平成1�年３月１日から施行し、平成1�年10月１日から㐺用する。

改正後の学則➨㸷᮲、➨1�᮲及び➨�0᮲の規定は、平成1�年３月31日にᅾ学する学生についࠉ�２

ては、なお、ᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

�この学則は、平成1�年1�月６日に改正し、平成1ࠉ年４月１日から施行する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

�この学則は、平成1ࠉ年㸷月��日に改正し、平成�0年４月１日から施行する。たࡔし、改正後の

学則➨㸷᮲及び➨�1᮲の規定は、平成�0年３月31日にᅾ学する学生については、なお、ᚑ前の౛

による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成�0年月１月�3日に施行し、平成�0年４月１日から㐺用するࠉ１

改正後の➨10᮲の規定及び別⾲➨２から➨４は、平成�0年3月31日にᅾ学する学生についてࠉ�２

は、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成�0年５月��日に施行し、平成�1年４月１日から㐺用するࠉ１

。４᮲に規定する学生定員について、平成�1年ᗘはḟのとおりとする➨ࠉ２
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年ᗘ定員

学⛉

平成�1年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員

ಖ育学⛉ �00ྡࠉ �00ྡࠉ

ࠉ�00

ᗂඣ教育ᑓᨷ ࠉ��

ಖ育ᑓᨷ ࠉ��1

⌧௦㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻学⛉ 100ྡ �00ྡ

ィ 300ྡ �00ྡ

らず、平成�1年３月31日にࢃಖ育学⛉ᗂඣ教育ᑓᨷ୪びにಖ育ᑓᨷは、➨４᮲の規定にかかࠉ�３

当ヱᑓᨷにᅾ学する者が当ヱᑓᨷにᅾ学しなくなるまでの間、Ꮡ続するものとする。

改正後の➨10᮲୪びに➨��᮲の規定は、平成�1年３月31日にᅾ学する学生については、なおࠉ�４

ᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成�1年６月��日に施行し、平成��年４月１日から㐺用するࠉ１

２���改正後の➨10᮲୪びに➨��᮲の規定は、平成��年３月31日にᅾ学する学生については、なお

ᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成��年10月�0日に施行し、平成�3年４月１日から㐺用するࠉ１

改正後の➨10᮲୪びに➨��᮲の規定は、平成�3年３月31日にᅾ学する学生については、なおࠉ�２

ᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この学則は、平成�3年７月ࠉ１日に施行し、平成��年４月１日から㐺用する。

改正後の➨10᮲の規定は、平成��年３月31日にᅾ学する学生については、なおᚑ前の౛によࠉ�２

る。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成��年７月30日に施行し、平成��年４月１日から㐺用するࠉ１

改正後の➨10᮲の規定は、平成��年３月31日にᅾ学する学生については、なおᚑ前の౛によࠉ�２

る。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成��年11月��日に施行し、平成��年４月１日から㐺用するࠉ１

改正後の➨10᮲の規定は、平成��年３月31日にᅾ学する学生については、なおᚑ前の౛によࠉ�２

る。たࡔしᇶ♏⛉目については、平成��年３月31日にᅾ学する学生にᑐしても㐺用する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

１��この学則は、平成��年�月1日から施行する。

。改正後の➨10᮲の規定は、平成��年3月31日にᅾ学する学生にᑐしてはᚑ前の౛によるࠉ２

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この学則は、平成��年�月1日から施行するࠉ１

らずḟのとおりとすࢃ平成��年ᗘから平成��年ᗘにおいて収ᐜ定員は、➨４᮲の規定にかかࠉ�２

る。
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年ᗘ定員

学⛉

平成��年ᗘ 平成��年ᗘ

入学定員 ⥲ 定 員 入学定員 ⥲ 定 員

ಖ 育 学 ⛉ ��0ྡ ��0ྡࠉ ��0ྡࠉ ��0ྡࠉ

⌧௦㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻学⛉ 100ྡ �00ྡ 100ྡ �00ྡࠉ

ィ 3�0ྡ ��0ྡ 3�0ྡࠉ ��0ྡࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

１��この学則は、平成��年�月1日から施行する。

��改正後の➨10᮲の規定は、平成ࠉ２年3月31日にᅾ学する学生にᑐしてはᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

１��この学則は、平成30年３月２日に改正し、平成30年４月１日から施行する。

��改正後の別⾲➨１の規定は、平成30年ᗘの入学者から㐺用し、平成ࠉ�２年ᗘ以前の入学者につ

いては、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ����

。理事఍決定�に改正し、平成31年４月１日から施行する�この学則は、平成30年㸷月11日ࠉ１

改正後の学則の規定は、平成31年ᗘの入学者から㐺用し、平成30年ᗘ以前の入学者についてࠉ�２

は、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ����

。理事఍決定�に改正し、平成31年４月１日から施行する�この学則は、平成31年２月��日ࠉ１

改正後の別⾲➨１及び➨２の規定は、平成31年ᗘの入学者から㐺用し、平成30年ᗘ以前の入ࠉ�２

学者については、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉ��

。理事఍決定�に改正し、௧࿴２年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴ඖ年㸷月��日ࠉ１

改正後の別⾲➨１及び➨２の規定は、௧࿴２年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴ඖ年ᗘ以前の入ࠉ�２

学者については、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ��

。理事఍決定�に改正し、௧࿴３年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴２年㸷月４日ࠉ１

改正後の別⾲➨１及び➨２の規定は、௧࿴３年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴２年ᗘ以前の入ࠉ�２

学者については、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ��

。理事఍決定�に改正し、௧࿴４年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴３年㸷月1�日ࠉ１

改正後の別⾲➨２の規定は、௧࿴４年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴３年ᗘ以前の入学者につࠉ�２

いては、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ��

。理事఍決定�に改正し、௧࿴４年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴３年1�月３日ࠉ１

改正後の別⾲➨２の規定は、௧࿴４年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴３年ᗘ以前の入学者につࠉ�２

いては、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ���

。理事఍決定�に改正し、௧࿴４年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴４年３月�3ࠉ１

。にᅾ学する学生のಖドேにあっては、「学㈝を㈇担する者」とみなす⌧ࠉ２

則ࠉ附ࠉ��
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。理事఍決定�に改正し、௧࿴５年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴４年㸷月1�日ࠉ１

、改正後の➨��᮲➨１㡯、別⾲➨１及び別⾲➨２の規定は、௧࿴５年ᗘの入学者から㐺用しࠉ�２

௧࿴４年ᗘ以前の入学者については、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ��

。理事఍決定�に改正し、௧࿴５年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴５年２月��日ࠉ１

改正後の別⾲➨１及び別⾲➨２の規定は、௧࿴５年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴４年ᗘ以前ࠉ�２

の入学者については、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉ����

。理事఍決定�に改正し、௧࿴６年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴５年３月��日ࠉ１

。らず、௧࿴６年ᗘはḟのとおりとするࢃ４᮲に規定する収ᐜ定員は、ྠ᮲の規定にかか➨ࠉ２

年ᗘ定員

学⛉
収ᐜ定員

ಖ 育 学 ⛉ �10ྡࠉ

⌧௦㺘㺮㺋㺤㺗㺎㺚㺌㺻学⛉ 1�0ྡ

ィ ��0ྡ

改正後の別⾲２の規定は、௧࿴６年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴５年ᗘ以前の入学者についࠉ�３

ては、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。理事఍決定�に改正し、௧࿴７年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴６年㸷月11日ࠉ１

改正後の別⾲➨１及び別⾲➨２の規定は、௧࿴７年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴６年ᗘ以前ࠉ�２

の入学者については、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この学則は、௧࿴６年11月ࠉ１日�理事఍決定�に改正し、௧࿴７年４月１日から施行する。

改正後の別⾲➨２の規定は、௧࿴７年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴６年ᗘ以前の入学者につࠉ�２

いては、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

�この学則は、௧࿴７年３月1ࠉ１日�理事఍決定�に改正し、௧࿴７年４月１日から施行する。

改正後の別⾲➨１の規定は、௧࿴７年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴６年ᗘ以前の入学者につࠉ�２

いては、なおᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。理事఍決定�に改正し、௧࿴８年４月１日から施行する�この学則は、௧࿴７年㸷月1�日ࠉ１

改正後の別⾲➨１及び別⾲➨２の規定は、௧࿴８年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴７年ᗘ以前ࠉ�２

の入学者については、なおᚑ前の౛による。

ʵ��ʵ



� ༊分 ᤵᴗ⛉目
ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

基　
　
　

礎　
　
　

科　
　
　

目

社
会
・
歴
史
・
文
化

᠇法と♫఍ ㅮ⩏ � �

␗ᩥ化とከᵝᛶの理ゎ ㅮ⩏ � �

ᆅᇦのṔྐとᩥ化 ㅮ⩏ � �

情
報
・
数
理

$,と♫఍ ㅮ⩏ � �

情ሗと ,&7 のᇶ♏ ₇⩦ � �

生活に活かす⤫ィ ₇⩦ � �

こ
こ
ろ
・
か
ら
だ

ここࢁとே間 ㅮ⩏ � �

ே間の㌟体と運動 ㅮ⩏ � �

೺ᗣのためのス࣏ーツ 実ᢏ 1 1

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

英ㄒϨ ₇⩦ 1 1

英ㄒϩ ₇⩦ 1 1

アㄒϨࣜࢥ ₇⩦ 1 1

アㄒϩࣜࢥ ₇⩦ 1 1

手ヰのᇶ♏ ₇⩦ � �

ᇶ♏⛉目1�⛉目 �3 � �1

専　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　

教　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　

目

基
礎
演
習
科
目

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϨ ₇⩦ 1 1

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϩ ₇⩦ 1 1

キࣕࣜアࣥ࢖ࢨࢹϪ ₇⩦ 1 1

ᅜㄒ⾲⌧法Ϩ ₇⩦ 1 1

ᅜㄒ⾲⌧法ϩ ₇⩦ 1 1

保

育
・

幼

児

教

育

の

本

質
・

目

的

に

関

す

る

科

目

ಖ育ཎ理 ㅮ⩏ � �

教育ཎ理（ᗂ） ㅮ⩏ � �

子どもᐙᗞ⚟♴ ㅮ⩏ � �

♫఍⚟♴ ㅮ⩏ � �

子どもᐙᗞ支援ㄽ ㅮ⩏ � �

♫఍的㣴ㆤϨ ㅮ⩏ � �

教職ㄽ（ᗂ） ㅮ⩏ � �

⌧௦の教育 ㅮ⩏ � �

保

育
・

幼

児

教

育

の

対

象
の
理
解
に
関
す
る
科
目

ಖ育とⓎ㐩の心理学 ㅮ⩏ � �

Ⓨ㐩心理学 ㅮ⩏ � �

子どもᐙᗞ支援の心理学 ㅮ⩏ � �

ᗂඣの理ゎと援ຓ ₇⩦ 1 1

子どものಖ೺ ㅮ⩏ � �

子どもの食とᰤ㣴 ₇⩦ 2 2

保
育
・
幼
児
教
育
の
内

容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

教育課⛬ㄽ ㅮ⩏ � �

ಖ育内ᐜ⥲ㄽ ₇⩦ � �

子どもと೺ᗣ ㅮ⩏ 1 1

子どもとே間㛵ಀ ㅮ⩏ 1 1

子どもと⎔ቃ ㅮ⩏ 1 1

子どもとゝⴥ ㅮ⩏ 1 1

࠙༞ᴗのせ௳ࠚ

。ᇶ♏⛉目から10༢఩以ୖಟᚓすること．１ࠉ

。�ᇶ♏⛉目及びᑓ㛛教育⛉目から合ィ��༢఩以ୖಟᚓすること．２ࠉ

༊分 ᤵᴗ⛉目
ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

専

門

教

育

科

目

保

育

・

幼

児

教

育

の

内

容

・

方

法

に

関

す

る

科

目

子どもと㡢ᴦ⾲⌧ ₇⩦ 1 1

子どもと㐀ᙧ⾲⌧ ₇⩦ 1 1

子どもと㌟体⾲⌧ ₇⩦ 1 1

೺ᗣのᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

ே間㛵ಀのᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

⎔ቃのᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

ゝⴥのᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

㡢ᴦ⾲⌧のᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

㐀ᙧ⾲⌧のᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

㌟体⾲⌧のᣦᑟ法 ₇⩦ 1 1

ᗂඣ教育方法 ㅮ⩏ � �

ஙඣಖ育Ϩ ㅮ⩏ � �

ஙඣಖ育ϩ ₇⩦ 1 1

子どもの೺ᗣと安全 ₇⩦ 1 1

≉別支援教育・ಖ育 ₇⩦ � �

♫఍的㣴ㆤϩ ₇⩦ 1 1

教育相談と子育て支援 ₇⩦ 1 1

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦Ϩ ₇⩦ 1 1

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦ϩ ₇⩦ 1 1

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦Ϫ ₇⩦ 1 1

ಖ育のࣆア₇ࣀ⩦ϫ ₇⩦ 1 1

㐀ᙧの᥈究 ₇⩦ 1 1

⥲合⾲⌧ ₇⩦ 1 1

子どものᩥ化と㐟び ₇⩦ 1 1

ᗂඣス࣏ーツ ₇⩦ 1 1

▱的・Ⓨ㐩障がいඣ教育 ₇⩦ 1 1

⑓Ჷಖ育 ₇⩦ 1 1

ᗂඣと ,&7 ₇⩦ 1 1

食育₇⩦ ₇⩦ 1 1

発

展

科

目

⤮本学 ₇⩦ � �

ᅾᏯಖ育ㄽ ㅮ⩏ � �

実

習

・

演

習

科

目

ಖ育実⩦ᣦᑟϨ（ಖ育ᡤ） ₇⩦ 1 1

ಖ育実⩦Ϩ（ಖ育ᡤ） 実⩦ � �

ಖ育実⩦ᣦᑟϨ（施設） ₇⩦ 1 1

ಖ育実⩦Ϩ（施設） 実⩦ � �

ಖ育実⩦ᣦᑟϩ（ಖ育ᡤ） ₇⩦ 1 1

ಖ育実⩦ϩ（ಖ育ᡤ） 実⩦ � �

ಖ育実⩦ᣦᑟϪ（施設） ₇⩦ 1 1

ಖ育実⩦Ϫ（施設） 実⩦ � �

ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ᣦᑟ 実⩦ 1 1

ᗂ⛶ᅬ教育実⩦ 実⩦ � �

ᑓ㛛ゼミϨ ₇⩦ 1 1

ᑓ㛛ゼミϩ ₇⩦ 1 1

ಖ育・教職実㊶₇⩦（ᗂ） ₇⩦ � �

ᑓ㛛⛉目��⛉目 �� � �1

⥲合ィ�3⛉目 1�0 � 11�

別⾲➨１（➨11᮲㛵ಀ） ಖ育学⛉教育課⛬⾲
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ู⾲➨䠎䠄➨11᮲㛵ಀ䠅

ᢥ選ಟᚲᢥ選ಟᚲ

法Ꮫ㸦日ᮏᅜ᠇法をྵࡴ㸧 ㅮ⩏ 2 2 ᚰ⌮Ꮫ◊✲法 ㅮ⩏ 2 2

࣍スピタリ࢕ࢸㄽ ㅮ⩏ 2 2 ᚰ⌮Ꮫᇶ♏ᐇ㦂Ϩ ᐇ㦂 1 1

ᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 2 2 ᚰ⌮Ꮫᇶ♏ᐇ㦂ϩ ᐇ㦂 1 1

೔⌮Ꮫ ㅮ⩏ 2 2 ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 2 2

⌧௦のᩍ⫱ ㅮ⩏ 2 2 カウンࢭリンࢢ ㅮ⩏ 2 2

ᅜ㝿ᩥ໬ㄽ㸦␗ᩥ໬⌮解㸧 ㅮ⩏ 2 2 Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 2 2

ᆅᇦᩥ໬ㄽ ㅮ⩏ 2 2 ⱝ⪅のᚰ⌮ ㅮ⩏ 2 2

᝟ሗメ࢔࢕ࢹㄽ ㅮ⩏ 2 2 ᾘ㈝⪅ᚰ⌮Ꮫ ㅮ⩏ 2 2

自↛と⏕ά ㅮ⩏ 2 2 ᜊឡのᚰ⌮ ㅮ⩏ 2 2

⌧௦♫఍のしくみと⏕ά ㅮ⩏ 2 2 ⫋場のメンタル࣊ルス ㅮ⩏ 2 2

᝟ሗᇶ♏ ₇⩦ 2 2 カウンࢭリン₇ࢢ⩦ ₇⩦

⤫ィᏛ ₇⩦ 2 2 ᚰ⌮ࢸスト₇⩦ ₇⩦ 1 1

1 1

య⫱ㅮ⩏ ㅮ⩏ 2 2 ⟽ᗞ⒪法 ₇⩦ 1 1

య⫱ᐇᢏ ᐇᢏ 1 1 カレࢪࢵⱥᩥ法 ₇⩦ 1 1

ⱥㄒϨ ₇⩦ 1 1 English Communication ₇⩦ 1 1

ⱥㄒϩ ₇⩦ 1 1 ୡ⏺のẸ᪘とᩥ໬ ㅮ⩏ 2 2

コリ࢔ㄒϨ ₇⩦ 1 1 ୡ⏺のゝㄒとᩥ໬ ㅮ⩏ 2 2

コリ࢔ㄒϩ ₇⩦ 1 1 ⌧௦ᾏእ事᝟ ㅮ⩏ 2 2

中ᅜㄒϨ ₇⩦ 1 1 ⱥㄒᏛ ㅮ⩏ 2 2

中ᅜㄒϩ ₇⩦ 1 1 ⱥㄒᩥᏛ ㅮ⩏ 2 2

㸦ᇶ♏⛉┠合ィ㸧 33 2 31 Writing Skills ₇⩦ 1 1

コ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩンㄽϨ ㅮ⩏ 2 2 Listening Skills ₇⩦ 1 1

コ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩンㄽϩ ㅮ⩏

ㅮ⩏

2 2 Reading Skills ₇⩦ 1 1

コ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩン₇⩦ ₇⩦ 1 1

コ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩンᇶ♏ 1 1 Speaking Skills ₇⩦ 1 1

ㄽ⌮ⓗ⾲⌧法 ㅮ⩏ 2 2

Integrated English Skills ₇⩦ 1 1

人間㛵ಀㄽ ㅮ⩏ 2 2

Practical English ₇⩦ 1 1

English Conversation ₇⩦ 1 1

ᾏእ◊ಟ ₇⩦ 1 1

サービスᐇົ ₇⩦ 2 2

ほගᴫㄽ ㅮ⩏ 2 2

᝟ሗと♫఍ ㅮ⩏ 2 2

ほග事ᴗㄽ ㅮ⩏ 2 2

ビࢿࢪス࣐ナー ₇⩦ 2 2

ブラࢲ࢖ルᴫㄽ ㅮ⩏ 2 2

ᅜ内᪑行ᐇົ ₇⩦ 1 1

࢟ࣕリ࢔プランࢽンࢢϨ ₇⩦ 1 1 ᾏእ᪑行ᐇົ ₇⩦ 1 1

࢟ࣕリ࢔プランࢽンࢢϩ ₇⩦ 1 1 ほග㛵連法つ ₇⩦ 1 1

࢟ࣕリ࢔プランࢽンࢢϪ ₇⩦ 1 1 ᅜ内ほගᆅ⌮ ₇⩦ 1 1

࢟ࣕリ࢔プランࢽンࢢϫ ₇⩦ 1 1 ᾏእほගᆅ⌮ ₇⩦ 1 1

ᇶ♏◊✲Ϩ ₇⩦ 1 1

ᇶ♏◊✲ϩ ₇⩦ 1 1

ルᴫㄽࢸ࣍ ㅮ⩏ 2 2

༞ᴗ◊✲Ϩ ₇⩦ 1 1

ントㄽ࣋࢖ークࣃー࣐ࢸ ㅮ⩏ 2 2

༞ᴗ◊✲ϩ ₇⩦ 1 1

おもてなしⱥ఍ヰ ₇⩦ 1 1

ᑓ

㛛

ᒎ

開

⛉

┠

⌧௦コ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩンᏛ⛉ ᩍ⫱ㄢ⛬⾲

༊ศ ᤵᴗ⛉┠
ᤵᴗ
ᙧែ

開タ
༢఩

༢఩ᩘ
༊ศ ᤵᴗ⛉┠

ᤵᴗ
ᙧែ

開タ
༢఩

༢఩ᩘ

ᇶ

♏

⛉

┠

ᑓ

㛛

ᇶ

ᖿ

ᑓ

㛛

ᩍ

⫱

⛉

┠

ᑓ

㛛

ᩍ

⫱

⛉

┠

� ༊分 ᤵᴗ⛉目
ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

専　
　
　
　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　
　
　
　

教　
　
　
　
　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　
　

目

専　
　
　
　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　
　
　
　

展　
　
　
　
　
　
　
　
　

㛤　
　
　
　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　
　
　
　

目

心理学ᇶ♏ ㅮ⩏ 2 2

ே間㛵ಀの理ゎ ㅮ⩏ 2 2

⮫床心理学 ㅮ⩏ 2 2

ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ ㅮ⩏ 2 2

Ⓨ㐩心理学 ㅮ⩏ 2 2

ⱝ者のᜊឡと心理 ㅮ⩏ 2 2

消㈝者心理学 ㅮ⩏ 2 2

⩦₇ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ ₇⩦ 1 1

心理⒪法 �⟽ᗞ⒪法 � ₇⩦ 1 1

ୡ⏺のẸ᪘とᩥ化 ㅮ⩏ 2 2

ẚ㍑Ẹ಑学 ㅮ⩏ 2 2

⌧௦のアࢪア ㅮ⩏ 2 2

㡑ᅜのᩥ化Ϩ ㅮ⩏ 2 2

㡑ᅜのᩥ化ϩ ₇⩦ 1 1

⌧௦ᾏ外事情 ㅮ⩏ 2 2

,QWHJUDWHG (QJOLVK 6NLOOV Ϩ ₇⩦ 2 2

,QWHJUDWHG (QJOLVK 6NLOOV ϩ ₇⩦ 2 2

(QJOLVK &RPPXQLFDWLRQ ₇⩦ 1 1

3UDFWLFDO (QJOLVK ₇⩦ 1 1

␗ᩥ化・␗ゝㄒ研ಟ ₇⩦ 1 1

スࢿࢪࣅルࢲ࢖ࣛࣈ ㅮ⩏ 2 2

ࢺ࣓ࣥࢪࢿルマࢲ࢖ࣛࣈ ₇⩦ 1 1

࢕ࢸューࣅࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ 2 2

化⢝とࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ 2 2

Ϩࣉࢵアࢡ࢖࣓ ₇⩦ 1 1

ϩࣉࢵアࢡ࢖࣓ ₇⩦ 1 1

࢝ࣛーࢥーࢿ࢕ࢹーࢺϨ ₇⩦ 1 1

࢝ࣛーࢥーࢿ࢕ࢹーࢺϩ ₇⩦ 1 1

ࢺルアー࢖ࢿ ₇⩦ 1 1

Ϩࢺ࣓ࣥࢪーアࣞࣥ࣡ࣛࣇ ₇⩦ 1 1

ϩࢺ࣓ࣥࢪーアࣞࣥ࣡ࣛࣇ ₇⩦ 1 1

೺ᗣ࢚ࢬ࢖ࢧࢧࢡ ₇⩦ 1 1

ᮾὒ⨾ᐜ་学 ₇⩦ 1 1

とᩥ化ࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ 2 2

スࢿࢪࣅࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇ ㅮ⩏ 2 2

� ༊分 ᤵᴗ⛉目
ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

基　
　
　

礎　
　
　

科　
　
　

目

社
会
・
歴
史
・
文
化

᠇法と♫఍ ㅮ⩏ � �

␗ᩥ化とከᵝᛶの理ゎ ㅮ⩏ � �

ᆅᇦのṔྐとᩥ化 ㅮ⩏ � �

情
報
・
数
理

$,と♫఍ ㅮ⩏ � �

情ሗと ,&7 のᇶ♏ ₇⩦ � �

生活に活かす⤫ィ ₇⩦ � �

こ
こ
ろ
・
か
ら
だ

ここࢁとே間 ㅮ⩏ � �

ே間の㌟体と運動 ㅮ⩏ � �

೺ᗣのためのス࣏ーツ 実ᢏ 1 1

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

英ㄒϨ ₇⩦ 1 1

英ㄒϩ ₇⩦ 1 1

アㄒϨࣜࢥ ₇⩦ 1 1

アㄒϩࣜࢥ ₇⩦ 1 1

手ヰのᇶ♏ ₇⩦ � �

ᇶ♏⛉目1�⛉目 23 2 �1

専　
　
　

門　
　
　

教　
　
　

育　
　
　

科　
　
　

目

専　
　

門　
　

基　
　

幹　
　

科　
　

目

ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ㅮ⩏ 2 2

入㛛ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ㅮ⩏ 1 1

ㅮ≉ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ㅮ⩏ 2 2

Ϩ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ₇⩦ 1 1

ϩ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ₇⩦ 1 1

Ϫ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ₇⩦ 1 1

ϫ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ₇⩦ 1 1

Ϭ⩦₇ࣥࣙࢩミュニケーࢥ ₇⩦ 1 1

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϨ ₇⩦ 1 1

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϩ ₇⩦ 1 1

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϪ ₇⩦ 1 1

キࣕࣜアࣥࣛࣉニࣥࢢϫ ₇⩦ 1 1

ア࢝ࢹミࢢࣥ࢕ࢸ࢖ࣛࢡࢵ ₇⩦ 1 1

ーࢩࣛࢸアࣜ࢕ࢹ࣓ ₇⩦ 1 1

ᇶ♏研究Ϩ ₇⩦ 1 1

ᇶ♏研究ϩ ₇⩦ 1 1

༞ᴗ研究Ϩ ₇⩦ 2 2

༞ᴗ研究ϩ ₇⩦ 2 2

Ϩࣉࢵࢩーࣥࢱࣥ࢖ ₇⩦ 1 1

ϩࣉࢵࢩーࣥࢱࣥ࢖ ₇⩦ 1 1
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� ༊分 ᤵᴗ⛉目
ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

専　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　

教　
　
　
　
　
　

育　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

目

専　
　
　
　
　
　

門　
　
　
　
　
　

展　
　
　
　
　
　

㛤　
　
　
　
　
　

科　
　
　
　
　
　

目

スࢿࢪࣅルࢸ࣍ ㅮ⩏ 2 2

ㄽࢡーࣃーマࢸ ㅮ⩏ 2 2

ୡ⏺の食とᩥ化 ㅮ⩏ 2 2

ス実ົࣅーࢧ ₇⩦ 1 1

ーࢼスマࢿࢪࣅ ₇⩦ 1 1

࣍ス࢕ࢸࣜࢱࣆㄽ ㅮ⩏ 2 2

⡙記 ㅮ⩏ 2 2

་学୍⯡ ㅮ⩏ 2 2

་⒪事ົϨ ₇⩦ 1 1

་⒪事ົϩ ₇⩦ 1 1

་ᖌ事ົ⿵ຓ ₇⩦ 1 1

་⸆品とそのస用 ㅮ⩏ 2 2

情ሗฎ理₇⩦Ϩ ₇⩦ 1 1

情ሗฎ理₇⩦ϩ ₇⩦ 1 1

H ス࣏ーツと♫఍ ㅮ⩏ 2 2

H ス࣏ーツと౫Ꮡ⑕ ㅮ⩏ 2 2

H ス࣏ーツ実ᢏ ₇⩦ 1 1

H ス࣏ーツ࢖ベࣥࢺ運営 ₇⩦ 1 1

H ス࣏ーツ配ಙ ₇⩦ 1 1

♏ᇶࢢミࣥࣛࢢࣟࣉ ₇⩦ 1 1

Ϩࢢミࣥࣛࢢࣟࣉー࣒ࢤ ₇⩦ 1 1

ϩࢢミࣥࣛࢢࣟࣉー࣒ࢤ ₇⩦ 1 1

㹇㹒と♫఍ ㅮ⩏ 2 2

㹇㹒ࢿࢪࣅス₇⩦ ₇⩦ 2 2

⩦₇ࣥࣙࢩーࢸゼࣥࣞࣉ ₇⩦ 1 1

� ༊分 ᤵᴗ⛉目
ᤵᴗ
ᙧ態

㛤設
༢఩

༢఩ᩘ

必ಟ 㑅ᢥ

専
門
教
育
科
目

専
門
展
㛤
科
目

,QWHQVLYH :ULWLQJ ₇⩦ 2 2

&RQWHPSRUDU\ ,VVXHV LQ D *OREDO &RQWH[W ₇⩦ 2 2

)RUHLJQ /DQJXDJH 3UHVHQWDWLRQ ₇⩦ 2 2

,QWHQVLYH 5HDGLQJ ₇⩦ 2 2

6WXG\ RI /RFDO &XOWXUH ₇⩦ 2 2

,GLRP DQG 9RFDEXODU\ ₇⩦ 1 1

ᑓ㛛教育⛉目��⛉目 1�� 1� 113

⮬⏤
⛉目

ᑠㄽᩥ≉ㅮ ₇⩦ 1 1

⮬⏤⛉目１⛉目 1 1

ᑓ㛛教育⛉目 ⥲合ィ101⛉目 1�� 1� 13�

࠙༞ᴗのせ௳ࠚ

１．ᇶ♏⛉目から �༢఩以ୖಟᚓすること。

２．ᇶ♏⛉目及びᑓ㛛教育⛉目から合ィ �� ༢఩以ୖಟᚓすること。

３．⮬⏤⛉目は、༞ᴗ༢఩として認定しない。
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育英短期大学ᒚಟ規則

（㊃ ᪨）

➨１᮲ 育英短期大学（以下㺀本学㺁という。）におけるᒚಟに㛵する事㡯は、育英短期大

学学則（以下「学則」という。）に定める࡯か、この規則の定めるとこࢁによる。

（ᤵᴗ⛉目及び༢఩ᩘ）

➨２᮲ 本学におけるᤵᴗ⛉目及び༢఩ᩘは、学則別⾲➨１及び別⾲➨２のとおりとする。

（ᤵᴗ⛉目等のබ示）

➨３᮲ 各学期に㛤設するᤵᴗ⛉目、༢఩、ᤵᴗ内ᐜ、ᤵᴗ時間๭及び教員等については、

学年のึめにබ示する。たࡔし、≉別に㛤ㅮされるᤵᴗ⛉目は、別㏵බ示する。

（ᒚಟ⛉目のⓏ㘓）

➨４᮲ 学生は、ẖ学期にᒚಟす࡭きᤵᴗ⛉目をᡤ定の期間内に、「ᒚಟࢩス࣒ࢸ」又は

「ᒚಟ届࢝ーࢻ」によりⓏ㘓しなけれࡤならない。

２ Ⓩ㘓しようとするᤵᴗ⛉目とྠじ時間に㔜」する௚のᤵᴗ⛉目をⓏ㘓することはでき

ない。

３ すでに༢఩をಟᚓしたᤵᴗ⛉目については、Ⓩ㘓することはできない。

４ ᣦ定するᤵᴗ⛉目については、Ⓩ㘓をไ㝈することがある。

５ 学生は、Ⓩ㘓したᤵᴗ⛉目について、ᡤ定のኚ᭦期間内に取消し、ኚ᭦又は㏣ຍする

ことができる。

６ 学生は、ᡤ定の期間を㉸えて、Ⓩ㘓又はⓏ㘓の取消し、ኚ᭦ⱝしくは㏣ຍをすること

はできない。たࡔし、⑓気等やࡴをᚓない理⏤がある場合に㝈り、認めることがある。

（ᒚಟ⛉目のⓏ㘓のୖ㝈）

➨５᮲ 学生が１年間においてⓏ㘓できるᤵᴗ⛉目の༢఩ᩘのୖ㝈ཎ則としては、ḟのとお

りとする。

学 ⛉ １年間

ಖ育学⛉

⌧௦ࢥミュニケーࣥࣙࢩ学⛉

56༢఩

50༢఩

２ 前㡯の༢఩には、㞟୰ᤵᴗ、教職⛉目及び⮬⏤⛉目の༢఩はྵめない。

（ᒚಟⓏ㘓の取消し）

➨６᮲ ᒚಟⓏ㘓を行ったᤵᴗ⛉目について、前期及び後期の定められた期日にᒚಟⓏ㘓

。りに᪂たにᤵᴗ⛉目をᒚಟⓏ㘓することはできないࢃ

⛉目の取り消しを申請することができる。たࡔし、ᒚಟⓏ㘓取り消しをしたᤵᴗ⛉目の௦

２ Ⓩ㘓したᤵᴗ⛉目について、௚の学生の㏞ᝨになる行Ⅽがあったとき、又は本学のㅖ

規則に㐪཯してⓏ㘓したことがุ᫂したとき、その௚ᒚಟに支障があるとุ᩿したとき

は当ヱᤵᴗ⛉目のᒚಟを取り消すことがある。

３ 成⦼ඃ⚽者は、➨１㡯の規定にかかࢃらず、ᒚಟⓏ㘓༢఩ᩘのୖ㝈を㉸えて、ᡤ定の༢

఩ᩘまでᤵᴗ⛉目のⓏ㘓をすることができる。

̎　育英短期大学ཤ修規則

ʵ��ʵ



（ᒚಟ方法）

➨７᮲ 学生は、Ⓩ㘓したᤵᴗ⛉目以外のᤵᴗ⛉目をᒚಟすることはできない。

２ ᤵᴗ⛉目のᒚಟは、ཎ則として㛤設年ḟにᛂじて行う。  

３ ཷㅮ者が５ேᮍ‶のᤵᴗ⛉目は、ཎ則として㛤ㅮしない。

４ 学生は、Ⓩ㘓したᤵᴗ⛉目の༢఩をಟᚓできなかったときは、ᡤ定の期間内に「ᒚಟ

。によりⓏ㘓し、෌ᒚಟすることができる「ࢻᒚಟ届࢝ー」又は「࣒ࢸスࢩ

５ ෌ᒚಟにおけるࣛࢡス㑅定は、ཎ則として任意であるが、≉にᣦ定することがある。

（௚学⛉におけるᤵᴗ⛉目のᒚಟ）

➨８᮲ ௚学⛉で㛤ㅮされているᤵᴗ⛉目のᒚಟをᕼᮃする者は、ᒚಟしようとするᤵᴗ

⛉目の担当教員のᢎㅙをᚓて、ᒚಟⓏ㘓の期間内に㢪出を学㛗に提出し、そのチྍをཷ

けなけれࡤならない。

２ 前㡯の規定によりᒚಟしಟᚓしたᤵᴗ⛉目の༢఩は、その学生の༞ᴗに必せな༢఩と

することができる。

（㛗期ᒚಟ）

➨㸷᮲ 学則➨18᮲の規定により、ಟᴗ年㝈を㉸えて୍定の期間にࢃたりィ⏬的に教育課

⛬のᒚಟ（以下「㛗期ᒚಟ」という。）をᕼᮃする者は、ᡤ定の期日までに申請᭩を学

㛗に提出し、そのチྍをཷけなけれࡤならない。

２ 前㡯の㛗期ᒚಟをᘏ㛗、短⦰又は取りṆめをしようとするときもྠᵝとする。

３ 㛗期ᒚಟをチྍされた者のಟᴗ年㝈は、ᅾ学期間の⠊ᅖ内とする。

（ᤵᴗのḞᖍ）  

➨10᮲ 学生は、ḟの各ྕのいずれかにヱ当する場合で、ᤵᴗをḞᖍしようとするとき、又は

Ḟᖍしたときは、その理⏤をド᫂する᭩㢮を「Ḟᖍ届」にῧ௜して教ົጤ員㛗に提出する。

（１）学ᰯឤᰁ⑕によるとき。

（２）３ぶ等内のぶ᪘がṚஸしたとき。

（３）⅏ᐖ及び஺通ᶵ㛵の㐜ᘏのとき。

（６）その௚やࡴをᚓない理⏤があるとき。

２ 前㡯各ྕの理⏤によりḞᖍし、「Ḟᖍ届」を提出し認められたときは、Ḟᖍしたᅇᩘ

を出ᖍᅇᩘとみなす。

３ ➨１㡯以外の理⏤によりḞᖍしようとするとき、又はḞᖍしたときは、その理⏤を当

ヱᤵᴗの担当教員に申し出る。その場合、Ḟᖍの取扱いは当ヱᤵᴗの担当教員がุ᩿す

る。

３ Ⓩ㘓手続きに不備又はㄗりがあったᤵᴗ⛉目については、ᒚಟできないことがある。

（４）教育実⩦・ಖ育実⩦（当ヱ実⩦ᰯ等で行う実⩦の事前研ಟ等をྵࡴ。以下ྠじ。）、

（５）ᑵ職ヨ㦂のとき。

。及びᾏ外␃学のとき（。正課のものに㝈る。以下ྠじ）ࣉࢵࢩーࣥࢱࣥ࢖
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（ཷ㦂のไ㝈）  

➨12᮲ ḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、当ヱ⛉目の定期ヨ㦂をཷけることができ

ない。

（１）当ヱ学期にᒚಟⓏ㘓をしていない⛉目であるとき。

（２）ཷ㦂しようとするᤵᴗ⛉目の出ᖍᅇᩘが⥲ᤵᴗᅇᩘの３分の２に‶たないとき。

（３）入室がヨ㦂㛤ጞから20分を⤒㐣したとき。

２ ḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、定期ヨ㦂をཷけることができない。

（１）当ヱ学期のᤵᴗᩱ等が納௜されていないとき。

（２）当ヱ学期に೵学又はఇ学しているとき。

（㏣ヨ㦂）

➨13᮲ 定期ヨ㦂のཷ㦂㈨᱁を᭷する者が、ḟの各ྕに掲ࡆる事⏤により定期ヨ㦂をཷけ

られず、㏣ヨ㦂をᕼᮃするときは、ᡤ定の期日までにその理⏤をド᫂する᭩㢮を「㏣ヨ

㦂㢪」にῧ௜して教ົጤ員㛗に提出し、そのチྍをཷけなけれࡤならない。

（１）⑓気又は㈇傷によるとき。

（２）３ぶ等内のぶ᪘がṚஸしたとき。

（３）⅏ᐖ及び஺通ᶵ㛵の㐜ᘏのとき。

（４）教育実⩦・ಖ育実⩦、ࢱࣥ࢖ーࣥࣉࢵࢩ及びᾏ外␃学のとき。

（５）ᑵ職ヨ㦂のとき。

（６）その௚やࡴをᚓない理⏤があるとき。

２ ㏣ヨ㦂の日時等は、その㒔ᗘ定める。

（෌ヨ㦂）

➨14᮲ ヨ㦂で不合᱁となったᤵᴗ⛉目について෌ヨ㦂をᕼᮃする者は、当ヱ⛉目の担当

教員が෌ヨ㦂を実施する場合に㝈り、ᡤ定の期日までに「෌ヨ㦂ཷ㦂㢪」を教ົጤ員㛗

に提出し、そのチྍをཷけなけれࡤならない。

２ ෌ヨ㦂の実施日時等は、その㒔ᗘ定める。

（ヨ㦂における不正行Ⅽ）

➨15᮲ ヨ㦂において、不正行Ⅽがあったとき、又はヨ㦂┘╩者のᣦ示にᚑࢃなかったと

きは、当ヱ学生に㏥室を࿨じ、当ヱ学期又は当ヱ年ᗘのᒚಟ⛉目の全部ⱝしくは୍部の

༢఩を取り消し、又は୚えないとともに、ฎ分を行うことがある。  

２ ヨ㦂は、➹記ヨ㦂、࣏ࣞーࢺ、実ᢏ、実⩦、ཱྀ㏙、ㄽᩥ及びస品のไసにより行う。

３ ヨ㦂の日時は、㛤ጞ日の１週間前までにබ示する。

（ヨࠉ㦂）

➨11᮲ ヨ㦂は、前期及び後期の学期ᮎにそれࡒれ行う。たࡔし、各ᤵᴗ⛉目の担当者が

必せと認めたときは、⮫時に行うことができる。
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（１）㹑（90㹼100Ⅼ）ᴟめてඃ⚽な成⦼でಟめている。

（２）㸿（80㹼89Ⅼ) ඃれた成⦼でಟめている。

（３）㹀（70㹼79Ⅼ） ᶆ準的な成⦼でಟめている。

（４）㹁（60㹼69Ⅼ） 最ప㝈ᗘの成⦼でಟめている。

（５）㹂（59Ⅼ以下） 最ప㝈ᗘの成⦼をಟめていない。

２ 成⦼のホ౯方法は、あらかじめࣛࢩバスに᫂示する。

３ ௚の短期大学等においてಟᚓした༢఩及び㈨᱁取ᚓ等により༢఩認定された成⦼のホ

౯は、「㹎」とする。

４ ཷ㦂のไ㝈等によりヨ㦂等をཷけられなかったときⱝしくはཷけなかったとき又は不正

行Ⅽにより༢఩が認められなかったときは、成⦼ホ౯は「㹄」とし、不合᱁とする。

（㹅㹎㸿の活用）

➨17᮲ 前᮲➨１㡯のホ౯にᑐしてホ౯Ⅼ（ࣞࢢーࢺࣥ࢖࣏・ࢻ。）を௜୚し、ᒚಟ⛉目

の成⦼ホ౯平ᆒ್（ࣞࢢーࢺࣥ࢖࣏・ࢻ・アベࣞーࢪ。以下「㹅㹎㸿」という。）を⟬

定して、学生の学ಟへの意ḧのቑ㐍やᒚಟᣦᑟのಁ㐍及び༞ᴗุ定のᇶ準とする。

２ 㹅㹎㸿に㛵する必せな事㡯は、別に定める。

（学ಟ支援及び㏥学່࿌）

➨18᮲ 前᮲の㹅㹎㸿が１.５に㐩しない学生にᑐしては、必せな学ಟ支援を行う。

２ 学㛗は、前㡯の学ಟ支援を行ったにも㛵ࢃらず、成ᴗのぢ㎸みがないときは、本ே及

びಖㆤ者であるಖドேにᑐして㏥学່࿌をすることがある。

（成⦼の確認及び通▱）

➨19᮲ 学生は、成⦼の⤖ᯝについて、ᡤ定の期間内に「ᒚಟࢩス࣒ࢸ」で確認のୖ、その

ホ౯にᑐして␲⩏があるときは、ᡤ定の期日までに「成⦼ホ౯に㛵する㉁ၥ᭩」を学㛗

に提出して෌ホ౯をཷけることができる。

２ 確定した成⦼については、ಖドேに通▱する。

（༢఩の取消し等）

➨20᮲ ୍ᗘ認定した༢఩及びホ౯は、➨1�᮲に定める場合を㝖き、取り消すことができない。�

２ ᤵᴗᩱ等がᮍ納のときは、༢఩を認定しないことがある。

（༞ᴗのせ௳）

➨21᮲ 本学を༞ᴗするためには、学則別⾲➨１及び別⾲➨２に掲ࡆるᤵᴗ⛉目の༊分ご

とに定める༢఩をಟᚓしなけれࡤならない。

（㌿学⛉）

➨22᮲ ㌿学⛉をᕼᮃする者は、ᣦᑟ教員のᢎㅙをᚓて、㌿学⛉㢪を学㛗に提出し、その

チྍをཷけなけれࡤならない。�

（成⦼のホ౯）

➨16᮲ 成⦼のホ౯は、ヨ㦂、࣏ࣞーࢺ、平⣲の成⦼及びその௚の方法を⥲合的に຺᱌し

て、ḟのᇶ準でホ౯し、㹑、㸿、㹀及び㹁を合᱁とし㹂を不合᱁とする。
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この規則は、௧࿴２年３月��日に改正し、௧࿴２年４月１日から施行する。

。この規則は、施行日においてᅾ学する学生から㐺用するࠉ２

この規則は、௧࿴３年３月��日に改正し、௧࿴３年４月１日から施行する。

２ ㌿学⛉の時期は、学期のึめとする。

教育職員චチ状

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、௧࿴４年３月��日に改正し、௧࿴４年４月１日から施行するࠉࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この規則は、௧࿴８年１月ࠉ１日に改正し、௧࿴８年４月１日から施行する。

改正後の➨�3᮲及び➨��᮲の規定は、௧࿴８年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴７年ᗘ以ࠉ�２

前の入学生については、なおᚑ前の౛による。
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育英短期大学㹅㹎㸿に㛵する規則

（平成28年3月28日ไ定）

(㊃᪨）

➨１᮲ この規則は㸪育英短期大学（以下「本学」という。）におけるࣞࢢーࢺࣥ࢖࣏・ࢻ・アベࣞ

ーࢪ(ᒚಟ⛉目の成⦼平ᆒ್。以下「㹅㹎㸿」という。）ไᗘの運用に㛵し、必せな事㡯を定め⤌

⧊的な学ಟの成⦼ホ౯を行い、学生の学⩦への意ḧのቑ㐍やᒚಟᣦᑟのಁ㐍をᅗるとともにホ౯

ᇶ準の᫂確化やཝ᱁な成⦼ホ౯にᐤ୚するものとする。

(成⦼のホ౯と㹅㹎)

➨２᮲ 育英短期大学ᒚಟ規則➨16᮲➨１㡯及び➨４㡯に定めるヨ㦂等のホ౯にᑐしてḟのとおりホ

౯Ⅼ 。以下「㹅㹎」という。�を௜୚し、ᒚಟ⛉目の㹅㹎㸿を⟬定する。ࢺࣥ࢖࣏・ࢻーࣞࢢ�

(㹅㹎㸿ᑐ㇟⛉目)

➨３᮲ 本学の教育課⛬で㛤ㅮする全てのᤵᴗ⛉目を㹅㹎㸿のᑐ㇟⛉目とする。

２ 前㡯の規定にかかࢃらず、ḟの各ྕに掲ࡆる⛉目にヱ当する場合は、㹅㹎㸿のᑐ㇟外とする。

(１) 認定のホ౯をཷけた⛉目

(２) ༞ᴗせ௳༢఩に⟬入しない⛉目

(３) その௚、㹅㹎㸿⟬出㝖外⛉目として教ᤵ఍で定められた⛉目

(㹅㹎㸿の✀㢮と⟬定方法)

➨４᮲ 㹅㹎㸿は、ḟの各ྕに定める方法により⟬定する。たࡔし、⟬定್はᑠᩘⅬ以下➨３఩を

ษりᤞてるものとする。

(１)学期㹅㹎㸿

(当ヱ学期にホ౯をཷけたホ౯ᑐ㇟⛉目の㹅㹎× 当ヱ⛉目の༢఩ᩘ)の⥲࿴
学期㹅㹎㸿㸻

     当ヱ学期にホ౯をཷけたᤵᴗ⛉目の⥲༢఩ᩘ

成⦼ホ౯

㹅㹎

㹑 㸿 㹀 㹁 㹂 㹄

４ ３ ２ １ 㸮 㸮 㹅㹎㸿のᑐ㇟としない。

㹎

̏　育英短期大学̜̥̖に関する規則
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通ࢉ　　　�は、成績証໌ॻにࡌهする΋のとするɻ

１ �この規則は、ྩ࿨２೥３݄26೔にվਖ਼し、ྩ࿨２೥４݄１೔͔らࢪ行するɻ
２ �この規則は、ࢪ行೔においてࡏ学する学生͔らద用するɻ

ෟ　則

１ �この規則は、ྩ࿨８೥１݄29೔にվਖ਼し、ྩ࿨８೥４݄１೔͔らࢪ行するɻ
ෟ　則
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４ 育英短期大学における㈨᱁取ᚓにకう༢఩認定に㛵する規則

（㊃ ᪨）

➨１᮲ この規則は、育英短期大学学則➨ 16 ᮲➨３㡯に規定する「ᩥ部⛉学大⮧が別に定

める学ಟ」に㛵し、必せな事㡯を定める。

（ᑐ㇟となる㈨᱁）

➨２᮲ 「ᩥ部⛉学大⮧が別に定める学ಟ」のᑐ㇟となる㈨᱁は、別⾲のとおりとする。

２ 本学に入学する前に取ᚓした㈨᱁についてもᑐ㇟とする。

（申請手続）

➨３᮲ ༢఩の認定をཷけようとする学生は、申請᭩に取ᚓした㈨᱁のド᫂᭩㢮をῧえて

学㛗に提出しなけれࡤならない。

（༢఩の認定）

➨４᮲ 前᮲による申請があったときは、学㛗は教ᤵ఍の㆟を⤒て༢఩認定を行う。

２ 学㛗は、申請のあった学生に༢఩の認定を通▱する。

（成⦼ホ౯）

➨５᮲ 認定されたᤵᴗ⛉目の成⦼ホ౯は「㹎」とする。

（認定の取消し）

➨６᮲ 学㛗は、申請に不正があったと認められたときは、༢఩の認定を取り消すことが

できる。

（事 ົ）

➨７᮲ この規則に㛵する事ົは、事ົᒁ教ົ課においてฎ理する。

（規則の改ᗫ）

➨８᮲ この規則の改ᗫは、教ᤵ఍の㆟を⤒て、学㛗が行う。

   附 則

１ この規則は、௧࿴４年２月 24 日にไ定し、ྠ日から施行する。

２ ⌧௦ࢥミュニケーࣥࣙࢩ学⛉㈨᱁取ᚓにకう༢఩認定せ㡯はᗫṆする。

̐　育英短期大学における資格取得に൐͏୯位ೝఆに関する規則

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この規則は、௧࿴６年２月ࠉ１日に改正し、௧࿴６年４月１日から施行する。

改正後の別⾲は、௧࿴６年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴５年ᗘ以前の入学者についてࠉ�２

は、なおᚑ前の౛による。

附ࠉ則

��この規則は、௧࿴８年１月ࠉ１日に改正し、௧࿴８年４月１日から施行する。

改正後の別⾲は、௧࿴８年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴７年ᗘ以前の入学生についてࠉ�２

は、なおᚑ前の౛による。
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別⾲

取ᚓᢏ⬟᳨定の

ྡ⛠及び⣭఩等

認 定 ⛉ 目 認 定

༢఩ᩘ

備 ⪃

日ၟ㹎㹁᳨定

３⣭以ୖ(ᩥ᭩స成及び

活用の２✀㢮を取ࢱーࢹ

ᚓした場合に㝈る。)

情ሗと㹇㹁㹒のᇶ♏ ２

実用英ㄒᢏ⬟᳨定

準２⣭又は

  TOEIC 350 Ⅼ以ୖ

英ㄒϨ

英ㄒϩ

１

１

ᕥ記⛉目のうࡕから

１༢఩を認定

実用英ㄒᢏ⬟᳨定

２⣭又は

  TOEIC 500 Ⅼ以ୖ

英ㄒϨ

英ㄒϩ

Integrated English SkillVϨ

１

１

２

ᕥ記⛉目のうࡕから

２༢఩をୖ㝈に認定

実用英ㄒᢏ⬟᳨定

準１⣭又は

  TOEIC 730 Ⅼ以ୖ

英ㄒϨ

英ㄒϩ

Integrated English SkillsϨ

Integrated English Skillsϩ

１

１

２
Practical English １

２

ᕥ記⛉目のうࡕから

４༢఩をୖ㝈に認定

注）１．ୖ記以外の㈨᱁及びୖ記の⣭఩を㉸える㈨᱁については、その㒔ᗘᑐᛂする。

  ２．ྠ✀の㈨᱁取ᚓにより認定をཷけた༢఩がある場合は、その༢఩をྵめた༢఩を

ୖ㝈とする。
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- 1 - 

育英短期大学学位規則 

  （趣 旨） 

第１条 この規則は、学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第 13 条第１項及び育英短期

大学学則（以下「学則」という。）第 27 条第２項の規定に基づき、育英短期大学（以下

「本学」という。）において授与する学位について必要な事項を定める。 

 （学位の種類及び専攻分野の名称） 

第２条 本学において授与する学位は、短期大学士とする。 

２ 短期大学士の学位に付記する専攻分野の名称は、次のとおりとする。 

   保育学科         （保育学） 

     現代コミュニケーション学科（コミュニケーション学） 

 （学位授与の要件） 

第３条 短期大学士の学位は、学則第 26 条の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。

 （学位の授与） 

第４条 学長は、教授会の議を経て卒業を認定したときは、別記様式により学位記を交付

して学位を授与する。 

 （学位の名称） 

第５条 本学から学位を授与された者は、その学位の名称を用いるときは、「育英短期大

学」の名称を付記する。 

 （学位授与の取消し） 

第６条 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判

明したとき、又はその名誉を汚す行為があったときは、教授会の議を経て授与した学位

を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表する。 

 （規則の改廃） 

第７条 この規則の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。 

   附 則 

 この規程は、平成 18 年１月 19 日から施行し、平成 17 年 10 月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、平成 19 年 12 月 22 日から施行し、平成 19 年９月１日から適用する。 

５　育英短期大学学位規則
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   㝃 則

このつ則は、ᖹᡂ 30 ᖺ３月 13 日にᨵṇし、ᖹᡂ 30 ᖺ㸲月１日から᪋行する。

   㝃 則

このつ則は、௧࿴３ᖺ 11 月 25 日にᨵṇし、同日から㐺用する。

ู記ᵝᘧ㸦第㸲᮲㛵ಀ㸧

         第   号

Ꮫ ఩ 記

              Ặྡ

   ᖺ 月 日⏕

  ᮏᏛ所定のㄢ⛬をಟめてᮏᏛを༞ᴗしたことを

ㄆめ▷期኱Ꮫኈ㸦ಖ⫱Ꮫ又はコ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩン

Ꮫ㸧のᏛ఩をᤵ୚する

     ᖺ 月 日

         ⫱ ⱥ ▷ 期 ኱ Ꮫ

    Ꮫ長 Ặ  ྡ ༳

                                              (Ａ㸲ᶓ書)
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（᪨ࠉ㊃）ࠉ

➨�１᮲ࠉ育英大学及び育英短期大学（以下「本学」という。）におけるᤵᴗᩱその௚の㈝用

に㛵しては、この規⛬の定めるとこࢁによる。

（ᤵᴗᩱ、入学㔠及び入学᳨定ᩱの㢠）ࠉ

➨�２᮲ࠉ本学においてᚩ収するᤵᴗᩱ、入学㔠及び入学᳨定ᩱの㢠は、ḟの⾲のとおりとす

る。

༊ࠉࠉ分 ᤵᴗᩱ 入学㔠 入学᳨定ᩱ

学部学生 年㢠 ��0�000෇ ��0�000෇ 30�000෇

短期大学学生 年㢠 ��0�000෇ ��0�000෇ 30�000෇

⛉目等ᒚಟ生 １༢఩ 10�000෇ 30�000෇ 10�000෇

研究生 月㢠 �0�000෇ 30�000෇ 10�000෇

≉別⫈ㅮ学生 １༢఩ 10�000෇ 30�000෇ 10�000෇

⫈ㅮ生 １༢఩ 10�000෇ 30�000෇ 10�000෇

研ಟ生 月㢠 �0�000෇ 30�000෇ 10�000෇

れの学則に定めるಟᴗ年㝈を㉸えて୍定の期ࡒそれ、ࡕ大学及び短期大学の学生のうࠉ�２

間にࢃたりィ⏬的に教育課⛬をᒚಟし、༞ᴗすることを認められた者からᚩ収するᤵᴗ

ᩱの年㢠は、当ヱᅾ学を認められた期間（以下「㛗期ᅾ学期間」という。）に㝈り、前㡯

の規定にかかࢃらず、ྠ㡯に規定するᤵᴗᩱの年㢠にಟᴗ年㝈を஌じてᚓた㢠を㛗期ᅾ

学期間の年ᩘで㝖した㢠（その㢠に１෇ᮍ‶の➃ᩘがあるときは、これをษりᤞてた㢠）

とする。

、らずࢃ入学、෌入学又は㌿入学にಀる入学᳨定ᩱの㢠は、➨１㡯の規定にかか⦆ࠉ�３

�0�000෇とする。

を利用した入学ヨ㦂にಀる入学᳨定ᩱの㢠は、➨１㡯の規定にかࢺスࢸ大学入学ඹ通ࠉ�４

かࢃらず、10�000෇とする。

（その௚の㈝用）ࠉ

➨�３᮲ࠉ本学においてᚩ収する施設設備㈝の㢠は、3�0�000෇とする。

。実⩦㈝の㢠は、実⩦の✀㢮、内ᐜにᛂじて理事㛗が別に定めるࠉ２

。か、学ಟ及び㈨᱁取ᚓに必せな⤒㈝は、実㈝とする࡯前㡯に定めるもののࠉ�３

。前２㡯に定める㈝用は、事前にᚩ収するࠉ４

（ᤵᴗᩱ等のᚩ収方法）ࠉ

➨�４᮲ࠉᤵᴗᩱ及び施設設備㈝（以下「ᤵᴗᩱ等」という。）のᚩ収は、前期及び後期の

２学期に༊分し、それࡒれの学期においてᚩ収する㢠は、年㢠の２分の１とする。

。前㡯のᤵᴗᩱ等は、前期にあっては４月、後期にあっては㸷月にᚩ収するࠉ２

らず、学生からᘏ納又は分納の㢪出があったときは、ᘏ納又は分ࢃ前㡯の規定にかかࠉ�３

納を認めることがある。

６　育英大学及び育英短期大学の授業料その他費用に関する規程
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らず、学生から１年分を୍ᣓして支払う᪨の申出があったときࢃ２㡯の規定にかか➨ࠉ�４

は、前期及び後期のᤵᴗᩱ等を、前期のᤵᴗᩱをᚩ収するときにేせてᚩ収することがで

きる。

その௚の㈝用については、必せにᛂじて、ᤵᴗᩱ等のᚩ収にేせて、又はその㒔ᗘᚩ収ࠉ�５

する。

（別の場合のᤵᴗᩱ等の㢠及びᚩ収方法≉）ࠉ

➨�５᮲ࠉ前期又は後期の୰㏵において᚟学、⦅入学、෌入学及び㌿入学（以下「᚟学等」と

いう。）をした者からᚩ収するᤵᴗᩱ等の㢠は、それࡒれの年㢠の1�分の１の㢠（その㢠

に༓෇ᮍ‶の➃ᩘがあるときは、これをษりୖࡆた㢠。以下ྠじ。）に᚟学等の日のᒓす

る月から前期又は後期のᅾ学する月ᩘを஌じてᚓた㢠とし、᚟学等の日のᒓする月にᚩ収

する。

ᅾ学の㏵୰から㛗期ᅾ学期間のチྍをཷけた者及びᘏ㛗を認められた者のᤵᴗᩱの年㢠ࠉ�２

は、➨２᮲➨２㡯に定める年㢠とし、➨４᮲➨２㡯に定める時期にᚩ収する。

㛗期ᅾ学期間を㉸えてᅾ学する場合のᤵᴗᩱの年㢠は、➨２᮲➨１㡯に定める年㢠とすࠉ�３

る。

㛗期ᅾ学期間を短⦰することを認められた場合には、➨２᮲➨１㡯に定めるᤵᴗᩱの年ࠉ�４

㢠に、大学及び短期大学のそれࡒれの学則に定めるಟᴗ年㝈を஌じてᚓた㢠から᪤に納入

した㢠を᥍㝖した㢠をᚩ収する。

（学年の㏵୰の༞ᴗ等の場合のᤵᴗᩱ等）ࠉ

➨�６᮲ࠉ学年の㏵୰に༞ᴗ、㏥学又は㌿学をしようとする者は、当ヱ学期のᤵᴗᩱ等の全㢠

を納入しなけれࡤならない。

らず、４月又は10月に㏥学又は㌿学を㢪い出た者が、ྠ月ᮎまでにࢃ前㡯の規定にかかࠉ�２

本学の学生の㌟分をኻうときは、ᤵᴗᩱの年㢠の1�分の１の㢠を㢪出とేせて分納しなけ

れࡤならない。

（ఇ学の場合のᤵᴗᩱ等）ࠉ

➨�７᮲ࠉ学期の㏵୰から、ఇ学又は೵学となる者は、当ヱ学期のᤵᴗᩱ等の全㢠を納入しな

けれࡤならない。

らず、４月又は10月にఇ学を㢪い出た者が、⩣月のึ日までにఇ学ࢃ前㡯の規定にかかࠉ�２

するときは、ᤵᴗᩱの年㢠の1�分の１の㢠を㢪出とేせて分納しなけれࡤならない。

。ての期間をఇ学する者のᤵᴗᩱ等は、ᚩ収しない࡭学期のすࠉ�３

。ならないࡤ前㡯に規定する者は、学期ẖにᅾ⡠ᩱとして、30�000෇を納入しなけれࠉ�４

（᪤納のᤵᴗᩱ等の返㑏）ࠉ

➨�８᮲ࠉḟに掲ࡆる≉別の事情がある場合は、᪤納のᤵᴗᩱ等を返㑏する㹿

（１�）後期のᤵᴗᩱ等を納௜後、後期がはじまる前までに㏥学又は㌿学をする場合は、後期

のᤵᴗᩱ等の全㢠

（２�）後期のᤵᴗᩱ等を納௜後、後期のす࡭ての期間をఇ学となる場合は、後期のᤵᴗᩱ等

の全㢠

（３�）ᤵᴗᩱのච㝖を申請した者がそのච㝖の認定をཷけた場合は、その認定をཷけた㢠に

相当する㢠
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（４）その௚≉別の事情があると学㛗が認めた場合はその㢠

（入学㔠及び入学᳨定ᩱのᚩ収方法）ࠉ

➨㸷᮲ࠉ入学㔠は、入学をチྍするときにᚩ収する。

。入学᳨定ᩱは、出㢪をཷ理するときにᚩ収するࠉ２

。᪤納の入学㔠及び入学᳨定ᩱは返㑏しないࠉ３

（目等ᒚಟ生等のᤵᴗᩱ等⛉）ࠉ

➨�10᮲ࠉ≉別⫈ㅮ学生のᤵᴗᩱ、入学㔠及び入学᳨定ᩱは、༠㆟において相஫に不ᚩ収とす

る大学間༠定を⥾⤖している大学等の学生であるときは、ᚩ収しない。

目等ᒚಟ生、研究生、≉別⫈ㅮ学生、⫈ㅮ生及び研ಟ生（以下「⛉目等ᒚಟ生等」と⛉ࠉ�２

いう。）のᤵᴗᩱのᚩ収は入学前とし、前期にあっては３月、後期にあっては８月とする。

。目等ᒚಟ生等の入学㔠は、入学をチྍするときにᚩ収する⛉ࠉ３

。目等ᒚಟ生等の入学᳨定ᩱは、出㢪をཷ理するときにᚩ収する⛉ࠉ４

（入学㔠及びᤵᴗᩱ等のච㝖又はᚩ収⊰予）ࠉ

➨�11᮲ࠉ⤒῭的理⏤により納入がᅔ㞴な場合、㢼水ᐖ等の⅏ᐖをཷけて納入がᅔ㞴な場合及

び学ᴗがඃ⚽と認められる場合は、入学㔠及びᤵᴗᩱ等の全部又は୍部をච㝖又はᚩ収⊰

予することがある。

か、理事㛗が必せと認めたときは、入学㔠及びᤵᴗᩱ等をῶචす࡯前㡯に定めるもののࠉ�２

ることがある。

（ド᫂᭩等の手ᩘᩱ）ࠉ

➨�1�᮲ࠉ各✀ド᫂᭩等の手ᩘᩱの㢠は、別⾲のとおりとする。

。前㡯の手ᩘᩱは、申請をཷ理したときにᚩ収するࠉ２

（規⛬の改ᗫ）ࠉ

➨13᮲ࠉこの規⛬の改ᗫは、理事఍の㆟を⤒て理事㛗が行う。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この規⛬は、平成ࠉ年㸷月11日�理事఍決定�にไ定し、平成30年４月１日から施行する。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。理事఍決定�に改正し、平成31年４月１日から㐺用する�この規⛬は、௧࿴ඖ年５月��日ࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規⛬は、௧࿴６年１月1�日に改正し、ྠ日から施行するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。理事఍決定�に改正し、➨1�᮲の規定はྠ日から施行する�この規⛬は、௧࿴６年３月��日ࠉ

たࡔし、➨３᮲➨１㡯➨１ྕの規定は௧࿴７年ᗘの入学者から㐺用し、௧࿴６年ᗘ以前の入

学者については、なお、ᚑ前の౛による。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ
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�この規⛬は、௧࿴７年３月1ࠉ１日�理事఍決定�に改正し、௧࿴８年４月１日から施行する。

ᤵᴗᩱ�は、௧࿴８年ᗘ入学者から㐺用し、௧࿴７年ᗘ以前の入�改正後の➨２᮲の規定ࠉ�２

学者については、なお、ᚑ前の౛による。

㡯ࠉࠉࠉࠉ目 ༢఩ 手ᩘᩱの㢠

෌ ヨ 㦂 の ཷ 㦂 １⛉目 ��000෇

学 生 ド の ෌ ஺ ௜ ࠉ௳１ �00෇

ᅾ 学 ド ᫂ ᭩ １通ࠉ

300෇

成 ⦼ ド ᫂ ᭩ １通ࠉ

༢ ఩ 取 ᚓ（ ぢ ㎸ ） ド ᫂ ᭩ １通ࠉ

༞ ᴗ（ ぢ ㎸ ） ド ᫂ ᭩ １通ࠉ

各✀චチ・㈨᱁取ᚓぢ㎸ド᫂᭩ １通ࠉ

೺ ᗣ デ ᩿ ᭩ １通ࠉ

ே 物 ド ᫂ ᭩ １通ࠉ

᥎ ⸀ � ᭩ １通ࠉ

ʵ��ʵ



⫱ⱥ኱Ꮫཬび⫱ⱥ▷期኱Ꮫにおける㧗➼ᩍ⫱ಟᏛᨭ᥼ไᗘに

ᇶ࡙くᤵᴗ料➼ῶචつ則

㸦㊃ ᪨㸧

第１᮲ このつ則は、኱Ꮫ➼におけるಟᏛのᨭ᥼に㛵する法ᚊཬび㛵ಀ法௧㸦以ୗ「法௧」

とい࠺。㸧にᇶ࡙き、⫱ⱥ኱Ꮫཬび⫱ⱥ▷期኱Ꮫ㸦以ୗ「ᮏᏛ」とい࠺。㸧に入Ꮫしよ

とする⪅ཬびᅾᏛ⏕で、Ꮫಟ意ḧがあり、⤒῭ⓗにಟᏛがᅔ㞴な⪅又はከᏊୡᖏ㸦ᢇ㣴࠺

するᏊが３人以上いる間㸧の⪅㸦以ୗ「ከᏊୡᖏ」とい࠺。㸧にᑐして行࠺ᨭ᥼にࡘいて、

㸦ᑐ ㇟㸧

第２᮲ ᨭ᥼のᑐ㇟は、次のいࡎれかにヱ当する⪅で、≉にඃれた⪅であって⤒῭ⓗ⌮由

によりᴟめてಟᏛにᅔ㞴があるものとする。

㸦１㸧ᮏᏛに入Ꮫしよ࠺とする⪅ཬびᅾᏛ⏕㸦ṇㄢに限る。以ୗ「Ꮫ⏕➼」とい࠺。㸧で、

日ᮏᅜ⡠を᭷する⪅又は≉ูỌఫ⪅ⱝしくはỌఫ⪅

㸦２㸧㧗➼Ꮫᰯ➼をึめて༞ᴗしたᖺᗘの⩣ᖺᗘのᮎ日から、኱Ꮫ➼に入Ꮫした日までの

期間が２ᖺを⤒過していない⪅

㸦３㸧ࡑの他法௧で定める⪅

㸦Ꮫᴗᡂ⦼➼のᇶ‽㸧

第３᮲ Ꮫᴗᡂ⦼➼のᇶ‽は、次のとおりとする。

㸦１㸧入Ꮫ後１ᖺを⤒過していない⪅にࡘいては、次のいࡎれかにヱ当する⪅

ձ 㧗➼Ꮫᰯ➼のホ定ᖹᆒ್が3.5以上であること。

ղ 入Ꮫヨ㦂のᡂ⦼が上఩２ศの１以上であること。

ճ 㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⛬ᗘㄆ定ヨ㦂に合᱁していること。

մ Ꮫಟィ⏬書により、Ꮫಟの意ḧやᑗ᮶の┠ᶆが☜ㄆできること。

㸦２㸧入Ꮫ後１ᖺ以上を⤒過した⪅にࡘいては、次のいࡎれかにヱ当する⪅

ձ 㹅㹎Ａが上఩２ศの１以上であること。

ղ ಟᚓ༢఩ᩘがᶆ‽༢఩以上で、Ꮫಟィ⏬書によりᏛಟの意ḧやᑗ᮶の┠ᶆが☜ㄆ

できること。

㸦⤒῭状ἣに㛵するᇶ‽㸧

第㸲᮲ ⤒῭状ἣに㛵するᇶ‽は、第１号ཬび第２号のᇶ‽を‶たすものとする。

㸦１㸧཰入のᇶ‽は、Ꮫ⏕➼ཬびࡑの⏕ィ⥔ᣢ⪅のࡑれࡒれにࡘいて、法௧で定める⟬ᘧに

よ

ただし、ከᏊୡᖏにあっては、所ᚓไ限はないものとする。

り⟬出した㢠の合ィ㢠が、次のいࡎれかの༊ศのῶච㢠⟬定ᇶ‽㢠にヱ当すること。

ձ 第Ϩ༊ศ 100円ᮍ‶

ղ 第ϩ༊ศ 100円～25,600円ᮍ‶

ճ 第Ϫ༊ศ 25,600円～51,300円ᮍ‶

㸦２㸧資⏘のᇶ‽は、Ꮫ⏕➼ཬびࡑの⏕ィ⥔ᣢ⪅の資⏘の合ィ㢠が、኱Ꮫ➼におけるಟᏛ

ᚲせな事㡯を定める。

７　育英大学及び育英短期大学における高等教育修学支援制度に
　　基づく授業料等減免規則
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のᨭ᥼に㛵する法ᚊ᪋行つ則に定めるᇶ‽㢠にヱ当すること。

２ ๓㡯の⏕ィ⥔ᣢ⪅とは、∗ẕがいる場合は୧ぶを、ࡦとりぶの場合は∗又はẕを、∗

ẕがいない場合は当ヱᏛ⏕の⏕ィを⥔ᣢする⪅をい࠺。

㸦申請手続㸧

第㸳᮲ ᮏᏛに入Ꮫしよ࠺とする⪅で入Ꮫ㔠ཬびᤵᴗ料㸦以ୗ「ᤵᴗ料➼」とい࠺。㸧の

ῶචをᕼᮃする⪅୪びにᅾᏛ⏕でᤵᴗ料のῶචをᕼᮃする⪅は、所定のᤵᴗ料➼ῶචㄆ

定申請書㸦以ୗ「申請書」とい࠺。㸧に日ᮏᏛ⏕ᨭ᥼機ᵓ㸦以ୗ「機ᵓ」とい࠺。㸧が

ᐇ᪋する⤥付ᆺዡᏛ㔠の᥇用ೃ⿵⪅決定㏻知の෗をῧ付してᏛ⏕ᨭ᥼ㄢにᥦ出しなけれ

。ならないࡤ

２ ๓㡯の申請において、ఱらかの事᝟により⤥付ᆺዡᏛ㔠を申請していない⪅は、申請

書にఫẸ⚊又はỌఫ➼のᅾ␃資᱁が☜ㄆできる書㢮、Ꮫಟ意ḧが☜ㄆできる書㢮୪びに

ᮏ人ཬび⏕ィ⥔ᣢ⪅඲ဨのㄢ⛯ド᫂書をῧ付するものとする。

３ 申請の᫬期は、๓期にあっては㸲月ᮎまでとし、後期にあっては㸷月ᮎまでとする。

㸲 ᐙィᛴኚによりᨭ᥼がᚲせとなった⪅は、ᐙィᛴኚの事由がⓎ⏕した日から３か月以

内にᚲせ書㢮をῧ࠼て申請することができる。

㸳 ᐙィᛴኚの୺な事由は、次のとおりとする。

㸦１㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅の一方又は୧方がṚஸした場合

㸦２㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅の一方又は୧方が事ᨾⱝしくは⑓気により６か月以上ᑵປがᅔ㞴な場合

㸦３㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅の一方又は୧方が失⫋した場合。なお、自ᕫ㒔合㏥⫋、定ᖺ㏥⫋、௵期

‶஢㸦合意をྵࡴ。㸧による㏥⫋はྵまない。

㸦㸲㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅が㟈⅏、ⅆ⅏ཬび㢼Ỉᐖ➼で⿕⅏し、行方୙᫂又はᑵປᅔ㞴➼でୡᖏ཰

入が኱きくῶᑡする場合

６ ᤵᴗ料ῶචのㄆ定を受けた⪅が、⥅続してㄆ定を受けよ࠺とするときは、ῶච⥅続㢪

を申請᫬期に合わせてᏛ⏕ᨭ᥼ㄢにᥦ出しなけれࡤならない。

㸦ᤵᴗ料のᚩ཰⊰予㸧

第６᮲ ᤵᴗ料のῶච申請をした⪅のᤵᴗ料は、ᤵᴗ料のῶචがㄆ定されるまでの間ᚩ཰

を⊰予する。

㸦ᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅の選⪃㸧

第㸵᮲ Ꮫ長は、機ᵓと連ᦠし、機ᵓからᨭ᥼༊ศ➼の᝟ሗのᥦ౪を受けて☜ㄆを行い、

ᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅をㄆ定する。

２ Ꮫ長は、機ᵓの⤥付ᆺዡᏛ㔠に申請していない⪅にࡘいては、኱Ꮫ㐠Ⴀ఍㆟又は▷኱

㐠Ⴀ఍㆟にㅎり、ㄆ定する。

㸦ᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅への㏻知㸧

第㸶᮲ Ꮫ長は、申請⪅にᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅のㄆ定のྍྰを㏻知をするとともに、ῶච

をᐇ᪋した後に⣡付すべきᤵᴗ料➼がある場合は、ࡑの㢠を⣡付㏻知書により㏻知しᤵ

ᴗ料➼をᚩ཰する。
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（ᤵᴗᩱ等のῶච㢠）

➨㸷᮲ ᤵᴗᩱ等ῶච㢠の年㢠のୖ㝈は、認定をཷけた者の支援༊分にᛂじて、➨Ϩ༊分

及びከ子ୡᖏは法௧で定める㢠の全㢠、➨ϩ༊分は➨Ϩ༊分の３分の２の㢠、➨Ϫ༊分

は➨Ϩ༊分の３分の１の㢠とする。౛示するとḟのとおり。

２ 本学の入学者㑅ᢤヨ㦂（以下「入ヨ」という。）において、ᤵᴗᩱ等のῶචを行った

ときは、この規則に定めるᤵᴗᩱ等ῶච㢠のୖ㝈は、前㡯の規定にかかࢃらず、法௧で

定めるୖ㝈から入ヨで実施するῶච㢠を㝖いた㢠をୖ㝈とする。

３ ῶච㢠を⟬出する㝿、➃ᩘが生じた場合は、100෇ᮍ‶の➃ᩘはษりୖࡆる。たࡔし、

༙期又は月๭りでῶචするときは、年㢠のୖ㝈を㉸えることはできない。

（ᤵᴗᩱῶචの期間）

➨10᮲ ᤵᴗᩱῶචを行う期間は、ḟのとおりとする。

（１）㐣ཤにᤵᴗᩱῶචをཷけたことがない場合は、正規のಟᴗ年㝈を‶஢するために必

せな月ᩘ

（２）⦅入学等した者で㐣ཤにᤵᴗᩱῶචをཷけたことがある場合は、正規のಟᴗ年㝈を

‶஢するために必せな月ᩘから㐣ཤにᤵᴗᩱῶචをཷけていた月ᩘを㝖いた月ᩘ

（入学㔠の返㑏）

➨11᮲ 学㛗は、申請者がᤵᴗᩱ等ῶචᑐ㇟者の認定をཷけたときは、入ヨに合᱁し入学

手続きを行った㝿に納௜した入学㔠のうࡕ、ῶච相当㢠を㏿やかに返㑏する。

（ᤵᴗᩱῶච㢠のኚ᭦）

➨12᮲ 学㛗は、学生及び生ィ⥔ᣢ者の⤒῭状ἣにより支援༊分のኚ᭦があるときは、ẖ

年10月にᤵᴗᩱῶච㢠をኚ᭦する。

࠙大学ࠚ

支援༊分 入学㔠 ᤵᴗᩱ

➨Ϩ༊分・ከ子ୡᖏ 260,000෇ 700,000෇

➨ϩ༊分 173,400෇ 466,700෇

➨Ϫ༊分 86,700෇ 233,400෇

࠙短期大学ࠚ

支援༊分 入学㔠 ᤵᴗᩱ

➨Ϩ༊分・ከ子ୡᖏ 250,000෇ 620,000෇

➨ϩ༊分 166,700෇ 413,400෇

➨Ϫ༊分 83,400෇ 206,700෇

（ᤵᴗᩱῶච㢠の೵Ṇ）

➨13᮲ 学㛗は、ᤵᴗᩱ等ῶචᑐ㇟者がḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、その認定

を೵Ṇする。

（１）ఇ学するとき。

のᨭ᥼に㛵する法ᚊ᪋行つ則に定めるᇶ‽㢠にヱ当すること。

２ ๓㡯の⏕ィ⥔ᣢ⪅とは、∗ẕがいる場合は୧ぶを、ࡦとりぶの場合は∗又はẕを、∗

ẕがいない場合は当ヱᏛ⏕の⏕ィを⥔ᣢする⪅をい࠺。

㸦申請手続㸧

第㸳᮲ ᮏᏛに入Ꮫしよ࠺とする⪅で入Ꮫ㔠ཬびᤵᴗ料㸦以ୗ「ᤵᴗ料➼」とい࠺。㸧の

ῶචをᕼᮃする⪅୪びにᅾᏛ⏕でᤵᴗ料のῶචをᕼᮃする⪅は、所定のᤵᴗ料➼ῶචㄆ

定申請書㸦以ୗ「申請書」とい࠺。㸧に日ᮏᏛ⏕ᨭ᥼機ᵓ㸦以ୗ「機ᵓ」とい࠺。㸧が

ᐇ᪋する⤥付ᆺዡᏛ㔠の᥇用ೃ⿵⪅決定㏻知の෗をῧ付してᏛ⏕ᨭ᥼ㄢにᥦ出しなけれ

。ならないࡤ

２ ๓㡯の申請において、ఱらかの事᝟により⤥付ᆺዡᏛ㔠を申請していない⪅は、申請

書にఫẸ⚊又はỌఫ➼のᅾ␃資᱁が☜ㄆできる書㢮、Ꮫಟ意ḧが☜ㄆできる書㢮୪びに

ᮏ人ཬび⏕ィ⥔ᣢ⪅඲ဨのㄢ⛯ド᫂書をῧ付するものとする。

３ 申請の᫬期は、๓期にあっては㸲月ᮎまでとし、後期にあっては㸷月ᮎまでとする。

㸲 ᐙィᛴኚによりᨭ᥼がᚲせとなった⪅は、ᐙィᛴኚの事由がⓎ⏕した日から３か月以

内にᚲせ書㢮をῧ࠼て申請することができる。

㸳 ᐙィᛴኚの୺な事由は、次のとおりとする。

㸦１㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅の一方又は୧方がṚஸした場合

㸦２㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅の一方又は୧方が事ᨾⱝしくは⑓気により６か月以上ᑵປがᅔ㞴な場合

㸦３㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅の一方又は୧方が失⫋した場合。なお、自ᕫ㒔合㏥⫋、定ᖺ㏥⫋、௵期

‶஢㸦合意をྵࡴ。㸧による㏥⫋はྵまない。

㸦㸲㸧⏕ィ⥔ᣢ⪅が㟈⅏、ⅆ⅏ཬび㢼Ỉᐖ➼で⿕⅏し、行方୙᫂又はᑵປᅔ㞴➼でୡᖏ཰

入が኱きくῶᑡする場合

６ ᤵᴗ料ῶචのㄆ定を受けた⪅が、⥅続してㄆ定を受けよ࠺とするときは、ῶච⥅続㢪

を申請᫬期に合わせてᏛ⏕ᨭ᥼ㄢにᥦ出しなけれࡤならない。

㸦ᤵᴗ料のᚩ཰⊰予㸧

第６᮲ ᤵᴗ料のῶච申請をした⪅のᤵᴗ料は、ᤵᴗ料のῶචがㄆ定されるまでの間ᚩ཰

を⊰予する。

㸦ᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅の選⪃㸧

第㸵᮲ Ꮫ長は、機ᵓと連ᦠし、機ᵓからᨭ᥼༊ศ➼の᝟ሗのᥦ౪を受けて☜ㄆを行い、

ᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅をㄆ定する。

２ Ꮫ長は、機ᵓの⤥付ᆺዡᏛ㔠に申請していない⪅にࡘいては、኱Ꮫ㐠Ⴀ఍㆟又は▷኱

㐠Ⴀ఍㆟にㅎり、ㄆ定する。

㸦ᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅への㏻知㸧

第㸶᮲ Ꮫ長は、申請⪅にᤵᴗ料➼ῶචᑐ㇟⪅のㄆ定のྍྰを㏻知をするとともに、ῶච

をᐇ᪋した後に⣡付すべきᤵᴗ料➼がある場合は、ࡑの㢠を⣡付㏻知書により㏻知しᤵ

ᴗ料➼をᚩ཰する。
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（３）学生及び生ィ⥔ᣢ者の⤒῭状ἣにより支援༊分にヱ当しなくなったとき。

（４）ῶච⥅続㢪がᡤ定の期日までに提出されなかったとき。

２ 前㡯の規定により೵Ṇされた者の当ヱ事⏤がなくなったときは、೵Ṇをゎ㝖する。

（１）前㡯➨１ྕの者が᚟学したとき。

（２）前㡯➨２ྕの೵学のฎ分をཷけた者が、೵学期間（１か月ᮍ‶のときは１か月）を

⤒㐣したとき。

（３）前㡯➨２ྕのカ࿌のฎ分をཷけた者が、カ࿌のฎ分をཷけた日から１か月を⤒㐣し

たとき。

（４）前㡯➨３ྕの者が支援༊分にヱ当したとき。

（５）前㡯➨４ྕの者がῶච⥅続㢪を提出したとき。

（ᤵᴗᩱ等ῶචの認定の取消し）

➨14᮲ 学㛗は、ᤵᴗᩱ等ῶචᑐ㇟者がḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、その認定

を取り消す。

（１）学ᴗ成⦼が法௧に定めるᗫṆの༊分にヱ当したとき。

（２）㏥学、೵学（３か月以ୖのものに㝈る。）又は㝖⡠のฎ分をཷけたとき。

（３）申請᭩及び提出᭩㢮に⹫ഇの記㍕があったとき。

（事 ົ）

➨15᮲ この規則に㛵する事ົは、事ົᒁ学生支援課及び管理課においてฎ理する。

（㞧 則）

➨16᮲ この規則及び法௧に定めるものの࡯か、必せな事㡯は別に定める。

（規則の改ᗫ）

➨17᮲ この規則の改ᗫは、学㛗の申し出により理事㛗が行う。

附 則

１ この規則は、௧࿴ඖ年11月１日にไ定し、௧࿴２年４月１日から施行する。

２ 育英大学及び育英短期大学の⤒῭的理⏤にᇶづくᤵᴗᩱ等ῶච規則（平成27年４月１

日ไ定）は、ᗫṆする。

附 則

この規則は、௧࿴６年２月1�日に改正し、௧࿴６年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、௧࿴７年１月30日に改正し、௧࿴７年４月１日から施行する。

（２）೵学（３か月ᮍ‶のものに㝈る。）又はカ࿌のฎ分をཷけたとき。

ʵ���ʵ



育英大学及び育英短期大学における家計急変した学生の授業料減免要項

（令和２年５月２６日 理事長裁定）

（目 的）

第１ 新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、家計が急変した世帯の学生に対して、

経済的理由により修学を断念することがないよう支援することを目的とする。

（対 象）

第２ 対象となる学生は、国の行う高等教育の修学支援制度の区分Ⅰ及びⅡに該当しない正

課の学生（留学生を含み、休学生を除く。）で、次の第１号及び第３号又は第２号及び第

３号に該当する者

（１）国や地方公共団体が、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、収入が減少した

者を支援対象として実施する公的支援を受けている場合

（２）事由発生後の所得が前年の所得と比較して２分の１以下となっている場合

（３）今年の所得見込みが、給与所得者の場合は８４１万円以下、給与所得者以外の場合は

３５５万円以下である場合

（授業料の減免額）

第３ 減免額は、各学期授業料の２分の１の額とする。ただし、高等教育の修学支援制度や

学内の奨学金制度により授業料の減免を受けている場合は、減免額からその額を除いた額

とする。

（申請手続）

第４ 授業料の減免を希望する学生は、所定の申請書に次の書類を添えて各学期における申

請期間内に学生支援課に提出しなければならない。

（１）第２の第１号に該当する場合は、公的支援の受給証明書のコピー及び直近の課税証明

書

（２）第２の第２号に該当する場合で給与所得者の場合は、減収後１か月分の給与明細書及

び減収前１か月分の給与明細書のコピー並びに直近の課税証明書

（３）第２の第２号に該当する場合で給与所得者以外の場合は、減収後２か月分の仕訳帳等

で収支が分かる書類及び前年度の確定申告書のコピー並びに直近の課税証明書

（４）第２号及び第３号の証明書類がない場合は、所得が２分の１以下となったことが確認

できる書類のコピー並びに直近の課税証明書

（授業料減免の選考）

第５ 授業料の減免を受ける学生の選考は、大学と短大合同の運営委員会で行う。

（授業料減免の決定）

第６ 学長は、大学と短大合同の運営委員会の選考結果を理事長に内申し、理事長が授業料

の減免を受ける学生を決定する。

（３）学生及び生ィ⥔ᣢ者の⤒῭状ἣにより支援༊分にヱ当しなくなったとき。

（４）ῶච⥅続㢪がᡤ定の期日までに提出されなかったとき。

２ 前㡯の規定により೵Ṇされた者の当ヱ事⏤がなくなったときは、೵Ṇをゎ㝖する。

（１）前㡯➨１ྕの者が᚟学したとき。

（２）前㡯➨２ྕの೵学のฎ分をཷけた者が、೵学期間（１か月ᮍ‶のときは１か月）を

⤒㐣したとき。

（３）前㡯➨２ྕのカ࿌のฎ分をཷけた者が、カ࿌のฎ分をཷけた日から１か月を⤒㐣し

たとき。

（４）前㡯➨３ྕの者が支援༊分にヱ当したとき。

（５）前㡯➨４ྕの者がῶච⥅続㢪を提出したとき。

（ᤵᴗᩱ等ῶචの認定の取消し）

➨14᮲ 学㛗は、ᤵᴗᩱ等ῶචᑐ㇟者がḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、その認定

を取り消す。

（１）学ᴗ成⦼が法௧に定めるᗫṆの༊分にヱ当したとき。

（２）㏥学、೵学（３か月以ୖのものに㝈る。）又は㝖⡠のฎ分をཷけたとき。

（３）申請᭩及び提出᭩㢮に⹫ഇの記㍕があったとき。

（事 ົ）

➨15᮲ この規則に㛵する事ົは、事ົᒁ学生支援課及び管理課においてฎ理する。

（㞧 則）

➨16᮲ この規則及び法௧に定めるものの࡯か、必せな事㡯は別に定める。

（規則の改ᗫ）

➨17᮲ この規則の改ᗫは、学㛗の申し出により理事㛗が行う。

附 則

１ この規則は、௧࿴ඖ年11月１日にไ定し、௧࿴２年４月１日から施行する。

２ 育英大学及び育英短期大学の⤒῭的理⏤にᇶづくᤵᴗᩱ等ῶච規則（平成27年４月１

日ไ定）は、ᗫṆする。

附 則

この規則は、௧࿴６年２月1�日に改正し、௧࿴６年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、௧࿴７年１月30日に改正し、௧࿴７年４月１日から施行する。

（２）೵学（３か月ᮍ‶のものに㝈る。）又はカ࿌のฎ分をཷけたとき。 ８　育英大学及び育英短期大学における家計急変した学生の授業料減免要項
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㝃 ๎

この要項は、令和２年５月��日から施行する。

㝃 ๎

この要項は、令和２年㸷月��日にᨵ正し、同日より施行する。
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育英大学及び育英短期大学の奨学金支給規則

（目 的）

第１条  この規則は、育英大学及び育英短期大学の奨学金支給に関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。

（奨学生）  

第２条  特に学業成績優秀で、人物に優れ、他の学生の模範となる学生と認められる者を

奨学生とし、奨学金を支給することができる。

（奨学金の額）

第３条 奨学金の額は、各学期に納める授業料の２分の１の額とする。

（奨学生の人員）

第４条 奨学金支給の対象人員は、各専攻及び各学科の各年次の在籍学生数の２％以内を

原則とする。

（奨学生の選考及び支給時期）

第５条 奨学生の選考は、各学期ごとの成績に基づき選考し、翌学期に奨学金を支給する。

ただし、育英大学にあっては４年次後期、育英短期大学にあっては２年次後期の在学生

は対象としない。

（奨学生の審査及び決定）

第６条 学長は、奨学生の選考について教務委員会に諮り、その選考結果に基づき、理事

長の承認を得た後、これを決定する。

（奨学生の選考基準）

第７条 第５条に定める奨学生の選考は、選考の対象となる学期のグレード･ポイント・ア

ベレージ(ＧＰＡ)による成績順位に基づいて決定する。ただし、ＧＰＡが同値の場合は、

総合的な学業成績の評価及び平常時の姿勢・態度、課外活動・社会的活動等を評価し、

選考する。

（奨学生の取消し）

第８条 学長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生の認定を取り消

すことができる。

（１）除籍、退学又は休学になったとき。

（２）本学学則の定めるところにより懲戒処分を受けたとき。

（３）奨学生としてふさわしくない行為のあったとき。

㝃 ๎

この要項は、令和２年５月��日から施行する。

㝃 ๎

この要項は、令和２年㸷月��日にᨵ正し、同日より施行する。

９　育英大学及び育英短期大学の奨学金支給規則
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（奨学金の㏉㑏）

第㸷条 ๓条により奨学生を取り消された者は、当該期㛫の奨学金を඲額㏉㑏しなけれࡤ

ならない。

（事 務）

第10条 この規則に関わる事務は、事務ᒁ教務課に࠾いて処理する。

（⿵ 則）

第11条 この規則に定めるࡶの࡯か、奨学金支給のᐇ᪋に関して必要な事項は、学長が定

める。

（規則のᨵᗫ）

第12条 この規則のᨵᗫは、学長の⏦ฟにより理事長が行࠺。

    㝃 則

この規⛬は、平成17年３᭶28᪥にไ定し、平成17年４᭶１᪥より᪋行する。

    㝃 則

  この規⛬は、平成28年２᭶24᪥にᨵṇし、平成28年４᭶１᪥より㐺⏝する。

    㝃 則

  この規則は、平成30年３᭶13᪥にᨵṇし、平成30年４᭶１᪥から᪋行する。
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育英大学及び育英短期大学の資格取得奨励金支給規則

（趣 旨）

第１条��この規則は、育英大学及び育英短期大学（以下「本学」という。）の資格取得奨

励金（以下「奨励金」という。）の支給に関し、必要な事項を定める。

（対象者）� �

第２条��奨励金は、将来の就業に向けてスキルアップを図るため、本学が指定する各種の

資格取得を目指して在学期間に受験し合格した学生に対して支給する。

（奨励金の額）

第３条 奨励金の額は、別表のとおりとする。

（申請手続）

第４条 奨励金を希望する学生は、所定の申請書に合格証等の資格を取得したことを証明

する書類及び受験料等の領収書を添えて申請期間内に学生支援課に提出しなければなら

ない。

２ 前項の申請は、別表の資格ごとに１回とする。

３ 第１項の申請は、原則として資格の合格発表又は合格証等が届いた日から２か月以内

とする。ただし、その日が卒業後となる場合は、申請することができない。

（審査及び決定）

第５条 学長は、申請書類を審査し、奨励金の支給を決定する。

（奨励金の取消し）

第６条 学長は、申請した学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の決定を

取り消すことができる。

（１）資格を不正により取得したとき。

（２）除籍、退学又は休学になったとき。

（３）本学学則の定めるところにより懲戒処分を受けたとき。

（奨励金の返還）

第７条 前条の規定により奨励金を取り消された者が、すでに支給を受けていたときは奨

励金を全額返還しなければならない。

（事 務）

第８条 この規則に関する事務は、事務局学生支援課及び管理課において処理する。

10　育英大学及び育英短期大学の資格取得奨励金支給規則
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（⿵ 則）

第㸷条 この規則に定めるࡶの࡯か、奨励金支給のᐇ᪋に関して必要な事項は、学長が定

める。

（規則のᨵᗫ）

第 �� 条 この規則のᨵᗫは、学長の申出により理事長が⾜う。

� � � � 㝃 則

１ この規則は、௧࿴２ᖺ１月 �� 日にไ定し、ྠ日から᪋⾜する。

２ この規則の᪋⾜日において在学する学生が、すでに資格を取得している場合は、第４

条第３項の規定にかかࢃらず、申請することができる。

� � �

別表

資格等のྡ⛠ 奨励金

ᅜ内᪑⾜業務取ᢅ管理者 受験料┦当額

⥲合᪑⾜業務取ᢅ管理者 受験料┦当額

Ⓩ㘓㈍኎者 受験料┦当額

㹒㹍㹃㹇㹁���� Ⅼ㹼� 受験料┦当額

㹒㹍㹃㹇㹁����㹼��� Ⅼ� 受験料┦当額の༙額

㹋㹍㹑࢚キスࢺ࣮ࣃ�各⛉目� 受験料┦当額

������ͤ受験料┦当額には消㈝⛯をྵࡳ、��� ෇ᮍ‶はᅄᤞ஬ධした額
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（⿵ 則）

第㸷条 この規則に定めるࡶの࡯か、奨励金支給のᐇ᪋に関して必要な事項は、学長が定

める。

（規則のᨵᗫ）

第 �� 条 この規則のᨵᗫは、学長の申出により理事長が⾜う。

� � � � 㝃 則

１ この規則は、௧࿴２ᖺ１月 �� 日にไ定し、ྠ日から᪋⾜する。

２ この規則の᪋⾜日において在学する学生が、すでに資格を取得している場合は、第４

条第３項の規定にかかࢃらず、申請することができる。

11　育英短期大学における入学前の資格取得に係る奨学金支給規則

（的ࠉ目）ࠉ

➨�１᮲ࠉこの規則は、育英短期大学における入学前の㈨᱁取ᚓにಀるዡ学㔠支⤥に㛵し、

必せなᑓ㡯を定めることを目的とする。

（ዡ学生及びዡ学㔠）ࠉ

➨�２᮲ࠉ本学に入学した者で、別⾲に定める㈨᱁を取ᚓした者に、ྠ⾲の㈨᱁༊分にᛂじ

た㢠をዡ学㔠として支⤥する。

。取ᚓした㈨᱁が」ᩘある場合は、㔠㢠のከい㢠のዡ学㔠を支⤥するࠉ２

ᑐ㇟となる㈨᱁は、入学する前年ᗘまでにཷ㦂し取ᚓした㈨᱁（入学後に合᱁Ⓨ⾲とࠉ�３

なった㈨᱁をྵࡴ。）とする。

（申請手続）ࠉ

➨�３᮲ࠉዡ学㔠をᕼᮃする学生は、ᡤ定の申請᭩に合᱁ド等の㈨᱁を取ᚓしたことをド᫂

する᭩㢮（ࣆࢥーྍ）をῧえて入学後２か月以内に学生支援課に提出しなけれࡤならな������

い。

（ᑂᰝ及び決定）ࠉ

➨４᮲ࠉ学㛗は、申請᭩㢮をᑂᰝし、ዡ学㔠の支⤥を決定する。

（ዡ学㔠の取消し）ࠉ

➨�５᮲ࠉ学㛗は、申請した学生がḟの各ྕのいずれかにヱ当するときは、ዡ学㔠の決定を

取り消すことができる。

（１）㈨᱁を不正により取ᚓしたとき。

（２）入学年ᗘ内に㝖⡠、㏥学又はఇ学になったとき。

（３）本学学則の定めるとこࢁによりᠬᡄฎ分をཷけたとき。

（ዡ学㔠の返㑏）ࠉ

➨�６᮲ࠉ前᮲の規定によりዡ学㔠を取り消された者がすでに支⤥をཷけていたときはዡ

学㔠を全㢠返㑏しなけれࡤならない。

（ົࠉ事）ࠉ

➨�７᮲ࠉこの規則に㛵する事ົは、事ົᒁ学生支援課及び管理課においてฎ理する。

（則ࠉ⿵）ࠉ

➨�８᮲ࠉこの規則に定めるもの࡯か、ዡ学㔠支⤥の実施に㛵して必せな事㡯は、学㛗が定

める。
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（規則の改ᗫ）ࠉ

➨㸷᮲ࠉこの規則の改ᗫは、学㛗の申出により理事㛗が行う。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、௧࿴４年４月２８日にไ定し、௧࿴４年５月１日から施行するࠉ

⾲別ࠉࠉࠉ

ʢ୯Ґçԁʣ

㈨᱁のྡ⛠ ⣭఩等 㔠ࠉ㢠

実用英ㄒᢏ⬟᳨定 準１⣭以ୖ �10�000

実用英ㄒᢏ⬟᳨定 ２⣭ 300�000

日ၟ⡙記᳨定 ２⣭ 3�0�000

ᇶ本情ሗᢏ⾡者ヨ㦂 �10�000

㹇㹒ࣃス࣏ーࢺ �00�000

ಖ育ᢏ⾡᳨定 １⣭ �00�000

ಖ育ᢏ⾡᳨定 ２⣭ 100�000

௓ㆤ⚟♴ኈ 100�000
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12　育英短期大学学生表彰規則

（᪨ࠉ㊃）ࠉ

➨�１᮲ࠉこの規則は、育英大短期学学則➨��᮲➨２㡯の規定にᇶづき、育英短期大学（以

下「本学」という。）における学生及び学生によりᵓ成された団体（以下「学生等」と

いう。）の⾲ᙲに㛵し必せな事㡯を定める。

（㇟ᙲのᑐ⾲）ࠉ

➨�２᮲ࠉ⾲ᙲは、ḟの各ྕのとおりとし、௚のᶍ⠊となる学生等で各㈹において、そのす

。てにヱ当するものᑐして行う࡭

（１）学ᅬ㛗㈹ࠉⱝᖸே

。学ᴗ成⦼が≉にඃ⚽で品行方正であることࠉアࠉࠉ

。学生఍及び課外活動等において≉に㢧ⴭな㈉⊩をしていることࠉ࢖ࠉࠉ

。Ḟᖍ、Ḟ課がᑡないことࠉ࢘ࠉࠉ

（２）成⦼ඃⰋ㈹10ࠉே以内

。ᒚಟした必ಟ⛉目及び㑅ᢥ必ಟ⛉目の⥲合Ⅼの平ᆒᚓⅬがඃ⚽であることࠉアࠉࠉ

。品行方正であることࠉ࢖ࠉࠉ

し、෌ヨ㦂⛉目が１⛉目以内で⥲合Ⅼのࡔ෌ヨ㦂にヱ当した⛉目がないこと。たࠉ�࢘ࠉࠉ

平ᆒᚓⅬにおいて≉に成⦼ඃ⚽であると認められた場合は᳨ウするものとする。

（３）≉別㈹ࠉⱝᖸே

。課外活動等において≉に㢧ⴭな㈉⊩をしていることࠉアࠉࠉ

。本学のために≉に㢧ⴭな㈉⊩をしていることࠉ࢖ࠉࠉ

（４）全ᅜಖ育ኈ㣴成༠㆟఍఍㛗㈹１ࠉே

ಖ育ኈ㈨᱁取ᚓ者であって、成⦼ඃ⚽にして品行方正であり、ඣ❺⚟♴施設（行ᨻࠉ�ࠉࠉ

をྵࡴ。）でಖ育ኈとして໅ົすることが確定している者

（⸀ೃ⿵者の᥎）ࠉ

➨�３᮲ࠉ各学⛉㛗及び課外活動団体の部㛗は、前᮲各ྕのいずれかにヱ当すると認められ

る学生等を⾲ᙲೃ⿵者として学㛗に᥎⸀する。

（ᙲ者の決定⾲⿕）ࠉ

➨４᮲ࠉ学㛗は、前᮲の᥎⸀にᇶづき、教ᤵ఍の㆟を⤒て、⿕⾲ᙲ者を決定する。

（ᙲの時期及び方法⾲）ࠉ

➨５᮲ࠉ⾲ᙲは、ཎ則としてẖ年３月に学㛗が行う。

。前㡯の⾲ᙲには、๪㈹を௜けることができるࠉ２

（ົࠉ事）ࠉ

➨６᮲ࠉ⾲ᙲに㛵する事ົは、事ົᒁ教ົ課及び学生支援課においてฎ理する。
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（規則の改ᗫ）ࠉ

➨７᮲ࠉこの規則の改ᗫは、教ᤵ఍の㆟を⤒て、学㛗が行う。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規⛬は平成ඖ年３月１日にไ定し、平成ඖ年ᗘの༞ᴗ生より㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は平成1�年1�月��日に୍部改正し、平成1�年ᗘの༞ᴗ生より㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、平成�1年２月��日に改正し、平成�1年ᗘの༞ᴗ生より㐺用するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、平成30年３月13日に改正し、平成30年４月１日から施行するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この規則は、௧࿴８年１月ࠉ日に改正し、ྠ日から施行する。
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育英短期大学学生のᠬᡄ等に㛵する規則

（㊃ ᪨）

➨１᮲ この規則は、学ᰯ教育法施行規則（᫛࿴22年ᩥ部┬௧➨11ྕ）➨26᮲➨５㡯及び

育英短期大学学則➨59᮲に規定する学生のᠬᡄ୪びに教育的ᥐ置(以下「ᠬᡄ等」とい

う。)に㛵し必せな事㡯を定める。

（ᠬᡄの内ᐜ）

➨２᮲ ᠬᡄの内ᐜは、ḟの各ྕに掲ࡆるとおりとする。

(１) ㏥学 育英短期大学（以下「本学」という。）の学生としての㌟分を႙ኻさせるこ

とをいう。この場合、෌入学は認めない。

(２) ೵学 ୍定期間（１か月以ୖ６か月以下をいう。）又は期間を定めずにⓏᰯ及び本

学の学生としての活動を⚗Ṇすることをいう。

(３) カᡄ 注意をႏ㉳し、ᑗ᮶をᡄめることをいう。

（教育的ᥐ置）

➨３᮲ 学㛗は、学生の行Ⅽがᠬᡄとするに⮳らないとุ᩿した場合は、学生の本分につ

いての཯┬をಁすため、教育的ᥐ置を行うことができる。

２ 教育的ᥐ置の内ᐜは、ḟの各ྕに掲ࡆるとおりとする。

(１) ཝ㔜注意 ᩥ᭩によりᙉく཯┬をồめることをいう。

(２) 注 意 ཱྀ㢌により཯┬をồめることをいう。

（ᠬᡄの㔞定）

➨４᮲ 学則➨59᮲の行Ⅽ及び別⾲のᠬᡄのᇶ準にヱ当する行Ⅽ（以下「㐪法行Ⅽ」とい

う。）をした場合には、ḟの各ྕに掲ࡆる事㡯及び日㡭の学ᴗ態ᗘや㐪法行Ⅽの後のᑐ

ᛂ等もྵめ⥲合的に຺᱌のୖ、具体的な㔞定をุ᩿する。

(１) 㐪法行Ⅽの動ᶵ、態ᵝ及び⤖ᯝ

(２) 故意又は㐣ኻのᗘ合い

(３) ௚の学生及び♫఍に୚えるᙳ㡪

(４) 㐣ཤの㐪法行Ⅽ

２ ᝏ㉁ᛶは、当ヱ学生の態ᵝ、㐪法行Ⅽに⮳る動ᶵ等を຺᱌のୖ、ุ᩿する。

３ 㐣ཤにᠬᡄ等のฎ分をཷけた者が、෌ᗘᠬᡄ等に相当する行Ⅽをした場合は、ᝏ㉁ᛶ

が㧗いものとみなし、㔜いฎ分を課すことができる。

（ᠬᡄ等の手続）

➨５᮲ 学⛉㛗又は学生支援部㛗は、ᠬᡄ等にヱ当すると認められる行Ⅽがあったことを

▱ったときは、事実㛵ಀをᢕᥱし、㏿やかに学㛗にሗ࿌する。

２ 学㛗は、必せにᛂじて学生ᠬᡄ調ᰝጤ員఍（以下「ጤ員఍」という。）を設置し、そ

の事実調ᰝを行う。

３ 前㡯の事実調ᰝを行うに当たっては、調ᰝのᑐ㇟となる学生にᑐし、᭩面又はཱྀ㢌に

よる弁᫂のᶵ఍を୚えなけれࡤならない。この場合、当ヱ学生からのồめにᛂじ、２ே

以内の⿵బேのྠᖍ及び㝞㏙を認める。

４ ጤ員఍は、必せがあると認めるときは、ཧ⪃ேの出ᖍをồめ、その意ぢを⫈くことが

13　育英短期大学学生の懲戒等に関する規則
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できる。

㸳 Ꮫ⏕ᨭ᥼㒊長は、ጤဨ఍がタ置されないときは、๓２㡯に‽じて事ᐇ調ᰝを行࠺。

６ Ꮫ⏕ᨭ᥼㒊長は、ጤဨ఍又は事ᐇ調ᰝを行った⪅からの調ᰝ⤖ᯝにᇶ࡙き、調ᰝ⤖ᯝ

ሗ࿌書ཬびᠬᡄฎศ➼の案を作ᡂしてᏛ長にሗ࿌する。

㸦ᠬᡄ➼のฎศの決定㸧

第６᮲ Ꮫ長は、๓᮲のሗ࿌を受け、ᠬᡄに当たるとุ᩿したときは、ᩍᤵ఍ཬび▷኱㐠

Ⴀ఍㆟の㆟を⤒て、ᠬᡄする。

２ Ꮫ長は、ᩍ⫱ⓗᥐ置に当たるとุ᩿したときは、ࡑのᩍ⫱ⓗᥐ置をᏛ⏕ᨭ᥼㒊長に行

わせることができる。

㸦ᠬᡄฎศの㏻知ཬびබ⾲㸧

第㸵᮲ Ꮫ長は、ᠬᡄฎศを決定したときは、㏻知書の஺付をもって当ヱᏛ⏕ཬびಖㆤ⪅

のಖド人に㏻知する。

２ Ꮫ長は、๓㡯の㏻知をしたときは、当ヱᏛ⏕のẶྡ、所ᒓ、Ꮫᖺ、ᠬᡄの内ᐜཬびᠬ

ᡄの事由をᏛ内の掲示板にබ⾲する。

３ බ⾲の期間は、බ⾲日から１週間とする。

㸲 Ꮫ長は、≉ูの配៖がᚲせとุ᩿した場合は、第２㡯の඲㒊又は一㒊をබ⾲しないこ

とができる。

㸦୙᭹申❧て㸧

第㸶᮲ ᠬᡄฎศを受けたᏛ⏕は、ࡑのฎศにࡘいて୙᭹があるときは、๓᮲第１㡯の㏻

知書を受㡿した日の⩣日から㉳⟬して60日以内にᏛ長に申❧てをすることができる。

㸦ᠬᡄฎศཬびᏛ⡠␗ື㸧

第㸷᮲ Ꮫ長は、ᠬᡄฎศのᑐ㇟となっているᏛ⏕から当ヱᠬᡄฎศの決定๓に自୺㏥Ꮫ

の㢪い出があったときは、この㢪い出を受⌮しない。

２ Ꮫ長は、停Ꮫ中のᏛ⏕から当ヱ停Ꮫ期間をྵࡴ期間のఇᏛの㢪い出があったときは、

この㢪い出を受⌮しない。

３ Ꮫ長は、ఇᏛ中のᏛ⏕にᑐして停Ꮫฎศを࿨ࡎる場合は、当ヱᏛ⏕のఇᏛチྍをྲྀり

ᾘす。

㸦停Ꮫの期間のྲྀᢅい㸧

第10᮲ 停Ꮫの期間ィ⟬はᬺ日によるものとし、ฎศのຠຊⓎ⏕日の⩣日から㉳⟬する。

２ 停Ꮫの期間はᅾᏛ期間にྵめ、ಟᴗᖺ限にྵめない。ただし、３か月を㉸࠼ない場合

には、ಟᴗᖺ限にྵめることができる。

㸦停Ꮫ中のᣦ導➼㸧

第11᮲ 停Ꮫ中のᏛ⏕は、ᖖに連絡ඛを᫂らかにしておかなけれࡤならない。

２ ᣦ導ᩍဨは、停Ꮫ中のᏛ⏕にᑐして、定期ⓗに㠃接➼によりᩍ⫱上のᣦ導を行࠺もの

とする。

３ 停Ꮫ中のᏛ⏕にᑐして、ᚲせがあるㄆめた場合は、次のᏛ期のᒚಟⓏ㘓をㄆめる。

㸦停Ꮫฎศの解㝖㸧

第12᮲ Ꮫ⏕ᨭ᥼㒊長は、第２᮲第２号につ定する期間を定めない停Ꮫ㸦以ୗ「↓期停Ꮫ」

とい࠺。㸧のฎศ㸦以ୗ「↓期停Ꮫฎศ」とい࠺。㸧を受けたᏛ⏕にࡘいて、཯┬の⛬

ᗘཬびᏛᴗ意ḧ➼を⥲合ⓗに຺案して↓期停Ꮫฎศを解㝖することが㐺当であるとㄆめ
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られる場合は、そのฎ分のゎ㝖を学㛗に申し出ることができる。

２ 学㛗は、前㡯の申出にᇶづき、教ᤵ఍及び短大運営఍㆟の㆟を⤒て、↓期೵学ฎ分をゎ

㝖することができる。

３ ↓期೵学ฎ分のゎ㝖は、↓期೵学の㛤ጞ日から６か月を⤒㐣した後でなけれࡤ行うこ

とはできない。

（取ᚓ༢఩の↓ຠ）

➨13᮲ ヨ㦂等において不正行Ⅽをした学生にᑐしては、ḟの各ྕに定める༢఩を↓ຠと

する。

(１) ㏥学又は೵学のฎ分をཷけたときは、ཎ則として当ヱ不正行Ⅽをした学期において

ᒚಟした全ᤵᴗ⛉目の༢఩

(２) カᡄのฎ分又は教育的ᥐ置をཷけたときは、ཎ則として当ヱ不正行Ⅽをしたᤵᴗ⛉

目の༢఩

（⮬Ꮿᚅᶵ）

➨14᮲ 学生支援部㛗は、教育ୖの配慮が必せと認められる場合は、㐪法行Ⅽ等をした学

生にᑐしᠬᡄ等のฎ分が決定するまでの間、⮬Ꮿᚅᶵを࿨ずることができる。

２ 前㡯の⮬Ꮿᚅᶵの期間は、全部又は୍部を೵学期間に⟬入することができる。

（ฮ事⿢ุとの㛵ಀ）

➨15᮲ ᠬᡄ等の手続は、当ヱᠬᡄ等にಀる事᱌がฮ事⿢ุᡤにಀᒓしているものであっ

ても、㐍めることができる。

（規則の改ᗫ）

➨16᮲ この規則の改ᗫは、教ᤵ఍及び短大運営఍㆟の㆟を⤒て、学㛗が行う。

（㞧 則）

➨17᮲ この規則に定めるものの࡯か、学生のᠬᡄ等に㛵し必せな事㡯は、別に定める。

附 則

この規則は、平成30年３月13日にไ定し、平成30年４月１日から施行する。

附 則

この規則は、

附 則

この規則は、௧࿴６年２月��日に改正し、ྠ日から施行する。

附 則

この規則は、௧࿴７年11月��日に改正し、௧࿴７年10月１日から㐺用する。

௧࿴ඖ年７月�5日に改正し、௧࿴ඖ年７月１日から㐺用する。
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別⾲（➨４᮲㛵ಀ）

ᠬᡄのᇶ準

ᠬᡄのᶆ準的な㔞定

༊ 分 㐪法行Ⅽ等の✀㢮 ㏥学 ೵学 カᡄ

≢⨥行Ⅽ ẅே、ᙉ┐、ᨺ火等のปᝏな≢⨥行Ⅽ又はそのᮍ㐙行Ⅽ ۵

故意又は㔜大な㐣ኻによる傷ᐖ行Ⅽ ۵ ۵

⸆物等に㛵ࢃる≢⨥行Ⅽ ۵ ۵

✼┐、୓引き、ブḭ、ጾᄐ、ᜍ႑、ᣊ⚗等の≢⨥行Ⅽ ۵ ۵ ۵

௚ேを傷つけるに⮳らないが、㏞ᝨを᥃けるようなᭀຊ行 ۵ ۵

Ⅽ及びゝ動

⑵₎行Ⅽ（なきぢ、┐᧜その௚の㏞ᝨ行Ⅽをྵࡴ。） ۵ ۑ ۑ

スࢺー࢝ー行Ⅽ ۑ ۑ ۑ

を利用したᝏ㉁な不正行Ⅽࢡー࣡ࢺࢵࢿ又はࢱューࣆࣥࢥ ۑ ۑ

及び目的外使用

を利用した不正行Ⅽ及びࢡー࣡ࢺࢵࢿ又はࢱューࣆࣥࢥ ۑ ۑ

目的外使用

஺通事故 ↓චチ運㌿、㣧㓇運㌿及びᭀ㉮運㌿等によりṚஸ又は㧗ᗘ ۑ

・㐪཯ な後㑇⑕を残すே㌟事故をకう஺通事故を㉳こした場合

↓චチ運㌿、㣧㓇運㌿、ᭀ㉮運㌿等によりே㌟事故をకう ۑ ۑ

஺通事故を㉳こした場合又はその事故後のᩆㆤをᛰる等の

ᥐ置⩏ົ㐪཯をした場合

↓චチ運㌿、㣧㓇運㌿、ᭀ㉮運㌿等のᝏ㉁な஺通法規㐪཯ ۑ ۵

をした場合

Ṛஸ又は㧗ᗘな後㑇⑕を残すே㌟事故をకう஺通事故を ۑ ۑ

㉳した場合

故意ⱝしくは㔜大な㐣ኻによりே㌟ⱝしくは物損事故を ۑ ۑ ۑ

కう஺通事故を㉳こした場合又はその事故後のᩆㆤをᛰる

等のᥐ置⩏ົ㐪཯をした場合

故意ⱝしくは㔜大な㐣ኻにより஺通㐪཯をした場合又は ۑ ۑ ۑ

事故後の༴㝤防Ṇをᛰる等のᥐ置⩏ົ㐪཯をした場合

㣧㓇 �0ṓᮍ‶が㣧㓇をした場合又は�0ṓᮍ‶と▱りながら㣧㓇 ۑ ۑ ۑ

をさせた場合

㣧㓇をᙉせして㔜大な事態を生じさせた場合 ۑ ۑ ۑ

研究活動 Ⓨ⾲された研究成ᯝ等の୰に示されたࢹーࢱや調ᰝ⤖ᯝ等 ۑ ۑ ۑ

不正行Ⅽ のᤐ㐀、改ࢇࡊ、┐用及び⹫ഇの研究成ᯝබ⾲を行った場

合

ヨ㦂等に ヨ㦂等において、㌟௦ࢃりをさせ、又は㌟௦ࢃりをして ۑ ۑ

おける ཷ㦂等をする不正行Ⅽをした場合

不正行Ⅽ ヨ㦂において、ḟに掲ࡆる不正行Ⅽのいずれかを行った ۑ ۵
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場合

(１) 隠し持ったメモ、書籍、機器若しくは他者の答案を

見ること又は他者に教わること。

(２) 他者に答案を見せること又は他者に教えること。

レポート提出又は研究報告において、他者のレポートや ○ ○

やウェブ、書籍等から内容を引き写し、又は出典を明記

せずに引用した場合

試験等において、監督者の注意又は指示に従わなかった ○

た場合

試験等において、不正行為を繰り返し行った場合、当該 ◯ ○

不正行為が社会的に重大な影響を及ぼすに至った場合又は

当該不正行為が組織的に行われた場合

試験等においてその他の不正行為をした場合 ○ ○

学内又は 本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる行為 ○ ○ ○

学外での 本学が管理する土地及び建造物への不法侵入又はその不正 ○ ○ ○

違法行為 使用若しくは占拠をした場合

本学が管理する土地、建造物又は器物の破壊、汚損、不法 ○ ○

改築等をした場合

本学構成員に対する暴力行為、威嚇、恐喝、拘禁等をした ○ ○ ○

場合

ハラスメント等に当たる行為 ○ ○ ○

その他 本学の規則等に違反した場合又は学生としての本分に ○ ○ ○

反した場合
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14 ン࢖ࣛࢻ࢖る࢞ࡍに㛵ࢺン࣓ࢫࣛࣁ

㸯㸬┠ࠉⓗ

育英短期大学では、日本ᅜ᠇法、教育ᇶ本法、⏨ዪᶵ఍ᆒ等法、ປാᇶ準法に則った「学び、研究ࠉ

し、ാく」というᇶ本的なேᶒをᑛ㔜し、⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍において、ࣛࣁス࣓ࣥࢺなどのேᶒ౵ᐖ

や、ᛶᕪ別のないᛌ㐺な⎔ቃを⠏くために、この࢞ࣥ࢖ࣛࢻ࢖を設けています。

㸰㸬ᑐࠉ㇟

教員、職員（い、（ࡴ目等ᒚಟ生、බ㛤ㅮᗙのཷㅮ生もྵ⛉）学生ࡪは本学で学ࣥ࢖ࣛࢻ࢖この࢞ࠉ

ずれもᖖ໅、㠀ᖖ໅をၥࢃず）のす࡭てをᑐ㇟とします。

㸱㸬࣓ࢫࣛࣁンࡣ࡜ࢺ

ス࣓ࣥࣛࣁまな✀㢮があり、本学においてၥ㢟になる౛としてḟのようなࡊにはさまࢺス࣓ࣥࣛࣁࠉ

らず、その行Ⅽをཷࢃが᝿定されますが、以下の分㢮にあてはまらない場合やຍᐖ者の意ᅗにかかࢺ

けたഃが不ᛌとឤじたときには、ࣛࣁス࣓ࣥࢺになることがあります。

（ࣛࣁࢡࢭ）ࢺス࣓ࣥࣛࣁ・ルࣕࢩࢡࢭ（１）ࠉ

ࠉࠉࠉ �時・場ᡤ・相手をࢃきまえずに、相手を不ᛌにさせるᛶ的なゝ動をすること。␗ᛶ間ࡔけで

なくྠᛶ間で行ࢃれるものもྵまれる。

（౛୍）ࠉࠉࠉ

ࠉࠉࠉ ・㌟体に不必せな᥋ゐをする。

ࠉࠉࠉ ・༝⊢なⓎゝ、ᐜጼ・ᐜㇺに㛵するᛶ的なⓎゝをする。

ࠉࠉࠉ ・食事やࢹーࢺにᇳᣉにㄏう。

（ࣛࣁア࢝）ࢺス࣓ࣥࣛࣁ・ࢡࢵミࢹア࢝（２）ࠉ

ࠉࠉࠉ �教育研究ୖのຊ㛵ಀやୖ下㛵ಀ、またはඃ㉺的なᆅ఩を利用して行うゝ動によって、相手の

教育研究ୖまたはᑵ学ୖの利┈やᶒ利を౵ᐖすること。

（౛୍）ࠉࠉࠉ

ࠉࠉࠉ ・必せな教育ୖのᣦᑟを理⏤なくᣄྰまたはᨺ置すること。

ࠉࠉࠉ ・㐣ᗘの課㢟をᙉせすること。

ࠉࠉࠉ ・学఩や༢఩取ᚓに㛵して不当なホ౯を行う等、不බ正な取り扱いをすること。

（ࣛࣁ࣡ࣃ）ࢺス࣓ࣥࣛࣁ・ー࣡ࣃ（３）ࠉ

ࠉࠉࠉ �職ົୖのᆅ఩やே間㛵ಀなどのඃ఩ᛶを⫼ᬒに、㐺正な⠊ᅖを㉸えて、⢭⚄的・㌟体的ⱞ③

を୚える行Ⅽをすること。

（౛୍）ࠉࠉࠉ

ࠉࠉࠉ ・㌟体的なᭀຊを᣺るうこと。

ࠉࠉࠉ ・㞟団でಶேをいじめること。

ࠉࠉࠉ ・ኻᩋやミスを必せ以ୖに⧞り返し㏣及したり、大ኌでྏ責したりすること。

（ࣛࣁࢱマ）ࢺス࣓ࣥࣛࣁ・࢕ࢸニࢱマ（４）ࠉ

ࠉࠉࠉ ዷፎ・出⏘等に㛵する状態について、不ᛌ・不平等なゝ動をすること。

（౛୍）ࠉࠉࠉ

ࠉࠉࠉ ・౲㎯・᥾ᥟするⓎゝをする。

ࠉࠉࠉ ・体調に配慮しない。

ࠉࠉࠉ ・ఇ学をጉࡆ、㏥学を່める。
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ࢺス࣓ࣥࣛࣁその௚の（５）ࠉ

ࠉࠉࠉ スࣛࣁ以外にも、以下をはじめとしたከ✀ከᵝなࣛࣁࢱマ・ࣛࣁ࣡ࣃ・ࣛࣁア࢝・ࣛࣁࢡࢭ�

ということ「である㸟ࢺス࣓ࣥࣛࣁ相手が不ᛌにឤじるゝ動や行動㸻」。がᏑᅾしますࢺ࣓ࣥ

を⫢に㖭じて、༑分に注意しましࡻう。

（౛୍）ࠉࠉࠉ

ࠉࠉࠉ ・アルࢥール・ࣛࣁス࣓ࣥࢺ（アルࣛࣁ）

ࠉࠉࠉࠉ 㓉った状態での㏞ᝨ行Ⅽ、㣧㓇のᙉせ、࢝ࣛ࢜ケのᙉせ（࢝ࣛࣛࣁ）

ࠉࠉࠉ （ࣛࣁーࢯ）ࢺス࣓ࣥࣛࣁ・ルࣕࢩーࢯ・

ࠉࠉࠉࠉ �㹑㹌㹑に㛵㐃した᎘がらせ行Ⅽ。（ಶே情ሗ・෗┿のᭀ㟢、返事のᙉせ、௰間はずし、ㄦㅫ

୰傷など）

ࠉࠉࠉ ・ࣔࣛル・ࣛࣁス࣓ࣥ（ࣛࣁࣛࣔ）ࢺ

ࠉࠉࠉࠉ ゝⴥや態ᗘによる⢭⚄的な᎘がらせ行Ⅽ。

㸲㸬࣓ࢫࣛࣁンࡽࡓࡅཷࢆࢺ

。をఏえる「ࡕ不ᛌな気ᣢ」ձ相手にࠉ

ྍ�ࠉࠉ ⬟であれࡤ、相手にはっきりと不ᛌな気ᣢࡕをఏえる。ཷけ流したりするࡔけでは、状ἣは改

ၿされませࢇ。相手が᎘がっていることにຍᐖ者が気づいていない場合もあります。

ղ記㘓をとるࠉ

けヲしく記㘓ࡔれたか等、できるࢃなことをゝࢇな行Ⅽをされたか、どࢇ�日時、場ᡤ、状ἣ、どࠉࠉ

しておいてくࡔさい。そこにᒃ合ࢃせたேたࡕのドゝも㔜せとなります。また、相手からの࣓ー

ルやࢱࣥ࢖ーୖࢺࢵࢿの᭩き㎸み等があれࡤ、๐㝖せずにಖᏑしておいてくࡔさい。

ճ相談するࠉ

�どうしてⰋいか分からないときは、୍ேでᝎまず、ᡃ៏せず、࿘ᅖのಙ㢗できるேや教職員に相ࠉࠉ

談してくࡔさい。（࢖ࣛࣉバࢩーは必ず守ります。）

。մ意ぢ⟽にᢞ᭩するࠉ

。さいࡔよりᢞ᭩してくࢻーࢥP��1にあるQRࠉࠉ

㸳㸬࣓ࢫࣛࣁン࡬ࢺのᑐᛂ

本学ではྍ⬟な㝈り最ၿのᩆ῭が୚えられるᵝにດຊします。また෌Ⓨ防Ṇのために、必せな場合ࠉ

には、⎔ቃ改ၿのฎ置をとります。たࡔし⹫ഇの申し立てはしないで下さい。

㸴㸬ぢ┤ࡋᨵᐃ

は年ごとの状ἣにᛂじて必せが生じたら、そのつど㐺ษなぢ┤し、改定を行うものࣥ࢖ࣛࢻ࢖本࢞ࠉ

とします。
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学校法人群馬育英学園個人情報保護基本方針

学校法人群馬育英学園（以下「当学園」という。）は、個人情報の保護の重要性について深く認識

し、個人情報保護基本方針を策定し、以下の取り組みを実施してまいります。

第１ 個人情報の定義

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1) 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス等、特定の個人を識別することができ

るもの。

(2) その情報のみでは特定の個人を識別できないものの、他の情報と容易に照合することができ、

この照合により個人を識別できることとなるもの。

第２ 個人情報の取得と利用

当学園では、利用目的をできる限り明確にしたうえで、その利用目的を達成するために必要な範囲

で、適正な手段により個人情報を取得します。その利用目的は、法令の定めによる場合を除き、本人

（個人情報から識別される特定の個人）に通知又は公表します。また、あらかじめ本人の同意を得る

か、法令の定めによる場合を除き利用目的の範囲内で個人情報を利用し、取り扱います。また、デー

タベース化等された個人情報を第三者へ提供する場合には、法令の定めによる場合を除き、あらかじ

め本人の同意を得るようにします。

第３ 個人情報の管理と保護

当学園は、個人情報に関するリスク（漏洩、紛失、改ざん、不正アクセスなど）を認識し、これら

を防止するための必要かつ、適切な安全管理措置を講じます。教職員等に対しても、また個人情報の

取り扱いを委ねる外部委託先等に対しても、必要かつ適切な監督を行ってまいります。

第４ 個人情報の開示、訂正、削除等

当学園は、データベース化等された個人情報につき、所定の手続により本人から情報の開示、訂正、

利用停止等の請求がなされた場合には、法令の定めに従い、速やかに対応します。また、取り扱う個

人情報につき、本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組み、そのための学園体制の整備に努めま

す。

第５ 遵守すべき法令・規範

当学園は、個人情報の取り扱いに関し、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令、文部科学

省の定める指針、及び本基本方針を遵守いたします。

第６ 個人情報保護管理体制と仕組み及び取り組みの継続改善

当学園では、個人情報保護に関する管理の体制と仕組み及び上記各項における取り組みを適宜見直

し改善してまいります。

平成17年11月22日

学校法人 群馬育英学園

理事長 中 村 義 寛

15 学ᰯἲே⩌㤿⫱ⱥ学ᅬಶே᝟ሗಖㆤᇶᮏ᪉㔪
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（目ࠉ的）

➨�１᮲ࠉこの規則は、育英大学および育英短期大学（以下、本学という。）学生の課外活動の᣺

⯆をᅗることを目的とし、本学がබ認する課外活動団体の活動等に㛵して必せな事㡯を定め

る。

（団体༊分）

➨�２᮲ࠉ本学に置く課外活動団体は、ᙉ化ᣦ定団体を最ୖ఩団体とし、以下、බ認団体、බ認ྠ

ዲ఍とする。

（１�）ᙉ化ᣦ定団体は、බᘧ大఍やබ₇఍、Ⓨ⾲఍等に出場・ཧຍする団体とし、本学からのᣦ

定をཷけ㔜Ⅼ的にᙉ化をᅗる団体とする。

（２�）බ認団体は、体育⣔団体はཎ則として୰ኸ➇ᢏ団体が管㎄するබᘧ大఍に出場する団体と

し、ᩥ化⣔団体はཎ則として出前බ₇やⓎ⾲఍などのᆅᇦ㈉⊩ᗘが㧗い団体とする。なお、

前㏙のせ௳を‶たさないが学生఍が㐺当とุ᩿する団体はබ認団体とする。

（３）බ認ྠዲ఍は、学内外での活動をチྍされた団体とする。

（団体せ௳）

➨�３᮲ࠉ本学がබ認する課外活動団体になるためには、ཎ則として以下の事㡯をす࡭て‶たして

いなけれࡤならない。

（１�）ᵓ成員は、す࡭て本学の学生であること。

（２�）ᵓ成員は、ཎ則として５ྡ以ୖであること。

（３�）௦⾲となる学生（以下「௦⾲学生」という。）、఍ィとなる学生（以下「఍ィ学生」という。）

が定められていること。

（４）部㛗は、本学のᑓ任教員又は学㛗がᣦ定した者であること。

（５）᪤Ꮡの団体と㢮ఝしている場合は、ᕪ␗がࢃかる活動であること。

（６）週１ᅇ以ୖの活動が⥅続できること。

（７）団体規則または活動ᴫせを定め、ᵓ成員のᙺ๭が᫂確になっていること。

（８）活動内ᐜが教育的にዲましいこと。

（団体⤖成）

➨�４᮲ࠉ課外活動団体を᪂たに⤖成する場合は、以下の᭩㢮を学生支援課に提出し、学生఍及び

学生支援ጤ員఍の㆟を⤒て、学㛗のᢎ認によって団体⤖成がチྍされる。

（１）課外活動団体⤖成届

（２）課外活動団体設立ᴫせ

（３）団体ྡ⡙

（活動೵Ṇ及び取消し）

➨�５᮲ࠉ学㛗は、ḟのいずれかの場合、学生఍及び学生支援ጤ員఍の㆟を⤒ることで、団体活動

を೵Ṇ、又は課外活動団体の取消しをすることができる。

（１）課外活動団体又はそのᵓ成員が、学則その௚本学のㅖ規則に㐪཯した場合

（２）本学のྡ㄃をⴭしく傷つけた場合

ⱥ▷ᮇ኱学のㄢእάືᅋయつ๎⫱ࡧⱥ኱学ཬ⫱ࠉ��
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（３）➨３᮲に定める団体のせ௳を‶たさなくなった場合

（４）බ認ྠዲ఍として、㐣ཤ１年ᗘ活動実⦼がない場合

（５）その௚、団体活動の೵Ṇ又は課外活動団体の取消しが必せとุ᩿した場合

（提出᭩㢮）

➨�６᮲ࠉ課外活動団体は、以下の᭩㢮をᣦ定の期日までに学生支援課に提出し、団体の活動及び

収支に㛵する事᯶を᭩㢮にてሗ࿌する⩏ົを᭷する。

（１）年間活動ィ⏬᭩

（２）予⟬申請᭩

（３）団体ྡ⡙

（４）年間活動実⦼ሗ࿌᭩

（５）収支ሗ࿌᭩

（ሗ࿌⩏ົ）

➨�７᮲ࠉ課外活動団体は、その活動においてၥ㢟等がⓎ生した場合は、㏿やかに部㛗へሗ࿌して

そのᣦ示にᚑうとともに、学生支援課にሗ࿌する⩏ົを᭷する。

（学外団体ຍ入及びཧຍ）

➨�８᮲ࠉ課外活動団体は、その活動を෇⁥に行うため、学外の団体にຍ入またはཧຍすることが

できる。その場合は、学生支援課にሗ࿌する⩏ົを᭷する。

（団体㝆᱁）

➨�㸷᮲ࠉ課外活動団体は、ཎ則として以下のいずれかのせ௳にヱ当した場合、学生఍及び学生支

援ጤ員఍の㆟を⤒て㝆᱁となる。

（１）㐣ཤ２年ᗘᵓ成員が５ྡを下ᅇった場合

（２）㐣ཤ１年ᗘ活動が確認できなかった場合

（３）➨６᮲及び➨７᮲に定めるሗ࿌⩏ົをᛰった場合

（４）その௚、団体༊分㝆᱁が必せとุ᩿した場合。

（予⟬申請）

➨�10᮲ࠉ課外活動団体は、当ヱ年ᗘの活動に㛵ࢃる活動㈝について、ᣦ定された期日までに予⟬

申請᭩を学生支援課に提出することで、課外活動㈝を申請することができる。

（活動㈝の支⤥、分配㢠の決定）

➨�11᮲ࠉ課外活動㈝は、学生఍から支⤥するものとする。

、各団体から提出された当ヱ年ᗘの予⟬申請᭩、前年ᗘの年間活動実⦼ሗ࿌᭩、収支ሗ࿌᭩ࠉ�２

本学課外活動団体に㛵する細目➨10᮲（団体༊分）で規定する団体༊分及び活動状ἣをᇶに、

学生఍が༠㆟を行い分配㢠が決定され、学生支援ጤ員఍にሗ࿌される。

（規則の改ᗫ）

➨�1�᮲ࠉこの規則の改ᗫは、学生支援ጤ員఍の㆟を⤒て、学㛗が行う。
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則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、௧࿴２年３月��日にไ定し、௧࿴２年４月１日から施行するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この規則は、௧࿴８年１月ࠉ日に全部改正し、ྠ日から施行する。
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（目ࠉ的）

➨�１᮲ࠉこの規則は、育英大学及び育英短期大学の部室の使用と管理運営を෇⁥にし、課外活動

の活Ⓨ化をᅗることを目的とする。

（使用ୖの責任）

➨�２᮲ࠉ部室の使用ୖの責任は、課外活動の部㛗が㈇い、部室内外の整理、整頓及び清ᤲにດめ

なけれࡤならない。

部室の管理ᣦᑟは、学生支援部㛗が⥲ᣓし、部室の使用が㐺ษでないと認められた課外活動ࠉ�２

団体にᑐしては、部室の使用を⚗Ṇすることができる。

（管理責任者）

➨�３᮲ࠉ部室の管理責任者は、学生支援課㛗とする。

（器物◚損）

➨�４᮲ࠉ器物（࢞ࣛス、ࢻア、その௚௜㝶設備等）を◚損した場合、課外活動団体の部㛗は、㏿

やかに学生支援部㛗及び学生支援課㛗にሗ࿌し、そのᣦ示にᚑࢃなけれࡤならない。

。りに部室内外の改⿦等を行ってはならないࡔチྍなく、みࠉ２

（使用ୖの␃意事㡯）

➨�５᮲ࠉ部室の使用に当たっては、ḟの各ྕに掲ࡆる事㡯をཝ守しなけれࡤならない。

（１�）火気の使用は⚗Ṇとする。たࡔし、やࡴをᚓず火気を使用する必せがある場合には、課外

活動団体の部㛗は、学生支援課に事前に届け出てチྍをᚓなけれࡤならない。

（２）㣧食、㣧㓇及びႚ↮はしてはならない。また、㦁㡢を出してはならない。

（３）ᡞ⥾まりをཝ㔜にし、各⮬の㈗㔜品のಖ管に␃意しなけれࡤならない。

（４）⥭ᛴ事態がⓎ生した場合は、┤ࡕに学生支援課又は課外活動団体の部㛗にሗ࿌しなけれࡤ

ならない。

（使用時間）

➨�６᮲ࠉ使用時間は、ཎ則として下記のとおりとする。

（１）８㸸３㸮ࠥ１７㸸㸮㸮

（２�）ୖ記以外の時間に部室を使用しようとする場合は、学生支援課のチྍをཷけなけれࡤなら

ない。

（規則の改ᗫ）

➨�７᮲ࠉこの規則の改ᗫは、学生支援ጤ員఍の㆟を⤒て、学㛗が行う。

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、᫛࿴��年４月１日から施行するࠉ１

。この規則の改正は、学㛗が必せと認めたとき運営ጤ員఍にㅎၥして行うものとするࠉ２

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

。この規則は、平成30年３月13日に改正し、平成30年４月１日から施行するࠉ

則ࠉ附ࠉࠉࠉ

��この規則は、௧࿴８年１月ࠉ日に୍部改正し、ྠ日から施行する。

ⱥ▷ᮇ኱学の㒊ᐊ使用つ๎⫱ࡧⱥ኱学ཬ⫱ࠉ��
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育英大学における学内合宿内規

１．目 的

この内規は、育英大学及び育英短期大学（以下「本学」という。）の学生が学内で合

宿を実施するにあたり、混乱や事故のないようにすることを目的とする。

２．手続きの方法

合宿をしようとする学生又は団体は、学生支援課に用意してある「学内合宿・施設（備

品）使用許可願」に必要事項を記入し、合宿を行う１週間前までに学生支援課まで申請

書を提出し、所属する学生支援部長の承認を得ること。なお、申請書には合宿の日程表

及び学生名等の詳細を添付すること。

３．宿泊場所について

宿泊場所は体育館建物内を原則とし、施設警備上、教室その他の建物内には立ち入ら

ないこと。万一使用する場合は、事前に所属する学生支援部長の承認を得ること。学生

のみでの宿泊は認めず、必ず本学の教職員である責任者が引率・宿泊すること。

４．火気の使用について

調理等での火気の使用は、指定のバーベキュースペースに限る。ただし、家庭系実習

室を利用する必要がある場合は、所属する学生支援部長の承認を得ること。

５．閉門・消灯・緊急時の対応について

原則的に、午後９時以降は閉門・施錠し、学内・学外への出入りや消灯時間等は、引

率責任者の指示に従うこと。

緊急事態の場合は、110番（警察）・119番（消防・救急）に連絡し、併せて引率責任

者は所属する学生支援部長に報告し、その指示を仰ぐこと。

附 則

この内規は、平成30年３月13日に改正し、平成30年４月１日から施行する。

18　育英大学及び育英短期大学における学内合宿内規
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バーベキュースペース使用内規

１．目 的

この内規は、育英大学及び育英短期大学（以下「本学」という。）の学生が課外活動・

ゼミ活動などでバーベキュースペースを使用し食事をするにあたり、使用方法を守り安

全と衛生面に配慮させることを目的とする。

２．手続きの方法

バーベキュースペースを使用しようとする学生又は団体は、学生支援課にある学内活

動届に記入し、担当教員を通じて、利用する予定日の１週間前までに、管理課へ提出す

ること。

事情により申請が却下されることもあるので、事前に担当教員と相談し調整すること。

３．利用方法

１）炊事用具で不足するものは、各団体で用意すること。

２）学生のみの使用は認めない。必ず本学の教職員（使用責任者）等が引率しているこ

と。

３）取り扱いの不注意による炊事用具の故障や損傷は利用団体の責任において弁償して

もらうことがある。

４）掲示してある使用マニュアルにそって行い、使用方法や利用時間などを守る。

５）用具食器などの洗浄は外の流しを利用し、使用後は清潔な状態で収納すること。床

の汚れなどが目立つ場合には洗浄する。

６）机や椅子の整頓、ごみの分別を確実に行い、もとの状態に戻す。

４．安全防火への配慮

１）消化器および水を入れたバケツを準備し、火気の使用には細心の注意を払う。

２）火が残っているときには、その場から決して離れない。

３）最後の消火確認を確実に行うこと。

５．収納庫の鍵の扱い

炊事用具収納庫の鍵を管理課又は体育教員研究室に置く。使用後、使用責任者は確実

に返却すること。

６．利用時間

午前10時から午後８時30分

なお、午後８時30分までに後片づけを終える。

７．管理部署

管理課に置き、施設、物品の管理運営を行う。

本規定は平成17年４月１日より施行する。

附 則

この内規は、平成30年３月13日に改正し、平成30年４月１日から施行する。

19　バーベキュースペース使用内規
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学内パソコンの利用について

本学では教育・研究活動などにおけるࣥࢥࢯࣃ（以下㹎㹁）および学内࣡ࢺࢵࢿーࢡの✚ᴟ的な活

用を᥎㐍しています。下記事㡯をよくㄞみ、学内㹎㹁を各⮬の学⩦に大いにᙺ立ててくࡔさい。

学生が使用できるＰＣ一覧表

設 置 場 ᡤ 目 的 ྎ ᩘ 備 ⪃

ಶே利用は教ົ課で手続き
１１㸷教室（➨１㹎㹁教室) ᤵᴗ及びಶே利用 50

すること。

ཎ則として学生の⮬⩦用と
２２㸮教室（➨２㹎㹁教室) ᤵᴗに㝈る 50

しては使用しない。

ཎ則として学生の⮬⩦用と
２１４教室（➨３㹎㹁教室) ᤵᴗに㝈る 60

しては使用しない。

１１１教室（心理実㦂室） ᤵᴗに㝈る 1

4⣴᳨ሗ情㤋᭩ᅗ

キࣕࣜア࣏ࢧーࢺ室 ᑵ職活動 2

学生఍室 学生఍活動 2

20　学内パソコンの利用について
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⌮⟶のࢻ࣮࣡ࢫパۑ

Ꮫ内㹎ＣならびにᏛ内ࢵࢿト࣡ークを౑用する㝿には、ᚲࣘࡎーࢨ㹇Ｄとࣃス࣡ーࢻがᚲせです。

。ないでください࠼はྛ自が㈐௵をᣢって⟶⌮し、他人には⤯ᑐᩍࢻス࣡ーࣃ

୓一ࣃス࣡ーࢻをᛀれた場合は、⟶⌮ㄢに問い合わせをしてください。

⌮⟶のࢫࣞࢻ࢔㟁Ꮚ࣓࣮ࣝۑ

㟁Ꮚメールを送受信する場合は、相手ඛが信㢗できるか༑ศに☜ㄆしてください。୙用意なメール

送信やメールࢻ࢔レスの開示は、㏞ᝨメールや架✵請求ブḭなどにᝏ用されるᜍれがあるのでὀ意し

てください。୓一ࣃス࣡ーࢻをᛀれた場合は、⟶⌮ㄢに問い合わせをしてください。

⌮⟶のࢱ࣮ࢹۑ

Ꮫ内の㹎Ｃで作ᡂされたಶ人の㟁Ꮚࢹータを࣐ࣗ࢟ࢻ࢖メントにಖᏑすると、Ꮫ内ࢵࢿト࣡ーク

サーࣂにಖᏑされますが、㹎Ｃやサーࣂがᨾ㞀した場合、㟁Ꮚࢹータが失われるᜍれがあります。ᥦ

出๓のレ࣏ートなど、ᾘ失するとᅔる㔜せな㟁Ꮚࢹータは、ᚲࡎ㹓㹑㹀メモリなどにもಖᏑしてくだ

さい。なお、ࣘーࢨ㹇Ｄおよびサーࣂ上にಖᏑされているಶ人の㟁Ꮚࢹータは、༞ᴗにあわせてᾘཤ

されます。

⛬ＰＣᩍᐊの利用つۑ

１１㸷ᩍᐊ・２２㸮ᩍᐊ㸦㹎Ｃᩍᐊ㸧ならびにᏛ内㹎Ｃを利用する㝿には、以ୗのつ定を㑂Ᏺして

ください。

㸯㸬ᩍᐊ内でࡣ⟶⌮⪅㸦᝟ሗ⛉┠ᢸᙜᩍဨࠊ஦ົᒁᢸᙜ⪅࡝࡞㸧のᣦ♧にᚑࠋ࡜ࡇ࠺

㸰㸬⚗Ṇ஦㡯について

ձ㣧㣗≀はᣢࡕ込まない。㸦㹎Ｃᨾ㞀の原ᅉとなるため㸧

ղ⃿れたചはᣢࡕ込まない。

ճᾘし࣒ࢦは౑用しない。㸦࣐ウスのື作が୙Ᏻ定になるため㸧

մチྍなく࢔プリࢣーࣙࢩンࢯフトを࢖ンストールしない。

յ㹎Ｃのタ定を຾手にኚ᭦しない。

նࢤー࣒などᏛಟに㛵ಀのないプロࢢラ࣒をᐇ行しない。

շ࢖ンターࢵࢿトの౑用に㛵して、ࢵࣕࢳト、プロࢢラ࣒や⏬ീファ࢖ル➼のࢲウンロー࢖、ࢻ

ンターࢵࢿトࢵࣙࢩピンࢵࢿ、ࢢト࢜ークࣙࢩンへのཧຍ、᭷ᐖサ࢖ト㸦ᭀຊ・≢⨥・ࢲ࢔ル

トサ࢖トなどබᗎⰋ಑に཯するもの㸧への࢔クࢭスは行わない。

ࠒ自⩦᫬はさらに以ୗをᏲることࠑ

ո原則として１１㸷ᩍᐊ㸦第１㹎Ｃᩍᐊ㸧を利用する。

չ㹎Ｃを౑用する┠ⓗ以እのᏛ⏕は入ᐊしない。㸦཭人の付きῧいでの入ᐊは୙ྍ㸧

պಶ人利用中の⚾ㄒはៅࡴ。㸦➗いኌや㦁ぎኌは一ษ❧てない㸧

ջチྍなくᩍဨ用㹎Ｃを౑用しない。

ռᦠᖏ㟁ヰは࣐ナーモーࢻにし、㏻ヰはしないこと。

�パスワードの管理ۑ

スࣃ。が必せですࢻス࣡ーࣃ㹇㹂とࢨを使用する㝿には、ࣘーࢡー࣡ࢺࢵࢿ学内㹎㹁୪びに学内ࠉ

࣡ーࢻは各⮬が責任をᣢって管理し、௚ேには⤯ᑐ教えないでくࡔさい。

。さいࡔせをしてくࢃをᛀれた場合は、管理課にၥい合ࢻス࣡ーࣃ୓୍ࠉ
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㸱㸬༳ๅについて

ձᤵᴗ内ᐜやレ࣏ートㄢ㢟に㛵ಀのないᩥ❶や⏬ീならびに࢖ンターࢵࢿトの࣍ー࣒࣌ーࢪの༳

ๅを禁止します。

ղ用⣬の⠇約を意㆑して利用すること。ከ㔞の༳ๅが┠❧ࡘ場合は、㆙࿌することがあります。

ճプリンタの用⣬トレ࢖を຾手に開けないこと。㸦⣬ワまりの原ᅉとなるため㸧

մ用⣬やトナーがなくなった場合は、ᚲࡎ事ົᒁへ⿵⤥を౫㢗すること。プリンタ内㒊の汚れや

⣬ワまりの原ᅉとなるため、一ᗘ༳ๅした用⣬やルーࢬリーフ➼への༳ๅは禁止します。

㸲㸬ᶵჾ␗ᖖ᫬のᑐᛂ

機ჾのᨾ㞀や␗ᖖをⓎぢした場合は、直ࡕにᤵᴗのᢸ当ᩍဨ、または事ົᒁへ連絡すること。

㸳㸬㏥ฟ᫬の☜ㄆ஦㡯

ձ㏥出᫬には㹎Ｃを⤊஢させ、࢕ࢹスプレ࢖の㟁※もษること。㸦きࡕんと⤊஢ฎ⌮をしないと、

ロࢵクがかかり次の人が౑用できなくなるのでὀ意してください。㸧

ղ౑用したᮘや㹎Ｃの࿘㎶をᩚ⌮ᩚ㡻すること。ᛀれ≀がないか☜ㄆし、⣬くࡎ、ごみ➼を決し

てᨺ置しないこと。

㸴㸬࣮ࣝࣝ㐪཯⪅࡬のᑐᛂ

ルール㐪཯⪅にᑐしては、ẁ㝵ⓗに次のとおりฎ置します。

ձ㹎Ｃᩍᐊからのᙉไ㏥出

ղ㹎Ｃᩍᐊのಶ人利用での禁止

ճᏛ内㹎Ｃの඲㠃ⓗ利用禁止

㹑㹌㹑の利用ୖのὀព

トやス࣐ートフ࢛ンには、XやLineࢵࢿンター࢖ など、཭人㐩と気軽にコ࣑ࣗࢣࢽーࣙࢩ

ンがとれる࢔プリがたくさんあります。これらの࢔プリはとても౽利ですが、ࡑの཯㠃、ト

ラブルの原ᅉになることもከࠎあります。౑用することを禁止はしませんが、次のⅬにὀ意

するよ࠺にしてください。

ձ 㹑㹌㹑上においても、♫఍ⓗルールをᏲらなけれࡤなりません。

ղ 㹑㹌㹑上の᝟ሗは、すࡄにୡ⏺中にᗈまるものです。

ճ 㹑㹌㹑でのⓎゝは、༏ྡであったとしても、㈐௵がకいます。

մ 㹑㹌㹑での୙用意なⓎゝは、ᐙ᪘や཭人にまで⿕ᐖがおよࡪことがあります。

յ 㹑㹌㹑上の᝟ሗは、ᚲࡎしもṇしいものࡤかりではありません。

ն 㹑㹌㹑上の᝟ሗは、ᐇྡでも༏ྡでもリスクがకいます。

※ ู㏵配ᕸするࢯーࣕࢩルࢵࢿト࣡ーク利用の࢞ࢻ࢖ラ࢖ンもཧ⪃にしてください。

ʵ���ʵ



య⫱㤋の使用について

１．施設使用のཎ則

(1) 本体育㤋は、育英短期大学のᤵᴗ、課外活動、学内行事に用いる事を୺目的とする。その௚の

ಶே・団体が使用をᕼᮃする時は、学生支援課にある学内活動届を提出し、使用チྍをᚓなけれ

(2) 全ての施設はಶே・団体のඹ用とする。

(3) ᤵᴗ時間ᖏは、✵いているスペースの᭷↓に㛵ࢃらず、ᤵᴗヱ当ࣛࢡスの学生以外は㤋内への

立ࡕ入りを⚗Ṇする。

(4) ㈗㔜品の管理については、全てಶே・団体の責任とすることから細心の注意を払うこと。

２．出入り、ᒚ物等について

(1) 体育㤋への出入りは、す正面入ཱྀからのみとする。たࡔし、㠀ᖖ・⥭ᛴ時はこれを㝖く。

(2) 㤋内はཎ則としてᅵ足ཝ⚗とする。たࡔし、ࢩーᩜࢺ設の場合はこれを㝖く。

(3) ◁・ᅵ・Ἶなど汚れた᭹⿦のまま㤋内に入ることも⚗Ṇする。

(4) 外ᒚきは必ず設置してある下足⟽に入れること。

(5) 㤋内（ࣞ࢖ࢺを㝖く）は全て〄足、㠐下もしくは体育㤋ᑓ用ࢩューࢬで活動すること。

(6) 。はその入りཱྀでᑓ用のᒚ物にᒚき᭰えることࣞ࢖ࢺ

３．体育㤋内での㣧食について

(1) 㤋内での㣧食はཎ則として⚗Ṇとする。たࡔし、課外活動୰・ヨ合୰における水分⿵⤥は認め

るが、࢞ࣛス⎼、⨁㢮、および⣬ࢡࢵࣃ㢮のᣢ㎸は⚗Ṇする。

(2) ఇᴗ୰の⦎⩦、⦎⩦ヨ合および大఍時には、部㛗の責任┘╩のもとᣦ定された場ᡤでのみ㣧食

できる。たࡔし、ࣟࣇアーは⚗Ṇとする。

(3) ごみฎ理については、必ず各ಶே・団体のᣢࡕᖐりとする。

４．ᨺ㏦・↷᫂設備等について

(1) 体育㤋内のᨺ㏦設備は教員のチྍなく使用することを⚗Ṇする。

(2) ↷᫂使用後は必ず㟁※をษること。↓㥏な↷᫂使用をなくし、⠇㟁にດめること。

５．体育㤋ᬮᡣᶵ器について

(1) ᬮᡣᶵ器（大ᆺࣄーࢱー）の使用は、本学教職員が┘╩できる場合にのみ使用をチྍする。

(2) ᬮᡣᶵ器の使用については、体育㤋火気責任者のᣦᑟの下で使用すること。

(3) 使用後は、必ずもとのಖ管場ᡤに収納すること。

６．清ᤲについて

(1) 体育㤋施設を使用したಶே・団体はその清ᤲにດめること。

(2) 。᥃けをẖᅇ必ず行うことࣉࢵアー使用者は、使用前後にࣔࣟࣇ

。ならないࡤ

(3) その௚㝵ẁ、ࣞࢺーニࣥࢢ室、部室、およびゼミ室においてもごみฎ理等をᛰらず、ᖖにきれ

いな施設をಖつことにດめること。

（部室・ゼミ室の使用規定については、別に定める。）

21　体育館の使用について
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７．外部のಶே・団体での体育㤋使用について

(1) 体育㤋使用は育英短期大学のಶே・団体におけるᤵᴗ、課外活動、学内行事に用いる事をඃඛ

とし、それ以外の時間・期間に㝈り使用できる。

(2) 体育㤋使用の㝿にはᡤ定の手続きを行い、使用チྍをᚓること。

以ୖ、ཝ守のこと。これに཯する、もしくはྠ意できないಶே・団体については、学内㛵ಀ者外部

者をၥࢃず、大学はその使用を認めない。

22　トレーニングルーム

ルー࣒の使用をチྍしています。下記の手続き、利用ࢢーニࣥࣞࢺ本学ではᤵᴗ、課外活動等でࠉ

ୖの注意をཝ守し、マࢼーを守ってご利用くࡔさい。

（１）利用時間

（。さいࡔ�0時30分までに後片づけを終えて㏥出してく）�0時30分までࠉ

（２）手続きの方法

ルー࣒使用ྎᖒに学⡠␒ྕ、Ặྡ等を記㍕のୖ、管理課で鍵を೉りてࢢーニࣥࣞࢺ管理課にあるࠉ

くࡔさい。なお、ᤵᴗ等で使用している場合は、㈚出しができませࢇ。

。さいࡔ鍵は1�時までに管理課へ返却をしてくࠉ

。さいࡔ1�時以㝆に使用する場合は、終஢時に用ົ（㆙備）員へ㐃⤡し、鍵を㛢めるようにしてくࠉ

（３）利用ୖの注意

。さいࡔできる㝈り」ᩘேで೉り、相஫に安全を確認して利用してくࠉձࠉ

。さいࡔをᒚいて使用してく（ࢬューࢩ体育㤋）ᅵ足・〄足はཝ⚗です。ୖᒚきࠉղࠉ

。さいࡔ出さないでくࡕ器具は室内からᣢࢢーニࣥࣞࢺࠉճࠉ

。さいࡔず、᛹ᡃのないように注意してくࢃは行ࢢーニࣥࣞࢺ理な↓ࠉմࠉ

。さいࡔ器具の◚損や施設を損傷してしまった㝿は、管理課まで申し出てくࠉյࠉ

からない器具は、↓理に使用せず、体育⛉目担当教員へ相談してから使用してࢃ使用方法がࠉ�նࠉ

くࡔさい。

。さいࡔ器具にờが௜╔した場合は、ᣔき取ってくࢢーニࣥࣞࢺࠉշࠉ

。さいࡔ使用した器具はඖの場ᡤに戻し、整理・整頓をしてくࠉոࠉ
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１．施設使用のཎ則

(1) 本部室・ゼミ室は、育英短期大学の課外活動、ᤵᴗにおいて使用することを目的とする。

(2) 各団体、ᤵᴗに๭り当てられた部ᒇ以外にはࣈࣛࢺルのཎᅉとなるので入室しないこと。

(3) 火気の使用を⚗Ṇする。

(4) ㈗㔜品の管理については、全てಶே・団体の責任とすることから細心の注意を払うこと。

(5) 㠀ᖖ・⥭ᛴ時の㑊㞴ルーࢺの確認を日ࠎᛰらず、室内へのⲴ物のワめ㎸み等はᴟຊ㑊けること。

２．室内での㣧食について

(1) 㣧食・㣧㓇及びႚ↮をしてはならない。

３．↷᫂、࢚アࣥࢥ設備について

(1) 室内の↷᫂、࢚アࣥࢥ使用後は必ず㟁※をษり、⠇㟁にດめること。

４．清ᤲについて

(1) 部室の使用をチྍされたಶே・団体、ゼミ室の使用者はその清ᤲにດめる。

(2) 日ࠎ清潔な施設使用を心がけ、定期的に᥮気等も行うこと。

５．外部のಶே・団体での部室・ゼミ室の使用について

(1) ཎ則として外部のಶே・団体での部室・ゼミ室への入室、使用は認められない。

以ୖ、ཝ守のこと。これに཯する、もしくはྠ意できないಶே・団体については、大学はその使用

を認めない。

23　部室・ゼミ室
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学生相談室について

学生相談室では、学生の皆さんの心理的サポートを行っています。
学業、友人関係、家族関係、その他対人関係、進路、アルバイト等、一人で悩みごとを抱えずに、
まずは相談してみてください。 
秘密は守られます。 
一緒に解決の糸口を見つけてみませんか。 
気持ちや考え方の整理のお手伝いも行っています。 
興味がある方、相談を迷っている方も、是非一度利用してみてください。 

     ＝学生相談室は Ｅ棟２階にありますにあります＝＝＝
◆面談方法について

面談方法は、１～３のいずれかとなります 
１．対面 

     ２．電話 
     ３．遠隔 

◆相談時間枠について
相談時間枠は、１～５のいずれかとなります 

１．12：00～12：50
２．13：00～13：50
３．14：00～14：50
４．15：00～15：50
５．16：00～16：50

◆予約方法について
予約方法は、学生支援課または保健室に電話かメールにて以下の事項を伝え予約してください。 

１．対面：希望面談方法と日時を伝える。 
     ２．電話・遠隔：希望面談方法と日時、電話番号を伝える。 

※メール予約は、必ず件名を「学生相談の予約」と入れてください。 

＜学生支援課＞              ＜保健室＞ 
TEL：027-329-8140・8141       TEL：027-329-8142
Mail：gakuseika@ikuei-g.ac.jp       Mail：hokenshitsu@ikuei-g.ac.jp

◆キャンセル・変更について
キャンセル・変更時は学生支援課または保健室にメールもしくは電話にてお願いします。 

◆開室日 通常授業月は火曜日・木曜日に月３回、長期休業中は火曜日・木曜日に月２回
  学生相談室 相談員：公認心理士                             

24　学生相談室について
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育英短期大学ポータルシステム[Active Academy]は、インターネットを使える環境があれば学内

や自宅のパソコンなどから時間と場所を問わず各種サービスを利用することができる Web システム

です。

【システムについて】

①インターネットを使って、どこからでも利用が可能です。

②メンテナンス時間(毎日午前２時～午前５時)以外はいつでも利用できます。メンテナンス時間は

メンテナンスの案内がログイン後の画面に表示されます。 

③学生個人ごとに各情報を迅速に確認することができます。

【履修登録にあたっての注意事項】 

・登録に関する一切の責任は、学生本人にあります。

・定められた期間に履修登録及びその確認を行わない場合は、その学期における履修の権利を

  放棄したものとみなします。

・理由の如何を問わず、期限を過ぎてからの Web 申請及び書類の提出、訂正の申し出は認められ

ません。

・履修登録をしていない授業は受講することができません。また、出席しても単位を修得すること

はできません。

・履修登録に関する確認は、必ず各自が行ってください。 

【Web 学務システム注意事項】

・ユーザー名･パスワードは、絶対に他人に教えないでください。また、忘れないように各自管理を

徹底してください。

・ログインしたまま席を離れないでください。 

・このシステムは、ログインしてから６０分後にタイムアウトとなります。画面左上に残り時間が

表示されますので、必要に応じて[時間延長]ボタンを押してください。 

・作業･閲覧の終了後は、ブラウザの「×」ボタンだけではなく、必ず画面右上に表示されている「ロ

グアウト」ボタンを押して終了してください。 

学務 Web システムマニュアルⅦ
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ᲫᲧᲫᲨ利用にあたって 

(Ძ)ਖ਼ڜ環境

  OS Windows 11

    [ブラウザ]

         ・/KcTQUQHV 'dIe    

   ・GooIle Chrome

   ・(irefox

   ・1Rera

     Mac

         [ブラウザ]

     ・GooIle Chrome    

     ・(irefox           

(２)ブラウザのᚨ定

ブラウザのᚨ定について、以ɦのᚨ定をஊјとしてください。

   ・Cookie

     ・JavaScript

è#PdTQKd、 iOS のタブȬットሁからも閲覧･દ作は可能ですが、システムのȐーǸȧンによ

りѣ作ɧφ合がႆ生する場合がありますのでҗ分注意をしてください。
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１－2．Web 学務システムの起動方法 

 ①Web システムの起動 

  Web 学務システムで作業･閲覧等を行うには、各種ブラウザを立ち上げ、Active Academy 

  Web システムログイン画面を起動します。 

 ②ログイン 

  ログインページが表示されたら、注意事項とお知らせを確認してください。 

  Web 学務システムに許可された[ユーザ ID]･[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタンを 

  押してください。 

hZ> ͗ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŝŶƐŝĚĞ͘ŝŬƵĞŝ‐Ő͘ĂĐ͘ũƉ

「ࣘーࢨー,'」�㺀ࣃス࣡ード㺁をධຊし、

。クしますࢵタࣥをクリ࣎ࠚࣥ࢖ࢢࣟ࠙

ここが自分の名前になっていることを確認してください。
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ĮログǢウȈ 

 学ϋ等においてσӷで̅ဇするパǽǳンでログインしたئӳは、̾ʴऴإの්Јをف᝻するたǊ

に̅ဇࢸは࣏ƣ[ログǢウȈ]ボタンを押してኳʕしてください。 

必ず>ࣟࢢア࢘ࢺ@࣎タࣥをクリࢵクして�

⤊஢してくࡔさい。

˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣʙ˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣ
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Წ．ȝータȫにƭいて 

  Web 学務システムログインࢸに表示される画面をȝータȫȈȃȗ画面とԠƼ、すǂてのऴإを

ӋༀするたǊの入ӝとなǓます。 

  学ဃᡲዂ事項等ǋᣐ̮されますので、ཎに੉業ଐにはこの画面を確認してください。 

 èዬ࣯のお知らせにƭいては、学ϋのਫ਼示ெにਫ਼示するئӳǋƋǓます。 

 
注意�学ϋのμてのお知らせが、Web 学務システムにਫ਼᠍されるǘƚではƋǓませǜので、 

ਫ਼示ெǋ́せて確認するǑうƝ注意ください。 

学生個ࠎのスࣗࢪࢣールが表示されます。

本人ᐄのお知らࡏ

が表示されます。�

㐃⤡事項が表示さ

れます。�

ᤵᴗの>ఇ講情報@࣭>⿵講情報@࣭>教ᐊኚ᭦@が表示され

ます。�

˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣʙ˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣ

˓˓೥౓ç˓ظՊ໨ͷ੒੷ൃද
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Ჭ．シラȐス閲覧にƭいて 

  閲覧したいᅹႸを౨ኧし、ᛆ࢘のᅹႸ名をǯȪȃǯするとシラȐスが表示されます。 

  ᅹႸϋܾの確認Ǎ̲ޗᅹႸをൿܭするᨥ等に෇ဇしてください。 

ձ�年ᗘを㑅ᢥ�

ղ�᳨⣴᮲௳を㑅ᢥ(ධຊ)�

ճ�>この᮲௳で᳨⣴する@࣎タࣥをᢲす⤊஢してくࡔさい。�

᳨⣴された講義科目୍ぴが表示されますので、該当する科目をクリࢵクし�

てくࡔさい。�

˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣʙ˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣ

˓˓˓˓೥౓
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ᲮᲨ履修登録 

  履修登録は、授業᧏ڼ前から事前にᡫჷした日ᆉによって学࠰･学ᅹごとに行われます。 

  ਦ定期間以外は履修登録ができませんので、җ分注意してください。

  履修登録の日ᆉについては、ӷシステムのᳺᡲዂ事項᳻及びਫ਼示にてᡲዂします。

>ᒚಟⓏ㘓@࣎タンをᢲしてください。

ᚲせな⛉┠を༳ๅするこ

とができます。 

˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣʙ˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣ
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 ႇ᥵入力̲ޗ①

 。をႇ᥵している੉業がɟ覧表示されます̲ޗ 

 ƋらƔơǊǯラス分ƚされている੉業は、இИƔら表示されȁǧȃǯボȃǯスが໋ᑥになってい

ます。
ЪᨊはでƖませǜ� 

 ႇ᥵をࠎஓする୴ଐ･଺ᨂにƋる[ᤲᇿȞーǯ]をǯȪȃǯします。 

 ǯȪȃǯした୴ଐȷ଺ᨂに、自分の学ᅹと学࠰にᣐ࢘されている、̲ޗ可Ꮱ੉業のɟ覧が表示さ

れます。このɶƔら̲ޗする੉業をᢠ৸してȁǧȃǯを˄ƚます。 

 ȁǧȃǯを˄ƚたら、žႇ᥵して৏るſをǯȪȃǯします。 

 ੉業をႇ᥵せƣに入力画面に৏るとƖは、žᄊూして৏るſをǯȪȃǯします。 

あらかじめクࣛスศけされている

ᤵᴗは๐除できまࡏん。

㖄➹࣐ークをクリࢵクします。

科目名をクリࢵクするとࣂࣛࢩスが表示されます。

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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Ɔ表示された੉業ˌٳの੉業を੕すئӳƇ 

上の᳕ᢌうவˑの੉業を౨ኧする᳗ഇでவˑをਦܭしてžϐ౨ኧするſをǯȪȃǯします。 

வˑにӳᐲする੉業が表示されるので、ƦのɶƔら̲ޗする੉業をᢠ৸してȁǧȃǯを˄ƚます。 

Ტ学ᢿǍ学࠰のவˑをž� � � �ſとすると、μˑ౨ኧとなǓますᲣ 

ȷȁǧȃǯを˄ƚたら、žႇ᥵して৏るſをǯȪȃǯします。 ă ᢠ৸した੉業が̲ޗႇ᥵入力画面

にӒପされます。 

ȷ੉業をႇ᥵せƣに入力画面に৏るとƖは、žᄊూして৏るſをǯȪȃǯします。 

᳨࠙⣴᮲௳のධຊࠚ
�ึᮇ್㸸>学ᮇ㹛⌧ᅾの学ᮇ
� � � ��㹙᭙日࣭᫬限㹛㑅ᢥした᭙日࣭᫬限

� � � ��㹙学部学科㹛⌧ᅾの所ᒓ学科
� � � ��㹙学年㹛⌧ᅾ学年
� � � ��㹙表示するᤵᴗ㹛す࡭てのᤵᴗ

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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㑅ᢥしたᤵᴗが

཯ᫎされる

ɟࡇᢠ৸した੉業をӕǓෞすئӳは、੉業名ᆅ߼のȁǧȃǯをٳします。 

Кの੉業に٭୼するئӳは、ᤲᇿȞーǯをǯȪȃǯして、ᢠ৸ฎǈの੉業のȁǧȃǯをٳし、К

の੉業をᢠ৸します。 

 この৖᪯で、ƦれƧれの୴ଐ଺ᨂに̲ޗする੉業をᢠ৸していƖます。 

 許可੉業をᢠ৸ٳ̊②

ஜஹ̲ޗでƖないが、̊ٳႎに̲ޗを許可されている੉業のɟ覧が表示されます。 

 このɶƔら̲ޗする੉業をᢠ৸してȁǧȃǯを˄ƚます。 

 ȁǧȃǯを˄ƚたら、žႇ᥵して৏るſをǯȪȃǯします。 

 ੉業をႇ᥵せƣに入力画面に৏るとƖは、žᄊూして৏るſをǯȪȃǯします。 

取りᾘす᫬は

クを外すࢵ࢙ࢳ

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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žႇ᥵して৏るſをǯȪȃǯすると、ᢠ৸した੉業が̲ޗႇ᥵入力画面にӒପされます。 

ᢠ৸した੉業が
Ӓପされる

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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Įᢠ৸した੉業をႇ᥵します。 

ƦれƧれの୴ଐ଺ᨂで̲ޗする੉業のᢠ৸をኳƑたらž表示ϋܾでႇ᥵ſをǯȪȃǯします。 

 Ǩラーȁǧȃǯが行ǘれます。 

 Ǩラーȁǧȃǯのኽௐには[Ǩラー໯し]、᳕ Ǩラー 、᳗᳕ ᜩԓ᳗のᲭ種᫏がƋǓます。 

Į－１ Ǩラー໯しのئӳᲢႇ᥵の確ܭᲣ 

  入力したϋܾを確認します。 

  これでǑƚれƹžႇ᥵確ܭſをǯȪȃǯします。 

 ੉業を٭୼するとƖは、žႇ᥵٭୼ſをǯȪȃǯして̲ޗႇ᥵入力画面৏Ǔ、ϐࡇ੉業をᢠ৸しႺ

します。 

 。ႇ᥵をӕǓǍǊるとƖはžႇ᥵ɶഥſをǯȪȃǯします̲ޗ  

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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Į－Წ ǨラーがƋるئӳ 

 ž表示ϋܾでႇ᥵ſをǯȪȃǯしたとƖ、ǨラーがƋるئӳは、ഏのȡȃǻージウǣンドウが表

示されて̲ޗႇ᥵入力画面に৏Ǔます。 

Ǩラーがႆဃしたᢿ分に、ǨラーȞーǯと、Ǩラーϋܾが表示され̲ޗ、ႇ᥵入力画面では̲ޗ

ています。 

 Ǩラーϋܾのᢿ分をǯȪȃǯすると、Ǩラーのᛇኬϋܾが、Кウǣンドウで表示されます。 

 ᛇኬを確認し、Ǩラーがႆဃしたᢿ分の̲ޗを٭୼してください。 

 すǂての୴ଐ଺ᨂでǨラーが໯くなると、ž表示ϋܾでႇ᥵ſをǯȪȃǯしたとƖに、̲ޗႇ᥵確

 。でƖませǜܭ画面が表示されるǑうになǓます。Ǩラーが໯くならないと、ႇ᥵が確ܭ

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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③ᲧᲭ ᜩԓがある場合 

「表示内ܾで登録」をǯȪッǯしたとき、ᜩԓがある場合は、履修登録確定画面にᡶみます。

履修登録確定画面では、ᜩԓがႆ生したᢿ分に、ᜩԓマーǯと、ᜩԓ内ܾが表示されています。

ᜩԓ内ܾのᢿ分をǯȪッǯすると、Ǩラーのᛇኬ内ܾが、Кウǣンドウで表示されます。 

ᜩԓを修正しなくても登録を確定することはできますが、必ずᛇኬを確認してください。 

エラー内容を表示。
エラー表示が無くなるよう
修正します。このエラーを
無くさないと次に進めません。

エラーの詳細を表示します。

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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Į－Ხ ႇ᥵ኳʕ 

ႇ᥵ҮТ画面に̲ޗ、ſをǯȪȃǯするとܭ画面でžႇ᥵確ܭႇ᥵確̲ޗ、のǨラーがなく̲ޗ 

ᆆǓます。 

㆙࿌内容が表示されます。

㆙࿌表示が↓くなるようಟ正します。

ಟ正の必要が↓い᫬は

そのままⓏ㘓が確定できます。

㆙࿌のヲ⣽を表示します。

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ

ᖺᗘ�ᚋᮇۑۑۑۑ
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ž確認表をҮТſをǯȪȃǯすると、̲ޗႇ᥵ϋܾを 2D(  。で表示しますࡸ࢟

žႇ᥵ኳʕſボタンをǯȪȃǯすると、̲ޗႇ᥵ኳʕです。 

作業がኳǘったら、画面ӫ上のžログǢウȈſをǯȪȃǯしてログǢウȈします。 

Į－Ჯ ϐ̲ޗႇ᥵にƭいて 

   ૙務ᛢᆸӝで行いますので、ਦܭ஖᧓にஹᚧしてください。 

ᖺᗘۑۑۑۑ
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Ჯ．঺ጚ表確認方法ȷ̲ޗऴإ確認方法ȷЈഎྙ確認方法 

①－１঺ጚ表確認方法 

>ಟ学࣏ー࢛ࣇࢺリ࢜@をクリࢵクします。

>成⦼表@をクリࢵクします。

˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣʙ˓˓˓˓�˓˓�˓ ʢ˓˓ʣ

ධ学ۑۑ�ۑۑ�ۑۑۑۑ

ʵ���ʵ



①Ყ２঺ጚ表 

┤㏆の成⦼が⾲示されます。

>ಟᚓ成⦼@は、⌧ᅾまでにಟᚓした成⦼情ሗが⾲示されます。

ಟᚓした成⦼情ሗの⤠り㎸みをする場合は、ࣜスࢺから
>年ᗘ@>学期@をᣦ定し、࠙⤠り㎸みࣥࢱ࣎ࠚをࢡࢵࣜࢡすると
⏬面がษり᭰ࢃります。

Ｂ

A
D

P

S
F
F

Ｂ
A
Ｂ
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ࠝ成⦼ホ౯ࠞ

ۍホ౯ᇶ準ۍ

࠙㹑90ࠚⅬ以ୖ

࠙㸿89ࠚ㹼80Ⅼ

࠙㹀79ࠚ㹼70Ⅼ

࠙㹁ࠚ��㹼�0Ⅼ

࠙㹂59ࠚ Ⅼ以下�不合᱁�    
   

終了するᨥは、ƆログアウトƇをǯȪッǯして終了してください。

②ᲧᲫ 履修登録確認(履修登録ܦ了後)

>ᒚಟ情ሗ@をࢡࢵࣜࢡします。

   

                                 
༢఩が認定されなかった⛉目
ͤこの⛉目の༢఩が必せな場合���
は෌ᒚಟしてくࡔさい

ࠚ�(�࠙

ධ学ۑۑ�ۑۑ�ۑۑۑۑ

ʵ���ʵ



②－Წ ̲ޗऴإ 

 ኳʕするᨥは、ƂログǢウȈƃをǯȪȃǯしてኳʕしてください。 

ࠝᚋᮇᒚಟⓏ㘓ࠞ�

� ᒚಟⓏ㘓のኚ᭦がある場

合は、指定のኚ᭦ᮇ㛫内にⓏ

㘓ኚ᭦を行ってくࡔさい。

ͤ日⛬は学ᮇはじめにᥖ示

します。

ʵ���ʵ



③－１　出席状況確認方法

　終了する際は、【ログアウト】をクリックして終了してください。

　　出欠調査状況表が表示されます。

｢出欠調査状況表｣をクリックします。

科目ごとに出欠席状況が確認できます。

ʵ���ʵ



６Შお問い合わせについて

  問い合わせについては、ഏのとおりです。 

  ・Web 学務システムદ作、内ܾሁについて･････教務ᛢᆸӝ

  ・パスワードኣڂ･････管理ᛢᆸӝ

Ɔ各ᆸӝ受˄時間Ƈ

   உ ～ ᣿   8 時５０分～ᲫᲱ時００分 

よくあるお問い合わせ(3�#)

31 パスワードをኣڂしてしまいましたが、どうしたらいいですかᲹ

ą   パスワードは、学内 PC ᇌƪ上ƛのᨥにλщしているものとӷಮです。

   育英短期大学ᩓ܇メールのパスワードとはီなります。ϐࡇ、確認してください。 

   また、パスワードにはஊј期限がありますので、ஊј期限後は学内 PC からパスワードの

୼ૼ作業を行ってください。

   ᚐൿしない場合は、学生ᚰをਤӋのうえ、管理ᛢで৖ዓきを行ってください。

32 ϐ履修ᅹႸが Web 履修登録できません。

ą ϐ履修ᅹႸは、確認が必要なためਦ定期間に教務ᛢᆸӝで行います。

33 時間лのᚘ画はどのようにしたらよいのですかᲹ

ą ᣐࠋされる時間л、学生必ઃの教育ᛢᆉ表ሁをӋᎋに作঺してみましǐう。

   また、授業内ܾはシラȐスで確認してください。

ᲱᲨ利用上の注意

Web 学務システムの利用にあたっては、ID・パスワードのӕৢいやパソコンの利用૾ඥなどをҗ

分理ᚐしたうえで行ってください。 

Ŧ自分のパスワードは各自責任をਤって管理し、他人には教えてはいけません。

Ŧ他人の +&・パスワードを使用してはいけません。

Ŧ学内の PC を使用しているᨥは、ログインしたまま席を離れてはいけません。

Ŧ終了後は必ずログアウトしてください。画面からႏさんの情報が他人に閲覧される可能ࣱがあ

ります。
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欠 席 届

学籍番号�

氏　　名� ㊞

私は、下記理由により欠席しました（したい）ので、お届けします。

令和　　年　　月　　日

１. 理　由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添 付 書 類

　（1）学校感染症（病名：　　　　　　　　　　　　　　　）感染症治癒証明書を添付のこと

（2）忌引　　 　　日間（続柄：　　　　） 会葬礼状等を添付のこと

　（3）災害・公共交通機関の遅延等 証明書類を添付のこと

　（4）教育実習・保育実習等 実習の出勤簿の写しを添付のこと

　（5）インターンシップ（正課のものに限る。） 原則不要

　（6）学内の海外留学プログラムによる海外留学 実施要項等

　（7）就職試験のとき 就職試験受験証明書等

　（6）その他（理由：　　　　　　　　　） 証明書類を添付のこと

２. 欠席日時等

期　　　日 時限 教 科 名 担当教員
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）
月 　　　日　　（ 　）

3. 申請のあった上記のことについて、特別欠席として　承認する ・ 承認しない

注 欠席理由がなくなったときから３日以内に必要書類等を添付して教務課に提出すること。
　 忌引（父母７日、祖父母３日、曾祖父母・伯叔父母１日、その他）

育英短期大学［保育学科・現代コミュニケーション学科］
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　（該当する□に　レ　印を付してください。）

育　英　大　学

育英短期大学

学　籍　番　号

氏　　　　　　名

出校停止期間

　□ インフルエンザ　　（　　　　　　　　　　型）　　　　　　　　　　　　　　　　

　□ 麻疹（はしか）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　□ 百日咳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　□ 流行性耳下腺炎　　　　　　　　　　　　　　

　□ 風疹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

初　診　日

□　上記疾患が治癒したので、　　　　　　年　　　月　　　日から登校可能と認めます。

□　上記疾患でなく、 （疾病名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　であり）

　当該疾患は治癒したので、　　　　　　年　　　月　　　日から登校可能と認めます。

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

医療機関名

医師名 　　　　　印

感　染　症　名

感　染　症　治　癒　証　明　書

□児童教育専攻 □スポーツ教育専攻 □英語教育専攻

□保育学科 □現代コミュニケーション学科

　　　　　年　　　月　　　日（　　）　～　　　　　　年　　　月　　　日（　　）

　　　　　　　　年　　　月　　　日

□ 水疱（みずぼうそう）

□ 咽頭結膜熱

□ 流行性角結膜炎

□ 急性出血性結膜炎

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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